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日本建築学会「優秀卒業論文賞」「優秀修士論文賞」 

 

 

この賞は、田島ルーフィング株式会社、株式会社タジマから、タジマグループ創業７０周年を 

記念して寄せられた寄金によって１９８９年に設置された「建築教育振興基 金 (タジマ基 金 ）」 

により、当 該 年 度 の学 部 卒 業 論 文 、大 学 院 修 士 論 文 を対 象 に、優 れた論 文 を表 彰  

するものである。 



2017年
日本建築学会優秀卒業論文賞
日本建築学会優秀修士論文賞

○優秀卒業論文賞
炭鉱住宅地における閉山後の交流の場の変遷に関する研究
─福島県いわき市勿来町出蔵・小山下・高畔地区を事例に─

正会員	 足立壮太	殿（東京大学）

光熱同時劣化を受ける建材用塗膜の劣化反応機構の温度依存性及び
それに伴うマクロ物性変化に関する研究
正会員	 石田崇人	殿（東京大学）

地区特性と改修確率を考慮した木造住宅耐震診断評点の
適正な目標値の提案と意思決定支援手法の開発
正会員	 小野寺凜成	殿（東北大学）

中高層オフィスビルの自然換気量算定用風圧係数の入力方法と
その影響
正会員	 川分芳子	殿（大阪市立大学）

指定解除後の生産緑地の計画的な保全と転用に向けた基礎的研究
─神奈川県伊勢原市を対象として─

正会員	 北村彩夏	殿（工学院大学）

低負荷補強機構を用いた鋼構造骨組の大規模実験による
耐震性能評価
正会員	 佐々木雄河	殿（京都大学）

花街を構成する建築物の分布に関する昭和初期から現在までの変遷
─金沢にし及び主計町を中心として─

正会員	 谷美咲	殿（新潟大学）

生活利便性実態を評価した市街化調整区域における
開発許可制度運用のあり方に関する研究
正会員	 八矢恭昂	殿（工学院大学）

超高層RC造集合住宅を対象とした多質点汎用モデルの構築と
2016年熊本地震時の建物応答推定
正会員	 日野浦雄高	殿（東京理科大学）

子どもの貧困と住宅
─低所得子育て世帯の住まいの選択と実態─

正会員	 藤村日向子	殿（神戸大学）

伊勢神宮の式年造替における古殿・古材の撤下とその背景
正会員	 増澤水緒	殿（東海大学）

植木屋が培うランドスケープ
─宇多野山麓に展開する造園・資材業の系譜─

正会員	 森岡里奈	殿（京都工芸繊維大学）

鉛直流出入ディフューザーを持つ温度成層型蓄熱槽の
性能予測ツールの開発
正会員	 山澤春菜	殿（大阪大学）

拠点モニタリングを利用したエリア防災のための建物群地震応答の
即時推定
正会員	 和田拓也	殿（京都大学）
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○優秀修士論文賞
ミラノにおける「装飾芸術」の近代化：
イタリアの建築教育制度と両大戦間期の建築雑誌に関する分析
正会員	 泉勇佑	殿（東京大学）

養蚕と結城紬の生産が鬼怒川流域の民家建築に与えた影響
正会員	 今井文子	殿（筑波大学）

導電性高分子ポリマー（PEDOT/PSS）を用いた
通電再生型デシカント空調に関する研究
正会員	 弥富飛鳥		殿（東北大学）

着衣内空気層での気流性状が人体周りの熱水分移動に及ぼす影響
正会員	 大崎智寛	殿（神戸大学）

施工状態を考慮した木摺り漆喰天井の健全度評価と
剥落防止技術の開発
正会員	 岡健太郎	殿（工学院大学）

2015年ネパール地震を契機とした伝統市街地の居住様式の変容
正会員	 高寒	殿（東京大学）

阿の字型囲繞空間における浄土の具現性に関する考察
正会員	 三本木歓	殿（東京大学）

火災時の木質部材の力学的性能に対する熱水分同時移動の影響評価に
関する研究
正会員	 鈴木達朗	殿（早稲田大学）

近世嵯峨清凉寺の空間構造
─境内・地域・出開帳─

正会員	 高田舜	殿（京都工芸繊維大学）

熱赤外分光放射計を用いた建築空間における気温分布の逆推定に
関する基礎的研究
正会員	 鶴見隆太	殿（東京工業大学）

花街の継承に関わる組織及び建築物公開活用の実態
正会員	 宮島悠夏	殿（新潟大学）

民有地を暫定利用する防災空地の評価の枠組みに関する研究
─神戸市「まちなか防災空地整備事業」を対象として─

正会員	 三好章太	殿（大阪市立大学）

風応答観測記録に基づく超高層免震建物の免震ダンパーの
簡易疲労損傷評価手法の提案
正会員	 村上智一	殿（東京工業大学）

中京地域で観測される長周期地震動の震源位置依存性の分析
─震源・観測点の位置関係と伝播経路・堆積盆地構造─

正会員	 山田沙代	殿（名古屋大学）

壁高さ方向に連続する縦長開口を有するRC耐震壁の構造性能に
関する研究
正会員	 劉虹	殿（大阪大学）
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選考報告

　本会では、1989年7月に建築教育振興基金（タジマ基金）による学
生を対象にした論文の顕彰事業「優秀卒業論文賞」「優秀修士論文賞」
を設け、優れた論文を顕彰してきた。2017年は第28回である。
　卒業論文等顕彰事業委員会は、毎年幅広い分野からの多数の応募論
文に対応するため、12分野の調査研究委員会から推薦された委員28
名により構成されている。
　第1回委員会は、2016年12月6日に開催し、募集要領について確認を
行い、昨年と同じ要領にて応募論文の募集を行うこととした。応募論文
の締切日は2017年3月23日として、2017年1月より募集を開始した。
　第2回委員会は、2017年4月6日に開催し、関係規程、応募論文数お
よび各部門別分類を確認し、授賞数の算出、選考部会の設置を審議し
た。総応募論文数200編のうち、募集要領の条件を満たしていないもの
8編（概要の記載方法が逸脱：学部6編＋修士1編、書類不備：修士1
編）を対象外として除き、選考対象論文数は、卒業論文87編、修士論文
105編の計192編で、昨年より24編減少した。応募校数は50校で、昨
年より5校減少した。部門別では、構造系60編（学部30編、修士30
編）、計画系103編（学部47編、修士56編）、環境系27編（学部8編、修
士19編）、2013年から設けられた「総合」は2編（学部2編、修士0編）
であり、それぞれ前年比、構造系6編減、計画系8編減、環境系8編減、
「総合」2編減であった。
　引き続き各選考部会を開催し、各部会長は委員の互選により、構造
系：田中剛君、計画系：星卓志君、環境系：川井敬二君を選出し、選考を
開始した。選考要領について再度確認を行い、続いて各選考部会におい
て応募論文概要の確認を行った。
　第1次選考では、各部門の委員が、応募論文概要を精読して授賞候補
論文数の約2倍程度の論文を選考し、第2次選考では、第1次選考で選
ばれた論文1編につき2名の査読委員を定めて論文本文を精読し、授
賞候補論文を選定することとした。なお、選考は公正を期するために、
委員と応募論文の著者とが親族あるいは師弟関係などにある場合に
は、当該論文の選考に関与しないことを確認した。
　第3回委員会は2017年6月23日に開催し、各選考部会の選考結果
報告ならびに推薦理由書が提出され、構造系選考部会と計画系選考部
会の双方から推薦された「総合」1編等について審議の結果、出席者全
員の一致をもって2017年（第28回）の授賞候補論文として、卒業論文
14編、修士論文15編を選定した。

授賞候補論文数・応募論文数
（総応募論文数200編、選考対象論文数192編、50校）
卒業論文 14編（87）
修士論文 15編（105）
合　計 29編（192）
※（　）の数字は選考対象論文数

（卒業論文等顕彰事業委員会委員長　岡部明子）

構造系選考部会
　本年の構造系の選考対象論文数は、卒業論文32編（「総合」2編を含
む）、修士論文31編（環境系からの部門変更1編を含む）であり、昨年
と比べて、卒業論文は8編減少し、修士論文は3編増加した。
　第1次選考では、7名の選考委員全員が62編の応募論文概要を査読
し、3段階の採点を行い、卒業論文および修士論文ともに上位11編を
候補論文として選出した。
　第2次選考では、第1次選考で選出した合計22編の対象論文をそれ
ぞれ2名の選考委員により査読した。第2次選考における査読担当の決
定については、選考委員の専門分野や所属などに配慮して公正を期し
た。卒業論文では、「テーマと内容」「論理性と明確さ」「論文としてので
きばえ」の3項目、修士論文では、「テーマの独創性・新規性」「豊かな萌
芽性・将来性」「研究の進め方の論理性」「結論の明確さ」「論文としての
できばえ」の5項目について、5段階の評価を行い、それらの合計点に
基づいて授賞候補論文を選定した。
　最終選考では、第2次選考の結果を踏まえ、卒業論文については上位
7編、修士論文については上位6編の論文について、査読担当者から各
論文を講評してもらい、得点の接近した論文については、より詳しい意
見を求めるなど慎重に審議した結果、出席者全員の合意のもと、卒業論
文5編、修士論文5編を授賞候補論文として選定した。
　応募論文は、研究テーマとしては、新規性の高い斬新なアイデアを含
む論文、継続的な研究に基づく緻密な論文など、研究手法としては、実
用化または現象解明を目的とした実験、詳細な解析モデルを用いた数
値解析や評価式の提案、さらにはこれらを一連で実施した論文など、多
岐にわたっており、慎重かつ多様な視点からの審議が必要であった。最
終的には、授賞候補論文を10編選定したが、応募論文はいずれも力作
揃いで、選考における評価が僅差であるなか、惜しくも選外となった卒
業論文および修士論文もあったことを付記する。
　今後もより多くの大学からの活発な応募を期待したい。
（構造系選考部会長　田中剛）

計画系選考部会
　本年の計画系の選考対象論文数は、卒業論文49編（「総合」2編を含
む）、修士論文56編の合計105編であり、これらを15名の委員によっ
て選考した。
　第1次選考では、事前に論文1編につき選考委員4名ないし5名が応
募論文梗概の3段階評価を行い、その結果を2017年5月12日開催の
計画系選考部会で再確認したうえで、評点の平均点に基づき、卒業論文
22編、修士論文15編を第1次候補論文とした。
　第2次選考では、審査論文と専門分野の近い委員2名が、事前に定め
た評価項目に基づき本論文の5段階評点による審査を行った。そして、
その結果を6月13日開催の計画系選考部会において議論した。卒業論
文では、評点に基づき、まず上位3編について講評を確認して授賞候補
論文とし、次にそれらの次に位置する9編について講評による比較を
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行い、5編を授賞候補論文とした。修士論文では、評点に基づき、まず上
位3編について講評を確認して授賞候補論文とし、次にそれらの次に
位置する7編について講評による比較を行い、4編を授賞候補論文とし
た。以上の手順により、卒業論文は8編、修士論文は7編を授賞候補論
文とした。
　審査にあたっては、第1次、第2次選考とも、審査対象論文の筆者と
なんらかの関係（指導教員、論文審査教員等）がある選考委員は、当該
論文の評価を一切行わないこととした。
　選考にあたってはテーマ・目的の設定、方法、結果、結論の各段階に
おいて、研究論文としての妥当性を慎重に審査し、かつそのことが選考
委員の独断に陥ることがないよう、特に第2次選考においては、選考委
員間の真摯な議論を行ったうえで決定した。
　優秀論文として選考するためには、これらの全体にわたって高い完
成度が求められるものであり、授賞候補論文はいずれもこのことに応
える、水準の高いものであった。
　なお、応募論文概要が記載方法を逸脱していたため審査対象から外
さざるをえなかった応募論文が少なからずあったことは非常に残念で
あり、来年度の応募者は注意されたい。
（計画系選考部会長　星卓志）

環境系選考部会
　環境系の選考対象論文数は、卒業論文8編（8校）、修士論文18編
（13校）の合計26編（18校）であった。なお、環境系への応募論文1編
と「総合」への応募論文1編は内容的に構造系からの審査がふさわしい
ことを両系で合議・判断のうえ、構造系の選考対象論文とした。
　第1次選考では5名の選考部会委員全員がすべての応募論文概要を

読んで3段階評価した。授賞割当数の2倍を目安として評価が上位のも
のを選出し、卒業論文4編、修士論文8編を第2次選考論文とした。
　第2次選考では、各論文2名の査読委員を選んで論文本文の査読を
行い、卒業論文では3項目、修士論文では5項目について5点満点で評
価を行った。査読委員の講評も考慮して審議し、授賞候補論文として授
賞割当数である卒業論文2編、修士論文3編を、全会一致で決定した。
結果として査読評点の合計点が上位のものが選ばれた。
　応募論文の分野としては、熱・空気環境分野が多く、音・光分野が少
ないのは例年のとおりであるが、学会誌や全国大会の投稿論文の比率
と対応していると言える。各論文とも応募に値する充実した内容を含
み、とりわけ授賞候補論文はいずれも独創性、論理的記述、完成度など
において優れており、かつ著者の研究に対する熱意が論文の丁寧な記
述に表れていた。授賞数の制約からやむなく選外とした論文について
も、将来の社会や研究分野への貢献が期待されるテーマに取り組んだ
もの、新規性や独創性に富むものが数多く見られた。
　応募数に関して、今回の環境系への応募は、昨年の卒業論文21編
（17校）、修士論文16編（10校）、合計37編（21校）と比較して、特に
卒業論文の応募数が大きく減少している。卒業論文の応募数は過去10
年のなかでも最も少ないものであった。さらに、応募校の顔ぶれがあま
り変わらないことは毎年の気がかりである。受賞・選外の結果ではな
く、学生にとっては応募そのものが一層の研究の進展や自己研鑽に大
きな意義があることから、次回はより多くの研究教育機関から、学生ら
しい論文の応募を期待したい。
（環境系選考部会長　川井敬二）
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地区特性と改修確率を考慮した木造住宅耐震診断評点の
適正な目標値の提案と意思決定支援手法の開発

低負荷補強機構を用いた鋼構造骨組の大規模実験による
耐震性能評価

光熱同時劣化を受ける建材用塗膜の劣化反応機構の
温度依存性及びそれに伴うマクロ物性変化に関する研究

指定解除後の生産緑地の計画的な保全と転用に向けた
基礎的研究
─神奈川県伊勢原市を対象として─

炭鉱住宅地における閉山後の交流の場の変遷に関する研究
─福島県いわき市勿来町出蔵・小山下・高畔地区を事例に─

中高層オフィスビルの自然換気量算定用風圧係数の入力方法と
その影響

正会員	 小野寺凜成	殿（東北大学） 正会員	 佐々木雄河	殿（京都大学）

正会員	 石田崇人	殿（東京大学） 正会員	 北村彩夏	殿（工学院大学）

正会員	 足立壮太	殿（東京大学） 正会員	 川分芳子	殿（大阪市立大学）

　本論文は、仙台市における住宅の耐震改修のための耐震診断評点が、
各地域の実情によらず一定値であることと、住民が設定する目標値の
妥当性が必ずしも担保されない現状にかんがみ、それらを客観的な
データに基づいて合理的に決定する手法を提案している。地区で想定
されるハザードだけではなく、住民の可否判断まで取り込み目標値を
丁寧に評価した点、さらに住民の耐震改修の意思決定支援ブックの制
作まで取り組んだ点が大きな特徴となっている。研究の進め方も堅実
で、一つひとつ課題を解決させつつ最終的な目標に達する流れで、最終
的な成果として、住民自身が評価を可能とするツールを作成し、検証を
行っている点が高く評価できる。自然科学と社会科学を横断する複合
的なアプローチは大変意欲的なものであり、今後の発展が期待できる
卒業論文である。

　既存鋼構造骨組を対象として、既存部材への影響と建物使用者への
影響を抑えつつ耐震性能を向上させることを目的として考案された耐
震補強構法に関する研究である。機構は、簡易施工できるように、引張
鋼棒、曲げ鋼板および中央連結材の軽量小型部材により構成されてい
る。提案構法の有効性を工夫された2スパンの架構実験により検証し
ており、機構の働き方や梁端の曲げ挙動について興味深い実験結果を
得られている。研究の進め方が論理的で結論も明確かつ有用であり、優
秀卒業論文としてふさわしいものと評価する。

　建築物の維持管理が重要視される近年、建築物の劣化バリアになり
える塗膜系仕上材料の劣化メカニズムの研究は意義が大きい。塗膜系
仕上材料に対する紫外線促進暴露試験においては温度上昇や湿度管理
が問題であったが、試験装置を独自考案して試作し、恒湿環境下で紫外
線と熱を制御しての実測結果は、研究価値が高い。実測結果から、紫外
線が化学結合の切断に、熱が再結合形成に寄与する塗膜劣化反応メカ
ニズムを提示し、紫外線と熱の制御から化学結合の切断量と再結合量
を制御する促進暴露試験方法の可能性を示し、優秀卒業論文としてふ
さわしいと評価できる。

　生産緑地の指定解除と買取り申請の急増が始まる2022年の到来が
近い。本論文はこの問題をとらえ、保全すべき生産緑地と転用すべき生
産緑地を把握する方法を検討し、神奈川県伊勢原市の生産緑地につい
て評価を試みたものである。基礎情報による農地か転用かの適合性条
件の検討（3章）、現地調査に基づく適合性条件の抽出（4章）、これらの
結果から農地と転用のいずれに適するか優位性評価の条件検討と優位
性評価（5章）と、論は明快である。図表もわかりやすい。適用可能な方
法で実用的研究の価値もある。優秀卒業論文賞にふさわしい卒業論文
である。

　人口減少と高齢化への対処が求められるわが国において、縮充の地
域デザインを探るために、急激な人口減少をいち早く経験した旧産炭
地域を研究対象に、その知見を得ようとした着想を評価したい。さら
に、本研究の知見として、旧産炭地域における住民間交流の変遷分析か
ら、交流のハブとして代々経営している商店が有効に機能しうること
を質的に明らかにしている。この点は今後の人口減少地域の地域サー
ビスの再生をデザインしうる知見として評価できる。導き出された結
論が、どのような縮退地域で活用可能かについて考察し、知見を位置づ
け直せば、さらに実践的な研究となったであろう。

　本論文は、中高層オフィスビルの設計段階において、自然換気量を算
定する際に、汎用文献値から得られるモデル街区風圧係数を用いた場
合と、模型風洞実験から得られた実街区風圧係数を用いた場合との比
較を行った研究であり、省エネの観点から自然換気の有効利用が重要
視されている現在、非常に重要なテーマと言える。風圧係数データベー
ス作成のためのモデル街区実験および実街区を用いた風洞実験のどち
らも膨大な実験回数を実施しており、丁寧なデータ解析を行うことに
より、貴重な知見を得ている。図表等もデータベースとしての利用を想
定し、見やすくまとめられており、論文として完成度も高い。受賞に値
する卒業論文として推薦する。

優秀卒業論文賞推薦理由
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超高層RC造集合住宅を対象とした多質点汎用モデルの構築と
2016年熊本地震時の建物応答推定

植木屋が培うランドスケープ
─宇多野山麓に展開する造園・資材業の系譜─

生活利便性実態を評価した市街化調整区域における
開発許可制度運用のあり方に関する研究

伊勢神宮の式年造替における古殿・古材の撤下とその背景

花街を構成する建築物の分布に関する昭和初期から現在までの変遷
─金沢にし及び主計町を中心として─

子どもの貧困と住宅
─低所得子育て世帯の住まいの選択と実態─

正会員	 日野浦雄高	殿（東京理科大学） 正会員	 森岡里奈	殿（京都工芸繊維大学）

正会員	 八矢恭昂	殿（工学院大学） 正会員	 増澤水緒	殿（東海大学）

正会員	 谷美咲	殿（新潟大学） 正会員	 藤村日向子	殿（神戸大学）

　本研究では、既存建物の設計用振動解析モデルに基づいて刺激関数
および復元力特性の高さ分布を統計処理し、対象建物の階数情報より
平均的な構造特性を反映した多質点せん断モデルを構築した。この解
析結果を詳細な建物モデルの最大応答分布と比較することで、多質点
汎用モデルの妥当性を検証し、さらには2016年熊本地震で被害を受け
た8棟の地震時応答を多質点汎用モデルにより推定し、アンケート調
査に基づく小物の散乱状況や内容材亀裂の対応を調べている。一般に
公開されている構造情報に基づく振動解析モデルを構築することで超
高層集合住宅の即時被害判定に活用する可能性が生まれるなど研究
テーマが独創的であり、進め方も論理的で結論も明確かつ有用である
ため、優秀卒業論文としてふさわしいものと評価する。

　地形や地質、植生といった自然環境的要素と地表上に展開する空間
編成の連関を、長いタイムスパンにわたって把握を試みた論文である。
そこで植木屋（造園屋と資材屋）に着目し、植木屋の営業形態がその需
要や社会条件に左右されながら膨らんだり縮んだりした時代展開を、
磁場のごとくきいた自然条件の不変さと対照的にあぶり出すことで、
これらの包括的な関係性を示した点は秀でている。学際的な研究視点
に加え、生業のあり方を逐一明らかにしつつ、経営者にこまめにヒアリ
ングを繰り返すといったさまざまな研究手法の適用にも好感が持
てる。

　本研究は、市街化区域に近接し、利便性の高い市街化調整区域に、地
区計画をかけることなどによって開発許可を出してもいいのではない
かという考え方のもと、郊外都市の調整区域の実態を解析してその根
拠性を述べている。その分析は、客観的な手法で選択された5都市を対
象に、生活利便度と開発動向の二つのデータを重ね合わせた結果を考
察する理路整然としたもので、完成度の高い卒業論文として評価でき
る。また、コンパクトシティ政策は調整区域周辺に現存する生活利便施
設の蓄積を無駄にしかねないとする考察も新規性がある。

　伊勢神宮は、卒論には、いささか大きなテーマであるが、本論文は古
材の撤下に注目することで、独自性ある研究となった。伊勢神宮は式年
造替に際し古殿が廃却され、古材は各地の神社に撤下される。しかしそ
の実態は明らかでない。本論文では、さまざまな資料から、近世・近代
における撤下の状況を把握し、撤下数の変化や、部材の使われ方を丁寧
に調査しており、その努力は注目に価する。伊勢神宮をめぐる社会状況
との関連から考察する点も興味深い。撤下のプロセスや技術伝承との
関連など、さらに深い調査によって、伊勢神宮ひいては近代神社制度研
究に新たな視点をもたらすと期待される。

　金沢にしと主計町の花街について、建築物とまちなみの歴史的変遷に
加え、現在的変容の様態をとらえた本研究は、資料的価値が高いことが
初めに特筆されるべきだろう。著者は、歴史資料を丹念に紐解き、突き合
わせて、これまで明らかにされなかった花街の空間的変遷過程を明瞭に
描き出した。歴史都市としての金沢にとって、この研究は、今後の建築物
保存の指針にもなりうるものと考えられる。著者は、時に地番の推測など
大胆な方法をとっているが、社会経済的側面とも深くかかわる花街とい
う対象に対して、丹念かつ精緻な状況設定をしている。また、資料と現在
のまちなみを高い精度で照合しており、地道な労力がかけられたことが
よく示されている。記述も簡明かつ一貫して的を射ており、卒業論文とし
ては特に優れた研究であることから、優秀卒業論文として推薦する。

　「子どもの貧困」問題に対し、居住する住宅種別を軸とした家族と就
労、生活の時系列的変化の視点から分析を行った、社会的意義の高い研
究である。また貧困という建築学の枠外の概念を対象とするため、語の
定義や貧困をめぐる社会的動向を丹念に検討したうえで、住宅・土地統
計調査ミクロデータを独自集計した分析や詳細なインタビュー調査を
行い、「子どもの貧困」を住宅所有形態の類型から説明したことは大変
興味深い。居住実態の表現として建築学的図面等の分析が不十分では
あったが、対象となる世帯を絞り込んでいく過程、住居変遷の過程を描
き出す分析も理路整然としており、完成度の高い卒業論文として評価
できる。
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導電性高分子ポリマー（PEDOT/PSS）を用いた
通電再生型デシカント空調に関する研究

拠点モニタリングを利用したエリア防災のための
建物群地震応答の即時推定

養蚕と結城紬の生産が鬼怒川流域の民家建築に与えた影響

鉛直流出入ディフューザーを持つ温度成層型蓄熱槽の
性能予測ツールの開発

ミラノにおける「装飾芸術」の近代化：
イタリアの建築教育制度と両大戦間期の建築雑誌に関する分析

正会員	 弥富飛鳥	殿（東北大学）

正会員	 和田拓也	殿（京都大学） 正会員	 今井文子	殿（筑波大学）

正会員	 山澤春菜	殿（大阪大学） 正会員	 泉勇佑	殿（東京大学）

　本研究は、通電高分子ポリマーを利用した通電再生型デシカント空
調の除湿性能および省エネルギー性能を明らかにしたものである。従
来デシカント空調に利用されていなかった手法を検討しており、豊か
な萌芽性と発展性が評価できる。通電高分子ポリマーの性能検証にあ
たり試験機材を自ら作成し、安全性を十分考慮した実験を実施すると
ともにシミュレーションモデルを構築し、妥当性の検証を実施してい
る。その結果、従来型に対して対象とした手法は除湿性能が高く省エネ
性能も高いことを明らかにしている。論文としての完成度は高く、優秀
修士論文として推薦する。

　あるエリア内の地震被害状況を迅速に評価するため、緊急地震速報
の情報と加速度計を有する少数建物の観測情報に基づいて、その他の
モニタリング機能を持たない大多数の建物の被災状況を評価するため
の研究である。提案する手法を順序立てて検証し、その適用限界に対す
る考察を真摯に行い、他の構造物への適用も試みている。申請者らのグ
ループの研究基盤を十分に用いた実効的な研究であり、明確な結論の
導出と課題の整理もなされた今後の発展が期待される研究である。以
上のことから、本論文を優秀卒業論文賞として推薦する。

　本論文は、養蚕や結城紬の生産にかかわる歴史的背景を細かく整理
し、基盤を固めたうえで調査・研究を進め、分析自体も堅実に行い結論
を導くという、研究本来の手法が高いレベルで実施できている点がま
ず高く評価できる。内容も、建築計画的な分析・考察にとどまらず、結
城紬の産業構造にまで踏み込み、生産、雇用、世帯生活など多角的な視
点により、養蚕業が民家建築に与えた影響の分析を進めている点が極
めて高く評価できる。論文全体を通して、非常に緻密で高度な論述を展
開している。以上のことから、本論文を顕彰に値する修士論文として推
薦する。

　本研究では、鉛直流出入ディフューザーを持つ温度成層型蓄熱槽の
性能予測ツールを作成することを目的に、作成したプログラムの精度
検証をCFD解析で行い、また、ExcelVBAを用いたツールを完成させて
いる。槽内混合モデルの検討時等には、学生らしく詳細な式展開が解説
されており、同分野で研究を行っていく研究者にも役立つと考えられ
る。また、作成したツールは十分な予測精度を持っているだけでなく、
誤差要因の検討も行われ、今後の研究開発の方向性も示されており、今
後の研究の進展にも期待が持てる内容となっている。図表等も見やす
くて大変きれいにまとめられており、論文としての完成度も高い。受賞
に値する卒業論文として推薦する。

　近代ミラノの装飾芸術という視点から、イタリアの他都市も含めた
建築教育制度や建築家職能という周辺領域にまで広げた論考は独自性
が高く興味深い。建築雑誌『domus』等の分析においてはテキストマイ
ニングを用いて記事傾向と装飾芸術の関連性を紐解いており、その結
果とともに、分析手法としての新規性も評価できる。さらに、ジオ・ポン
ティの論文を丁寧に解読し、その装飾に関する意識が近代建築の一般
的な装飾観と異なることを示した論理展開は明晰である。総じて、全体
にわたり多数の参考文献を参照しながら展開される本論は極めて精緻
に構成され、完成度が高い。

優秀修士論文賞推薦理由
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2015年ネパール地震を契機とした伝統市街地の居住様式の
変容

近世嵯峨清凉寺の空間構造
─境内・地域・出開帳─

施工状態を考慮した木摺り漆喰天井の健全度評価と剥落防止
技術の開発

火災時の木質部材の力学的性能に対する熱水分同時移動の
影響評価に関する研究

着衣内空気層での気流性状が人体周りの熱水分移動に
及ぼす影響

阿の字型囲繞空間における浄土の具現性に関する考察

正会員	 高寒	殿（東京大学） 正会員	 高田舜	殿（京都工芸繊維大学）

正会員	 岡健太郎	殿（工学院大学） 正会員	 鈴木達朗	殿（早稲田大学）

正会員	 大崎智寛	殿（神戸大学） 正会員	 三本木歓	殿（東京大学）

　本論文は、ネパール古来の居住文化を有するネワールの伝統的な居
住様式が2015年のネパール地震の被災によってどのように変容した
かを明らかにしている。ひとつのコミュニティを対象に住宅の伝統的
な空間利用と大家族をよしとしながら世帯分裂する住まい方の両面を
詳細にとらえている。居住文化の継承と、被災対応や生活の合理化等に
よる変化の住要求のせめぎ合いを描き出し、震災後1年半における居
住状態とそのプロセスを解明しており学術的価値は大きい。また、生活
者の視点から深く踏み込んだ分析と考察は、被災後のネワールの居住
様式のあり方を示唆する貴重な成果であり、優れた修士論文と評価で
きる。

　近世における嵯峨清凉寺の境内の変容を、寺院を取り巻く地域、さら
に都市における出開帳の場を含めて論じたもので、寺院建築史である
と同時に、都市史的な視点も持つ。清凉寺の一次史料の収集・読解にも
精力的に取り組み、背景となる清凉寺の真言宗と浄土宗の二派対立に
関する考察も丁寧である。一次史料の読解の誤りや、現存する寛永焼
失・再建の境内への二派対立の影響が配置の考察にとどまった点が惜
しまれるが、それを差し引いても、研究の視点の新鮮さ、論文構成の明
快さは際立っており、受賞に値する優れた論文である。

　木摺り漆喰天井の健全度評価と剥落防止技術の開発に関して漆喰の
剥離抵抗性を検討し、健全度の非破壊評価試験について検討を行って
いる。また、文化的価値を損なうことなく安全性を向上できる補修工法
を提案するとともに、この工法を重要文化財に適用するための施工的
な検討を行い、課題点を丁寧に整理し、実大規模の実験も実施してい
る。本研究の一部はすでに日本建築学会構造系論文集に2編、技術報告
集に2編掲載されている。修士学生としてこれだけの成果を挙げたこ
とは特筆すべきことであり、文句なしに優秀修士論文賞として推薦し
たい。

　本研究は、木質部材の火災加熱の影響について、温度変化のほかに
水分を考慮し、従来は耐火性能を予測する手法として木材では取り上
げてこなかった熱水分の同時移動に着眼している。耐火性能のうち非
損傷性、すなわち荷重支持能力に絞って実験を行い、その妥当性を解析
的手法により検証している。熱水分同時移動の概念に基づいて、含水率
計の開発、含水率より力学的性能、さらには実部材断面の曲げ強度の推
定までの研究を精力的に実施している。この導入から応用までの系統
だったアプローチは卓抜している。よって、本論文は優秀修士論文賞と
してふさわしいものと評価する。

　本研究では、レーザースキャナによって作成した数値計算モデルを
用いて着衣を伴った人体のCFDを行い、その結果と換気モデルの整合
性を検討したうえで、非定常解析が可能な換気モデルを用いて境界条
件をステップ変化させた場合の各物理量の計算を実施している。特に、
衣服内に入る空気による冷却効果を汎用的に計算できるのは新規性が
あり、多くの分野への応用可能性も見受けられる。CFDと換気モデル
のチューニングの部分には少し物足りなさを感じたが、これまでに例
のない研究であり、多くの試行錯誤があったことは理解できる。研究成
果の有用性、先駆性が高く評価できる。

　多くの先行研究が存在する摂関期の法成寺伽藍について、画像供養
での用法等から復原案を再考し、方池の存在と、その理想像を考察した
ものである。従来、法成寺の中庭は、寝殿造に典型的な曲池で復原され
ていたが、方池への修正により、コの字型の建築と一体となる計画と、
「浄土の具現化」というコンセプトが鮮やかに示された。絵画史料や発
掘遺構等から、方池を持つ法成寺以外の実例も確認しており、院政期の
建築像を転換させるインパクトを持つ。史料の読解・分析、論理構成と
も緻密であり、完成度が極めて高い論文として評価できる。
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民有地を暫定利用する防災空地の評価の枠組みに関する研究
─神戸市「まちなか防災空地整備事業」を対象として─

壁高さ方向に連続する縦長開口を有するRC耐震壁の
構造性能に関する研究

花街の継承に関わる組織及び建築物公開活用の実態 中京地域で観測される長周期地震動の震源位置依存性の分析
─震源・観測点の位置関係と伝播経路・堆積盆地構造─

熱赤外分光放射計を用いた建築空間における気温分布の
逆推定に関する基礎的研究

風応答観測記録に基づく超高層免震建物の免震ダンパーの
簡易疲労損傷評価手法の提案

正会員	 三好章太	殿（大阪市立大学） 正会員	 劉虹	殿（大阪大学）

正会員	 宮島悠夏	殿（新潟大学） 正会員	 山田沙代	殿（名古屋大学）

正会員	 鶴見隆太	殿（東京工業大学） 正会員	 村上智一	殿（東京工業大学）

　本研究は、密集市街地にて、民有地を「暫定利用」という概念を用い
て防災空地として整備する事業の、都市計画上の考え方をさまざまな
観点から整理したうえで、事例の多い神戸市の「まちなか防災空地整備
事業」を対象に、整備状況、現状把握をするだけでなく、個別事例の都
市施設としての評価、密集市街地における防災空地整備後の効果分析
と評価を多様な視点から行っている。さらに、密集市街地における防災
空地が都市施設として機能しうることを綿密な調査により明らかにし
ている。完成度が高く、意欲的で、有用性のある論文であり、顕彰に値
するものである。

　RC造壁が縦長開口を連層で有する場合における、壁のせん断抵抗
機構を中心にした構造性能を解明するための研究である。日本建築学
会の2010年版『鉄筋コンクリート構造計算規準』において、壁部材設
計時に妥当性が問題となっている縦長開口に関する課題解明に貢献す
る内容で、研究課題としての重要性が高い。本研究では、5体の壁試験
を用いて構造実験を行い、有限要素法により実験で観察された抵抗機
構を再現し、さらに実験および解析結果から現状のせん断耐力低減率
の精度向上に必要な補正方法を提案するなどよくまとめられており、
優秀修士論文としてふさわしいものと評価する。

　花街の文化的価値が見直されているなか、全国47の現役花街を対象
にした、実態調査およびその分析は極めて学術的価値が高い。調査は、
花街の組織体制から、その保存を支援する組織、建築物の公開活用、運
営体制等まで網羅的であり、また詳細である。本研究からもわかるよう
に、将来花街が減少することは明白であり、どのようにして花街の文化
的価値等を継承するか、そのあり方の方向性等を見たかったが、今後こ
の成果を土台として、単なる花街のテーマパーク的活用を超えた、提言
等を期待したい。いずれにしても、優秀修士論文賞にふさわしい力作と
評価できる。

　大地震時に大都市圏で発生する長周期地震動の特性を把握すること
は、超高層建物や免震建物への入力地震動を策定するうえで重要とな
る。本論文は、中京地域の堆積地盤における長周期地震動特性につい
て、観測記録の分析と三次元差分法を用いた解析により、震源位置に依
存するサイト増幅特性に着目して検討したものである。膨大な観測
データと相反定理を利用した計算結果を丁寧に取りまとめた点に特徴
があり、震源位置により地盤増幅特性が大きく変わりうる3点を明確
にしている。論文としての出来映えは高く、優れた修士論文として評価
される。

　本研究は、衛星リモートセンシングによる地球環境計測技術の建築
空間スケールへの応用を検討したものである。熱赤外域の分光放射計
を用いて気温分布を推定する際に、通常用いられる最小二乗法では解
が得られないことから、観測前にわかっている確率的な事前分布を用
いて解を正則化させるMAP（Maximum	a	Posteriori）法の適用を試み
た、将来にわたり発展可能性の高い研究である。研究の進め方が実践的
かつ論理的で、読了性にも優れている、顕彰に値する修士論文である。

　本論文は、超高層免震建物の風応答による免震ダンパーの疲労損傷
に着目した新規性が高い研究である。関連研究と文献調査から台風や
強風時などの1イベント期間における免震ダンパーの疲労損傷評価の
必要性を読み取り、論文の目的としている。初めに実建物の強風時の挙
動を丁寧に計測し、この観測記録から強風イベント期間における免震
ダンパーの疲労損傷を簡易に評価できる手法を提案した。その後、この
評価手法を検証するため、風洞実験から得られた層風力を模擬風外力
とした免震ダンパーの弾塑性解析を行い、提案手法の妥当性を検証し
た。今後の課題も明確に示しており、修士論文として優れている。
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炭鉱住宅地における閉山後の交流の場の変遷に関する研究
- 福島県いわき市勿来町出蔵・小山下・高畔地区を事例に -

学部 　正会員　足立壮太（東京大学）

1. 研究の目的と背景

　近年、人口減少と高齢化により高度経済成長期以降

に拡大した郊外の過疎化が進んでいる。これら地域で

はサービスの低下だけでなく、地域住民同士のつなが

りの希薄化など日常生活にも変化が起こっていると考

えられる。このような状況下で郊外を放置するのでは

なく、人口とサービスが減少していく中で住環境とそ

の中での地域コミュニティを維持していく縮退のプロ

セスデザインがサービスを提供する公共だけでなく地

域住民自身にも求められていると考える。そこで、本

研究では急速な人口減少を経験した先行事例として炭

鉱業のために計画された炭鉱住宅地が取り上げる。

　これまでの炭鉱住宅地に関する研究では、住宅や商

店などのハード面の変遷を扱ったものが多く 1)、一方

で、炭鉱住宅地以外の過疎地域を対象に交流やつなが

りなどのソフト面に着目したものにはその変遷を扱っ

たものが少ない 2)。そこで、本研究では炭鉱住宅地に

おける閉山後の交流の変遷を明らかにする。その上で、

人口減少社会における地域住民の交流の在り方に対す

る知見を得ることを目的とする。

2. 調査概要

2-1. 調査対象地

　本研究では調査対象地として福島県いわき市勿来町

大字酒井にある出蔵・小山下・高畔地区 [1]（図 1）を

設定した。選定理由として、JR 勿来駅から 4km 弱離れ、

路線バスもなく中心市街地の窪田町からも 2km ほど

離れているため、他地域からの影響が強すぎないこと、

居住年数調査より炭鉱時代から住み続ける世帯が残っ

ていることに加えて、採炭開始を契機として新しく形

成された商店街の個人商店が各地区 1 店舗ずつ現在で

も営業を続けており、炭鉱時代のコミュニティが現在

でも存続していると考えられること、が挙げられる。

この 3 地区は明治 30 年（1897）頃から昭和 41 年

（1966）まで採炭が行われた地域であり（表 1）、住宅

や病院、浴場などが一体的に整備され、各地区に商店

街が形成された（図 2）。当時は盆踊りや山神祭り、野

球大会などの行事（図 3）も盛んに行われ、1 つの独

立した生活圏を形成していた 3) 。閉山の影響で、対象

図 1 対象地概要（人口世帯数は平成 26 年時点 )6) 7）

図 2 対象地（昭和 30 年代後半の様子）
表 1 対象地における採炭業の歴史

表 2 インタビュー対象者と調査日

図 3 炭坑時代の行事（左：盆踊り、右：野球大会）（小山下地区自治会長所蔵）
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地内にある勿来第三小学校の児童数は最大で 1,105 人

だったのが、現在では 86 人 4) と急激な過疎化が進行

していることが伺える。

2-2. 調査手法

　対象地域住民を主な対象としたインタビュー調査

（表 2）から対象地内の交流の変遷、現在の交流の様子

（交流場所、交流者の属性、分布など）を整理し、文

献資料 5) で一部補足をした。また、商店数の変遷、居

住年数などを住宅地図データを用いて調査した。

3-1. 交流の分類

　インタビュー調査から対象地内における交流をその

管理主体によって①行政・病院主導の活動による交流、

②自治会の地域活動による交流、③個人的な集まりに

よる交流、の 3 つに分類し（図 3、表 3）、分析を行っ

た。また、地域住民による自立した交流として存続し

ている傾向のある「個人的な集まりによる交流」に注

目した ( 図 4）。

3-2. 行政・病院主導の活動による交流

　行政主導の活動には、いわき市が企画をし、個人が

任意に参加する「勿来祭り」や「公民館市民講座」な

図 3 対象地における交流の変遷

どの活動と、いわき市が指導をし、自治会が参加を呼

び掛ける「防災訓練」や「いわき市の大掃除」などの

ような活動の 2 種類がある。1980 年代頃から特に後

者の活動が増加している。前者の活動は活動場所が対

象地から離れた中心市街地であるために参加者は少な

いが、後者の活動は参加者が多く、多世代、男女とも

に参加し、重要な交流の場として機能している。これ

は、いわき市と自治会が共同しており、活動場所が地

区内のため地域と個人の負担が少ないこと、参加が完

全な任意ではなく自治会が参加を呼び掛けて行ってい

ることが理由として挙げられると考えられる。

3-3. 自治会の地域活動による交流

　自治会の地域活動は人口減少と少子化、高齢化によ

る担い手不足により、行政主導の活動が増え始めた

1980 年代頃に衰退を始めた。小山下地区では現自治

会長が盆踊りの復活やバザー企画を提案したが、賛同

者が少なく実現しなかったこと、自治会役員を引き継

ぐ人材がいないことから地域の自治機能そのものが衰

退していることがわかる。高畔地区でも定期的に行わ

れる会合の際に、以前は地域住民に参加を呼びかけ、

行っていたものを住民の高齢化を考慮し、現在は最低

表 3 行政・病院主導の活動による交流と自治会の地域活動による交流の概要

－ 2－



限の役員のみで会合を行い、回覧板で情報を共有する

という形に移行しており、自治機能の縮小、衰退が伺

える。また、特徴として、高畔地区で顕著に見られる

ように、同時期に複数の活動がなくなっていることが

わかる。これはある活動の消滅を契機に、他の活動に

ついてもその継続可能性を検討されるようになるため

と考えられる。

3-4. 個人的な集まりによる交流

　「個人的な集まりによる交流」は上記 2 種類の活動

と比べて高頻度で行われており、また活動後の芋煮会

やお茶のみなど別の交流にも派生している例があるな

ど住民間の交流として重要な役割を果たしている。

【高畔地区】

　高畔地区で唯一営業をしている S 商店（図 5）では、

足の悪い高齢者、特に女性を中心に頻繁にお茶のみな

どの交流が行われている。炭坑時代から 50 年以上続

く付き合いがあり、S 商店を頼りにしている高齢者も

いるため現在まで営業やお茶のみなどの交流を続けて

いる。また、S 商店店主は現在の交流が始まる以前から、

地域の中で旅行や山菜取りを企画したり、地域住民の

仲を取り持ったりと地域コミュニティの中で中心的な

役割を果たしてきたことが確認された。

【小山下地区】

　小山下地区で唯一営業をしている K 商店（図 6）で

は、足の悪い高齢者を中心に店主を市場での仕入れか

ら帰ってくるまでと帰ってきてからの数十分の間、店

先で座って談笑をするという交流が週に 2 回行われて

いる。この交流にはその他の交流と異なり、男性も確

認することができる。また、K 商店も S 商店同様、K

商店を頼りにしている高齢者の方がいるために貯金を

切り崩しながら現在まで営業を続けている。さらに、

現在の交流が行われる以前から、定期的に旅行を企画

するなど地域の中の交流の核として機能してきたがイ

ンタビュー調査から明らかになった。

　集会所では週に 1 回ずつ、カラオケとシルバーリハ

ビリ体操が行われている。両者とも口伝により参加者

を募っているが、参加者は女性のみであり、男性は参

加しにくい状況にある。また、両者の交流が始まった

経緯には現自治会長が関与している。前者はカラオケ

をしたいという地域住民の要望に対し、現自治会長所

有のカラオケ機を集会所に設置し、開放したことから

始まっている。一方、後者は知人からシルバーリハビ

リ体操という活動を聞いた現自治会長が婦人会会長に

対して市へ申請することを提案したことから始まって

いる。この現自治会長は盆踊り復活の提案やバザーの

企画、その他にも畑の耕作を手伝ったり、自治会で K

商店の存続が地域に対して重要であると意見するなど

地域内の交流の核として機能してきた人物であること

がわかる。

【出蔵地区】

　出蔵地区で唯一営業を続けている M 洋品店では週に

一回、店舗 2 階の自宅（図 7）でシルバーリハビリ体

操が行われている。このシルバーリハビリ体操は先代

店主が炭鉱時代にお世話になった地域住民のためにお

店を使ってほしいと現店主にいっていたことから現店

主がいわき市に申請したことに始まる。この M 洋品店

も S 商店、K 商店と同様、現在の交流が始められる以

前から、定期的に旅行を企画するなど地域内の交流の

核として機能してきたことが確認された。

　M 洋品におけるシルバーリハビリ体操の特徴はその

他の交流、また小山下地区におけるシルバーリハビリ

体操と比較して参加者が多いこと、そしてその分布が

出蔵地区に限らず広範囲に広がっていることが挙げら

れる。これは、参加者の募集を一個人ではなく以前か

ら地域において中心的な役割を果たしてきた顔の広い

商店が行ったためであると考えられる。

　S 寺では現在、十九夜と数珠繰りという地域伝統行

寺が行われている。この行事はもともとお寺の行事で

はなく、婦人会主催で地域内の各家庭を周りながら行

われていた行事だったが、下の世代への引き継ぎがな

されず世代交代できず、30 年ほど前に途絶えた。こ

の行事を S 寺が場所を提供し、参加者を呼び掛け復活

させたことで現在でも交流が行われている。この S 寺

もお寺という機能に加えて、書道教室の開催やお祭り

の際の場所提供などを通して地域内の交流の核として

機能してきた。

【まとめ】

　3 地区に共通して炭坑時代から営業を続ける個人商

店が地域内の交流において重要な役割を果たしている

ことが確認された。また、これらの商店に加えてその

他の個人的な集まりによる交流においても、その背景

にはその交流が始まる以前から旅行やバザーの企画な

ど、地域住民の交流の核としての役割を果たしてきた

個人や商店が関わっていることが明らかになった。

4. 結論

 本研究により、対象地において過疎化とともに自治会

機能が衰退する一方で、個人的な集まりによる交流は

存続する傾向にあり、行政・病院主導による活動が増

加することが確認された。また、行政のみが主導する

活動は参加者が少ないのに対し、行政と自治会あるい

－ 3－



図 4 個人的な集まりによる交流の様子

注釈
[1] 本研究における出蔵地区、小山下地区、高畔地区とはそ
れぞれ出蔵自治会、小山下自治会、高畔自治会の自治範囲を
指す。
参考文献
1) 朴晟源：旧産炭地域の炭鉱住宅地における閉山後居住環境
の変遷に関する研究、博士論文、東京大学工、2016
2) 青木佳子、人口減少地区における住民の交流の場と小売店
舗に関する調査 和歌山市加太の生活環境に関する研究その
3、日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）、2015.09
3) 小宅幸一、黒ダイヤの記憶―常磐炭田石城南部地区の炭鉱
―、1997、pp.29-31,84-88
4) 勿来第三小学校 HP（http://www.iwaki.gr.fks.ed.jp/?page_
id=225）、2016/11/24 取得
5) いわき市勿来地区地域史編さん委員会、いわき市勿来地区
地域史 3 上下巻、2014
6) 平成 28 年度版高齢社会白書
7) いわき市統計書（平成 27 年度版）

は M 洋品店のような商店が共同する活動は参加者が多

く重要な交流として機能していることが明らかになっ

た。これは顔の広い自治会や商店が参加者を募ったこ

と、地域や参加者の負担が少ないこと、活動が地域内

で行われていることに起因すると考えられる。

　また、存続する個人的な集まりによる交流の背景に

は旅行の企画など以前から地域の交流の核として機能

してきた個人や商店の存在があることが確認され、こ

のことから交流と商店の存続要件には「住民としての

地域内での役割」が関係しているのではないかという

示唆が得られ、今後検証していくことが求められる。

　以上のことから、過疎地域において行政と自治会あ

るいは交流の核となっている個人や商店と協同するこ

とで地域内に持続的に交流の場を仕掛けていくことが

できるのはないかと考えられる。

図 5 S 商店（2016.11.12 撮影） 図 6 K 商店（2016.11.10 撮影） 図 7 M 洋品店（2016.11.9 撮影）
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地区特性と改修確率を考慮した木造住宅耐震診断評点の 

適正な目標値の提案と意思決定支援手法の開発 
 

学部 正会員 小野寺 凜成（東北大学） 

 

１．はじめに  

仙台市では、住宅の耐震改修を行う住民に対し、補

助金を交付する事業を行っている 1)。しかし、これら

の補助金は、改修後の耐震診断評点が 1.0 以上となる

場合にしか交付されない。この 1.0 という目標値は、

市内で一律である。そのため、リスクの小さな地区で

は、余計に高い目標値となり、住民が負担の大きさか

ら改修をためらう要因になりうる。よって、効率的な

耐震化促進のためには、地区特性と住民が改修するか

否かを考慮して、適正な目標値を設定する余地がある。 

また、改修で目指す耐震診断評点である目標評点は、

あくまでも住民が決定する。そのため、住民が妥当な

目標評点を決定する支援が必要である。そのうえで適

正な目標値に沿った意思決定を促すことが望ましい。 

目標値に関する既往研究 2)では、対象区域の地震リ

スク評価を通して最適化を試みている。しかし、これ

らは狭域の地区特性や住民の可否判断までは反映して

いない。また、意思決定支援に関する既往研究 2)3)は、

住民が目標評点を決定する手がかりを示すものが多い。

しかし、改修を未検討の住民に、改修の必要性から目

標評点まで一貫して示す意思決定支援の例は少ない。 

以上のような背景から、本研究では二つの目的を設

定する。一つは、耐震診断評点の目標値を、地区特性

と住民の可否判断を考慮して適正化することである。

もう一つは、改修の必要性から妥当な目標評点までを、

一貫して示す意思決定支援手法を開発することである。

この支援手法は適正な目標値を踏まえた意思決定を支

援する。それにより効率的な耐震化促進に沿った意思

決定を住民に促す。本研究では、開発した支援手法の

テストまでを行う。二つの目的の関係を図１に示す。 

 
図 1  二つの目的の流れと関係 

２．対象  

２-１. 評価対象・考慮対象 

対象地区は図 2のように、仙台市内の 16小学校区と

した。小学校区単位の理由は、狭域な評価によって地

区特性を考慮するためである。また、種々の防災活動

の単位でもあり、目標値を共有しやすいからである。 

目標値の適正化において考慮する地区特性は、ハザ

ード、年代別住宅棟数、年代別平均床面積の三つであ

る。ハザードや表層地盤は J-SHIS 4)から求め、木造住

宅のデータはH19年度の被害想定時のものを利用した。 

評価は、木造住宅の上部構造に関する被害に限った。 

２-２. 対象地区の地区特性 

図 2 より、対象地区が異なる表層地盤の上に位置し

ていることが分かる。それにより、ハザードの大きさ

も異なる。ハザードと各小学校区の年代別の曝露棟数

を照らし合わせたものを、図 3に示す。 

主に東側ほどハザードが大きいが、大野田、東長町

小学校区なども大きい。また、鹿野、長町、若林、六

郷小学校区では、脆弱性が高く曝露棟数が多い。対し

て富沢小学校区では脆弱性が低く、曝露棟数は少ない。 

 
図 2  16小学校区と主な微地形区分 

 

図 3  16小学校区のハザードと年代別住宅棟数  

地区特性
を考慮

改修確率

支援手法を構築

支援手法の要件を整理

意思決定支援のための情報

情報提示のテスト

地震リスク評価

目標値の適正化

①目標値の適正化 ②意思決定支援手法の開発

主な微地形区分

台地

丘陵

扇状地・自然堤防

後背湿地・谷地

河原

八木山

金剛沢

芦口
鹿野

長町

八本松 若林

沖野東

六郷郡山

東長町

長町南

西多賀

富沢
大野田

沖野

建築年代

1962 - 1971
1952 - 1961

1972 - 1981
1982 - 1991

1951以前

1992 - 2001
2000 - 2006

八木山

金剛沢

芦口

鹿野 長町

八本松

若林

沖野東

六郷

郡山東長町
長町南

西多賀

富沢

大野田

沖野

30年超過確率が3%となる
地震動強さPGV[cm/s]

60～ 80
40～ 60

80～100
100～120

※円グラフの面積が、総住宅数を表す。

－ 9－
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３．耐震診断評点の目標値の適正化  

３-１. 地震リスク評価手法 －地区特性－ 

目標値の適正化は、目標値を 0.1 刻みで仮定し、各

場合の改修後の地震リスク評価結果を比較して行った。 

地震リスク評価は、地区特性を考慮するため小学校

区ごとに行った。山口ら 2)に倣った方法で、250mメッ

シュ単位の死亡者数、損失額の 30 年間期待値を推定

し、小学校区ごとに総和することで評価した。 

３-２. 地震リスク評価手法 －改修確率－ 

改修後の地震リスク評価の前段階として、改修後の

木造住宅群の強度（評点）の分布を推定する。それぞ

れの住宅が目標値まで改修されるか否か、すなわち住

民の改修可否の判断は、改修確率によって表現した。 

改修確率は、木耐協のアンケート結果 5)を回帰して

求めた。予算が賄える確率と、評点の低さから改修に

踏み切る確率の、積として表現した。改修確率は、目

標値（改修後評点）と改修前評点、住宅の床面積、補

助金額によって変化する。これらの要素による改修確

率の変化を、図 4に示す。目標値との点差が大きいと、

改修費用がかさむため改修されにくい。また、点差が

0.1程度と小さい場合も、改修の必要性が低いため改修

されにくい、という実態が表現される。 

改修確率を用いることで、住民の可否判断を考慮し

た、改修後の評点分布を推定することができる。六郷

小学校区における木造住宅群の、改修後の評点分布を

図 5に示す。あまりに目標値が高いと、肝心の評点が

低い住宅群が改修されないままとなりやすい。 

 
図 4  改修前評点による各場合の改修確率の変化 

 
図 5  六郷小学校区の改修後の評点分布 

３-３. 適正化手法 

各目標値の場合の、小学校区ごとの改修後の地震リ

スクを比較して、適正な目標値を探る。本研究では、

リスク低減の効果と効率を向上させることを目指す。

そこで、適正化基準として、二つの条件を設定した。 

第一条件では、死亡者数を 1人以下（あるいは最小）

に制限する。これによりリスク低減の効果を保持する。 

第二条件では、第一条件を満たすなかで、損失と改

修費用の合計額が最少となる目標値を、各小学校区の

適正な目標値とする。これにより、リスク低減の効果

を保持しつつ、効率を最大化する。地震リスク評価結

果から目標値を適正化する過程を、図 6に示す。 

 
図 6  地震リスク評価結果からの目標値の適正化 

３-４. 適正化結果・考察 

各小学校区で適正化した目標値を、図 7に示す。適

正な目標値は、0.3～0.8 の値をとり、ハザードの大き

い小学校区ほど高くなった。しかし、年代別住宅棟数、

平均床面積に関しては、有意な相関はみられなかった。 

以上より、地区特性と住民の判断を考慮した場合、

小学校区ごとに異なる目標値を設定した方が、効果的、

効率的だと確認できた。また、地区によっては現行の

目標値 1.0 から大幅にハードルを下げられると分かっ

た。さらに、今回の適正化基準では、住宅群の特性よ

りも、ハザードに合わせた目標値が望ましいといえる。 

現行の一律な目標値 1.0 に代わり、小学校区ごとに

適正な目標値を提案した。ただし、これらを用いる場

合は、住民の目標評点も小学校区ごとに異なる水準が

求められる。それに応じた意思決定支援が必要となる。 

 
図 7  各小学校区における目標値の適正化結果  

現行の目標値

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

改
修
確
率

改修前評点

目標値 1.0 
補助金 23%

目標値 1.2 
補助金 23%

目標値 0.8 
補助金 23%

目標値 1.0 
補助金 40%

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

確
率
密
度

耐震診断評点

改修前の分布

目標値 0.4

目標値 0.6

目標値 0.8

目標値 1

目標値 1.2

目標値 1.4現行の目標値

現行の目標値現行の目標値

適正な目標値

1

10

100

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

損
失
と
改
修
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用
の
合
計
額

[

億
円]

目標値

八木山 若林 六郷

0.01

0.1

1

10

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

死
亡
者
数

[

人]

目標値

八木山 若林 六郷

第一条件 第二条件

八木山

金剛沢

芦口
鹿野

長町

八本松 若林

沖野東

六郷郡山

東長町

長町南

西多賀

富沢
大野田

沖野

適正な目標値

0.3
0.4

0.6
0.7

0.5 0.8
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４．意思決定支援手法  

４-１. 意思決定支援手法の位置づけ 

意思決定支援手法は、適正な目標値を適用した場合

の、改修に関する意思決定支援のための情報を住民へ

提示する手法である。支援手法で提示される情報が、

住民が改修可否や目標評点を決定する手がかりとなる。 

支援手法を構築するために、以下の要件を定めた。 

■改修の必要性と妥当な目標評点が一貫して示される。 

■妥当な目標評点は目標値を踏まえ任意に決定できる。 

■改修前の評点が未知でも、改修の必要性が示される。 

４-２. 意思決定支援手法の構築 

支援手法は、上述の要件を満たすため、リスクなど

の情報を住民へ段階的に提示するものとした。段階と

提示する項目は、CAUSEモデル 7)を用いて表 1のよう

に設定した。支援手法は CAUSEモデルの Step.2～4の

三段階に相当する。Step.2、3で地区や個人のリスクを

提示し、改修の必要性を認識させる。そして Step.4で

妥当な目標評点を住民が任意に決定するための手がか

りを示す。これらを、図 8の流れで提示する。 

Step.2 各小学校区のリスクを示す。住民は居住地の

相対的なリスクを把握し、自宅の改修を意識する。 

Step.3 個人宅の損傷を示し、住民に改修の必要性を

認識させる。ここでは、自宅の評点が未知の場合と既

知の場合で、ルートが分かれる。既知の場合の方が、

より詳細な検討が可能である。そのため、未知の場合

には、耐震診断で自宅の評点を調べることを推奨する。 

Step.4 妥当な目標評点を決める手がかりを、地区と

個人の二つの視点で示す。地区視点では、小学校区の

適正な目標値を、最低限の目標評点として住民に示す。

個人視点では、改修費用や個人宅の被害を示し、これ

らが許容範囲に収まる程度の目標評点を推奨する。 

表 1  CAUSEモデルの段階と項目の対応 

 

 
図 8  意思決定支援手法の流れと項目の対応 

４-３. 意思決定支援手法により提示される情報 

支援手法で提示する情報とその利用法を以下に示す。 

Step.2 各小学校区のリスクとして、全壊率と死亡率

の 30 年間期待値を提示する。住民が他地区と比較で

きるように、主題図を作成し、地図上でリスクを示す。 

Step.3 想定地震動下で、個人宅が受ける損傷の予測

を提示する。自宅の評点が未知の場合は、建築年代別

の損傷確率として提示する。既知の場合は、評点別の

損傷程度として提示する。また、想定地震動のハザー

ドマップ（連動型・断層型）も合わせて提示する。 

断層型のハザードマップを図 9 に示す。また、PGV

帯が 80～100 [cm/s]の場合の、建築年代別の損傷確率

を表 2に、評点別の損傷程度を表 3に示す。たとえば、

自宅が若林小学校区の南東（図 9の矢印）にあるとす

る。自宅の建築年代が 1960年代である場合は、表 2よ

り、おおむね大事はないが、生命の危険が 3％あると

分かる。また、自宅の評点が 0.6 であると既知の場合

は、表 3より、居住性能の低下が見込まれると分かる。 

同様の表を PGV 帯別に複数作成し、一覧で提示す

る。ハザードマップを用いて、自宅の地震動強さを住

民自らが参照し、一覧から表を選択する形式とする。 

 
図 9  長町―利府断層による地震の地震動強さ PGV 

表 2  PGV 80～100[cm/s]の場合の年代別の損傷確率 
（表左端にある損傷の程度と図は、岡田ら 7）によるもの） 

 

表 3  PGV 80～100[cm/s]の場合の評点別の損傷程度 
（表左端にある損傷の程度と図は、岡田ら 7）によるもの） 

  

CAUSEモデル 提示（評価）すべき項目 項目の意図

Step.1
Credibility
信頼の確立 ― ―

Step.2
Awareness
リスクを意識させる 地区の被害 身に及ぶ危険性を相対的に把握

Step.3
Understanding
リスクへの理解を深める 個人の被害 個人宅の対策の必要性を把握

Step.4
Solutions
対策の理解を得る 妥当な目標評点 どれほどの対策をすべきか把握

Step.5
Enactment
実行に移させる ― ―

Step.2
Awareness

Step.3
Understanding

Step.4
Solutions

地区の被害

建築年代別 個人の被害 評点別 個人の被害

自宅の評点を
知っている

Yes.No.

個人視点 妥当な目標評点

耐震診断を推奨 耐震改修を推奨

地区視点 妥当な目標評点

八木山

金剛沢

芦口
鹿野

長町

八本松
若林

沖野東

六郷郡山

東長町

長町南

西多賀

富沢
大野田

沖野

想定地震動 断層型
PGV [cm/s]

60～ 80
80～100

100～120
120～160

損失額
50年
以前

50
年代

60
年代

70
年代

80
年代

90
年代

2000
年代

安全性低下 1～5　万円/㎡ 19% 21% 22% 17% 10% 5%

31% 31% 26% 21% 7%

生活支障なし 0～0.2　万円/㎡ 17% 27% 32% 44%

居住不能 5～16　万円/㎡ 20% 17% 11% 6% 2% 1% 0%

居住性能低下 0.2～1　万円/㎡ 17% 24%

0%

60% 72% 92%

0% 0% 0%

損傷の程度

生命の危険 16　万円/㎡ 25% 11% 3% 1%

損失額

安全性低下 1～5　万円/㎡

損傷の程度 0.3 0.4 0.5 1.2 1.3 1.4 1.5

生命の危険 16　万円/㎡

居住不能 5～16　万円/㎡

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

居住性能低下 0.2～1　万円/㎡

生活支障なし 0～0.2　万円/㎡

－ 11 －
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Step.4 妥当な目標評点は地区と個人の視点から示す。 

地区視点の妥当な目標評点は、適正な目標値以上の

任意の評点として提示する。例えば図 7 より、若林小

学校区の地区視点の妥当な目標評点は 0.7 以上である

といえる。適正な目標値を最低限の目標評点とし、住

民が任意にそれ以上の評点を目指すものとしている。 

個人視点の妥当な目標評点は、個人宅の損傷と改修

費用を任意の許容範囲に抑える目標評点である。表 4

から予算上改修可能な目標評点を確認できる。例えば

現状の評点が 0.5、床面積が 100㎡、予算が 120万円の

場合は、改修可能な目標評点は 0.6～0.9だと分かる。

ただし、地区視点の妥当な目標評点の範囲を加味する

と、0.7～0.9 となる。また、Step.3 の評点別の損傷程

度を表 5 のように用いると、0.7～0.9 の範囲で生活支

障なしを満たすのは0.9である、ということが分かる。 

適正な目標値は地区によって異なる。また、改修費

用や損傷の程度の許容範囲も個人によって異なる。支

援手法を用いることで、住民が、適正な目標値を踏ま

え、任意の許容範囲で妥当な目標評点を決定できる。 

表 4  改修前後の評点による面積当たりの改修費用 

 

表 5  個人視点の妥当な目標評点の絞り込み 

 

５．意思決定支援手法による情報提示のテスト  

５-１. テストユーザーへの聞き取り調査 

支援手法に沿って情報提示するガイドブックを創り、

テストユーザーに試用させた。ユーザーは、地震防災

の専門知識がない者を選んだ。その後、ユーザーに対

し、支援手法の効果や課題点の聞き取り調査を行った。 

テストの結果、ユーザーに改修の必要性を認識させ

ることには成功した。しかし、表の選択などをする段

階では、ユーザーが意図を読み取れない問題があった。 

５-２. 聞き取り調査結果からの課題点 

上述の問題は、冊子に必要以上の情報を掲載したた

めだと考えられる。これは、個人の事情に合わせて表

を選択するなど、任意性を高めるためだが、結果とし

て煩雑になってしまった。解決策として、情報量や作

業量の削減のため、媒体をアプリなどの形に変更し、

必要な情報だけ表示することが考えられる。また、そ

れに応じて、支援手法そのものの改良も求められる。 

６．まとめと課題・展開  

補助金交付の条件である耐震診断評点の目標値を、

現行の 1.0 から、小学校区ごとに適正化した。適正化

では、地区特性と改修確率を考慮した。その結果、小

学校区ごとに異なる目標値を設定した方が、効果的、

効率的で実態に則すると確認できた。さらに、今回の

適正化基準では、住宅群の特性よりも、ハザードに合

わせて目標値を設定することが望ましいといえる。 

本研究で用いた評価手法は、時間軸などを考慮する

余地はあるが、応用することもできる。たとえば、改

修確率は現行の補助金額を前提としたが、補助金額を

変更した場合のリスク低減をみることで、施策の効果

予測にも転用できる。さらに、その費用対効果を地区

同士で比較することで対策優先度の評価も可能になる。 

また、改修に関する住民の意思決定支援手法を開発

した。この支援手法は、適正な目標値を適用した場合

の、情報提示のモデルとなりうる。また、事前準備に

関する地区防災計画策定の参考資料にもなりうる。 

支援手法によるガイドブックを創り、テストも行っ

た。その結果、改修の必要性を把握させることには成

功したが、煩雑なため、能動的な選択や任意の意思決

定をさせることはできなかった。媒体をアプリなどに

変えたり、支援手法自体を縮約したりする必要がある。 
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1.　はじめに

　近年、中高層オフィスビルでも空調負荷削減のため

自然換気が積極的に導入されている 1)。自然換気設計

時の換気量計算には風圧係数が必要となるが、その与

え方には複数の手法がある。一般的な手法は対象建物

及び周辺建物を再現した縮小模型を作成し、風洞実験

により取得する方法であり、信頼性は高いが時間や労

力を要する。一方、文献値やデータベースなどを参

考におおよその風圧係数を与える簡易手法も取られる

が、与えた風圧係数の誤差に起因する換気量の信頼度

も不明となる。実物件設計時にはビッグプロジェクト

を除いて限られた設計期間の関係上風洞実験を行うこ

とが難しいことが多く、後者の手法を取らざるを得な

い状況も多いが、中高層オフィスを想定した風圧係数

データベースは多くないことに加え、汎用的な風圧係

数データを与えた場合の換気量誤差に関してはこれま

で学術的な知見がほとんど提供されていない。そこで

本研究ではシャフト型自然換気システムを有する実建

物を計算対象として、市街地における中高層オフィス

を想定した汎用的な風圧係数データを風洞実験により

作成し、それに基づいて簡易的に与えた場合と、実街

区と実建物を再現した風洞実験から得られた風圧係数

を与えた場合で換気量を比較し、生じる誤差ついて学

術的知見を提供することを目的とした検討を行った。

2.　解析対象建物の概要と自然換気システム

　図 1 に対象とした実建物の断面概要と基準階平面図、

自然換気経路図を示す。対象建物は地上 10 階建のオ

フィスビルで、基準階の執務室面積は 506 m2、天井高

は 2.8 m である。自然換気システムは 3 階を除く 2 階

から 9 階に導入されている。執務室は長方形型のフロ

アで、コアは南東側に配置されている。自然換気口（1

箇所あたりの開口面積は 0.25 m2）は北西側のガラス面

上部に並べて各階 18 箇所設置されている。1 フロアを

2 室に区切った場合でも自然換気が運用できるよう室

内の自然換気パスは 2 か所に分かれ、それぞれが換気

シャフトへと通じている。シャフトは屋上のソーラー

チムニーにつながり地上 48.5 m で外気へと開放され

る。なお、中性帯がシャフト中に発生することによる

逆流を防止するため、換気シャフトは 7F 以下を対象

とする低層用シャフトと 8・9F を対象とする高層用シャ

フトに分けられている。また、9Fを除いて執務室とシャ

フトの間には消音チャンバーが設置されている。

3.　風洞実験　　　　　

3.1　実験概要

　これまでにも風圧係数のデータベースは多数提供さ

れているが、建物単体で建物形状による差異を表すも

のや、周辺建物を含んでいても住宅を対象としたもの

が多く、市街地のオフィスを想定したものは多くない。

そこで本研究ではまず汎用的な市街地の中高層オフィ

スの風圧係数取得を意図した「モデル建物 + モデル街

区」（以降、モデル街区条件）による風圧係数データ

を作成した。同時に、対象とした実建物に限定した風

圧係数取得を意図した「実建物 + 実街区」（以降、実

街区条件）でも検討を行い、これら 2 種の模型配置で

風洞実験を行った。実験は図 2 に示す大阪市立大学研

究用風洞（エッフェル型）で行った。図 3 に I 型熱線

流速計を用いて 1.0 kHz, 60 s で測定したアプローチフ

ローの風速と乱流強度のプロファイルを示す。風洞内

風速は床上 800 mm 高さのピトー管位置で 10 m/s に設

定した。風圧係数の基準動圧はピトー管動圧と風速プ

中高層オフィスビルの自然換気量算定用風圧係数の入力方法とその影響

学部　正会員　川分芳子（大阪市立大学）　

図 1　対象建物の概要

(3)　換気概念図(2)　基準階平面図                    (1)　断面図
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ロファイルにより算出した対象模型上端におけるアプ

ローチフローの動圧とする。図 4 に風洞内ターンテー

ブルに設置した実街区とモデル街区条件における風向

と模型配置図を示す。実街区条件では前述の実建物と

その周辺建物を縮尺 1/300 で作成し、16 風向の風圧係

数を得た。図 5 に実物件模型の立面図と風圧測定点を

示す。風圧は自然換気口の存在する北西面ファサード

で測定し、換気口高さで各階 3 点ずつの 27 点に 2 つ

のシャフト排気口位置を加えて計 29 点で測定を行っ

た。モデル街区条件では 1 辺 60 mm の立方体を 7 × 7

の 49 個配置し、中央に測定対象となるペントハウス付

きの矩形模型を配置し、その壁面 2 面で風圧係数を取

得することで汎用的な風圧係数取得を意図した。なお、

風圧測定は各点 100 Hz で 30 s とし、風洞内基準静圧

はピトー管の静圧とした。

3.2　モデル街区による汎用風圧係数データの作成

　前述の通り、市街地オフィス用の汎用風圧係数デー

タを作成するためにモデル街区条件で測定を行った。

モデル街区は１辺 30m の立方体形状の建物が建蔽率

25% で格子状に配置されている街区を想定しており、

この街区模型を縮尺 1/500 で作成した。測定対象模型

は周辺模型同様 1 辺 60 mm の平面としたが、高さは

60, 120, 180 mm の 3 条件設定し、それぞれ Model 1-3

と称する。これは設計時の対象建物の高さに応じた汎

用データの使い分けを意図した。図 6 に測定対象模

型（Model 1）を示す。なお、図中のプロット形状は後

述する図 7 の風圧係数結果の表示に対応している。風

圧測定点は模型 A 面と C 面の中央で縦方向に配置し

Model 1-3 で各面それぞれ 7, 14, 22 点ずつ設けた。模型

屋上面にはペントハウスを想定した 12 mm 角の立方体

を設置しており、その壁面 4 面中央と頂部でも風圧係

数を測定した。外部風向は壁面風圧測定時には対称性

を仮定して 0 〜 90°まで 22.5°刻みの 5 風向としたが、

ペントハウスの 5 点については 16 風向で測定した。

　図 7 にモデル街区条件の風圧係数を示す。ここで

風圧係数の基準速度圧は各モデル軒高のアプローチフ

ロー風速に基づいており、縦軸は周辺建物の軒高 60 

mm で無次元化している。Model 2,3 ではどちらも周辺

建物より高いため、どの風向条件でも高さが等しけれ

ば同程度の風圧係数となった。一方 Model 1 では測定

対象の高さが周辺と変わらないため異なる分布性状が

得られた。以降、本研究ではここで得られた Model 1

の風圧係数データを使用する。

(1)　断面図　( 主流方向 ) (2)　断面図　( 直行方向 ) (3)　平面図
図 2　風洞内断面図　( 内法寸法 [mm])

図 6　対象モデル建物模型の測定点
(2) 平面図と凡例(1)　透視図と測定点 (3)　立面図　(A 面 ) (4)　立面図　(C 面 )
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4.2　計算概要

　解析は外気温 20 ℃、風速 4.1 m/s（拡張アメダス標

準年気象データの中間期就業時間帯の平均風速に基づ

く軒高風速）として 16 風向＋無風の全 17 条件で定常

計算を行った。内部発熱条件は執務室内で 36.625 W/

m2 として日射は無視した。風圧係数は前章で得られた

実街区条件とモデル街区条件で得られた 2 種類を用い

る。実街区条件の風圧係数は、各階で前述の 3 点の平

均値を与えた。また、汎用風圧係数データを想定した

モデル街区条件では、鉛直方向の壁面測定点 7 点の風

圧係数分布性状に基づいて与えた。

4.3　解析結果と考察

　図 10 に無風および風向北西・南東条件の回路網計

算で得られたフロア別の換気量を示す。また、16 風向

の回路網計算で得られた換気量を風向の発生頻度で重

み付けた換気量の平均値も併せて示す。無風条件の結

果を見ると、上層階で中性帯に近づくにつれて換気量

が減少するが、シャフトが切り替わる 8・9 階では換気

量の回復が見られる。自然換気口が風上側に位置する

の風向北西条件における換気量は、下層階では両条件

に大きな差異はないが、モデル街区と実街区で風圧係

3.3　実街区とモデル街区による風圧係数

　図 8 に実街区条件で得られた北西・南東の風向の

フロアごとの風圧係数分布をモデル街区条件と共に示

す。ここでは実建物における北西・南東の風向がモデ

ル街区における0°と180°に対応すると想定した。なお、

実街区条件では各フロア 3 点で風圧を測定したが、比

較的一様な水平分布であったため、ここでは 3 点平均

値を示す。また、実建物のシャフト排気部は遮風壁に

より常に負圧となる工夫が施されているため、図 8 の

排気シャフト部風圧は風向によらずモデル街区条件の

風向 90° における B 面ペントハウス風圧を適用するこ

とでこの効果を反映した。実街区の風圧係数は風向北

西で上層が正圧、下層が負圧となったが、モデル街区

から予測した結果は比較的一様で分布の違いが見られ

る。一方自然換気口が風下となる風向南東の風圧係数

はモデル街区の結果と大きな差異はない。また、モデ

ル街区条件から予測したシャフト部の風圧は実街区と

比較してどちらの風向でも負圧を過小評価している。

次章ではこれらの風圧係数の結果を境界条件に用いた

換気回路網計算を行い、換気量の算定結果を比較する。

4.　換気回路網計算

4.1　対象実建物の解析モデル

　対象建物の換気回路網計算を行い、風圧係数の入力

方法が換気量算定結果に及ぼす影響を評価する。図 9

に作成した熱・換気回路モデルを示す。外壁はガラス

面とセメント板（コア外壁）・コンクリート壁（執務

室外壁）で熱抵抗を区別した。また執務室—コア間の

内壁やシャフト外壁では断熱を想定した。表 1 に換気

抵抗の入力値を示す。執務室 - シャフト間はダンパや

シャフト内消音チャンバーを考慮し、有効開口面積を

結合して与えた。シャフト内では摩擦損失と消音チャ

ンバーによってシャフト断面積が拡大・縮小すること

を想定して換気抵抗を与えたが、この詳細な説明は論

文本編の第 5 章に記す。 図 8　両街区条件による風圧係数比較

図 7　モデル街区条件の風洞実験で得られた Model1 ～ 3 の風圧係数

(1)　北西の風向 (2)　南東の風向
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数が大きく異なる上層階で差が見られる。一方、自然

換気口が風下側に位置する風向南東の条件では、風圧

係数分布の傾向が類似していることから換気量にも大

きな差異はない。また、発生頻度で重みづけた 16 風

向平均の結果を見ても両条件の換気量は概ね一致して

いる。このため今回対象としたようなシャフト型の自

然換気システムでは、換気量算定に汎用的な風圧係数

データ用いた場合、特定の風向で算定結果が不適切に

なるが、換気量の期間平均値は比較的精度良く予測で

きる可能性があると言える。ただし、16 風向平均の換

気量は無風条件と比較して若干大きい程度であり、当

該自然換気システムは重力換気主体であるために風圧

係数で評価される風力が換気量に及ぼす影響が比較的

小さいと言える。従って、風力を主な駆動力とする自

然換気システムでは風圧係数の影響はより大きくなる

可能性があると言え、今後は異なる自然換気システム

での検討が必要と言える。

5.　まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本研究ではオフィスビルの自然換気量算定に実街区

とモデル街区の風圧係数を使用して換気量の比較を

行った。その結果、モデル街区の風圧係数で実建物の

換気量予測を行うと特定の風向では換気量算定結果に

差が見られるが、期間平均では差が大きくないことが

示された。このため汎用的な風圧係数データの使用は

極端に換気量が大きい場合の室内環境予測などの検討

では不適切だが、例えば対象期間全体にわたる省エネ

ルギー効果の検討など期間平均での評価には有効と言

える。ただし、本研究では重力主体のシャフト型換気

システムに対象を絞っており、今後は風力主体の通風

型の水平自然換気システム等でも検討が必要であると

ともに、本研究で整備した汎用風圧係数データも建ぺ

い率などの条件についてさらなる充実が求められる。

[ 参考文献 ]
1) 日本建築学会編「実務者のための自然換気設計ハンドブッ

ク」, 技報堂出版 , 2013.8.

図 10　対象建物の換気回路網計算で算定した換気量とその期間平均値　( 外部風速 : 4.1 m/s)

表 1　換気回路網計算における有効開口面積

図 9　対象建物の熱・換気回路網モデル
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指定解除後の生産緑地の計画的な保全と転用に向けた基礎的研究 

―神奈川県伊勢原市を対象として― 
 

学部 正会員 北村 彩夏（工学院大学） 
 
１．はじめに 

１－１ 研究の背景・目的 

 生産緑地とは、市街化区域内において保全すべき農

地で、生産緑地法に法り指定されているが、1992 年の

法改正により 2022 年に生産緑地の指定解除の申出が

激増する可能性がある。 
 そこで、本研究は生産緑地が指定解除された場合に、

都市計画的な視点から生産緑地の都市の中での相応し

い土地利用を見出すための検査作業を明示するととも

に、指定解除後の生産緑地の計画的な保全と転用に向

けた課題と知見を考察することを目的とする。 
１－２ 研究の進め方 

 本研究では神奈川県伊勢原市内の 165 地区 229 ヶ

所の生産緑地を対象として、地図分析および行政計画・

規制等の基礎情報と生産緑地および周辺の利用実態調

査に基づいて、農地、公園・広場、宅地という３種類

の土地利用を想定して、各土地利用に対する適合性の

検査と優位性の評価を行う。次に、伊勢原市と生産緑

地所有者へのヒアリング調査を行い、農業利用の実態

がない生産緑地について、その背景を分析・考察する。

以上をもとに農地、公園・広場、宅地の３種類の土地

利用への計画的な保全・転用に向けた課題を考察する。 
１－３ 調査対象地について 

 本研究で調査対象地とした神奈川県伊勢原市は現在

も農業が盛んである。農地と開発すべき土地のバラン

スに配慮する必要があるため、調査対象地に選定した。 
 

２．生産緑地に関する諸問題 

 生産緑地は指定後 30 年を経過すると自治体に指定

解除の申出ができる。さらに、「相続を契機とした生産

緑地の指定解除の増加」や「肥培管理が適切でない生

産緑地の存在」という問題を抱えている。これからも

保全できる生産緑地が限られてしまうことや、指定解

除された生産緑地が低未利用地になる可能性が高いこ

とが考えられる。 
 
３．生産緑地の基礎情報を用いた適合性検査 

３－１ 条件設定 
 生産緑地の基礎情報から適合性検査で用いる条件

（表１）を設定し、適合性検査を試みる。公共用地（都

市計画道路建設予定地などの都市計画ですでに決めら

れている用地）である生産緑地はその土地利用を最優

先とする。 
３－２ 適合性検査の結果 

 伊勢原市内の 165 地区 229 ヶ所の生産緑地のうち、

公共用地である生産緑地は 14 ヶ所であるので、215 ヶ

所の生産緑地を対象に適合性検査を行った。その結果、

伊勢原市内の生産緑地は７つの組み合わせ（表２）に

分類できることが分かった。 
 
４．生産緑地の利用実態調査に基づく適合性検査 

４－１ 条件設定 

生産緑地の利用実態や周辺環境の確認をする利用

1 2 3 4 5 6

農地 ○ ○ ○ × × ×

公園・広場 ○ ○ × ○ ○ ×

宅地 ○ × × ○ × ×

○

凡例：○…適する　×…適さない

グループ

土地
利用

公共
用地

道

表１ 生産緑地の基礎情報を用いた土地利用の適合性検査をする条件と検
査結果（筆者作成） 

表３ 生産緑地の利用実態調査に基づく土地利用の適合性検査をする条件
と検査結果（筆者作成） 

内容 対象 適 不適

農地利用の適合性
を検査する条件

農（Ⅰ）農地としての利用実態があること 111ヶ所 95ヶ所 16ヶ所

公（Ⅰ）不特定多数の人が利用する道から見える位置にあり、そこからアクセスすることができること 113ヶ所 80ヶ所

公（Ⅱ）不特定多数の人が利用する道から見える位置にあり、隣接する土地が（Ⅰ）を満たすためにアクセスができること 33ヶ所 160ヶ所

宅（Ⅰ）建物を建てられる規模であること 52ヶ所 2ヶ所

宅（Ⅱ）隣接地に現地でしか判断できない宅地にふさわしくない要因がないこと 54ヶ所 0ヶ所

公園・広場利用の

適合性を検査する

宅地利用の適合性

を検査する条件

193ヶ所

54ヶ所

対象 適 不適

農（１）周辺の建物が第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域に指定されていること 123ヶ所 92ヶ所

農（２）川の上流に工場がないこと 212ヶ所 3ヶ所

農（３）水捌けが良い地盤である、または地目が宅地または雑種地でないこと 196ヶ所 19ヶ所

公（１）公園の利用圏域外にあること 88ヶ所 127k所

公（２）道路に接道していること 152ヶ所 63ヶ所

公（３）土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所でないこと 211ヶ所 4ヶ所

公（４）洪水浸水想定区域内でないこと 177ヶ所 38ヶ所

宅（１）幅員４ｍ以上の道路に２ｍ以上接していること 86ヶ所 129ヶ所

 宅（２）土壌汚染が判明した土地のうち、土壌汚染対策法による要措置区域に指定されていないこと 215ヶ所 0ヶ所

宅（３）工場が隣接していないこと 211ヶ所 4ヶ所

宅（４）宅地に適した地盤であること 159ヶ所 56ヶ所

宅（５）土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所でないこと 211ヶ所 4ヶ所

宅（６）洪水浸水想定区域内でないこと 177ヶ所 38ヶ所

宅地利用の適合性

を検査する条件

215ヶ所

内容

農地利用の適合性

を検査する条件

公園・広場利用の

適合性を検査する

条件

【立地】

【防災】

表５ 生産緑地の利用実態調査による農地、 
公園・広場利用の優位性評価をする条件と結果 

表４ 生産緑地の基礎情報による宅地利用の 

優位性評価をする条件と結果 
対象 適 不適

【建築可能性】 宅（a）土地が整形地であること 13ヶ所 39ヶ所
【住宅】 宅（ｂ）工業専用地域に指定されていないこと 52ヶ所 0ヶ所

【公共施設】 宅（ｃ）公共交通の利用圏域内にあること 42ヶ所 10ヶ所

内容

宅地利用の
優位性を評価

する条件

52ヶ所

対象 適 不適

農（ａ）露地栽培をしていること 89ヶ所 6ヶ所
農（ｂ）農地を囲むフェンス等は透過性が高いこと 76ヶ所 19ヶ所

農（ｃ）農地に隣接して公園・緑地等があること 4ヶ所 91ヶ所

農（ｄ）農地周辺に屋敷林等があること 13ヶ所 82ヶ所
農（ｅ）市街化調整区域の農地に接していること 10ヶ所 85ヶ所

農（ｆ）１地区あたり面積が2,000㎡以上あること 26ヶ所 69ヶ所

農（ｇ）井戸や灌漑用の水槽があること 0ヶ所 95ヶ所

公園・広場利用の
優位性を評価

する条件

【防災】 公（ａ）井戸や灌漑用の水槽があること 146ヶ所 3ヶ所 143ヶ所

内容

農地利用の

優位性を評価
する条件

【景観】

【防災】

95ヶ所

表２ 生産緑地の７つの土地利用類型 
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実態調査を行った結果から適合性検査で用いる条件

（表３）を設定する。利用実態調査を行う際は、各生

産緑地について調査カルテ（図１）を作成する。基礎

情報を用いた適合性検査で得られた類型のうち、グル

ープ１～５に該当する生産緑地を検査対象とする。 
４－２ 適合性検査の結果 

 農地利用については 111 ヶ所、公園・広場利用につ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いては 193 ヶ所、宅地利用については 54 ヶ所の生産

緑地を対象に適合性検査を行った。第３章と同様に７

つの組み合わせに分類して、類型別に色分けした生産

緑地の分布を見ると、図２の通り地域別の特徴が見ら

れた。 
 
５．土地利用類型における生産緑地の優位性評価 

５－１ 条件設定 

優位性評価は、適合性検査において農地、公園・広

場、宅地の土地利用の適合性が認められた生産緑地を

対象に、どの土地利用を優先すべきか把握するために

行う。生産緑地の基礎情報から優位性評価で用いる条

件（表４）と利用実態調査の結果から優位性評価で用

いる条件（表５）を設定し、優位性評価を試みる。 
５－２ 優位性評価の結果 

 農地利用については 95 ヶ所、公園・広場利用につ

いては 146 ヶ所、宅地利用については 52 ヶ所の生産

緑地を対象に優位性評価を行った。その結果、３種類

の土地利用に対する優位性にいくつかの段階があるこ

とが分かった。生産緑地の優位性は、優れている方か

ら順にＳランク（適合性と優位性を有している生産緑

地）、Ａランク（適合性を有しているが優位性を有して

いない生産緑地）、Ｆランク（適合性と優位性を有して

いない生産緑地）の３段階に区分できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市街化調整区域の優良

な農地が接しているた

め、農地に適している

生産緑地が多いと考え

られる 

南側に鈴川工業団地が

位置しているため、農

地に適さない生産緑地

が多いと考えられる 

崖の上に位置している

ので、どの土地利用に

も適さない生産緑地が

多いと考えられる 

区画整理されており、

周辺よりも標高が高い

ため、どの土地利用に

も適している生産緑地

が多いと考えられる 

生産緑地の土地利用類

型の分布に規則性がな

い 

図２ 土地利用類型に基づく生産緑地の分布図 

図 1 調査カルテ（サンプル） 
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６．農業利用がない生産緑地の問題の背景 

６－１ 農業利用がない生産緑地の現状 

 生産緑地の利用実態調査から、伊勢原市内の 28 ヶ

所の生産緑地について農業利用を確認することができ

なかった。生産緑地は適切に肥培管理を行うことが義

務付けられているため、農業利用がない生産緑地は本

来あってはならない。そこで、伊勢原市に対するヒア

リング調査（表６）と生産緑地所有者に対するヒアリ

ング調査（表７）を行い、なぜ農業利用がない生産緑

地が存在するのか背景を考察する。 
 
 
 
 
 
 
６―２ 生産緑地制度の運用実態 

 伊勢原市では農業委員会（農地の売買や貸借の許可、

農地の利用状況の調査などを行う行政委員会）と資産

税課（固定資産税を扱う部署）が現地で生産緑地の利

用実態を把握しており、農業委員会は肥培管理が適切

に行われていない生産緑地に対して指導を行う。生産

緑地は都市計画の範疇であるが、都市計画系の部署が

関わるのは生産緑地を指定するときのみである。 
肥培管理を適切に行うことについて生産緑地法第

７条１項に「生産緑地について使用又は収益をする権

利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理し

なければならない」と規定するが、肥培管理を怠った

ことについての罰則規定は定められていない。そして、

憲法第 22 条において職業選択の自由が保障されてい

ることから、自治体は生産緑地所有者に肥培管理を適

切に行うことを無理強いできない。 
６－３ 伊勢原市の生産緑地指定の解除の動向 

 伊勢原市では生産緑地所有者からの高齢化を理由と

した指定解除を求める相談があるが、法律上は高齢化

を理由に生産緑地の指定解除はできない。今後生産緑

地所有者はさらに高齢化し、高齢化を理由とした生産

緑地の指定解除を求める所有者の意向は増加すると考

えられる。また、所有者の死亡または故障による生産

緑地の買い取り申出も増加すると推測できる。 
６－４ 生産緑地所有者の生産緑地に対する意識 

 生産緑地所有者にヒアリング調査を実施した結果を

表８に示す。生産緑地所有者の年代の違いや所有者の

事情により、生産緑地の保全に対する意識や相続に関

する考え方に違いがあることが分かった。特に農業が

やりづらい環境になったことについて、生産緑地周辺

の市街化が進行し住宅に囲まれるようになったため、

周辺の住宅に配慮して作業する必要があることが分か

った。そのため、「営農しにくい環境になったので、営

農を継続したくない」という理由の買い取り申出が

2022 年以降に出る可能性が高いことが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 

 
６－５ 農業利用がない生産緑地の存在背景の考察 

 農業利用が確認できなかった生産緑地が存在する背

景には、「生産緑地制度」と「所有者の事情」がある。

生産緑地制度に関して、生産緑地法に肥培管理を怠っ

たことについて罰則規定がないという法律の限界、生

産緑地指定に期限があることが挙げられる。指定期限

があるために、罰則を設けずに行政指導に止めて運用

するしかなかったと考えられる。所有者の事情に関し

て、所有者の高齢化と農業しにくい環境になったこと

が挙げられる。営農環境や生産緑地に対する所有者の

考え方は生産緑地制度ができた当時から大きく変化し

ている。所有者の事情にも配慮できるように、時代に

即した生産緑地制度のあり方が望まれる。 
 
７．考察 

７－１ 保全・転用すべき生産緑地を把握する方法 

以上を踏まえて、生産緑地の基礎情報を用いた適合

性検査の作業フロー（図３）、生産緑地の利用実態調査

に基づく適合性検査の作業フロー（図４）、優位性評価

の作業フロー（図５）を示す。適合性検査と優位性評

価は、生産緑地の基礎情報と利用実態調査に基づいて

条件を設定し、図６に示す通りの順で検査と評価を行

うことが可能である。また、適合性検査と優位性評価

を行った結果、農地として保全または公園・広場、宅

地へ転用すべき生産緑地の優位性に３つの段階がある

ことが分かった（表９のＳ、Ａ、Ｆの区別）。なお、本

研究の作業で示した優位性評価の条件は伊勢原市の地

域性が反映されている。他の自治体で優位性評価を行

う際は、各地域の特性を踏まえた条件に変更する必要

がある。 
全国の自治体で農地として保全または公園・広場、

実 施 日 2016年12月15日
対 象 者 伊勢原市都市部都市総務課職員２名
集計方法 対面方式

実 施 日 2016年12月22日、2017年1月12日

対 象 者
伊勢原市内の生産緑地所有者7名
（40代１名、50代２名、60代２名、70代２名）

集計方法 対面方式

表６ 伊勢原市のヒアリング調査概要 

表７ 生産緑地所有者のヒアリング調査概要 

表８ 生産緑地所有者のヒアリング調査結果 

質問内容

40代
50代

・次世代への生産緑地の相続に消極的
・指定解除後の生産緑地の転用を検討しているが、実現可能性が
低いため悩んでいる
・転用すること自体が難しい状況であるため、生産緑地を「保全す
るしかない」という義務的な意識が強い

60代
以上

・次世代への生産緑地の相続に積極的
・先祖代々の土地であるため、今後も農地として保全したいという
意識が強い

生産緑地に
指定して
困ったこと

生産緑地の
保全と相続に
関する意識

回答

・常に肥培管理しておかなければならないこと
・生産緑地に指定すると最低でも30年間は転用できないこと
・農業がやりづらい環境になってしまったこと
・時間的拘束
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F

S
景観、防災、営農環境の観点において、

農地利用に極めて適している生産緑地

景S・環S
景観、営農環境の観点において、農地利

用に極めて適している生産緑地

防S・環S
防災、営農環境の観点において、農地利

用に極めて適している生産緑地

防S
防災の観点において、農地利用に極めて

適している生産緑地

環S
営農環境の観点において、農地利用に

極めて適している生産緑地

A
立地、防災の観点において公園・

広場利用に適している生産緑地

立A
立地の観点において公園・広場利

用に適している生産緑地

防A
防災の観点において公園・広場利
用に適している生産緑地

S

建物を建設しやすい土地で、住宅用地と

公共施設用地を含めた宅地利用に極め

て適している生産緑地

可S・住S
建物を建設しやすい土地で、住宅用地を
含めた宅地利用に極めて適している生産

緑地

住S・公S
住宅用地と公共施設用地を含めた宅地

利用に極めて適している生産緑地

住S
住宅用地を含めた宅地利用に極めて適

している生産緑地

S

なし

A

農地利用に適している生産緑地

防S
防災の観点において、公園・広場利用に

極めて適している生産緑地

農地利用に

適さない生産緑地

公園・広場利用に

適さない生産緑地

宅地利用に

適さない生産緑地

農地

公園・広場

宅地

表９ 適合性検査と優位性評価を行った結果の枠組み 

宅地に転用すべき生産緑地を把握する際に、複数の土

地利用に適する生産緑地が存在する場合、どの土地利

用を優先するかは各自治体が掲げる方針に沿って検討

すべきである。いずれの土地利用にも適さない生産緑

地は指定解除後に低未利用地になる可能性が高いと考

えられるため、地域特性を踏まえて有用な活用をでき

るような方法を検討すべきである。 
 
７－２ 今後の展望 

 現在、都市農業振興基本法の制定や生産緑地指定の

条件緩和、農地を保全するための新たな用途地域の創

設など、生産緑地を含めた市街化区域内に存在する農 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地の保全について検討されている。しかし、「2022 年

問題」があるにも関わらず、指定解除後の生産緑地の

計画的な土地利用のあり方について政策的議論は進ん

でいない。まずは、生産緑地を農地として保全すべき

か別の土地利用へ転用すべきか見極める必要がある。

そのために、計画的な農地の保全と別の土地利用への

転用について検討するための作業フローを明らかにし

ておくことは、各自治体にとって有用である。 
生産緑地の計画的保全には、所有者が農地を維持管

理しやすい環境の創出や農地を維持管理する負担の軽

減策が求められる。また、生産緑地を計画的に別の土

地利用へ転用するために、別の土地利用へ転用すべき

生産緑地を把握した結果と生産緑地所有者の意識調査

を踏まえて、指定解除後の生産緑地の活用方法につい

て自治体と所有者が一緒に検討する機会を設ける必要

がある。 
 
参考文献 

１）東正則：農業で都市を蘇らせる―日本型環境共生都市を

目指して―，農林統計出版，2010 

２）田村誠邦・甲田珠子：都市・建築・不動産企画開発マニ

ュアル入門版 2014-15，エクスナレッジ，2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 生産緑地の基礎情報を用いた 
適合性検査の作業フロー 

図４ 利用実態調査に基づく 
適合性検査の作業フロー 

図５ 優位性評価の作業フロー 

図６ 保全・転用すべき生産緑地を 
把握する全体フロー 
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低負荷補強機構を用いた鋼構造骨組の大規模実験による耐震性能評価 

 
学部 正会員 佐々木 雄河（京都大学） 

 

1. はじめに 

耐震性能が十分でない建物に対する補強方法は多

様であるが，補強中の事業継続性の低下や，補強後も

ブレース等の部材による通行や視界の妨げが課題とな

る．このような背景の下，柱梁等の周辺部材への影響

と建物使用者への影響の双方を最小限に抑えつつ，骨

組全体の耐震性能を向上させる，低負荷耐震補強機構

（Minimal-Disturbance Arm Damper）が提案されている
1) ．以後この機構を MDAD と呼ぶ．既往の関連研究

により，MDADが骨組の耐力と剛性を向上させ，安定

したエネルギー消費をすることが検証されている．し

かし，梁端部塑性回転角の低減も含めた，骨組全体に

対する本耐震機構の性能は実験的に未検証である．そ

こで本論文では，MDADによる補強効果を定量的に評

価することを目的として，2 体の加力ジャッキを用い

た準静的載荷実験を実施する．実施に際しては，床ス

ラブ合成効果も考慮し，また内柱と外柱に付与した

MDADの挙動の相違にも着目する． 

2. 低負荷耐震補強機構の概要 

MDAD の概要を図 1 に示す．MDAD は耐震補強に

おける簡易施工を目的としているため，引張鋼棒と曲

げ鋼板，中央連結部材からなる軽量小型の部材により

構成されている．引張鋼棒は引張軸力にのみ抵抗し，

圧縮力を負担させない仕組みとなっており，曲げ鋼板

の繰り返し変形による安定したエネルギー消費と骨組

の耐力と剛性の向上を可能にする．さらに，引張鋼棒

によって梁中央部に鉛直下向きのせん断力が加わるこ

とで，梁下フランジが引張を受ける正曲げ時の曲げモ

ーメントが減少し，梁端部塑性変形を低減できる．塑

性変形低減効果を検証するため，MDADを適用した 4

層鋼骨組を対象とし非線形変位増分解析を実施した

（図 2(a)）．その結果，骨組変形性能，初期剛性，耐力

の向上が確認されている 1) ．  

3. 試験体の設計 

下記の手順により実験目的に沿った試験体を設計

した．初めに図 2(a)に示す 4 層鋼骨組の階高中央に反

曲点を仮定し，点線部で囲んだ 2層目を抜き出した後，

図 2(b)に示す 1 層 4 スパン骨組モデルとする．2 層目

を抽出したのは，上記の仮定の下で柱の上下端ともに

ピン支持とすることが可能であること，また 2層以上

を 2層目と同様のモデルと見なせることによる．実験

施設の都合も考慮に入れ，この骨組モデルを 1/2 スケ

ールとした．各柱頭が等しい層間変形を受けるように

トラス材でつなぎ，柱下部はピン支持とする． 

内柱と外柱に取り付けた MDAD の挙動の相違を検

証するためや実験設備の制約から，抽出した 1層 4ス

パン骨組モデルから柱 3体を含む部分骨組を抜き出し

た．部分骨組は図 2(b)の点線部で示された 1層 2スパ

ン骨組であり，柱 1と柱 2は内柱，柱 3は外柱である．

この部分骨組は 2体の加力ジャッキを付することで図

3 に示す本実験の試験体となる．実験で用いる 2 体の

加力ジャッキのうち，ジャッキ 1は柱頂部の水平方向

1

2

3

4

6000            6000              6000              6000       

3000              

3000              

3000              

3000              

(a) 4層鋼骨組（プロトタイプ） 

Column1 Column2 Column3

Beam1 Beam2

3000 3000 3000 3000

1650
X A

(b) 1層 4スパン骨組モデル 

図 2 骨組モデル（単位：mm） 

Column1 Column2 Column3

Beam1 Beam2

Truss1 Truss2Jack1 
force

Jack2 
moment Tension

-rod1
Tension

-rod2
Tension

-rod3

C-channel

3000

1650

3000

図 3 試験体 2全体図（単位：mm） 

Tension-rod

Steel bending plate Middle connecting block

Wide flange beam

HSS column

Energy-dissipater

Pre-tension bars

Mid-span

Mid-span

図 1 MDADの概要 
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の変位を制御し，ジャッキ 2は図 2 (b)の点 Xに示す梁

1 左端の曲げモーメントを制御する荷重を与える．試

験体は 2 体製作し，補強前の骨組を試験体 1，MDAD

を取り付けた補強後の骨組を試験体 2とする．  

MDADの設計方針は下記の通りである．補強前の 1

層 4スパン骨組モデルに対し，柱頂部に繰り返し変形

を与え非線形変位増分解析を行ったところ，層間変形

角 2.5%時に図 2 (b)の点 Aにおける正曲げ時梁端塑性

回転角は 0.0168rad であった．正曲げ時に 0.015rad の

梁端塑性回転角で破断が生じると仮定すれば 2) ，この
時点で既に点 Aに破断は生じている．そこで，2.5%時

に正曲げ時梁端塑性回転角を 20%低減させ，破断を防

ぐことを設計目標と定めた．また，MDADが正曲げを

受ける梁端部よりも早く降伏することも留意した． 
既提案の設計式 3)を用いることにより，MDADの降

伏耐力 Fdは 154kN と求まる．さらに，MDAD の耐力

Fdと剛性 Ksを求める式を用い，曲げ鋼板の寸法を板厚

16mm，長さ 375mm，幅 140mmとした． 
4. 載荷装置 

試験装置は 3本の柱と各 2本の梁，トラス材から構

成され，柱は STKR400 の角形鋼管 175×175×12，梁

は SN400Bの H-200×100×5.5×8を用いた．各柱頭に

等しい層間変形が与えられるように，柱頭同士をトラ

ス材でつなぎ，ピンを模擬したガセットプレートを配

置した．本実験では，床スラブが圧縮力に抵抗する正

曲げ時の曲げ剛性と耐力を，それぞれ負曲げ時の 1.8

倍，1.3 倍とすることで，床スラブ合成効果を考慮す

る．この効果を模擬するため，各梁端部には SS400の

Cチャンネル材 100×40×5.5×8が計 10個ずつ溶接さ

れている．なお，C チャンネル材の有効性は事前に行

われた予備実験で示した．また，柱 1と柱 2の面外変

形を抑制するための拘束柱を 2本ずつ立てた．引張鋼

棒の両端は梁中央部と曲げ鋼板でピン接合され，ター

ンバックルを締め付けて初期張力を 15kN（曲げ鋼板降

伏軸力の 9%）与えた．試験体と図 2(b)の 1層 4スパン

骨組モデルの異なる点は，試験体の柱 1 に MDAD を

付与していない点である．しかし，柱 1に引張鋼棒を

取り付けなくとも梁端塑性回転角の低減の検証には影

響を及ぼさないことを事前の数値解析により確認した．

本実験ではジャッキ 2により曲げモーメントとともに

梁に軸力が与えられるが，その最大荷重は梁の最大圧

縮耐力の 10%程度であるため，梁の全塑性モーメント

の低減は無視できる． 
5. 計測計画 

 図 4に本実験の計測計画を示す．計測には，変位計

（13個）とひずみゲージ（66個）を用いた．柱頂部の

変位を DT1，DT2により計測し，梁端回転角を求める

目的で DT3~8を用いた．図 4(a)拡大図に示す通り，梁

端上下フランジ部分に変位計を取り付け，その変位の

差分を変位計間の距離で除し梁端回転角とした．また，

曲げ鋼板の変形を DT9~12 により計測し，面外方向の

変形を DT13 により計測した．骨組全体の曲げモーメ

ント，せん断力分布を確認する目的で各柱に 8個ずつ，

各柱梁接合部から梁長の 1/3 の位置のフランジ部分に

4 個ずつひずみゲージを配置した．また，引張鋼棒軸

力を確認するために，各引張鋼棒に対して 2個ずつ計

6 個のひずみゲージを取り付けた．各曲げ鋼板には 4

個ずつひずみゲージを取り付け，曲げ鋼板の断面応力

を求めた．さらに，各トラス中央に 4個ずつひずみゲ

ージを配置してその軸力を計測した． 
6. 載荷履歴 

ジャッキ 2の荷重履歴を決定することを目的に，解

析コード OpenSees を用いて図 2(b)の骨組モデルを繰

り返し載荷した．塑性回転が柱梁端部に集中すると仮

定し，端部に非線形ばねをもつ弾性要素とした．さら

に，梁はH形鋼梁と床スラブが一体化した合成梁とし，

床スラブ合成効果を正曲げ時の曲げ剛性，耐力をそれ

ぞれ負曲げ時の 1.8倍，1.3倍とすることにより考慮す

る．MDADの鋼板の変形を両端部と中央に塑性ヒンジ

を 3つもつ集中塑性型として模擬し，鋼板の面外曲げ

剛性と全塑性曲げ耐力をもつバイリニア型弾塑性ばね

に置換した．1 層 4 スパン骨組モデルの繰り返し載荷
により求められたジャッキ 2の荷重－層間変形角関係

を図 5に示す．縦軸にジャッキ 2を押した時の値を正

としてジャッキ 2の荷重をとり，横軸にジャッキ 1に

より与えられる層間変形角をとる．床スラブ合成効果

DT1
DT3

DT4

DT5

DT6
DT9,10

DT2

DT7

DT8
DT11,12

DT13

DT3

DT4

(a) 変位計の配置 

(b) ひずみゲージの配置 
図 4 計測計画 

－ 22 －



- 3 - 

を考慮しているため，層間変形角の正負により降伏後

のジャッキ 2の荷重は異なる．負の層間変形角におい

て柱 1に接続するジャッキ 2の腕は正曲げを受けてお

り，このジャッキ 2の荷重は正側層間変形角のジャッ

キ 2 の荷重と比較して 1.3 倍大きい．また，ジャッキ

2 の荷重はバイリニア型である．載荷は，層間変形角

が 0.25%，0.5%，0.75%，1.0%，1.5%，2.0%，2.5%ま

では各 2 サイクルずつ，その後は 3.0%，3.5%，4.0%

の順に各 1サイクルずつ行い，梁端の上フランジと下

フランジに破断が生じた時点で終了した． 
7. 実験結果 
7.1. 補強による初期剛性の上昇 
 補強による初期剛性の変化を検証するため，図 6に

骨組全体の挙動を示す．縦軸に骨組への層せん断力を，

横軸に層間変形角をとる．ただし，骨組への層せん断

力をジャッキ 1の荷重にジャッキ 2の荷重の半分を加

えた値として定義する．試験体 2は試験体 1と比較し

て，初期剛性が正の層間変形角時に 20%，負の層間変

形角時に 23%上昇した．試験体をモデル化した 1 層 2

スパン骨組の非線形変位増分解析結果ともよく対応し

ており，設計で意図した通り MDAD により初期剛性

が上昇した．降伏耐力は負の層間変形角時に 30%上昇

したが，正の層間変形角時には 3%の上昇に留まった．
載荷履歴を元に，1 層 2 スパン骨組の数値解析を行っ

た結果，正側載荷，負側載荷ともに 12%耐力は上昇し

た．これより，数値解析では柱 1の引張鋼棒を模擬で

きていたが，実験では正側載荷で柱 1の引張鋼棒を模

擬しきれていなかったと言える．  
7.2. 弾性域における正曲げモーメントの低減 
 MDAD による正曲げモーメントの低減効果を弾性

域において検討する．図 7に， 層間変形角 0.75%時の

梁端部曲げモーメント－層間変形角関係を示す．

MDADは梁 1右端で正曲げモーメントを 37%，梁 2左

端で 27%，梁 2 右端で 25%低減した．また， 1 層 2

スパン骨組モデルの非線形変位増分解析では，梁 1右

端で 31%，梁 2左端で 29%，梁 2右端で 31%の正曲げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モーメントを低減した． 1層 2スパン骨組モデルを用

いた数値解析結果と実験結果が概ね対応していたため，

MDADが外柱，内柱において設計で意図した通りに正

曲げモーメントを低減させることが検証できた．   

7.3. 塑性域における梁端回転角の低減と破断の遅延 
塑性域では，梁端回転角の低減により局所変形低減

効果を検証する．図 8に層間変形角 1.5%時の梁端部曲

げモーメント－梁端回転角関係を示す．試験体 2は試

験体 1と比較して，梁 1右端において正曲げ時の梁端

回転角が 50%低減され，梁 2右端において 33%低減さ

れた．塑性域でも MDAD による局所変形低減効果が

確認できた． 

MDADが梁端塑性回転角を低減したため，梁下フラ

ンジにおける破断の発生が大幅に遅れた．試験体 1に

おいては，層間変形角2.0%の 1 サイクル目に梁 2 左

端上フランジから，そして2.5%の 2サイクル目に梁 2

左端下フランジから破断が生じ，計 5ヵ所が破断した．

梁 2右端下フランジからの破断を期待していたため，

最初に梁上フランジが破断することは想定外であった．

梁上フランジから破断が生じた理由は，C チャンネル

による合成効果が局所的に働かず，負曲げによる上フ

ランジの破断が正曲げによる下フランジの破断より早

期に生じやすくなってしまったこと，またジャッキ 2

を引く負側載荷時にジャッキ 2の軸力により上フラン

ジの引張ひずみが増大したことによると考えられる．

試験体 2では，3.0%の 1サイクル目に梁 2左端下フラ

ンジから破断が生じ，計 2ヵ所で破断が発生した．ま

た，MDADにより局部座屈の発生も遅延された．試験

図 5 ジャッキ 2荷重－層間変形角関係 

図 6 骨組全体の挙動 

(a) 梁 2左端 (b) 梁 2右端 
図 7 曲げモーメント－層間変形角関係 
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体 1では，1.5%の 1サイクル目に梁 2右端下フランジ

で局部座屈が確認された．試験体 2では 2.5%の 1サイ

クル目に梁 2右端下フランジから局部座屈が発生した． 

以上より，MDADにより載荷終了時の破断箇所数が

減り，局部座屈が層間変形角で 1.0%，そして破断が

0.5%程度遅延され，その有用性が示された. 

7.4. 外柱と内柱に付加した低負荷補強機構の挙動 
本実験では外柱についても MDAD を取り付け，挙

動を検証する．梁端の局所変形低減効果については，

図 7，図 8に示すように，内柱と同様に外柱でも MDAD

が梁端局所変形を期待した通り低減することが確認さ

れた． 

外柱と内柱の引張鋼棒の挙動の相違を確かめるた

め，図 9に引張鋼棒荷重－変位関係を示す.図 9(a)のよ

うに内柱に取り付けられた引張鋼棒は，層間変形角

3.0%に至るまで圧縮力を負担しないが，図 9 (b)のよう

に，外柱の引張鋼棒には層間変形角が 2.0%から圧縮力

が作用した．外柱の曲げ鋼板に残留変形が残り，梁中

央部ピン接合部と引張鋼棒の先端が接触した結果，外

柱のMDADは内柱のMDADよりも早期に圧縮力が働

くことが確認できた．  

7.5. 破断後の骨組耐力の保持 

 実験で新たに確認された MDAD の利点として，梁

端の破断後に梁が負担していた応力の一部を MDAD

が負担し，骨組全体挙動に対して破断の影響を抑える

ことが挙げられる．図 10の梁 2左端曲げモーメント－

層間変形角関係から，梁 2左端下フランジに破断が生

じた層間変形角 3.0%時に曲げモーメントの値は急激

に減少した．一方，図 6の骨組全体挙動から，試験体

2では 3.0%時に破断後の急激な耐力低下は見られなか

った．さらに，図 9(a)から，梁 2 左端下フランジに破

断が生じた層間変形角 3.0%の載荷時に，内柱の引張鋼

棒の履歴がそれ以前のものと比較して大きく拡がって

いる．これより，梁端が破断後の骨組耐力の一部を引

張鋼棒が負担したため，全体挙動に顕著な影響は現れ

なかったと考えられる．  

8. まとめ 
本研究では，MDADによる梁端部塑性回転角の低減

効果を定量的に評価することを目的として，1 層 2 ス

パン骨組を用いた準静的実験を実施した．MDADによ

り初期剛性が期待通り上昇し，弾性域においては設計

で意図した通り正曲げモーメントを低減した．塑性域

においては，試験体 1と比較して試験体 2で正曲げ時

梁端回転角が梁 1右端で 50%，梁 2右端で 33%低減さ

れ，MDADが梁端部局所変形を低減することを確認し

た．MDADの梁端部局所変形低減効果により，梁下フ

ランジの破断は層間変形角で 0.5%遅れ，載荷終了時の

破断箇所数も減った．また，MDADが局部座屈を 1.0%

遅延させることを確認し，MDADの有用性が示された．

さらに，内柱と同様に外柱でも MDAD が梁端局所変

形を期待した通り低減することが確認された．梁端の

破断後に梁が負担していた応力の一部を MDAD が負

担することにより，骨組全体挙動に対して破断の影響

を抑えることも確認できた． 

参考文献 
1) Kurata, M., Sato, M., Zhang, L., Lavan, O., Becker, T., and 

Nakashima, M.: Minimal-Disturbance Seismic 
Rehabilitation of Steel Moment-Resisting Frames using 
Light-weight Steel Elements, Earthq. Eng. Strut. Dyn., 
45:383-400, 2016.  

2) Chung, Y-L., Nagae, T., Matsumiya, T., and Nakashima, M.: 
Seismic resistance capacity of beam–column connections in 
high-rise buildings: E-Defense shaking table test. Earthq. 
Eng. Strut. Dyn., 40(6), pp. 605-622, 2011. 

3) Lavan, O., Sato, M., Kurata, M., Zhang, L., Local 
Deformation Based Design of Minimal-Disturbance Arm 
Damper for Retrofitting Steel Moment-Resisting Frames, 
Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2017-1. 

 

(b) 外柱の引張鋼棒 (a) 内柱の引張鋼棒 
図 9 MDADの挙動 

(a) 梁 1右端 (b) 梁 2右端 

図 8 曲げモーメント－梁端回転角関係 

図 10 梁 2左端曲げモーメント－層間変形角関係 
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1 はじめに
1-1 研究の目的と背景
　花街 (1) は日本の伝統文化を包括的に継承する 1) 貴

重な空間である。金沢には 3つ (2) の茶屋型花街が存

在し、ひがしと主計町の２地区が、重要伝統的建造物

群保存地区に選定されるなど景観保全制度が整ってい

る。しかし近年、茶屋が減少し、花街本来の姿は変化

しつつある。その経緯はひがしのみでしか明らかに

なっていない為、本研究では、にしと主計町を対象に

今後の花街のまちづくりに活かし、花街文化の保全に

資するため、昭和初期から現在までの建築物の用途分

布とその変遷を明らかにする。

1-2 研究の位置づけ
　これまで、ひがしで建築物の用途分布の変遷を調

査した研究3)や主計町とにしで茶屋の1時点(昭和40年

代)の分布を記載した研究4)がある。本研究は主計町と

にしを対象に、一棟毎の建築物の用途に着目し、昭和

初期以降の変遷を追う点に特徴がある。

2 対象地概要と研究の方法
2-1 対象地概要
　文政 3年、加賀藩が地域に限った茶屋街を認め、
卯辰山山麓の浅野川近くにひがしが、犀川近くに、に

しが設けられた。その後、天保 2年に一旦廃止となっ

たものの、幕末の慶応 3年に再興された。主計町は、

茶屋街として形成された時期は明確でないが、明治初

期頃とされている。金沢三茶屋街は、戦災を免れたこ

とで歴史的な街並みが残り、花柳界が現役である、全

国的にみても貴重な花街である。

2-2 研究の方法
2-2-1 調査年代
　調査年代は、第１時点を近代最盛期に近い、昭和 5

年頃 (3)、第２時点を売春防止法成立前の昭和 31年頃、

第 3時点を中間補足として史料が存在する昭和 49年

頃、第 4時点を平成 28年 ( 現在 ) の 4時点とする。

2-2-2 調査方法
　調査はインターネット及び、市史等の文献による事

前調査の後、現地踏査及び地元図書館での資料収集、

住民へのヒアリング調査を行った。

　第１時点の昭和 5年頃は住宅地図が存在しないた

め、表 1の史料番号 1(4)( 石川県貸座敷芸妓置屋同盟

会会員名簿 ) を用いる。この史料は現在、茶屋の分布

を把握できる史料の中で最も古く、大変貴重である。

これに記載された旧住所を史料番号12(旧新住所表示

対照表)で新住所と照合し、現存する最古(昭和31年 )

の住宅明細図に当てはめ、整合を図った。但し、主計

町については、史料番号 1に住所が記載されていな

かった為、住所が記載された他の史料と照らし合わせ、

住所を割り出した上で、上記作業を行った。住宅明細

図で不明瞭な箇所は住民へのヒアリングに基づき当時

の敷地割を確定した。その他の時点においては、調査

で得た史料から茶屋名を抜き出し、各年代の住宅明細

図と一致するものをプロットする。不明な点は住民に

ヒアリングを行い、可能な限り詳細に記載する。この

作業を何度か繰り返し。正確性を高めた。

2-2-3 用途の分類
　本稿における建築物の用途の分類を表 2に示す。

花街建築の三業建築は料理屋、茶屋、置屋を指すが、

金沢の花街には料理屋が無く、茶屋が置屋を兼業して

いる。三業関連建築については、検番・歌舞練場と呉

服店・髪結い店・師匠宅などの稽古施設等といった芸

妓の生活や稽古に関わる用途に分けられる。貸座敷は

三業とは別の業種である。一般建築は住居と店舗等に

分けられ、店舗等は飲食店、土産物店、元茶屋の公開

施設、公開施設 ( 案内所等 )、物販・サービス業・事

務所等、宿泊施設である。建築物以外緑地・空地・駐

車場等についても分類を行う。第 4時点の用途につ

いては、飲食店・宿泊施設・土産物店・公開施設を合

わせて観光用途とする。

2-2-4 対象地範囲
　昭和 5年頃の調査に用いる史料番号 1には、石川

県の貸座敷芸妓置屋業を営む茶屋及び貸座敷が各組合

ごとに区分されている。本研究における対象地範囲は、

この名簿に記載されている茶屋及び貸座敷が分布する

範囲とし、にしは「金沢市西廓貸座敷業組合」、主計

町は「金沢市主計町料理屋業組合」の名簿を用いる。

花街を構成する建築物の分布に関する昭和初期から現在までの変遷
-金沢にし及び主計町を中心として -

学部　正会員　谷　美咲 (新潟大学 )
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2-2-5 エリアわけ
　本稿において便宜上のエリアわけを行う。３つの対

象地では昭和 40 年代頃に住居表示に関する法律によ

り住所変更が行われため、昭和初期と現在とでは住所

が異なる。にしは旧町名の石坂町を通りで上街・下街・

東西通りの３つに、その他は南石坂町・石坂各場一番

丁及び二番丁とし、それぞれエリア A~F とする。主

計町は通りで、表通り ( 手前 )・表通り ( 奥 )・裏通り

の 3 つをそれぞれエリア A~C とする ( 図 1, 図 2)。

3 建築物の用途分布の変遷
3-1 昭和 5 年頃の建築物用途　
　茶屋は主計町で 39 件、にしで 67 件確認でき、両

地区とも 4 時点の中で最多の茶屋数であった。また、

両地区とも貸座敷は存在しなかった。主計町では、エ

リア A 及びエリア C に茶屋が集中しており、エリア

B には歌舞練場が存在した。史料が存在しなかった為、

茶屋以外の一般建築の用途については不明であるが、

全用途の約 74% が花街に関する用途であった。にし

では、検番が 1 件確認できた。エリア A~ エリア F に

渡る広範囲に茶屋の分布しており、全用途の約 39%

が花街に関する用途であった。

3-2 昭和 31 年頃の建築物用途　
　茶屋は主計町20件、にし31件確認でき、両地区と

も、昭和5年頃の約半数の茶屋数である。主計町で

は、昭和5年頃に確認できた歌舞練場は取り壊され、

検番の機能は、エリアCにあった元茶屋の建築に移動

した。また、師匠宅が4件確認でき、全用途の約45%

が花街に関する用途であった。師匠宅以外の呉服・小

間物・髪結い店などの芸妓の身の回りを整える際に使

用される用途は対象地内には確認できなかった。にし

では、エリアBで、茶屋廃業後に貸座敷への転用が見

 建築物 S5 年頃は用途不明が多い為、無いと断定
できないものは「－」で表す。

主計町 にし
     花街建築 S5 S31 S49 H28 S5 S31 S49 H28

三業建築 料理屋 ( 料理は仕出し屋から取る )
茶屋 現役の茶屋 39 20 17 4 67 31 23 5

公開施設 0 0 0 0 0 0 0 1
置屋　 ( 茶屋が置屋を兼業する )

三業関連建築 検番・歌舞練場 1 1 1 1 1 1 1 1
呉服・小間物・髪結い・稽古施設等 － 4 1 0 － 9 4 1

貸座敷（本研究では娼妓が営業するものと定義） 0 0 0 0 0 12 0 0
     一般建築 住居 ( アパート含む） － 14 24 15 － 67 84 86

店舗 飲食店 － 2 4 12 － 12 12 6
土産物店 － 0 0 2 － 0 0 4
公開施設（案内所等） － 0 0 0 0 0 0 1
宿泊施設 － 3 1 4 － 4 5 0
物販・サービス・事務所等 － 2 2 3 － 21 26 3

その他 ( 倉庫・車庫等 ) － 1 0 0 － 1 3 5
不明 ( 空家含む） 13 7 2 1 104 13 8 10

     寺社 1 1 1 1 0 0 0 0
 建築物以外　緑地・空地・駐車場等 0 1 1 3 1 2 5 28

合計 ( 件 )     54 56 54 46 173 173 171 151

表 2　用途の分類及び各件数

番号 史料名 年代
掲載内容

備考茶
屋

代
表
者

芸
妓
名

住
所

電
話

1 石川県貸座敷置屋 同盟会会員名簿 S5
頃 ○ ○ × ○ ○ 当時の住所等が記載さ

れた大変貴重な史料
2 金沢美人選集 T15 ○ × ○ × × おどりのパンフレット
3 金沢商工人名録 S3 ○ ○ × ○ ○ 商店の情報が記載
4 金城名花揃 S4 × × ○ × ○ おどりのパンフレット
5 昭和五年度家屋ノ賃貸二関スル下調書 S5 × ○ × ○ × 町・番地ごとの

納税情報が記載
6 新四季の金沢 / 花かがみ S7/

11 ○ × ○ × × おどりのパンフレット

7 歌詞研究第五年新年号 / 八年新年号 /
魂新年号

S7/
9/11 ○ × ○ × × おどりのパンフレット

8 観光の金沢 2・3 号 /4・5 号 S9/
10 ○ × ○ × × 当時の雑誌

9 金沢市職業別電話帳 S12 ○ ○ × ○ ○ 当時の電話帳
10 金沢市西貸座敷業 ( 芸妓 ) 組合規則 S31 ○ ○ ○ × × 当時の組合規則

11 住宅明細図 S31 ○ × × × × 県所蔵で敷地割が分か
る最古住宅地図

12 旧新住居表示対照表 S44 × ○ × ○ × 旧町名との対照表

表１　調査史料一覧

られた。廓の中でも格式の差があった5)ことが要因と

考えられる。三業関連建築として、検番1件、髪結い

店3件、化粧品店1件、師匠宅5件が確認でき、全用途

の約31%が花街に関する用途であった。

　3-3 昭和 49 年頃の建築物用途
　茶屋は主計町 17 件、にし 23 件確認できた。主計

町で検番が１件、そのほか師匠宅が 1 件確認でき、

前時点同様、芸妓の身の回りを整えるための店舗は確

認できなかった。全用途の約 35% が花街に関する用

途であった。にしでは、前時点で確認できた貸座敷は、

売春防止法施行 ( 昭和 33 年 ) の影響により確認でき

なくなった。全用途の約 16% が花街に関する用途で

あった。両地区とも住居の用途が半数近くを占める。

3-4 平成 28 年の建築物用途　( 図 1，図 2-H28)
　茶屋は主計町4件、にし5件確認できた。主計町で

は、三業関連建築は検番1件のみであり、全用途の約

11%が花街に関わる用途である。また、元茶屋を活用

し１軒を貸し切り宿泊することができる施設がある。

にしでは、三業関連建築として検番１件と髪結い店1

件が存在し、全用途の約5%が花街に関わる用途であ

る。元茶屋の公開施設があり、芸妓を呼んでお座敷を

開くことも可能である。また、茶屋建築の外観を再現

して建築された公開施設も存在する。この施設には、

金沢市の観光案内ボランティアガイドの「まいどさ

ん」が常駐している。　

　歴史的建造物(5)(主計町36軒、にし30軒(6))のうち歴

史的花街建築(7)は主計町33軒、にし22軒である。そ

の内、現役の花街建築は主計町5軒(内、茶屋4軒)、に

し4軒(内、茶屋2軒)のみである。にしは歴史的花街建

築が、まちづくり協定区域内に14軒、区域外に8軒が

残存する。
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補注
(1) 加藤の定義2)を参考に、本稿で扱う花街(かがい)は「芸妓

を呼べる料亭等の店舗がある程度集積している都市の一
画」とする。なお，花街の仕組みは地域によって差があ
り，置屋，料理屋，茶屋の三業で構成される料亭型花街
と茶屋が中心の茶屋型花街に大別される。

(2) 金沢市にはひがし・にし・主計町の3つの花街が存在し、
一般にそれぞれの地名を付けて「~~茶屋街」と呼称され
る。しかし、この呼称は昭和52年頃から市の観光施策の
中で使われ始めた為、本研究では地名のみ用いる。

(3) 
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4 建築物の用途分布の変遷比較
4-1 ４時点での比較　(図 3)
　全用途に対する茶屋の割合は4時点で順に主計町

で72%、36%、31%、9%と約1/8に、にしで39%、

18%、13%、3%と約1/13まで減少した。1年毎の変

化率は昭和5年~昭和31年頃にかけて大きく、衰退の

一要因として遊興飲食税(8)の課税で廃業した茶屋が多

かったと推測できる。

4-2 エリアごとの分布傾向　(図 1, 図 2)
　主計町は昭和5年頃、表通り(手前)の約8割(エリア

内全用途に対する割合)、裏通りの約6割に茶屋が密集

し、昭和49年頃まで表通りの茶屋数が多い。現在、

茶屋の分布に偏りはない。

　にしは昭和5年頃に地区内全エリアに茶屋が分布

し、現在までエリアAの上街に多く分布する。その理

由として、昭和31年頃のエリアE及びエリアFの茶屋

の廃業、格式の高いエリアAへの他エリアからの移

転、エリアBの貸座敷への転用がある。

4-3 茶屋からの用途転用
　両地区とも、昭和49年頃まで茶屋からの用途転用

なしが多くを占めた。昭和49年頃から平成28年にか

け、飲食店(9)や宿泊施設等を合わせた観光用途への転

用が主計町で約62%であった。一方、にしでは約34%

であり、駐車場等への転用が2割弱あった(図4)。

4-4 歴史的花街建築の用途
　歴史的花街建築の用途は、両地区とも観光用途への

転用が最多である。主計町では、観光用途への転用が

約5割であり、住居への転用も次いで多く確認できる

(図5)。にしでは、観光用途への転用は4割弱であり、

空き家となっている歴史的花街建築もみられた。

5 結論
(1) 現在に対する昭和5年頃の茶屋数は、主計町で約

10倍の39件、にしで約13倍の67件であり。茶屋

は両地区とも昭和5年~31年頃にかけ約半数に激減

し、昭和31年頃以降は緩やかに減少した。

(2) 茶屋の分布は、主計町で昭和49年頃まで表通りに

多い。にしでは昭和5年頃、広範囲に分布し、現在

までエリアAに多い。

(3) 茶屋からの用途転用は、S49年頃から現在、観光用

途への転用が主計町で約6割である。一方、にしで

は約3割であり駐車場等への転用も進んだ。また、

歴史的花街建築は主計町では約5割、にしで4割弱

が観光用途で活用されている。
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生活利便性実態を評価した市街化調整区域における開発許可制度運用のあり方に

関する研究 
 

学部 正会員 八矢 恭昂（工学院大学） 
 
1．はじめに 
1．1 背景と目的 

我が国は、人口減少時代に突入しており、立地適正

化計画の創設などコンパクトシティ実現への取り組み

が加速している。その際、市街化区域と市街化調整区

域（以下「調整区域」という。）の区分（以下「区域区

分」という。）の維持は、前提条件として極めて重要で

あると考えられる。区域区分の制定当初は、急激な人

口増加時代に対応して、スプロールを防止しつつ計画

的な市街地を拡大することが重要であった。このため、

区域区分は、都市計画区域において段階的に計画的な

市街地整備を進めていくための制度であり、「市街化調

整区域は、長期的には市街化区域に順次編入して段階

的に都市形成されるべき市街化区域と一体の計画区域

またはその予備軍の区域」（１）とされている。しかし、

人口減少下では、人口フレーム方式による市街化区域

拡大が不可能となり、調整区域の地権者は、長きに渡

り厳しい規制を強いられる。この規制は、日本国憲法

第 29 条第 2 項に基づき、都市計画法第 1 条の目的で

ある公共の福祉のために財産権を制限しているが、段

階的に市街地整備を進めるため、将来において解除さ

れることを予定しているものである。しかし、人口減

少時代にあたり市街化区域が拡大することがないにも

かかわらず、開発を制限されることは、制定当初の目

的・内容との一貫性がなく、区域区分を維持していく

ことの合理性を確保できない状態となっている。しか

し、区域区分を廃止した場合に、旧調整区域での農地

転用による過剰な住宅供給が指摘されている。（２）この

ことからも人口減少下であっても、区域区分の継続的

運用が必要である。 
また、コンパクトシティが目指されているなかであ

っても、調整区域での人口が増加しており、コンパク

ト化とは逆行する都市もみられる。 
一方で、立地適正化計画の創設などまちなかの充実

を図る動きが加速しており、今後郊外の生活環境の悪

化が考えられ、郊外居住者が厳しい環境での生活を強

いられることが想定される。 
以上から、都市計画運用と居住環境の面から市街化

区域縁辺部の今後のあり方が課題であるとの認識に立

ち、本研究は、生活利便性に着目し、調整区域での開

発許可区域と生活利便性との関係について明らかにす

ることで、今後の調整区域での開発誘導のあり方につ

いて、考察することを目的とする。 
 
1．2 既往研究 

調整区域における住宅系開発を扱った研究が多く

あり、市街化調整区域の硬直性や厳格さから弾力的な

土地利用コントロールを目的に都市計画法 34 条 11 号

の条例について取り上げたもの（３）や地区計画と開発

許可条例の使い分けについて着目したもの（４）、旧都市

計画法第 34 条 8 号の 4 の特別指定区域制度の運用に

ついて取り上げたもの（５）がある。しかし、生活利便性

については、調整区域への転居要因の解明（６）や都市

計画法第 34 条 11 号による特定指定のケーススタディ

（７）で見られる程度であり、生活利便性に着目し、開発

許可区域と生活利便性について明らかにし、開発許可

制度について比較した論文がない。 
 
1．3 研究方法 

対象都市は、人口 10 万人以上で調整区域の人口が

増加しており注１）、都市計画法第 34 条第 11 号の規定

による注２）３）、住宅等注４）の新規開発に関わる条例を定

めている市川市、草津市、船橋市、水戸市、八千代市

の 5 都市とし、GIS により、調整区域での開発許可区

域と生活利便性との関係について、分析を行う。 
 
2．対象都市の生活利便度状況の分布把握 
2．1 生活利便度の分析方法 

各都市の生活利便度を以下の方法により評価する。

生活利便施設 8 分類 27 種類を対象に利用距離（８）を設

定し（表 1）、GIS により利用圏域を作成した。各圏域

を重ね合わせ、その 8 分類の利用圏域の重複数により

当該区域ごとの利便度を評価する。該当利用圏域が 8
分類全て含まれる場合を利便度 8、どの利用圏域にも

含まない場合を利便度 0 とする。図 1 に草津市の生活

利便度別分布を示す。 
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表 1 各施設の利用距離設定値（m） 

 

 

 
図 1 草津市の生活利便度構成の分布 

 
2．2 生活利便度ごとの面積割合 

市街化区域の生活利便度の面積割合を表 2 に示す。 
市街化区域内では、利便度 8 の区域が最小約 2％、最

大約 15％を占めており、市街化区域の中でも少数であ

る。利便度 7 から 5 にかけて、各市街化区域内で最も

多くの割合を示している。また、利便度 5 以上の総割

合が最小で約 57％、最大で 74％を占めている。 
 

表 2 市街化区域の生活利便度ごとの面積割合 

 
 

調整区域内の生活利便度ごとの面積割合を表 3 に示

す。調整区域では、市川市を除く 4 都市で利便度 8 の

区域がみられ最小で 0.05％、最大で 1.21％であった。

また、各都市の利便度5以上の総割合が最小で約5％、

最大で約 19％みられる。以上から、調整区域でも市街

化区域と同程度の利便性ある区域の存在が確認された。 
 

表 3 調整区域の生活利便度ごとの面積割合 

 

3．調整区域における開発許可区域分布状況 
都市計画法第 34 条 11 号に関する条例内容を整理し

たうえで、調整区域での開発許可区域について各都市

の開発登録簿（平成 18～27 年度）から把握し、GIS を

用いて分析を行う 
3．1 都市計画法第 34 条 11 号の条例内容 

都市計画法第 34 条 11 号の運用のため、条例で開発

行為を許可し得る土地の区域を指定する方法は（表４）、

対象とする土地の条件のみを指定する場合（以下「条

件指定」という。）（市川市、船橋市、八千代市）とそ

れに加え、具体的な区域を特定して指定する場合（以

下「特定指定」）（草津市）がある。また、水戸市では、

市街化区域から 1km 以内で特定区域と一体的な日常

生活圏を構成していると認めている区域においても開

発を認めている。注５） 
開発許可制度運用指針（９）では、社会的条件を生活利

便施設等の状況を照らし判断することと記載している

が、各都市で利便性の基準を設けておらず、考慮した

都市が草津市注６）の 1 都市である。 
 

表 4 都市計画法第 34 条 11 号の主な条例内容 

 

 
3．2 調整区域における開発基礎情報 

調整区域における開発件数と計画戸数の各合計を

表 5 に示す。開発件数は、最小で 20 件、最大で 255 件

であり、計画戸数では、最小で 255 から最大で 3773 戸

となっている。各自治体により差があることがわかる。 

 

表 5 調整区域における開発件数と計画戸数の各合計 

 

８分類名 施設名 利用距離 ８分類名 施設名 利用距離 ８分類名 施設名 利用距離
生協 500 小学校 500 駅 1000
食料品店 500 中学校 800 バス停 300
スーパー 500 行政 500 児童館 500
デパート 800 郵便局 500 老人施設 500
集会所 300 銀行 500 内科 500
公民館 500 信用金庫 500 診察所 500
図書館 500 都市公園 500 療養所 500
幼稚園 300 スポーツ 500 小児科 500
保育園 300 体育館 500 総合病院 800
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習
施
設 レ

ク
リ

エ
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シ

ョ
ン

施
設

育
児

施
設

利便度

市街化区域内割合 6.63% 21.31% 21.55% 15.68% 13.16% 7.84% 5.19% 5.86% 2.77%
累積 6.63% 27.95% 49.50% 65.17% 78.33% 86.18% 91.37% 97.23% 100.00%
市街化区域内割合 8.80% 22.07% 25.15% 18.22% 11.40% 5.16% 3.43% 2.85% 2.91%
累積 8.80% 30.87% 56.02% 74.24% 85.64% 90.80% 94.24% 97.09% 100.00%
市街化区域内割合 13.83% 21.96% 21.58% 16.75% 9.45% 8.13% 3.08% 3.32% 1.90%
累積 13.83% 35.79% 57.37% 74.12% 83.57% 91.70% 94.78% 98.10% 100.00%
市街化区域内割合 2.02% 10.60% 21.40% 23.86% 20.62% 11.89% 6.41% 2.60% 0.58%
累積 2.02% 12.62% 34.03% 57.89% 78.51% 90.41% 96.82% 99.42% 100.00%
市街化区域内割合 8.72% 22.56% 18.56% 13.82% 10.36% 10.22% 9.35% 5.37% 1.04%
累積 8.72% 31.28% 49.83% 63.66% 74.01% 84.24% 93.59% 98.96% 100.00%

八千代市

水戸市

草津市

船橋市

市川市

利便度

調整区域内割合 0.00% 1.95% 5.39% 11.54% 15.88% 20.53% 27.92% 14.64% 2.15%

累積 0.00% 1.95% 7.34% 18.87% 34.75% 55.29% 83.20% 97.84% 99.99%

調整区域内割合 1.21% 2.71% 5.31% 8.10% 15.56% 18.97% 17.93% 18.36% 11.85%

累積 1.21% 3.92% 9.23% 17.33% 32.89% 51.86% 69.79% 88.15% 100.00%

調整区域内割合 0.59% 1.14% 3.93% 8.16% 10.78% 17.53% 20.90% 16.32% 20.65%

累積 0.59% 1.73% 5.66% 13.81% 24.59% 42.13% 63.03% 79.35% 100.00%

調整区域内割合 0.05% 0.30% 1.78% 2.57% 5.57% 9.76% 14.74% 26.48% 38.75%

累積 0.05% 0.34% 2.13% 4.69% 10.27% 20.03% 34.77% 61.25% 100.00%

調整区域内割合 0.31% 1.88% 3.65% 5.86% 6.39% 7.23% 8.83% 15.66% 50.20%

累積 0.31% 2.19% 5.83% 11.70% 18.08% 25.31% 34.14% 49.80% 100.00%

市川市

船橋市

八千代市

水戸市

草津市

都市計画法第34条11号の主な立地基準の条例内容

市
川
市

法第34第11号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。
1.市域の市街化区域から1キロメートルの範囲内に存する市街化調整区域内の土地の区域 2.半径
150メートルの範囲内に50以上の建築物（25以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合に
おいて、市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている市街化調整区域内の土地の区域

船
橋
市

法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、市街化調整区域において、次のいずれかに該当
する土地の区域ア 半径150メートルの範囲内に40以上の建築物(市街化区域内に存するものを含
む。イにおいて同じ。)が連たんしている土地の区域イ 国道、県道又は規則で定める市道の沿線700
メートル、奥行き50メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている土地の区域

八
千
代
市

法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次のいずれかに該当する土地の区域ア　申請地
を含む半径150メートルの範囲内に40以上の建築物(20以上の建築物が市街化調整区域内に存して
いる場合において，市街化区域内に存する建築物を含む。)が連たんしている土地の区域イ　敷地間
の距離が55メートル以内で40以上の建築物(市街化区域内に存する建築物を含む。)が連たんしてい
る土地の区域であって，当該建築物の敷地からの距離が55メートルの範囲内であるもの

水
戸
市

法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は，次の各号のいずれかに該当する土地の区域のう
ち，市長が指定する土地の区域とする。（1）次に掲げる要件を満たす土地の区域ア 本市の市街化区
域からおおむね1キロメートルの範囲内であること。イ 外周部における街区（道路，鉄道の線路その他
の恒久的な施設又は河川，水路等によって区画された最小の土地の区域をいう。）が規則で定める
要件を満たしていること。ウ 建築物（用途地域が工業専用地域である区域を除く市街化区域内に存
するものを含む。以下ウにおいて同じ。）の敷地相互の間隔が70 メートル未満であり，かつ，40以上
の建築物が連たんしていること。(2) 本市の市街化区域からおおむね1キロメートルの範囲内の土地
の区域で，前号に該当する土地の区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められるもの

草
津
市

法第34条第11号で規定する条例で指定する土地の区域は、次に掲げる土地の区域とする。（3）次の
いずれにも該当すると認められる土地の区域であって、市街化区域における市街化の状況等からみ
て当該土地の区域内において開発行為を行うことが都市計画区域における計画的な市街化を図るう
えに支障がないと認められるものとして市長が告示するものア　50戸連たん区域の全部または一部を
含んでいること。イ　規則で定める主要な道路が隣接して現に存し、または前号に適合する土地を介し
て近接して現に存していること。ウ　市街化区域に隣接していること。エ　市街化区域に接している部
分を除く部分が、道路または河川その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものによ
り区分されていること。

市川市 船橋市 八千代市 水戸市 草津市

開発件数 34 255 59 91 20
戸数 255 3773 1049 1611 995
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3．3 調整区域における開発許可区域の特徴 
条件指定では、市街化区域に沿って広く開発されて

いることや（図 2）、飛び地での開発がみられる（図 3）
傾向がある。 

特定指定では、市街化区域との近接性が高く、ある

一定の区域にまとまった開発が行われている。（図 4） 
 

 
図 2 開発許可区域分布（船橋市） 

 

 
図 3 開発許可区域分布（八千代市） 

 

 

図 4 開発許可区域分布（草津市） 
 

4．調整区域での開発許可区域と利便度の関係性 
4．1 開発許可区域と利便度の関係性 

条件指定の都市では、市街化区域周辺に生活利便度

とは関係なく開発が行われており、生活利便度の低い

ところでも多くの開発が行われている。（図 5） 
特定指定の草津市では、利便性の高い区域での開発

が多くみられる。（図 6） 

 
図 5 開発許可区域と利便度の関係性（船橋市） 

 

  
図 6 開発許可区域と利便度の関係性（草津市） 

 
4．2 全開発許可数の利便度ごとの割合 

全開発許可数の利便度ごとの該当割合を図 7 に示す。

利便度 8 の開発がみられる都市が 2 都市のみであり、

草津市 25％、船橋市 5％みられた。利便度 5 までの割

合が最小で約 40、最大で 75％を占めている。また、

利便度 3 以下の利便性の低い区域での開発が最小で約

15 最大で約 36％と各都市でみられる。 
 

 

図 7 全開発許可数の利便度ごとの該当割合 
 

5．高利便度該当開発許可区域の検証 
GIS の施設分布の作成の際、施設立地に誤差が生じ

るため、信頼性を確認する。 
方法は、利便度 8 での開発区域を草津市 4 区域、船

橋市 4 区域をそれぞれ抽出し、GIS により、開発区域

と生活利便施設との関係性について、検証を行う。  
結果、この 8 区域では生活利便施設が一定程度近接

しており、データの信用性が確認できた。図 8・表 6 
に草津市の例を示す。 
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図 8 開発地と生活利便施設の詳細（m）（草津市） 

 
表 6 開発地と生活利便施設の最短距離(m)（草津市） 

 
 
6．総括・考察 

立地適正化計画では、まちなか居住の公共の福祉は

考慮されているものの郊外居住者の公共の福祉は、考

慮されていない懸念がある。今後考えていくべきこと

は、郊外を含めた都市住民全体の公共の福祉であり、

持続可能な仕組みを作ることであると考える。 
そこで、郊外の利便性を見ると市街化区域周辺の調

整区域で高い利便性を示している区域が見られ、今後

も利便性を維持することが望ましいと考える。しかし、

分析対象都市の調整区域での開発動向では、各都市で

利便性の低い区域での開発がみられた。これは、草津

市以外の対象都市が主に既存集落との関係性を考慮し

ており、条例で利便性を基準として設けていないこと

が原因として挙げられる。分析対象都市のなかでは、

草津市が条例においては基準として定めてはいないが

利便性について考慮しており、利便性の高い区域での

開発が多くみられたことから本論文の価値観に一番近

い都市である。これらを踏まえ、誘導手法のあり方と

して、開発可能区域を区域指定により許容し、その際

利便性を基準として設けることが考えられる。また本

論文の趣旨としては、既存集落ではなく、未利用地に

あっても開発を許可してもいいのではないかと考える。

そこで他の誘導手法として、地区計画により対応する

場合が考えられる。これらにより、利便性の高い区域

の居住者を増やすことにより、生活利便施設の郊外か

らの撤退に歯止めをかけ、効率的に生活利便施設の維

持につながることで、郊外の持続性が高まり、かつ調

整区域の地権者への配慮も可能となると考える。 

以上により、各自治体が調査を行い、利便性が高い

区域が市街化区域縁辺の調整区域で見られる場合、行

政が基準を設け、コントロールする範囲での開発を許

容することを考える価値があるのではないかと考える。 
 

注 
1） 人口規模に応じて影響度を考慮するため、都市計

画区域人口（H20）に占める調整区域の人口増加数

（H20 から H26）割合が 1％以上の都市とする。 

2）地区計画による住宅開発規制の緩和を行っている

自治体では、計画数が少ないため統計データ上の正

確性を欠く可能性があるため対象都市から外す。 
3）都市計画法第 34 条 12 号による住宅系開発の条例

内容では、地権者やその親族のための開発規制の緩

和等であるため、都市の人口分布構造に与える影響

が少ないことから対象都市から外す。 
4）人口分布構造に影響度を考慮するため分譲住宅等

の用途を設定している都市を対象都市とする。 
5）本研究では水戸市を条件指定として扱う。 
6）都市計画マスタープランに記載されており、ヒアリ

ングにより確認された。 
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８分類名 施設名 利用距離 ８分類名 施設名 利用距離 ８分類名 施設名 利用距離
生協 小学校 80 駅

食料品店 中学校 800 バス停 130
スーパー 300 行政 190 児童館

デパート 500 郵便局 130 老人施設 50
集会所 220 銀行 220 内科 230
公民館 220 信用金庫 150 診察所

図書館 都市公園 150 療養所

幼稚園 スポーツ 小児科 380
保育園 150 体育館 総合病院
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超高層 RC 造集合住宅を対象とした多質点汎用モデルの構築と 

2016 年熊本地震時の建物応答推定 
 

学部 正会員 日野浦 雄高（東京理科大学） 
 

 
1. はじめに 
今後，大都市直下で発生が予測されている内陸地殻

内地震や，長周期地震動を引き起こすと考えられる海

溝型巨大地震発生後に，超高層集合住宅の住民の生活

継続性を判断することが求められ，多数の建物の損傷

を把握することが重要となる。これまで，強震記録に

基づく建物の損傷推定が行われてきたが，強震観測が

行われている建物は極僅かである。また，シミュレー

ション解析による建物の損傷推定を行うためには，

個々の建物の質量や復元力特性等の詳細な情報が必要

となるが，公開されている構造情報は階数や構造種別

等に限られる。 
既往の研究 1),2)では，関東・関西地域に建つ超高層

RC造集合住宅を対象とした2011年東北地方太平洋沖

地震時の室内被害に関するアンケート調査が行われ，

アンケートに基づく小物の散乱状況と強震記録の最大

応答加速度，最大応答速度の関係式が提案された。大

地震発生後の構造被害や室内被害を把握する上で，建

物応答の把握が欠かせないと考えられる。このため，

一般に公開されている構造情報に基づく振動解析モデ

ルを構築することは，超高層集合住宅の即時被害判定

に活用することが期待される。 
本研究では，既存建物の設計用振動解析モデルに基

づき質量，刺激関数及び復元力特性等(以下，構造特性)

の高さ方向分布を統計処理し，対象建物の階数情報よ

り，平均的な構造特性を反映した多質点せん断モデル

(以下，多質点汎用モデル)を構築する。詳細な建物モ

デルの最大応答分布を比較することにより，構築した

多質点汎用モデルの妥当性を検証する。次に，2016
年熊本地震時にアンケート調査を行った対象建物のう

ち，免震構造を除く 8 棟の地震時応答を多質点汎用モ

デルにより推定し，アンケート調査 3),4)に基づく小物

の散乱状況や内装材亀裂の対応を調べる。 
2. 多質点汎用モデルの構築 
評定資料の設計用振動解析モデル 39 棟 5)の最大耐力

等を設計用層せん断力で基準化し，GL を 0 として各

図 1 多質点汎用モデル 
作成フローチャート 

図 2 骨格曲線 
の定義 

Q

D

Q1

Q2

D1 D2

K1

K2

K3

階数

N

N-1

2

1

・単位床面積当たり建物重量:1.55~1.25t/m2

・階高:3m
・1次固有周期T1:0.02×(3m×N階)

1次固有周期T1、建物重量、 1次刺激関数
→初期剛性K1

・第2剛性K2 :初期剛性K1に対する比を0.38~0.25
・第3剛性K3 :初期剛性K1に対する比を全層0.1
・ひび割れ時層間変形D1 :0.3~0.2mm
・ベースシア係数：0.166/T1
・降伏耐力Q2:Ai分布、建物重量から求めた
設計用せん断力×1.6

１次刺激関数の層間変形角の近似曲線

→1次刺激関数

:1次刺激関数の層間変形角
h:基準化高さ

8453.08792.3128.4 2
1

 hhu

(f)降伏耐力 Q2 (g)ひび割れ時層間変形 D1 
図 3 多質点汎用モデルの構造特性分布 

(b)単位床面積当たり 
初期剛性 K1 

(c)第 2 剛性 K2/初期剛性 K1 (d)単位床面積当たり 
初期剛性 K2 

(a)単位床面積当たり 
建物重量 

(h)降伏時層間変形 D2 (e)ひび割れ耐力 Q1 
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階高さを上部構造高さ(ペントハウスを除く)で除した

高さ(以下，基準化高さ)で構造特性の統計処理を行っ

た。全 39 棟の各構造特性の平均値に基づく多質点汎

用モデルの作成フローを図 1 に示す。Tri-linear 型の

骨格曲線の定義を図 2 に示す。本研究では，ベースシ

ア係数は 0.166/T16)を用い，1 層あたりの建物面積を

900m2 として想定した。階数による建物応答の違いを

見るため，階数 N=20，30，40 の多質点汎用モデルを

作成した。多質点汎用モデルの構造特性分布を図

3(a)~(h)に示す。縦軸は基準化高さを指す。図中に全

39 棟，曲げせん断モデル 24 棟，せん断モデル 15 棟

の構造特性の平均分布(NS，EW 方向を含む)を併記す

る。多質点汎用モデルは，全 39 棟の構造特性の平均

及びせん断モデル 15 棟の構造特性の平均と対応して

いる。 
3. 各種入力地震動を用いた応答解析 
3.1 告示波を用いた応答解析 
告示波として，解放工学的地盤における極めて稀に

発生する地震動の加速度応答スペクトルを目標とした

乱数位相 10 波を用いた。目標とした告示波，乱数位

相 10 波の加速度応答スペクトルを図 4 に示す。減衰

モデルを瞬間剛性比例型，減衰定数を 1 次固有周期に

対して 0.03 とした。乱数位相 10 波を入力した多質点

汎用モデルの最大応答加速度分布平均を図 5(a)，最大

層間変形角分布平均を図 5(b)に示す。階数 N=20，30，
40 の多質点汎用モデルと比較するため，既存の全 39
棟のうち N=20~22 の 4 棟，N=28~32 の 12 棟，

N=38~42 の 4 棟(以下，階数別建物)の分布平均を図

5(a)，(b)に併記する。多質点汎用モデルと階数別建物

は，最大応答加速度分布及び最大層間変形角分布が良

好に対応する。 
3.2 各種地震動レベル 2 を用いた応答解析 

ELCENTRO NS，TAFT EW，HACHINOHE NS
をそれぞれ最大速度 50cm/s に基準化した 3 波と BCJ
波レベル 2 の合計 4 波(以下，4 波レベル 2)を用いた。

4 波レベル 2 の擬似速度応答スペクトル(以下，pSv)
を図 6 に示す。減衰モデルを瞬間剛性比例型，減衰定

数を 1 次固有周期に対して 0.03 とした。多質点汎用

モデルの最大応答加速度分布を図 7，最大層間変形角

分布を図 8 に示す。図中に，階数別建物の分布平均を

併記する。多質点汎用モデルは階数別建物と概ね整合

し，N=20，30，40 の平均的な最大応答加速度分布及

び最大層間変形角分布を概ね再現することが可能とい

える。以上の結果から，告示波及び 4 波レベル 2 を用

図 8 4 波レベル 2 に対する最大層間変形角分布 
(a)ELCENTRO NS (b)TAFT EW (c)HACHINOHE NS (d)BCJ 

[rad] [rad] [rad] [rad] 

多質点汎用モデル( N=20， N=30， N=40) 4棟平均(N=20～22) 12棟平均(N=28～32) 4棟平均(N=38～42)

(a)ELCENTRO NS (b)TAFT EW (c)HACHINOHE NS (d)BCJ 
図 7 4 波レベル 2 に対する最大応答加速度分布 

[cm/s2] [cm/s2] [cm/s2] [cm/s2] 

多質点汎用モデル( N=20， N=30， N=40) 4棟平均(N=20～22) 12棟平均(N=28～32) 4棟平均(N=38～42)
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図 5 乱数位相 10 波に対する最大応答分布平均 
図 6 4 波レベル 2 の 

擬似速度応答スペクトル 
(a)最大応答加速度 (b)最大層間変形角 

図 4 告示波スペクトル 

[cm/s2] [rad] 

ELCENTRO

TAFT
HACHINOHE

BCJ

多質点汎用モデル( N=20， N=30， N=40)
4棟平均(N=20～22) 12棟平均(N=28～32) 4棟平均(N=38～42)
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いた多質点汎用モデル，階数別建物の最大応答分布は

概ね一致しており，多質点汎用モデルを用いることで

建物階数と観測波等の情報のみから建物応答の大要を

把握することが可能である。 
4. 2016 年熊本地震時の建物応答と室内被害 
4.1 2016 年熊本地震時の建物応答推定 

2016 年熊本地震のアンケート調査を行った九州地

域に建つ超高層 RC 造集合住宅(一部 SRC 造)のうち，

免震構造を除く 8 棟(以下，九州 8 棟)の 2016 年熊本

地震時の応答を，多質点汎用モデルを用いて推定する。

九州 8 棟の立地，構造，階数を表 1 に示す。全国の強

震観測点のうち，建物位置に最も近い観測記録を各建

物の入力波として使用し，2016 年 4 月 14 日 21 時 26
分に発生した M6.5 の地震(以下，前震)と 2016 年 4 月

16 日 1 時 25 分に発生した M7.3 の地震(以下，本震)
を K-NET，JMA より用いた。表 1 に示した対象建物

EA，EB，EC(以下，熊本市 3 棟)の最も近い観測点を

それぞれ観測点 a，b，c とした。図 9 に熊本市 3 棟と

観測点 a，b，c の位置を示す。観測点 a，b，c の pSv，
熊本市 3 棟の固有周期を図 10 に示す。1 次固有周期

T1 は階数から推定し，2 次固有周期 T2 及び 3 次固有周

期 T3 は固有値計算で求めた値を用いた。前震時は

0.3s~1.0s といった短周期が卓越し，本震時は短周期

だけでなく，1.0s~2.6sの長周期で100cm/sを超えた。 
2016 年熊本地震時，観測点 a では前震時に震度 6 弱，

本震時に震度 6 強が観測されており，前震・本震の連

続入力が建物応答に影響する可能性が考えられる。よ

って，本震のみを用いた解析(以下，本震単独解析)，
300s の振幅 0 区間を前震と本震の間に設けることで

前震・本震の連続入力を想定した解析(以下，連続解析)
を行った。減衰モデルを瞬間剛性比例型，減衰定数を

1 次固有周期に対して制震構造は 0.03，制震構造以外

を 0.02 とした。本震単独解析及び連続解析の NS，EW
方向の入力波に対する九州 8 棟の最大応答加速度分布

を図 11，最大応答速度分布を図 12，最大層間変形角

分布を図 13 に示す。なお，連続解析時の最大応答と

は，本震入力時の最大応答を指す。連続解析は本震単

独解析に比べ，熊本市 3 棟の最大応答加速度分布(図
11(a)，(b))と最大応答速度分布(図 12(a)，(b))が変化し，

熊本市 3 棟の最大層間変形角分布(図 13(a)，(b))が増

大した。 
4.2 2016 年熊本地震時の室内被害の推定 

2016 年熊本地震のアンケート調査を行った対象建

物の階数を高層，中層，低層に 3 分割し，アンケート

結果を集計した 5),6)。小物の散乱状況の回答「全く動

いていない」~「たくさんの物が散乱し，落ちたり壊

れたりした」を 5 段階の数値 0~4 に置き換え，各層で

の平均値をその層での小物の散乱評価とした。連続解

析 NS，EW 方向の最大応答加速度分布(図 11(a)，(b))
のうち，各層それぞれの中央階の最大応答加速度と小

物の散乱評価を図 14 に示す。小物の散乱評価と最大

応答加速度の関係の既往式 2)を併記する。九州 8 棟各

層の内，建物 EA，EB の中層，低層を除き，小物の散

乱評価と最大応答加速度の関係が既往式と対応した。 
連続解析NS，EW方向の最大応答速度分布(図 12(a)，

(b))のうち，各層それぞれの中央階の最大応答速度と

小物の散乱評価を図 15 に示す。図中に，小物の散乱

評価と最大応答速度の関係の既往式 2)を併記する。九

州 8 棟の各層が小物の散乱評価と最大応答速度の関係

が既往式と良好に対応する。2016 年熊本地震時の九州

8 棟では，多質点汎用モデルの最大応答速度が最大応

答加速度よりも，2011 年東北地方太平洋沖地震後の小

物の散乱評価に基づく既往式と対応した。 
内装材亀裂が多く見られた熊本市 3 棟を対象とし，

図 10 前震，本震時の擬似速度応答スペクトル 
(a)観測点 a (b)観測点 b (c)観測点 c 

表 1 九州 8棟概要 
観測点b

観測点a

観測点c

EC

EB EA
▲震源

建物 立地 構造 階数N
EA 熊本県熊本市 SRC 20
EB 熊本県熊本市 RC 25
EC 熊本県熊本市 RC/制震 36
ED 福岡県久留米市 RC 19
EF 福岡県福岡市 RC 20
EG 福岡県福岡市 RC 27
EH 福岡県福岡市 RC/制震 29
EJ 福岡県福岡市 RC/制震 29 図 9 熊本市 3 棟と 

観測点位置 
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最大層間変形角と内装材亀裂の対応を調べる。各階の

連続解析 NS，EW 方向(図 13(a)，(b))の最大層間変形

角うち大きい値を各層で平均した(以下，各層平均層間

変形角)分布を図 16 に示す。内装材亀裂の回答である

「亀裂は全くない」~「多くの亀裂が見られた」を 5
段階の数値 0~4 に置き換え，各層で数値を平均した(以
下，内装材亀裂評価)分布を図 17 に示す。建物 EB 低

層部の最大層間変形角が内装材亀裂評価に対してやや

過小であるが，建物 EA，EC の各層平均層間変形角と

内装材亀裂評価の分布傾向は対応した。 
5. まとめ 
本研究では，超高層 RC 造集合住宅を対象に平均的

な構造特性を有する多質点汎用モデルを構築し，地震

動レベル 2 を入力波とした最大応答分布を検証した。

次に，九州地域に建つ超高層 RC 造集合住宅 8 棟を対

象に多質点汎用モデルを作成し，2016 年熊本地震の本

震単独解析と前震･本震の連続解析を行い，後者の影響

を調べた。また，連続解析結果を九州 8 棟の小物の散

乱評価及び熊本市 3 棟の内装材亀裂評価と比較した。

以下に，得られた知見を示す。 
①地震動レベル 2 を入力した結果，多質点汎用モデル

と階数別建物の最大応答分布の形状が概ね整合した。

このことから，構築した多質点汎用モデルは，超高層

RC 造集合住宅の建物応答の全体傾向を把握する上で

妥当であると考えられる。 
②2016 年熊本地震の連続解析は本震単独解析に比べ，

熊本市 3 棟の最大層間変形角が増大した。 
③2016 年熊本地震後のアンケート調査結果による小

物の散乱状況は，多質点汎用モデルで得られた最大応

答加速度及び最大応答速度と対応した。 
④2016 年熊本地震の連続解析より算出した最大層間

変形角分布を内装材亀裂評価分布と比較した。その結

果，建物 EB 低層部の最大層間変形角がやや過小であ

るが，建物 EA，EC の各層平均層間変形角分布と内装

材亀裂評価の高さ分布は概ね対応した。 
【謝辞】 本研究は UR 都市機構との共同研究で行わせてい
ただきました。UR リンゲージの北堀隆司氏，建築研究所の
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図 13 熊本地震時の最大層間変形角分布 
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図 11 熊本地震時の最大応答加速度分布 
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図 12 熊本地震時の最大応答速度分布 

図 17 内装材亀
裂評価分布 

図 14 小物の散乱評価と 
最大応答加速度 

図 15 小物の散乱評価と 
最大応答速度 

図 16 各層平均 
層間変形角分布 
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子どもの貧困と住宅 
―低所得子育て世帯の住まいの選択と実態― 

 
学部 正会員 藤村 日向子（神戸大学） 
 

 
研究の背景と目的

本研究は、子どもの貧困を住宅の視点から分析しよ

うとするものである。現在、日本では「子どもの貧困」

が大きな社会問題として注目されている。2012 年の日

本における子どもの貧困率は先進国の中でも高く、

16.3％であった。これに関して、内閣府は「子どもの

貧困対策に関する大綱」を平成 26 年に策定した。そ

の中では、居住に関する施策も見られる。しかし、そ

の内容は積極的に新たな支援策を提案するものではな

く、公営住宅の優先入居を行う等、既存の制度を再提

示しているだけで、子育て世帯の住宅事情を適切に反

映した抜本的な改善策になっていない。 
福祉レジーム論の枠組みを使って言えば、従来日本

では家族が福祉の供給において大きな役割を担ってき

た。この点からすると、子どもの貧困世帯の住宅確保

においても、「政府」より「家族」が大きな役割を果た

している可能性がある。また、政府・家族のどちらか

らも援助を受けられない世帯は「市場」での自助努力

によってしか住宅を確保できない状況にあると考えら

れる。 
以上のような背景を踏まえて、本研究では、子ども

をもつ貧困世帯を対象とし、その一時点の状態ではな

く、ライフステージの進行に応じた変化を、特に住宅

条件に着目して分析し、それを通じて住まいのあり方

が家族・就労にどのように影響するのか、住まいの確

保に関し、政府・市場･家族がどのような役割を担うの

かを明らかにすることが目的である。

研究の方法

本研究の方法上の特徴は、子どもの貧困問題に住宅

の観点から取り組む点にある。貧困研究の領域では、

福祉、就労あるいは教育に関する議論が盛んである。

これらの研究では、親のみの視点または子どものみの

視点から分析が進められることが多いが、子どもの貧

困問題を扱う上で重要なのは、親と子どもを切り離さ

ず「世帯単位」で分析することである。子どもがどの

ような家庭状況にいるのか、どのような暮らしを送っ

ているのかは、親の経済事情、就労状況と不可分であ

る。既に研究が進められている「家族」「就労」と並び、

子育て世帯の暮らしに大きな影響を与える「住宅」を

分析することは、子どもの貧困世帯の実態を捉えるの

に有効的であると考えられる。これが本研究の立脚点

である。

さらに、本研究では「世帯の変化」を考察するにあ

たり、子育て世帯の貧困に関して「現在」の状況だけ

ではなく、「過去・現在・未来」の状況に注目した。こ

れまでの子どもの貧困研究の大半は、ある時点におけ

る世帯の困窮状況を分析することが通例であった。

しかし、貧困の形態をより適切に把握するには、一

時的な困窮状況ではなく長期的な変化を扱う必要があ

る。貧困の形態は様々で、一時的に経済的な困窮に陥

っている世帯があれば、困窮状況が長期的に続き、そ

の状態に終わりが見えず、将来の展望もない状況に立

たされている世帯も存在する。よって、より深く貧困

過程を分析するには、新たな視座が必要ではないだろ

うか。本研究では、一時点での世帯の生活状況を見る

だけではなく、ライフコースの進展の中で子供の成長

に合わせて世帯の生活がどのように変化するのかを、

長期的な視点で分析する。

具体的に、本研究は以下の三つの作業に基づく。ま

ず、既存の文献や資料から、子どもの貧困問題の概況

を捉えた。次に、子育て世帯の住宅事情を統計的に把

握するために、 年の住宅土地統計調査のミクロデ

ータ（個票）を用い、独自集計をした。低所得子育て

世帯と母子世帯に焦点をあて、他の世帯と比較分析を

進めることで、これらの世帯を取り巻く問題がより顕

著に表れた。そして、上記の文献調査と統計調査から

導き出した仮説をもとに、低所得子育て世帯を対象に、

独自のインタビュー調査を行った。統計や数字では表

れない貧困の理由、背景、そして実態が浮き彫りにし、

子どもの貧困と住宅の関係性と課題を明らかにするこ

とが、この調査の主眼である。なお、上記で述べてき

た「低所得」とは、世帯年収 万円未満を示す。

子育て世帯の住まいの概要

住宅土地統計調査（2003）のミクロデータを用いて

子育て世帯の住宅に関わる様々な統計を分析した。長

子が 20 歳未満の子育て世帯を世帯類型別・世帯年収
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別に考察することで、母子・父子世帯と年収 300 万円

未満の低所得世帯に、他の世帯と異なる特徴が見られ、

貧困・世帯類型と住宅所有形態・転居頻度には関係が

あることが明らかになった。

まず、母子・父子世帯と低所得世帯は、比較的狭く

古い住居に住み、居住費負担が重いことが分かった。

そして、これらの世帯の転居回数は多く、民営借家間

を移動する傾向にある。転居に関して考察を深めると、

その内容にも顕著な違いが存在した。子育て世帯の多

くは、転居を経験する。大半の世帯が借家から持ち家

へと移動する一方で、単親世帯と低所得世帯は、借家

間を移動する。 
これに基づき、長子の年齢別（ 歳、 ～ 歳、 ～

歳、 ～ 歳、 ～ 歳の 分類）に世帯の住宅

所有形態および転居割合を見ると、世帯類型別・世帯

年収別にその違いはより鮮明に表れた（表 1、表 2 参

照）。大多数の世帯において、長子の成長とともに、持

ち家率が上昇し、最終的に 7 割以上に達することに対

して、同時期における単親世帯と低所得世帯の持ち家

率は、50%に満たない。さらに、長子が 15～19 歳時

点でこれらの世帯が過去 5 年以内に転居した割合は、

他世帯に比べて高い。 
以上の分析結果より、母子・父子世帯と低所得世帯

は、子どもが成長しても、転居が多く不安定な住生活

を送っているのではないか、という仮説が立つ。続く

章では、この仮説に基づき、「子どもの貧困と住居」に

関して議論を展開する。 
表 世帯類型ごと、子どものライフステージ別住宅

持ち家 民営借家 公営借家 UR・公社借家 給与住宅
借間・住宅

以外の建物

母子・父子世帯 0歳

1～5歳

6～11歳

12～14歳

15～19歳

夫婦と子世帯 0歳

1～5歳

6～11歳

12～14歳

15～19歳

同居三世代世帯 0歳

1～5歳

6～11歳

12～14歳

15～19歳

その他 0歳

1～5歳

6～11歳

12～14歳

15～19歳

過去五年の

転居割合

住宅所有形態

 
表 世帯年収ごと、子どものライフステージ別住宅

持ち家 民営借家 公営借家 UR・公社借家 給与住宅
借間・住宅

以外の建物

300万円未満 0歳

1～5歳

6～11歳

12～14歳

15～19歳

300~500万円未満 0歳

1～5歳

6～11歳

12～14歳

15～19歳

500~700万円未満 0歳

1～5歳

6～11歳

12～14歳

15～19歳

700万円以上 0歳

1～5歳

6～11歳

12～14歳

15～19歳

住宅所有形態
過去五年の

転居割合

低所得子育て世帯への調査

調査概要

本調査では、低所得子育て世帯の住宅実態を明らか

にすることが目的である。対象世帯が、子育て期間中

にどのような住宅を選択してきたのか、またその時の

就労状況、家庭環境はどのようなものであったかを尋

ねた。 
調査方法：インタビューまたは留置き自記式のアンケ

ート形式 
実施期間：2016 年 10 月 11 日から 2016 年 11 月 30
日 
調査対象：子育て期間中に年収 300 万円未満の時期を

経験したことがある世帯、または現在経験している世

帯、20 世帯（No.1～No.20） 
パターン化

ミクロデータの分析より導き出した仮説に基づき、

「貧困と転居、住宅所有形態」に関して考察を深める

ために、子育て期間中最後に居住した住宅ごとに調査

対象世帯を以下のようにパターン化した。（表 1 参照） 
表 パターン化とその内容

パターン 内容 事例数

【 】

自己持ち家型

【 】 　  　 

親・親族持ち家型 　 　  

【 】 　　 　 　 

民営借家型 　 　 　 

【 】 　  　 

公営住宅型 　 

子育て期間中最後に住ん
だのは公営住宅

世帯

子育て期間中最後に住ん
だのは世帯主または配偶
者の持ち家

世帯

子育て期間中最後に住ん
だのは親・親族の持ち家

世帯

子育て期間中最後に住ん
だのは民営借家、寮、間
借り

世帯

 

パターン分析

パターン【A】に含まれる世帯は一世帯だけであっ

た。調査対象 20 世帯の中で、自己所有の持ち家に居

住している世帯は、このグループに含まれる一世帯の

みである。この世帯は、子育て中、1 回だけ転居をし

ている。世帯の暮らしに変化は少ないが、この世帯の

家計を主に支える者は生活費を賄うために、昼の正規

就労に加え、夜間にバイトをしている。 
パターン【B】に含まれる世帯の生活は変化が少な

い。これらの世帯の特徴は、離婚等を契機に従前の住

居を離れ、最終的に親・親族の持ち家に住み子育てを

続けていることである。親・親族の持ち家が住宅のセ

ーフティーネットとしての役割を果たしていると言え

る。さらに、この枠組みを利用して、「就労」に関して

も考察した。これらの世帯の家計を主に支える者は、

転居や離婚が理由で新たな仕事を始めているが、転職

をほとんどしていない。就労は比較的安定していると
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言える。 
パターン【C】に含まれる世帯は、子育て期間中に

頻繁に転居している。転居の理由には「居住費負担が

大きかった」「立ち退きを要求された」が多く、同じ住

居に長期間安定して住めなかったことが明らかになっ

た。また、今後の住居に関して、大半の世帯が住み替

え意向を示しており、今後も転居が続く可能性が推察

される。これらの世帯の就労について特筆すべきこと

は、子育て期間中に家計を主に支える者の失業経験が

多いことである。また、このグループに含まれる世帯

のうち二世帯は、離再婚を繰り返しており、これが経

済的困窮の一要因になっていることを確認できた。 
パターン【D】に含まれる世帯は、子育て期間中に複

数回の転居を経験している。これらの世帯は、民営借

家・寮などの借家を転々とした後、最終的に公営住宅

に当選し、居住している。就労に関しては、一部の世

帯が非常に不安定であると言える。また、このグルー

プには、夫婦が揃っている世帯、単親世帯どちらの世

帯も存在する。 
公営住宅の評価

本調査では、公営住宅に居住したことがある世帯に

はその経緯を、居住したことがない世帯には公営住宅

を選択しなかった理由を聞いた。その結果、公営住宅

は一部の世帯しか救済できていないことが明らかにな

った。以下、公営住宅に関する回答を得られた 16 世

帯の回答を考察する。 
まず、公営住宅に居住したことがある 6 世帯の回答

をまとめる。公営住宅への居住を希望した理由として、

6 世帯すべてが「居住費が安く、居住面積が広いから

住みたいと思った」と答えた。しかし、市街地から近

く利便性の高い公営住宅にはなかなか当選しないため、

何度も申請を繰り返すことでようやく居住することが

できるのが実情である。比較的当選しやすい公営住宅

は、市街地から離れた不便な場所に位置しており、通

勤・通学および子育てには適切ではない。本調査では、

公営住宅に居住することができた全世帯が幾度も申請

し、中には数年間申請し続けることでようやく当選す

ることができた事例も見られた。 
次に、公営住宅に居住したことがない 10 世帯の回

答を考察する。10 世帯のうち、7 世帯は居住しなかっ

た理由として、「申請したけど当選しなかったから、当

選するまで待つ時間がなかった、公営住宅に申請して

いる時間がなかった」と答えた。残りの 3 世帯は、「多

子世帯である」「入居時に家庭のことを詮索されたくな

い」「離婚時に自己所有の持ち家に住んでいた」の理由

から公営住宅への入居を選択肢に含めていなかった。 
以上の考察を踏まえると、公営住宅は居住費が安く、

居住面積が広いという利点を持っている一方で、利便

性の高い地域では、人気が高く「低所得子育て世帯」

でも入居しにくい、という弱点を持っている。本調査

から得られた回答より、「公営住宅に住みたいが、なか

なか住めない」世帯が多く存在していることが分かっ

た。このことより、公営住宅は「低所得子育て世帯」

の中でも、一部の世帯しか救うことができていない、

と言える。 
調査結果—子どもの貧困と住宅

調査の結果、住宅所有形態は子どもの貧困世帯の暮

らしと密接に関係していることが明らかになった(表
2 参照)。対象の世帯を、子育て期間中最後に住んだ住

宅所有形態に着目して類型化すると、親・親族の持ち

家に居住する世帯の転居回数が少ないことが分かった。

これらの世帯は、子育て期間中の定住志向を示した。 
一方で、借家・借間に居住する世帯は多くの転居を

経験する傾向にある。これらの世帯の中で、公営住宅

に住む世帯はわずかである。最終的に、公営住宅に入

居できた世帯も、それ以前は民営借家を転々としてい

る傾向にある。公営住宅に入居できない、あるいはし

ない世帯は、頻繁に転居をする。借家・借間に居住す

る世帯の大半は、転居志向あるいは将来については不

明であることを示しており、住宅の安定性は見えない。 
以上の結果より、低所得世帯の住まいの選択は、

親・親族の持ち家所有の有無に大きく影響されている

と言える。 
さらに、上記の枠組みを利用して、対象世帯の「家

族」「就労」に関して考察した。その結果、親・親族の

持ち家に居住するグループでは、家族・親戚からの援

助が大きく、親の就労状況の変化は少ない。同様に、

借家に居住するグループについて考察すると、家族・

親戚間の援助が非常に少ないことが分かった。また、

これらの世帯の中に、複数回の離婚、非婚での出産経

験を持つ世帯主が含まれていることを数ケース確認で

きた。日本において「結婚」はセキュリティーの要と

されているが、貧困世帯では結婚が貧困状況を生み出

す一因になる可能性を無視できない。そして、就労に

関して指摘されるのは、その変化の多さである。転居

に伴い勤務先を転々としているケースがあれば、失業

を理由に転居しているケースもあった。いずれにして

も、これらの世帯における就労は安定しているとは言

い難い。 
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まとめ

本研究では、低所得世帯を対象とし、「子どもの貧

困」世帯のライフステージ進展において住宅が果たす

役割を分析した。その結果、子育て中の貧困世帯の形

態は、住宅と深く関係していることが明らかになった。

子どもの貧困研究の分野では、これまでに家族・就労

に注目した研究が多くなされてきた。家族・就労は安

定したライフコースを送る上では重要であり、それに

関して数多くの先行研究が認められる。しかし、本研

究では「家族」「就労」に加え、「住宅」を生活の基盤

であると位置づけ、子どもの貧困に関する分析を進め

てきた。さらに、貧困世帯の状況をより深く考察する

ために一時点における住宅実態を分析するのではなく、

子どもの成長に応じてこれらの世帯がどのような変化

をしているのか、経時的に分析してきた。子どもの貧

困の現状は、子どもだけに焦点を当てても、あるいは

大人だけを注視しても明らかにはならない。貧困の現

状を適切に理解し、この問題を解決しようと試みるな

らば、世帯の暮らしに注目し、生活状況を把握する必

要がある。この点で、本研究が住宅を軸として子育て

期間中の世帯の変化を捉えてきたことは、有効である。 
本研究の考察結果より、子育て中の貧困世帯の暮ら

しは住宅と深く関係していることが明らかになった。

所得が低くても転居が少なく、住宅の安定性を確保で

きている世帯は、仕事・家族が安定し、変化の少ない

落ち着いた生活を送ることができていた。このことか

ら、子どもの貧困世帯が子育てを持続するために、「安

定した住宅」が重要な役割を果たしていると言える。 
さらに、子どもの貧困世帯における住宅事情は、政

府によってではなく、親・親族の持ち家に救われてい

ることが明らかになった。公営住宅を通して住まいの

安定を確保する世帯は一定数存在するが、子育て中の

貧困世帯の母数を考慮すると、ごく一部である。つま

り、家族の援助を受けることが困難な状態にあるのな

らば、貧困世帯における生活の困窮度は一層高まると

考えられる。貧困な子育て世帯が親・親族から独立し

て、暮らしを営むには、まずは住宅の安定性を確保で

きる制度が必要である。これに関して政府は今後、家

族主義のイデオロギーを見直し、子どもの貧困の解決

に向けて「住宅」に関する支援を拡充するべきではな

いだろうか。 
ここでは、子育て期間中に世帯主が「無職」「自己破産」「 回以上の

転職」のいずれかを経験していることを示す。

［主要参考文献］

阿部彩(2008)『子どもの貧困』岩波書店, 篭山京(1976)『戦

後日本における貧困層の創出過程』東京大学出版会, 平山

洋介(2009)『住宅政策のどこが問題か』光文社 , 内閣府

(2015)『子ども・若者白書 平成 27 年版』日経印刷株式会社 

表 住宅を軸に見た子どもの貧困概況

世帯No. 9 5 # # # 1 6 2 # # # # 3 # 8 7 4 # # #
パターン A
転居回数 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 6 9 1 3 3 3 8
1戸目 民親持民社親民持民持親民社親民民民社民民

2戸目 持親親親親間持民持持民民親親公公親寮民他

3戸目 - - - - - 親親 - 民民寮民他民親 - 民民民他

4戸目 - - - - - - - - - - - 民民民民 - 公公公他

5戸目 - - - - - - - - - - - - 間持公 - - - - 持
6戸目 - - - - - - - - - - - - - 民民 - - - - 民

7戸目 - - - - - - - - - - - - - 民民 - - - - 民

8戸目 - - - - - - - - - - - - - - 民 - - - - 民
9戸目 - - - - - - - - - - - - - - 民 - - - - 公
10戸目 - - - - - - - - - - - - - - 民 - - - - -
婚姻関係 △〇〇〇〇〇〇〇△〇△〇△◎◎〇△△〇〇

不安定就労
*１ - - - - - - - - ● - ●●●●● - ● - - ●

B C D

安定 不安定
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伊勢神宮の式年造替における古殿・古材の撤下とその背景 
 
 

学部 正会員 増澤 水緒（東海大学） 
 

 
１.研究目的 

伊勢神宮 三重県伊勢市 は、社殿を 年に１度造り

替える「式年造替」を７世紀から続ける。造替で不要

となる社殿は「古殿」と呼ばれ、他の神社への譲与（「撤

下」と呼ぶ）等の措置が取られてきた。その扱いにつ

いては中西正幸氏・櫻井勝之進氏らの先行研究があり

、鎌倉時代から南北朝時代は『氏経卿神事記』によ

ると「古殿事、大方三ヶ年被置例也、但翌年奉撤例度々

也」とあり壊却を検討し、「明治２年 以前は古殿

は万やむを得ざえる事情が起きるまではあえて手は触

れず、そのままに存置するのが原則であった」と考え、

存置を検討するが、近代神社制度の改変など時代の影

響が推測できる。

本研究は、近世以降の伊勢神宮内宮・外宮・別宮の

古殿・古材の撤下先を神社史・新聞等から調査し、そ

の年代傾向等を検討することにより、式年遷宮の社会

的背景を明らかにすることを目的とする。 
２.伊勢神宮の式年造替 

伊勢神宮は、正式名は「神宮」といい、 社の別

社・摂社・末社・所管社の総称である。このうち内宮・

外宮と の別宮で 年に１度社殿を新たに造り替え、

御神体を新宮へ遷す式年遷宮 造替 を継承する ～ 。

式年遷宮とは、一定の年数を定めて新殿を造営し、

旧殿の御神体を遷すことを指し、戦前の調査では旧官

国幣社のうち 社が実施したが、現在も継続する神社

は 社である 。 年で建替える理由として、①木造

建築の耐久力、②造替に従事する技術者の技術継承、

③神を清々しいところに祀る、④常若の思想、⑤神の

降臨を仰ぐ伝統的習俗、⑥原始的な数え方の最大数等

の説が出されている 。

３.古殿・古材の撤下事例 
伊勢神宮の古殿・古材の撤下を受けた事例を、市史・

神社史・新聞記事・インターネット等から収集し、撤

下前後の名称や遷宮度等が判明した事例は、表１に示

す 件である。このうち、戦前に遡る代表的な事例に

ついて詳述する。

 神戸神社 三重県伊賀市

神戸神社は、伊勢神宮の御祭神が鎮座以前に一時的

に祀られたとの伝承を持つ「元伊勢」のひとつで、慶

長元年 以降の棟札が現存する 。これによると、

遷宮ごとに風日祈宮本殿を撤下されて本殿として用い

、最も近年では平成 年 遷宮でも撤下を受け

て造替した。また、撤下の 年後の次遷宮では本殿棟

持柱を西側の鳥居の親柱に転用、さらに次の遷宮には

これを東側の鳥居に転用して、伊勢神宮での創建から

年間再利用する慣例も存在する。

 鳥出神社 三重県四日市市

鳥出神社は、文治元年 に外宮正殿の古材撤下

の記録 があるが、『四日市市史』 によると天正

年 から撤下が慣例化したとされる。近代には内

宮別宮である月読宮本殿の撤下を受け、次遷宮ではこ

の本殿を本殿前門に転用しており、現存する本殿は昭

和４年 遷宮、門は明治 年 遷宮の古殿で

ある。ただし戦後は本殿の撤下は無く、遷宮度ごとに

内宮の二の鳥居の撤下を受けている。

神明神社(愛知県南知多町) 
神明神社は、三河湾の篠島に所在し、『愛知県の地

名』 によると宝亀年間 ～ に外宮の末社土宮

を遷座して、伊勢神宮の式年遷宮の際に遷宮を行って

いたとされる。ただし、慶長元年 に篠島が伊勢

国度合郡から尾張国に領地替えになると、以後は伊勢

神宮の遷宮の翌々年に古材を撤下されるようになった。

平成 年遷宮時の毎日新聞 年５月 日 による

と「伊勢神宮式年遷宮の度に、内宮の東宝殿か外宮の

図１ 神戸神社本殿 図 神戸神社配置図 図 鳥出神社本殿 図 鳥出神社配置図図４ 鳥出神社本殿前の門
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西宝殿の古材一式を譲り受け、社を一新している」と

あり、昭和 年 遷宮では東宝殿、平成５年

遷宮では西宝殿、平成 年遷宮では東宝殿と、

東西宝殿を交互に拝領している。

東追分の鳥居 三重県亀山市

東追分の鳥居は、東海道と伊勢街道の分岐点である。

撤下については、『三重県の地名』 に明治２年

以降、伊勢神宮内宮の宇治橋南詰の鳥居の撤下が慣例

化したとされる。この鳥居は、前遷宮で内宮正殿の棟

持柱を転用したもので、同様に北詰鳥居には外宮正殿

の棟持柱を転用、次遷宮では安永 年 以降、伊

勢国一の鳥居 三重県桑名市 に撤下されており、両鳥

居とも２度の転用を慣例としている。

日永の追分鳥居 三重県四日市市

日永の追分鳥居は、東海道と伊勢街道の分岐点に位

置する。『鈴鹿市史』 によると、一志郡須賀瀬村 現 
嬉野町)出身の商人・渡辺六兵衛らが安永３年

に建てたことを創始とし、桑名七里の渡しの一の鳥居

に対し、二の鳥居と呼ばれた。現存する鳥居は、四日

市市 によると昭和 年 遷宮の伊雑宮の鳥居

を昭和 年 に移建したもので、これが九代目に

当たるとあることから、文化 年 から撤下が始

まったと推測できる。

熱田神宮 愛知県名古屋市

熱田神宮は、三種の神器の一つ草薙神剣の鎮座に始

まるとされ、近世以前は本殿・拝殿・門等が一直線に

配置する尾張造の社殿を有した。しかし、明治 年

に神明造に改め、昭和 年 の本殿改修の

際は伊勢神宮御用林の新材を払い下げられた。昭和

年 に空襲により焼失、その再建に当たり、伊勢

神宮の昭和 年 度遷宮で内宮正殿一式を撤下

された。移築に際し、屋根を萱葺きから銅板葺きに、

柱を掘立から柱・束の下に石を置く沓石据に改めた。

 表 古殿・古材の撤下事例

・
近世以前

～54

城南神社 三重県桑名市 元伊勢 江戸時代～ △ △ △ 内宮・一の鳥居 △ △ 内宮・一の鳥居 内宮・一の鳥居 参考文献19

鳥出神社 三重県四日市市 神宮御厨
1185外宮正殿→？

1585～
△ △ 内宮・月読宮→本殿 内宮・月読宮→本殿 追分・鳥居 △ 内宮・ニの鳥居 △ 参考文献9

神戸神社 三重県伊賀市 元伊勢 1596年代～
内宮・風日祈宮

→本殿

内宮・風日祈宮

→本殿

内宮・風日祈宮

→本殿

内宮・風日祈宮

→本殿

内宮・風日祈宮

→本殿

内宮・風日祈宮

→本殿

内宮・風日祈宮

→本殿

内宮・風日祈宮

→本殿
朝日新聞2015.11.23伊賀朝刊

神明神社 愛知県南知多町 神宮領地 1615～ 〇 〇 〇 〇 〇 東宝殿→社殿 西宝殿→社殿 東宝殿→社殿
毎日新聞2013.05.27中部夕刊,

朝日新聞2015.09.22名古屋朝刊

神前神社 三重県四日市市
1671～

外宮・鳥居
△ △ △ △ △ 鳥居 外宮鳥居 北御門口鳥居

毎日新聞2013.05.24中部夕刊,

毎日新聞2014.10.13三重

八雲神社 三重県松阪市
西宝殿→社殿

三重県神社庁H P

賀多神社 三重県鳥羽市 1733～ △ △
外宮・多賀宮,伊雑宮,

月夜見宮→社殿
△ △ △ △ △ 参考文献18

丹生神社 三重県多気町 1764～ △ △ △ △ △ △ △ △ 参考文献22

八阪神社 三重県四日市市 1770～ 外宮・中重鳥居 外宮・中重鳥居 外宮・中重鳥居 外宮・中重鳥居

外宮・中重鳥居

瀧原宮長由介神社

→本殿

外宮・中重鳥居 外宮・中重鳥居 外宮・中重鳥居 常磐地区H P

伊勢国一の鳥居 三重県桑名市 神宮内 1781～ 宇治橋外側鳥居 宇治橋外側鳥居 宇治橋外側鳥居 宇治橋外側鳥居 宇治橋外側鳥居 宇治橋外側鳥居 宇治橋外側鳥居 宇治橋外側鳥居 参考文献16

伊勢神宮二の鳥居 三重県四日市市 神宮内 1809～ 〇 〇 〇 〇 〇 内宮・伊雑宮 〇 〇 参考文献16,参考文献20

東追分一の鳥居 三重県亀山市 神宮内 宇治橋内側鳥居 宇治橋内側鳥居 宇治橋内側鳥居 宇治橋内側鳥居 宇治橋内側鳥居 宇治橋内側鳥居 宇治橋内側鳥居 宇治橋内側鳥居 参考文献16

赤須賀神明社 三重県桑名市 伊勢分祀 △ △ 外宮・北御門口鳥居 △ △ 内宮滝原宮第一鳥居 内宮滝原宮第一鳥居 内宮滝原宮第一鳥居 参考文献22

京城神社 朝鮮京畿道京城府 遥拝所 社殿→社殿 海外神社データベースH P

乎加神社 滋賀県東近江市 風宮又は土宮→本殿 文化遺産H P

北海道神宮 北海道札幌市
官幣大社

遥拝所

正殿→本殿,渡殿,

拝殿,社務所
北海道神社庁H P

伊曽島神社 三重県桑名市 古材→？ 参考文献23

能褒野神社 三重県亀山市 古材→本殿 参考文献23

石園座多久虫玉神社 奈良県大和高田市
内宮・正殿御梁,御桁

→社殿

石部神社 滋賀県愛荘町 元伊勢
古材

→本殿,祝詞殿,中門等
滋賀県神社庁H P

廣田神社 兵庫県西宮市 官幣大社
内宮・荒祭宮

→本殿
廣田神社H P

藤社神社 京都府京丹後市 元伊勢
社殿の扉,柱など

→本殿,回廊
参考文献21

桧原神社 奈良県桜井市 元伊勢 古材→三ツ鳥居 内宮・外玉垣東御門 毎日新聞2015.11.28奈良

熱田神宮 愛知県名古屋市 官幣大社 内宮・正殿→本殿 朝日新聞2009.09.25朝刊

宮城県護国神社 宮城県仙台市 護国 外宮・風宮→本殿 宮城県護国神社H P

宇夫階神社 香川県宇多津町 外宮・多賀宮→本殿 古材→本殿
毎日新聞2006.06.06香川,

朝日新聞2004.09.25香川朝刊

大中神明宮 滋賀県近江八幡市 伊勢分祀
外宮・大河内神社

→社殿
外宮の鳥居 毎日新聞2013.05.25中部夕刊

櫻井大神宮 福岡県糸島市 伊勢分祀 内宮風日祈宮鳥居 佐美長神社鳥居 外宮東板垣御門鳥居 櫻井大神宮H P

鎌田神明宮 静岡県磐田市 伊勢分祀
神柱,鰹男木,鳥居,

末社→?
外宮・古材→稲荷社 鎌田神明宮H P

黒住教 岡山県岡山市 その他 内宮・古→大教殿 黒住教H P

新田神社 東京都大田区 国幣中社 ?→手水舎 新田神社H P

宮崎神宮 宮崎県宮崎市 官幣大社
外宮・外幣殿

→摂社皇宮神社
宮崎神宮H P

青苗神社 北海道奥尻島 内宮・月読宮→社殿 朝日新聞1995.03.06朝刊

生田神社 兵庫県神戸市 官幣中社 約13.5㎥の木材→鳥居 朝日新聞1995.06.24夕刊

風治八幡神社 福岡県田川市 一宮 古材→社殿 西日本新聞2013.10.07

神武天皇社 福岡県岡垣町 皇祖神 ?→社殿 北九州エリア観光情報H P

越木岩神社 兵庫県西宮市 古材→手水舎 朝日新聞1995.12.31兵庫朝刊

下鴨神社 京都府京都市 五丈殿→直会殿 朝日新聞2007.09.04京都朝刊

内宮 岡山県岡山市 元伊勢
社殿柱6本,常夜灯2基,

外玉垣丸柱15本→拝殿
朝日新聞1994.12.25岡山朝刊

長田神社 兵庫県神戸市 官幣中社 桧の古材→大鳥居 朝日新聞1995.12.24朝刊

西宮神社 兵庫県西宮市 古材→本殿など 朝日新聞1996.01.08夕刊

伊勢山皇大神宮 神奈川県横浜市 遥拝所 社殿の一部→本殿 伊勢山皇大神宮H P

磯神社 三重県伊勢市 元伊勢 内宮・倭姫宮鳥居 参考文献22

護王神社 京都府京都市
別格官幣社

皇祖神
社殿→本殿 護王神社H P

等彌神社 奈良県桜井市 元伊勢 内宮・鳥居 産経ニュース　2015.12.07

八雲神社 栃木県足利市
内宮・月読荒御魂宮

→社殿

朝日新聞201503.22栃木朝刊,

産経新聞2015.02.21東京朝刊

四柱神社 長野県松本市
外宮・外幣殿

→松本市招魂殿
四柱神社H P

瀧川神社 静岡県三島市
内宮・饗土橋姫神社

→社殿
日本建築専門学校H P

浜名惣社神明宮 静岡県浜松市 元伊勢 高さ3.4ｍの桧→柱 浜松市役所H P

出典(H P )
戦後

神社名 所在地
社格

由緒

戦前
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４.古殿・古材撤下の年代的傾向 
以上を踏まえ、表１の撤下事例の傾向を検討する。 
まず撤下事例は、毎遷宮度に慣例的に撤下を受ける

事例と、各遷宮度に単独で受ける事例に分けられる。

撤下の慣例がある事例は

件で、うち 件が三重

県内、残る神明神社(愛知県

南知多町)も先述の通り中

世以前は志摩国に属してお

り、いずれも伊勢神宮周辺

か旧神宮領に当たる。 
年代でみると、近世以前に確認できる 件はほぼ

慣例事例で、旧神宮領に限定する。撤下の開始時期は、

鳥出神社が 年で早いが、丹生神社 三重県多気町

は明和元年 、八阪神社 三重県四日市市 は明和

７年 、伊勢国一の鳥居は安永９年（ ）など、

世紀後半が多い。

近代は 件あり、東追分の鳥居 三重県亀山市 は明

治 年 から内宮宇治橋南詰の鳥居の撤下が慣例

化する 。他は単遷宮度の撤下事例だが、対象は北海

道神宮 北海道札幌市 や廣田神社 兵庫県西宮市 など

三重県外にも広がった。この２社は明治４年制定の近

代社格制度における最高位の官幣大社であり、また石

部神社 滋賀県愛荘町 や藤社神社 京都府京丹後市 は

元伊勢であるなど、社格の高く伊勢神宮と関わりが深

い神社が選ばれている。なお、昭和４年 月６日付朝

日新聞によれば「今回は御造営新材の残って居るもの

もあはせて各府縣に割当て神社又は学校その他の団体

に御下渡し」とあり、神社以外も撤下先の候補に挙げ

られた。

戦後は、戦前からの慣例を除けば、いずれも単遷宮

度の撤下例だが、大中神明宮 滋賀県近江八幡市 は昭

和 年遷宮で外宮の摂社・大河内神社 三重県伊勢市

を移築、続く平成５年遷宮でも外宮の鳥居を撤下され

た。他に、櫻井大神宮 福岡県糸島市 は昭和 年遷宮

で内宮の風日折宮の鳥居、平成５年遷宮で佐美長神社

の鳥居、平成 年遷宮で外宮の東坂垣御門の鳥居を撤

下されるなど、複数回の撤下は５件ある。これらは、

元伊勢や官幣大社のほか、大中神明宮・櫻井大神宮は

伊勢神宮の分祀で、戦前と同様、由縁の深い神社が選

ばれた。

一方、 回のみの撤下では、地震や火事等の災害復

興用材が 件ある点が注目できる。平成５年遷宮では、

阪神大震災で被災した生田神社 兵庫県神戸市)が古材

を拝領して鳥居を建設、北海道南西沖地震で全壊した

青苗神社 北海道奥尻島 も月読宮を拝領して社殿を再

建した。同様に平成 年遷宮でも、火災焼失した八雲

神社 栃木県足利市 が月読荒御魂宮を移築している。

これらの神社は、祭神等での伊勢神宮との関係は薄く、

また火災の場合社殿一式だが、震災の場合は社殿の一

部や鳥居を撤下するなど区別されている。

古殿撤下の時代背景

伊勢神宮における別宮造営

以上をみると、撤下された古殿・古材は、内宮・外

宮の正殿は熱田神宮等に限られ、多くは東西寳殿・中

重鳥居など境内施設や、風日祈宮・月読宮など別宮の

社殿である。 
別宮の式年遷宮については音羽悟氏・山野善郎氏の

研究 ～ があり、『太神宮諸雑事記』によると、少な

くとも奈良時代の天平 年 には 年に一度の式

年遷宮が制度化され、当時の社格や殿舎規模からみて

荒祭宮と高宮 多賀宮 が該当すると推測されている。

また、平安初期の儀式帳に「鎮祭荒祭月讀瀧原伊雑四

宮地用物並行事」とあって、荒祭宮、月読宮・瀧原宮・

伊雑宮もこの頃常習化し、残る６つの別宮も応永

年 までに遷宮が行われていたことが確認できる。

しかし、月夜見宮は応永 年 の火災後式年

遷宮が中絶、風宮でも応永 年 の正遷宮を最後

に途絶え、続いて荒祭宮・瀧原宮・風日祈宮も中絶し

た。ただし、風宮では延徳２年 に高向屋二頭大

夫、月夜見宮では天文６年 に今川氏親、土宮で

は天文 年 ・天正５年 に磯野丹波守員正、

伊雑宮では慶長６年 ・寛永 年 に磯部七

郷民など、個人の寄進により仮殿遷宮が行われた。

慶長８年 、江戸幕府が遷宮費用を全て負担す

ることを定め 、『外宮召立文案』によると、慶長

年 に風宮の式年遷宮を実施、同年に月夜見宮、

寛永８年 に多賀宮・土宮・荒祭宮・月読宮・伊

佐奈岐宮が復興した。瀧原宮は慶長 年 に大板

葺で造営されたが、寛文 年 に萱葺屋根に復旧

して式年遷宮も復興、貞享 年 の伊雑宮を最後

に全ての別宮で式年遷宮が復興した。

すなわち、近世における別宮の式年遷宮の復興は、

外宮別宮が慶長期で早く、内宮別宮は 世紀中期に集

中したことが判明する。

古殿の措置の変化

これら別宮や内宮・外宮の古殿の措置を先行研究お

よび神宮史料 ～ から整理する。

まず、 世紀後半から長暦２年 遷宮までは古

殿は壊却せず遷宮まで存置したとされ、この措置が遷

図 近世の撤下事例の位置
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宮制創始まで遡る可能性がある 。一方、鎌倉～南北

朝期は『氏経卿神事記』によると「古殿事、大方三ヶ

年被置例也、但翌年奉撤例度々也」とあり、３年の存

置後壊却した 。

その後、外宮では永享６年 遷宮、内宮では寛

正３年 遷宮以降造替が中断、外宮は永禄６年

、内宮は天正 年に式年遷宮が復興した。この

天正 年遷宮以降、古殿を火災など不測の事態の際の

仮殿として残すと定められ 、事実外宮では『天正九

年仮殿遷宮記』 によると、慶長３年 の屋根朽

損による仮遷宮で「以古殿為仮殿」とあり、永禄６年

造営の古殿が仮殿としている。同様に内宮でも、天和

元年 の正殿炎上の際、慶安２年 遷宮の古

殿を仮殿として用いたことが確認できる。 
これらの古殿は、『享保遷宮覚書外宮』によると「古

殿は重て御造営の節迄残置、遷宮の前年たたみ申候。

四十ヶ年を経申候故、御材木朽損仕候得共、宮中小破

の所々の御用に仕、其外方々の神社へも寄進仕候」と

あり、仮殿に用いない場合、遷宮の前年まで 年間 実

際には 年間 存置され、その古材は境内の「小破の

所々」の修繕に用いるほか、方々の神社へ寄進したと

いう 。ただし、『神宮遷宮記』 によれば、「古殿所内

見御階甚朽損、因竝敷歩板」とあって、歩み板を敷か

なれければ歩けないほど朽ちていた。 
近代に入ると、『神宮司庁公文類墓営繕編』によれば、

明治５年 に遷宮時に壊却することが定められ、

現在は翌年までに壊却していて、古殿・古材は創建後

年で撤下されている。 

結論

古殿の撤下は、毎遷宮度受ける事例と、単遷宮度の

事例に分けられ、前者は旧神宮領を対象に近世以前か

ら慣例的に行われた。近世には、幕府の費用負担によ

り造替が安定したが、古殿を 年間存置したため再利

用しにくく、正殿の撤下は限定された。撤下の開始が

世紀後半に集中し、伊勢参りの流行とほぼ一致する

ことから、伊勢国一の鳥居など参宮道の施設、関連の

深い神社の整備に優先的に充てたといえる。

一方、近代には古殿を遷宮の翌年に壊却したため、

古材が再利用しやすい状態にあったことから、対象や

地域が広がり、単遷宮度の実施も増加した。ただし、

撤下先の決定には社格や伊勢神宮との関係が重視され、

近代神社制度の定着と権威化に繋がったといえる。

図 古殿撤下の時代背景
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植木屋が培うランドスケープ 

──宇多野山麓に展開する造園・資材業の系譜── 

学部　正会員　森岡里奈（京都工芸繊維大学） 

第１章　序論 
1-1　研究目的 
　本論は、京都市右京区に集積する造園・資材業を対
象に、「人の営み」と、それが展開する「場所」との
関係を構造化することを、試みたものである。 
　古来より庭園文化の根付く京都において、右京区の
山越・鳴滝周辺は、伝統的な植木屋の集積地となって
きた。江戸期には「植木の村」として既に名を残して
おり、現在も、京都府内で植木栽培を行っている業者
のうち、約70%がこの近辺に所在し、独特の景観を作
り出している（図１）。 

　植木が地質・地形と深い関係を有するものであるこ
とは言うまでもなく、植木屋の集積には、地域の自然
環境との密接な関係があるはずである。また植木屋
は、庭園そのものではないがその材料を育成する業種
を含むため、地域に特有の景観を作り出す。本論は、
その技術によってランドスケープ（造園活動）を担う
植木屋たちが、彼らが住まう土地のランドスケープ
（自然環境）と、どのように重なり合い展開したの
か、両者の関係性を考察することを目的としている。 
　既往研究には、造園業地域の形成過程を明らかにし
た阪本和仁の論文がある。しかしこれは本研究とは異
なり、植木屋の営みを、地域の自然環境と結びつけて
論じたものではない。 
1-2　研究方法と本論の構成 
　この研究目的に到達するため、①植木屋の業種と集
積の沿革、②植木屋の空間・職能的分布と自然環境の
関係、という２段階の分析を行う。そのための研究方
法として、①植木屋を含む11件へのヒアリングと文献
資料等の調査、②現地フィールドワークによる植木屋

の分布及び地形・水系の調査と、既往の地質・土壌研
究との重ね合わせ、を実地した。 
　論文は全５章からなる。第２章ではヒアリングの結
果から分かった、植木屋の２つの職能について述べ
る。第３章ではこれら２種類の植木屋の発展を追う。
第４章では、２種類の植木屋の空間・職能的差異が、
場所の自然環境とどのように重なりあっているのかを
考察する。最後に巻末資料として、11件のヒアリング
結果を添付する。 

第２章　宇多野山麓の造園屋と資材屋 
2-1　植木屋の職能 
　ヒアリングから、この地域の植木屋には、庭造り・
庭の手入れ（造園業）を行う「造園屋」と、植木や庭
石といった造園資材の卸しや、自家栽培（資材業）を
行い、造園屋に資材を供給する「資材屋」が存在する
ことが分かった。本論では両者を合わせて、「植木
屋」と総称する。資材屋は、各々がある特定の資材を
自家生産、もしくは優先的に卸し、地域一帯で互いの
商売を補完しあうような商いをしている。 
2-2　調査地域 
　さらに、京都府造園協同組合の組合員名簿（2016
年時点）から、京都市右京区の植木屋の所在地をプロ
ットしたところ、右京区の中でも、仁和寺や広沢池の
ある、北部の山裾に多いことが分かった（図２）。ま
たその分布は、音戸山を避けて東西に集中している。
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図２　宇多野山麓の植木屋分布 
（●：造園屋　▲：資材屋を表す）

図１　山越・鳴滝周辺の植木屋 
（左：鳴滝の木村農園　右：山越の井上博道園）
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特に、東側で御室川に沿うように植木屋が並んだ地域
が鳴滝、西側で音戸山斜面に沿って分布が見られる地
域が、山越である。鳴滝・山越は、その東部に位置す
る宇多野とともに、江戸期には宇多野村と呼ばれ、植
木と砥石の生産地として発展していた。本論では、こ
の山越・鳴滝両地域を「宇多野山麓」と総称し、調査
地域とした。 
　長い植木業の伝統を持つ宇多野山麓では、造園屋・
資材屋の営みと場所性が、何らかの関わりを持ってい
ると考えられる。しかし、現代の植木屋分布の様子か
らは、その有り様は読み取り難い。 

第３章　ランドスケープを担う植木屋の系譜 
　そこで次に、異なる職能を持つ造園屋と資材屋が、
それぞれ歴史的にどのような動きをして、現在の分布
となったのかを見ていく。 
3-1　近世の植木屋 
　宇多野山麓における、植木屋に関する初期の記録
は、金閣寺の鳳林和尚が慶安２（1649）年に「金閣
寺の梅の接木をするのは鳴滝の三右衛門なり。」と述
べた『隔蓂記』に遡る。また、享保５（1724）年の
随筆『正月揃』には、各地の銘品の１つとして「鳴滝
の飛び石」が挙げられている。このように、宇多野山
麓の植木屋に関する文献は、鳴滝について述べたもの
に集中しており、その発祥は江戸前期に遡ると言え
る。 
　江戸後期には、京都で「植木屋仲間」が成立してい
た。植木屋仲間に関する史実は、現在山越で造園業を
営む、佐野藤右衛門氏宅から発見された史料『惣樹木
屋中定法』によって、明らかとなった。その条文に
は、明和５（1768）年の植木屋仲間において、北
野・川東・大仏・鳴滝がそれぞれ上・中・下・西組と
して成立したとあり、鳴滝が江戸後期において、すで
に京都を代表する、植木屋の集積地だったことを示し
ている。 
　ここで、宇多野山麓の歴史を記した『花園小史』
『宇多野小史』には、近世から京都の著名な庭園に出
入りしていた、鳴滝の庭師についての記述がある。よ
って、江戸時代に鳴滝で植木屋を営んでいた人々は、
主に造園業を行っていたと考えられる。 
3-2　近代の植木屋 
　一方資材屋としては、明治初期から山越の佐野藤右
衛門氏・井上博道氏らが、農業の傍ら植木の栽培を始
めたことが、文献資料から読み取れる。現在、植木業
の盛んな地域である山越だが、植木屋の歴史上で、そ

の名前が出てくるのは、鳴滝に大きく遅れるというこ
とになる。都市計画図を確認すると、宇多野山麓にお
いて最初に植木畑の地図記号が確認できるのは、明治
42年の1/20000地形図（図３）であり、現在の山越
西町・中町で資材業を営む、佐野藤右衛門氏の敷地に
あたる。だが鳴滝には、この時期に植木畑が見られな
い。やはり、鳴滝の植木屋は資材屋ではなく、造園屋
としての営みに特化していたと考えられる。 

3-2.2　大正期の変革 
　しかしその後、大正11年の1/3000都市計画基本図
（図４）では、鳴滝にも植木畑が確認できるようにな
る。現在の宇多野病院の敷地付近に、当時できた植木
畑は、現在鳴滝で資材業を営む木村さんによると、木
村農園が所有していたそうだ。木村家は、明治初期の
創業時は造園屋だったが、植木の需要が高まったため
に、資材業を始めた。このような鳴滝の植木畑は、植
木栽培の盛んであった小松原・等持院とともに、衣笠
山の麓一帯に、画家に好まれる美しい景観を形成した。
また一方で、山越の資材屋であった佐野藤右衛門氏は、
この時期に造園屋に転向したという。 
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図３　明治42年の植木畑分布

図４　大正11年の植木畑分布
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　したがって、大正期以前に見られた鳴滝の造園屋・
山越の資材屋という棲み分けは、大正期に崩れ始めた
と考えられる。その理由としては、音戸山に道路が新
設され、山越から造園屋の需要がある市街への距離が
縮まったこと、また、経済発展により植木の需要が拡
大し、鳴滝の造園屋も植木畑を持つようになったこと
が挙げられるだろう。 
　植木屋の職能別分布は、現在も混在したままである
が、平成23年の1/2500都市計画基本図（図５）から
は、再び山越に植木畑が集中している様子が読み取れ
る。ではなぜ、棲みわけが崩れたと推測した大正期以
降に、山越に植木畑が戻っているのだろう。それは、
山越に資材業が行われるに適したランドスケープが、
あるからではないだろうか。 

第４章　ランドスケープと重なりあう植木屋の営み 
　そこで、このように発祥の時期・場所の異なる造園・
資材屋の営みが、宇多野山麓の自然環境と、どのよう
に重なり合ってきたのかについて考察する。 
4-1　鳴滝の石と造園屋 
　宇多野山麓は、丹波山地を背後に有する。丹波山地
は、今から約２億年前に隆起し、泥岩・砂岩・チャー
トなどから構成されている。このような環境に取り囲
まれた宇多野山麓の土は、全体に石が混じり、本来植
木栽培には適していない。 

　鳴滝は、この丹波山地が御室川によって削られた山
間に位置する。山から取れるチャートは、さざれ石と
も呼ばれ、昭和の中頃まで砥石として産出されていた。
現在も宇多野山麓を含め、金閣寺から嵐山までの山裾
で、露出した岩肌を見ることができる。このさざれ石
が、現在は造園資材の１つとして地元の造園屋に頻繁
に使用されていることが、ヒアリングから分かった（図
６）。ここで、第３章で見た江戸期の史料『正月揃』
において、「鳴滝の飛び石」という記述があったこと
を再掲する。現在の鳴滝は、飛石の名産地というわけ
ではないが、この地域の岩石が庭石として、現在と同
様に、江戸期から周囲の造園屋に頻繁に使用されてい
た可能性は高い。 
4-2　資材屋が培う植木畑 
　次に、植木畑に関わる地質・土壌条件について見て
いく。宇多野山麓は、土に石が多く含まれることに加
え、西の広沢池・東の御室川に挟まれた、水はけの悪
い土地である。 
　ヒアリングの結果からも、鳴滝の土は泥質であり、
資材屋にとって、好ましいものではないという結果が
得られた。鳴滝の資材屋たちが、そのような環境で植
木栽培を始めることができたのは、樹種を選べば比較
的どこでも栽培できるという、植木の持つ性格による。

　ここで、地質図（図７）
を確認する。山越近くの嵯
峨広沢で資材業を営む、池
内善兵衛園の所有する植木
畑は、礫質な東の UT 層・泥質な西の a 層にまたがっ
て広がっており、ヒアリングからも、その違いは明白
で、東側は植木栽培に適しているとの話を伺った。 
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図５　平成23年の植木畑分布

図６　左：立命館大学前の衣笠山のさざれ石 
右：鳴滝の造園屋が使用するさざれ石

池内善兵衛園

図７　宇多野山麓の地質 
（池内善兵衛園の植木畑の範囲を緑で示した）

a：沖積層　礫・砂及び泥 
f：扇状地　礫 
UT：礫・砂及び泥 
sh：頁岩及び泥質混在岩 
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　明治期の地図からは、一面に田が広がる宇多野山麓
において、山越の UT 層・ f 層上に位置する植藤造園・
井上博道園の敷地にのみ植木畑が確認できた。丹波山
地東南部は、京都府北西部から南東に向かって低くな
り、京都盆地に覆い尽くされる姿をとっているが、そ
れが埋没し残された音戸山の西側斜面上は、広沢池か
ら離れており、宇多野山麓において唯一、水はけの良
い地であったと考えられる。 

　さらに、土壌図（図８）を確認する。すると、水は
けが悪く、水田利用されることが多い黄色土・褐色・
灰色土の分布する京都盆地の平地において、現在植木
畑が見られる範囲には、細粒褐色森林土が分布するこ
とが分かった。褐色森林土は腐食を含み、植林・耕地
利用されることが多い。 

　現在の植木畑の分布図（図５）を、図８に重ね合わ
せると、両者の範囲は非常に近似している。すなわち、
地質条件の良い場所で発祥した植木畑は、戦後までに
一帯に広がったが、市街地化の進んだ現在、再び元の
土壌条件の良い場所に、還ってきていると言えるだろ
う。このように、資材屋の発祥した山越には、その要
因となるランドスケープが存在していた。 

第５章　結論 
　宇多野山麓で見られる造園屋と資材屋という２つの
職能は、発祥の時期・場所がはっきりと異なっていた。
このような棲み分けが崩れ始めたのは、都市化が進ん
だ大正期以降だと考えられる。本論ではこのように、
地域が本来の固有性を失う前の、場所の有り様と人々
の営みを結ぶ関係性を考察していった。 
　その結果、資材屋の発祥した山越は、地質・水系の
面から植木栽培に適したランドスケープを有していた。
また、造園屋の集積地だった鳴滝においても、周囲の
山並みから、庭石が産出されていた可能性を示した。 
　これら両地域は、資材屋は造園屋の需要に応えてそ
の商いを開始し、造園屋は植木栽培に適した環境に畑
を持つ資材屋から、植木を手に入れるというように、
相互に関わり合いながら、その営みを続けてきた。現
在、宇多野山麓では植木屋たちが、石を掘り出し植木
を育て、独特の景観を作りあげている。植木屋たちの
営みはこの地のランドスケープと結びつき、彼らによっ
て新たなランドスケープを重ね合わされながら、確実
に江戸期から現代まで、受け継がれている。 
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図９　現在の植木畑分布（図５）と 
土壌図（図８）の重ね合わせ

図８　宇多野山麓の土壌

褐色森林土壌　Mgm　最上統　Ksy　衣笠統 
細粒黄色土壌（斑紋あり）Tdn　蓼沼統　Art　新野統 
乾性赤色系褐色森林土壌　Gom　胡麻統 
細粒赤色土壌　Akb　赤羽統 
適潤性赤色系褐色森細粒林土壌　Asb　芦淵統 
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1．はじめに（第 1 章）
　蓄熱槽は、夜間電力を利用して日中の冷暖房負荷の

ピークを緩和し、特に夏場の電力負荷を平準化するこ

とができる。更に、災害時の水資源としての利用も可

能であることからその有用性が見直されている。特に

温度成層型蓄熱槽は、温度の違う水の密度が異なるこ

とを利用して、同じ槽内でも、槽上部に高温水・槽下

部に冷水を極力混合させずに蓄えることで、より高効

率の運転が可能である。

　本研究では、鉛直流出入ディフューザーを持つ温度

成層型蓄熱槽について、エクセルなどのツールで計算

可能な簡易モデルである槽内混合モデルで槽内温度分

布と流出入温度を算出し、蓄熱性能を予測することを

目的としている。そのために、ディフューザーの設置

水深や流量を変え、モデル計算結果を CFD 解析結果

と比較して精度を検証した。精度比較の指標として、

槽内鉛直温度分布、流出入温度、無次元槽内蓄熱量に

加えて蓄放熱サイクルの蓄熱槽効率を用いる。

2．槽内混合モデル（第 2 章）
　図 1 に示すように、流入水が槽内水と完全混合し

て一様温度になると仮定している完全混合域、流入水

が槽内水を徐々に押し出すと仮定している一次元拡散

域、流出口より先で流速 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 0 のため拡散のみで熱

が伝わると仮定している死水域とに槽内を 3 分割する

のが本研究における槽内混合モデル 1) であり、高精度

差分法 2) により Excel VBA という簡単なツールで計

算できるようにしている。

　各領域の支配方程式は以下の通りである。

　完全混合域

𝜌𝜌𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶#𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶#𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑,-− 𝑑𝑑𝑑𝑑)

　一次元拡散域・死水域

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 =

𝜕𝜕𝜕𝜕%𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧𝑧𝑧% − 𝑈𝑈𝑈𝑈

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧𝑧𝑧

　なお、死水域においては、流速 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 0 とする。

3．流出口サブモデルの検討（第 2 章）
　実際の蓄熱槽では熱源機器や空調機への送水温度が

重要であるため、本卒業研究では、ディフューザー

サイズを考慮して流出口のモデル化を検討した。図 2
に示す一次元拡散域と死水域の境界面に達した水はそ

の水深で瞬時にディフューザーに全量吸い込まれると

しているため、死水域での流速 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 0は 0 である。ディ

フューザー内に吸い込まれた水は図 2 斜線部の容積
Vd のディフューザー内で瞬時に完全混合し一様な温

度になると仮定し、送水温度 ( 流出温度 ) は次式で表

されるとした。

4．CFD 解析条件の検討（第 3 章、付録）
4.1 解析条件（第 3 章）
　CFD 解析の精度を高くすると計算時間は長くなる

ため、十分な精度を確保しつつ計算時間を抑えるこ

とができる解析条件を検討した。今回、図 3 に示す
1m×1m×1m( 水深 ) の温度成層型蓄熱槽を想定し、対

称性を考慮して図 4 のように槽全体の 1/4 を解析空間

鉛直流出入ディフューザーを持つ温度成層型蓄熱槽の性能予測ツールの開発

学部　正会員　山澤　春菜（大阪大学）

死水域

一次元
拡散域

完全混合域

流入

流出

L

温度

水深

槽内鉛直
温度分布

0

流入側ディフューザー

流出側ディフューザー

瞬時に完全混合すると
仮定している領域

吸込側ディフューザー

一次元拡散域

死水域

ディフューザー
吸込面
▼

（　　）

!"#

!"#$

!"#$

図 1 槽内混合モデル

図２送水温度のサブモデル

(2)

(1)

(3)

パンチングメタル

流入出面

流入出面

パンチングメタル1,000

50
150

450

1,000

1,000

ディフューザー
吸込 /吐出面

ディフューザー
吸込 /吐出面

[mm]

図 4 解析空間図 3 想定する蓄熱槽
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とした。また、図 4 の二つの「流入出面」は、片方

が流入面の時に他方は流出面となり、送水温度 ( 流出

温度 ) は流出面の平均温度とした。ディフューザー形

状・サイズは相良らの検討結果 3) を参考にして換水時

間 1 時間を目安に 150mm×450mm× 高さ 50mm と設定

し、接続竪管は φ75mmとした。

　メッシュサイズと計算時間間隔について検討を行っ

た。温度成層が安定的に形成される槽中部と比べ、流

速の大きくなる吐出面・吸込面付近及び衝突の発生す

る槽壁近傍においてメッシュサイズを細かくし、流量

に合わせて計算時間間隔も変化させた。

　今回、ディフューザーの設計を 1 時間換水を基準に

行ったため、その二倍の 2 時間換水の場合と 1/4 倍の
0.25 時間 (15 分 ) 換水の場合について検討した。解析

は表 1 の手法で表 2 の条件で行った。

4.2 結果と考察（第 3 章）
　図 5、図 6 に送水温度の過渡応答の比較を示す。2

時間換水では全て概ねあっているが、0.25 時間 (15 分 )

換水の場合では、メッシュ数・計算時間間隔の変化に

伴って若干のずれが生じ、流量が小さい場合よりも

精度の確保が難しいことがわかる。そこで、流量の

大きい 0.25 時間換水の場合について解析条件を検討

し、メッシュ数 480,850・計算時間間隔 0.125s であれ

ば精度が十分であるとわかったため ( 図 7 〜図 8)、そ

れ以上の精度を持つメッシュ数 480,850・計算時間間

隔 0.0625s の条件をこの後の解析に用いた。換水時間

が変わるときは、その条件での 1 回換水あたりの計算

回数が 0.25 時間換水・計算間隔 0.0625s の場合と同じ
14,400 回となるように設定した。

4.3 実験による CFD 解析の検証（付録）
　本卒業研究の範囲外ではあるが、温度成層型蓄熱

槽に CFD 解析を適用すること自身の解析精度につい

て、実験による検証を付録として掲載している。三重

大学において、図 9 のような温度成層型蓄熱槽で実

験 4) が行われた。温度による体膨張率変化を考慮した

解析ソフト STREAM V13(RC2)
乱流モデル RNG k-

計算アルゴリズム QUICK
体膨張率 水温の関数として定義

槽内初期温度 7℃
流入温度 15℃

境界条件

流入口 流量規定
流出口 流量規定
槽壁 断熱 ， 壁関数
水面 断熱 , フリースリップ

対称面 断熱 , フリースリップ
パンチングメタル 鉛直方向のみの圧力損失が発生

表１CFD 解析手法 メッシュ数 293,150   ,     480,850
換水時間 0.25 時間 (15 分 )   ,     2 時間

計算時間間隔
[s]

0.25 時間 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2
2 時間 0.25, 0.5, 1, 2

ディフューザー設置水深 50mm
槽寸法 1m3=1m×1m×1m( 水深 )

ディフューザー寸法 1m3=150mm×450mm×50mm( 高さ )

表２CFD 解析条件

図 9 実験に用いられた蓄熱槽の様子
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図 6 送水温度の過渡応答比較
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図 8 槽内鉛直温度分布比較
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CFD 解析の精度を実験結果との比較により検証した。

槽内温度分布の比較の例を図 10 に示す。実験と CFD

解析の結果はよく一致しており、槽内混合モデルの検

証に CFD 解析を十分に用いることができるとわかる。

5．CFD による槽内混合モデルの検証（第 4 章）
　モデルの妥当性の確認及び６. のモデル計算で用い

る初期完全混合域深さR0 を同定するため、初期温度
7℃一様の冷水で満たされた槽内に、一定流量・一定

温度 (15℃ ) の高温水が流入する冷水放熱のみの条件

について CFD 解析で検証した。

　ここで、槽が流入温度の水で満たされた時の槽内蓄

熱量を基準蓄熱量とし、ある時点での槽内蓄熱量を基

準蓄熱量で除したものをその時の無次元槽内蓄熱量

と定義すると、

式 (5) から、1 回換水時点での無次元槽内蓄熱量

がその時点での無次元槽内平均温度 と等

しいことがわかり、これを用いると放熱過程のみでの

蓄熱性能を簡単に評価できる。

　CFD 解析 ･ モデル計算をそれぞれ表 1・表 3 の手

法で実行し、1 回換水時の無次元槽内蓄熱量を表 4 の

条件について算出した。その結果の比較を図 11 に示

す。ディフューザー設置水深が小さいほど、モデル計

算結果は CFD 解析結果に近づくことがわかる。これ

は、モデル計算における、ディフューザー吸込面に到

達した水が瞬時にディフューザーに吸い込まれるとい

う仮定に状況が近くなるからだと思われる。モデル計

算は CFD 解析より性能をやや低く評価する傾向にあ

るが、設計の立場からは安全側の評価ができていると

いえる。また、流量 ( 換水時間 ) に関わらず差異は 3.3%

以内でよく一致していると言える。

6．蓄放熱サイクルの蓄熱性能評価（第 5 章）
　実際の運転時には、放熱運転のみではなく、蓄熱運

転と放熱運転とが繰り返される。ここでは、送水温度
(流出温度 )が送水限界温度に達すると蓄熱運転と放熱

運転が切り替わり、流入側と流出側が反転するとして

いる。これ以降送水限界温度について、冷水放熱時送

水限界温度がA℃・冷水蓄熱時送水限界温度がB℃の

とき、『A℃ /B℃』のように表記する。蓄放熱サイク

ルでの性能評価の為に、一定流量・蓄放熱それぞれ一

定の入力温度で蓄放熱サイクルを繰り返した時に正味

の蓄えられる熱量を表す蓄放熱サイクルの蓄熱槽効率

を定義する。

蓄放熱サイクルは、槽内初期温度分布形成のために7℃

一様の槽内に15℃の高温水が槽上部から流入する第1

放熱過程、蓄放熱が切り替わり7℃の冷水が槽下部か

ら流入する第1蓄熱過程、蓄放熱が切り替わり再度放

熱する第2放熱過程、最後にもう一度蓄熱する第2蓄

熱過程の計4過程とした。

　送水温度が指定の限界温度に達すると蓄放熱が切り

替わるよう、CFD解析・モデル計算共に設定した。
CFD解析とモデル計算をそれぞれ表1・表3の手法で

表5のような解析条件で実行し比較した。

　解析・計算の結果から、CaseD( ディフューザ設置

水深 10mm・換水時間 4 時間・10℃ /12℃ ) の場合を

例にとり、図 12a 〜 d に槽内鉛直温度分布の推移、

図 12e に流出入温度の過渡応答を示した。特に温度

成層部でよく一致しており、蓄放熱サイクルの蓄熱槽

効率を求める際に重要な蓄放熱運転が切り替わる時の

槽内鉛直温度分布もよく表現できている。多くの条件

プログラミング言語 VBA
使用ソフト Excel

差分法 時空間多点前進法 2)

熱拡散率 0.0005m3/h

境界条件 水面 断熱
槽壁 断熱

表 3 モデル計算手法

表 4  解析・計算条件 (5 章 )

図 11 換水回数 1 回時点での無次元槽内蓄熱量の比較

槽寸法 1m3=1m×1m×1m( 水深 )
換水時間 [h] 0.25 ,  0.5 ,  1 ,  2 ,  4 ,  8

ディフューザー設置水深 10mm ,  25mm ,  50mm

0.8

0.85

0.9

0.95

1

0.8 0.85 0.9 0.95 1
無次元槽内蓄熱量 (CFD)[-]

無
次

元
槽

内
蓄

熱
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(モ
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)[-

]
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デ
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(6)

(5)

(4)
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で蓄放熱過程を繰り返すごとに CFD 解析とモデル計

算の結果が近づいた。蓄放熱サイクルの蓄熱槽効率の、
CFD解析結果とモデル計算結果の比較を図 13に示す。

差異の最大値は 3.9% でよく一致しており、適切にモ

デル化できていると言える。

7．結論（第 7 章）
　本論文では、流出口のサブモデルを加えた槽内混合

モデルについて、CFD 解析により蓄放熱サイクルに

おける予測精度を検証し、以下の成果を得た。

・流出口のサブモデルを加えることにより、ディフュー

ザーサイズを考慮した送水温度 ( 流出温度 ) の予測が

可能となった。

・エクセルで高速計算可能な、温度成層型蓄熱槽の蓄

放熱サイクルにおける蓄熱性能予測ツールを作成し

た。そして、送水限界温度 10℃ /12℃の場合で蓄放

熱サイクルの蓄熱性能を最大誤差 3.9% の高い精度で

予測可能であるとわかった。
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ミラノにおける「装飾芸術」の近代化： 
イタリアの建築教育制度と両大戦間期の建築雑誌に関する分析 

 
修士 正会員 泉 勇佑（東京大学） 

 
1. 序:「装飾芸術」の近代化 

本研究のテーマである「装飾芸術」の近代化は、あ

る種の矛盾を抱えた表現である。ル・コルビュジエが

「住むための機械」という新たな建築観を提示し『今

日の装飾芸術』(1925)において装飾芸術の存在を否定

したように、近代化とはそれまでの建築教育を担って

きた美術アカデミーの既存の建築観を排除していく歴

史であったといえる。そうした歴史の一方で、1925
年パリ工業装飾芸術国際博覧会をきっかけにアール・

デコとよばれる新たに産業化された装飾芸術が花開い

たことを見逃すことはできない。すなわち、装飾芸術

もまたいわゆるモダニズムとは異なる過程を経て近代

化を経験したといえるi。 
本研究は上記の観点に着目して、同時代の伊建築に

おける「装飾芸術」の近代化を分析する。 
○イタリアにおける建築家という職能と家具設計 

2 つの世界大戦に挟まれた両大戦間期の伊建築に関

する研究は、概してイタリア合理主義とファシズムと

いう視点からイタリアにおけるモダニズム及び建築と

権力という問題を中心にして分析が重ねられてきた。

他方でこれらの視点からは、戦後イタリア建築におい

て中心的な位置を占めることとなるミラノの建築家が

両大戦間期に多数の家具設計をしているという特徴は

論じられない。この家具設計に着目すると、彼らの家

具及び建築作品の発表の場であった『ドムス』誌及び

ミラノ（近代工業装飾芸術・建築国際）トリエンナー

レ博覧会の監修者だった G.ポンティという建築家、そ

して両大戦間期イタリアにおける装飾芸術という視点

が見えてくる。 
家具設計が現在の日本の建築教育課程において明

確に位置づけられていないように、建築家の職能にお

ける家具設計の位置づけは各国の高等教育制度におけ

る「工学」「美術」そして「建築」分野の形成過程に規

定されている。この点は既往の両大戦間期の伊建築の

研究においても見逃されており、本研究はイタリアに

おける「建築学」の形成過程からその分析を始める。 
2. イタリア建築の地域性と教育制度 

「イタリア」とは 19 世紀中葉まで周辺国家の介入

を受けた様々な国の乱立する、地中海の中心に位置す

る半島の地理的名称であった。この半島の近代国家と

しての統一は、フランスに

隣接したトリノを首都とす

るサルデーニャ王国による

漸進的な領土拡大と「イタ

リア王国」建国の歴史とい

える。この過程で「イタリ

ア建築」を特徴づけること

になるサルデーニャ王国の

教育基本法、カザーティ法

が制定される。しかし、カザーティ法を制定した当時

のサルデーニャ王国はフランスとスイスに隣接したピ

エモンテ、ロンバルディア地域を領土とする国家に過

ぎない。そのサルデーニャ王国のカザーティ法が独自

の教育機関をもつ併合した地域へ適用された結果、

1861 年のイタリア王国成立から第一次大戦後の 1920
年代まで続く教育機関の乱立と建築教育の混乱が生じ

ることになる。このような諸地域の「建築」の寄せ集

めとしての「イタリア建築」は、工学機関と美術アカ

デミーの対立、トリノ、ミラノ、ローマを中心とする

地域間の対立という 2 つの軸を通し、特に「建築家」

という職能の付与及び「建築」という学問領域の主導

といった権利をめぐる覇権争いとして展開される。 
○「工学」としての建築の展開：トリノ、ミラノ 

オーストリア帝国との戦いによりミラノを含むロ

ンバルディア地域との合流に成功した 1859年、サルデ

ーニャ王国は近代的な国家整備に向けてカザーティ法

を制定する。1860 年、首都トリノでは技師教育をいち

早く始めるためにイタリア最初の高等工学教育機関と

なるトリノ技師応用学校 Scuola di applicazione per gli 
Ingegneri di Torino がトリノ大学物理・数学部の中に

設置され、「学位技師 ingegnere laureato」という一括

りの資格において土木建設、上下水道建設、道路建設、

「建築」の教育が行われる。この結果、トリノでは理

学教育の延長として「建築」を含む工学教育の枠組み

が形成されていくことになるii。 
他方で、カザーティ法は「技師 ingegnere」という

職能の付与を一括で管理できる高等技術学校 Istituto 
Tecnico Superiore という独立した高等教育機関も定め

ていた。この高等技術学校の実現は、カザーティ法制

定時のもう一つの主要都市であったロンバルディア地

統一前のイタリア半島(1843年)．点線の領域
は，カザーティ法成立時(1859年)のサルデー
ニャ王国の領土を示す．図は筆者が加工，作成．
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域のミラノにおいて進められる。ミラノでは大学の理

学部に置かれたトリノの技師学校におけるような高度

な数学の理論教育等を排した実践的な工学教育機関の

形成が試みられ、1863 年土木技師、機械技師の資格を

付与するミラノ高等技術学校が設立、1865 年講座が増

設され「技術建築家 architetto civile」の資格を付与す

る課程が新たに設置される。この「技術建築」の課程

ではオーストリア支配下の教育制度に由来する技術及

び美術両面の教育が行われiii、この独自の教育体制の

形成の背景にはサルデーニャ王国による併合までミラ

ノの建築教育を担っていたブレラ美術アカデミー

Accademia di Belle Arti di Brera とその建築教授 C.ボ
イトの存在がある。サルデーニャ王国への併合前に美

術アカデミー内での美術及び技術の一括した建築教育

を構想していた C.ボイトは、その構想をカザーティ法

により設立が決まったミラノ高等技術学校の建築教育

において実現する。この結果としてイタリア王国最初

の建築教育体制が高等技術学校と美術アカデミーの二

重体制下で形成される。 
○建築における「芸術」の復権：ローマ 

他方で、カザーティ法制定以降に併合された地域で

は北部で形成された建築教育制度に対する反発が起き、

建築家養成を独占するトリノやミラノの工学機関と建

築家養成機関としての復権を望む特にローマの美術ア

カデミーの間で建築家の職能の付与をめぐる争いが生

じていた。この対立は 20世紀に入り、ローマ技師応用

学校の建築教授 G.ジョヴァンノーニが美術アカデミ

ー主導の建築学校設立の議論に介入していくことで大

きな進展を見せる。50 年近く続いた工学優位の建築教

育制度は 1915 年に新たに制定されたナーヴァ法によ

り逆転し、美術アカデミー主導の高等建築学校 Scuola 
Superiore di Architettura という独立した高等建築教

育機関がローマを始めとする都市において設置される。

この法律制定の背景には建築家がトリノ、ミラノの工

学機関で公式に養成される一方で、その他都市の美術

アカデミーで非合法の「建築家」が相当数に養成され

ていたという事実があったiv。この結果、現在の伊建

築の学部教育につながる工学から自立した建築教育制

度が美術アカデミーを基盤として形成される一方で、

トリノ、ミラノには独自に形成された建築教育が工学

機関内に維持されることになる。 
○教育制度にみる両大戦間期イタリア建築の地域性 

以上の変遷から生じたトリノ、ミラノ、ローマにお

ける「建築」観の違いは、両大戦間期の各都市の建築

教育機関の授業計画の比較を通して、トリノでは建設

に関する授業、ミラノではデッサンや透視画などの「作

画disegno」に関する授業、ローマでは都市に関する授

業が著しく多くなっているという形で確認される。

1920年代ミラノでは、ブレラ美術アカデミーの建築教

育の機構をミラノ高等技術学校に移植することで工学

と芸術の二項対立を内包した建築観が維持されている。 

3. 両大戦間期の雑誌史料の統計解析とその解釈 
定期的に特定量の情報が発信され続けた雑誌を史

料とした分析は、建築に関する情報を発信するメディ

アの限定されていた両大戦間期の建築思潮を知る上で

有用である。しかしその情報量の膨大さゆえに、また

イタリア合理主義やファシズムという枠組みがこれま

で既往研究に及ぼしてきた影響力ゆえに、いかに雑誌

を史料として客観的に扱うかは重要である。本研究で

はその客観性を担保するために、質的データであるテ

キストを数量化し、統計的に解析するという方法で作

成した指標を基に雑誌史料を分析していく。本研究で

は、雑誌記事のタイトル及びサブタイトルがその記事

の主題を表していると解釈し、タイトル及びサブタイ

トルのセットを一つのテキストと見なして指標を作成

した。解析は、松村正宏、三浦麻子著『人文・社会科

学のためのテキストマイニング 改訂新版』vに準じた。 
○雑誌史料に見る地域性 

当時の建築雑誌として、ミラノの建築家 G.ポンティ

が監修した『ドムス』の 1928-1929、ローマの建築家

M.ピアチェンティーニと技師 G.ジョヴァンノーニが

監修した『建築と装飾芸術』の 1928-1931、トリノの

建築家 G.パガーノが監修した『カーザベッラ』の

1930-1935、トリノの建築家 A.メリスが監修した『都

市学』の 1934-1939 の掲載記事のタイトルをそれぞれ

主成分分析及び階層性クラスタリングという手法で解

析し、雑誌間の比較を行った。この解析手法はワード

の分布をもとにすべてのワードの情報量を出来る限り

多く含む主成分に集約してそのデータを距離に変換し

た樹形図で表示することで解析を行う手法である。本

研究では、図上のワードの塊を雑誌が扱うテーマ、全

体を複数のテーマが集まる雑誌の構造として解釈した。 

第一次大戦前後のトリノ，ミラノ，ローマ各都市の建築教育機関の模式図．図は筆者が作成．
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分析の結果、『ドムス』（ミラノ）及び『建築と装飾

芸術』（ローマ）には共通して「芸術 arte」に関する

テーマが見られる一方、『ドムス』には「作画 disegno」
に関するテーマ、『建築と装飾芸術』には「都市」に関

するテーマが見られた。またトリノの『カーザベッラ』

及び『都市学』には、「技師」が関与するテーマが共通

して含まれており、教育制度からみた地域性が雑誌の

テーマ構成にも共通して見られることが確認された。 

○『ドムス』（ミラノ）を分析するためのキーワード 
教育制度の地域性を建築雑誌にも確認した上で、

『ドムス』を 1930年の副題の変更前後で比較した。 
解析の結果、1920 年代には「菜園 orto」や「料理

cucina」といった生活を構成する諸要素に関心が向け

られている。1930 年代には 20 年代まで他テーマと関

連の小さかった「芸術 arte」というワードが、「トリ

エンナーレ triennale」という新たなワードとともに他

テーマとの関連を大きくしている。また 1920 年代、

1930 年代を通じて「調度 arredamento」というワード

が「近代的な moderno」との大きな関連を保ち続け、

30 年代に入るとこれに加えて「家具 mobile」という

ワードが現れていることが確認できる。 

さらに、相関の大きさが一定以上のワード同士をつ

なぎ表示するネットワーク

分析を同じく『ドムス』に

行った。この分析から、

1920 年代のワードの中で

「住宅 casa」というワード

が特に中心性をもっている

ことが確認できる。 

これらの結果に基づいて、「住宅 casa」、「芸術 arte」
―「トリエンナーレ triennale」、「近代的な moderno」
―「調度 arredamento」―「家具 mobile」という概念

及び概念同士の結びつきに着目して、両大戦間期のミ

ラノにおける建築思潮を分析していく。 
4. 「イタリア式の住宅」と「調度」の近代化 
 前述の統計解析で得られた鍵概念に基づいて『ドム

ス』における建築家 G.ポンティの言説を読解すること

で、両大戦間期ミラノの建築思潮を明らかにした。 
G.ポンティは 1928 年の『ドムス』創刊号巻頭の「イ

タリア式の住宅」という言説で彼の住宅観を表明した。

G.ポンティはこの言説で「イタリア式の住宅」をル・

コルビュジエの「住むための機械」と対比することで

前者を生活の豊かさを享受するためのものであるとし、

後者を住宅に必要な工学的側面として解釈しているvi。

また、創刊から 2 号目の巻頭「古 “美術品”と“古めか

しい”調度の賢明な区別」という言説で、彼は古い美術

品の価値を抑圧する”古めかしく”偽装された調度を批

判し、住宅における「近代的な環境 ambiente moderno」
の在り方を論じる。ここで彼は一見矛盾する「美しい

本物の古さ」の絶対的な価値を前提とすることで「近

代的な環境」及びそれを設えるための「調度」の在り

方を規定しているvii。彼がこれらの言説で表明した「住

宅」及び「調度」観が、1930 年代のミラノ・トリエン

ナーレにおいて「建築」と「装飾芸術」という関係の

中でさらに展開していくこととなる。 
○ミラノ・トリエンナーレの「芸術製作品」 

ミラノ近代工業装飾芸術・近代建築国際トリエンナ

ーレ博覧会は、1923 年から開催され始めたミラノ近郊

の都市モンツァの装飾芸術国際展を前身とする。1933
年にミラノへと拠点を移し名称が変更された第 5 回ミ

ラノ・トリエンナーレの監督となった G.ポンティは、

独自の建築及び装飾芸術の領域の再編を進める。この

建築及びその周辺領域の再編についても、G.ポンティ

の思考の背後にはル・コルビュジエの存在がうかがえ

る。ル・コルビュジエは 1925 年に装飾芸術を批判し、

「建築」「純正芸術」「道具」の 3 領域への再編を唱え

たviii。これに類似して G.ポンティもまた『ドムス』の

トリエンナーレ特集号第一号の巻頭において、建築と

装飾芸術が「建築」「壁面の絵画及び彫刻」「住宅の芸

術」の 3 芸術に要約されると述べているix。しかし、

ル・コルビュジエは装飾芸術を否定して工学の範疇と

しての「道具」にとって替えたのに対し、G.ポンティ

は装飾を否定する近代建築の傾向には同調する一方で

装飾芸術自体は否定しておらず、装飾芸術の延長上に

1928,1929 に発刊された『ドムス』タイトルのクラスター分析．
図は分析結果に筆者が点線で加工して作成．
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「壁面の絵画及び彫刻」、「住宅の芸術」の領域を位置

づけている。この近代的な枠組みの提示と既存の芸術

体制の擁護の両立は、「芸術製作品 produzione d’arte」
という概念に関する議論をとおして明確になっている。 

G.ポンティは特集号第 3 号巻頭の「装飾芸術の特徴」

で、装飾芸術の製作の側面としての「芸術製作品」と

いう概念を通して工業と手工芸、装飾と反装飾、芸術

品と実用品といった諸問題を装飾芸術に取り込んでい

るx。ここで彼は「芸術製作品」という概念を技術と芸

術の二項対立及びその両面の促進を通して議論してい

る。この点には「装飾芸術」の再編が、工学と美術の

独立した 2 機関の二重体制で形成されたミラノにおけ

る「建築」の延長上にあったことが見て取れる。 
○設計競技を通した「家具」の展開 
「芸術製作品」としての調度が

ミラノにおいてどのように展開し

たのかを、調度を含む装飾芸術を

設計する能力である「作画」及び

調度の構成要素である「家具」に

着目して分析した。 
『ドムス』における用法を見て

いくと、「作画 disegno」は自在画から用器画、図面ま

で多様な視覚表現、また動詞形の「作画する disegnare」
はこれらの視覚表現行為に加えて細部装飾や家具など

の装飾芸術の設計行為を意味している。この「作画」

という言葉の使われる状況にはミラノ・トリエンナー

レ前年の 1932 年から変化が見られる。家具の製作用

「作画」の販売の開始、全国工芸小工業組合への家具

の「作画」の提供など、工芸の枠組みでは製作品と同

様に基本的に一品物であった「作画」が、不特定多数

によって製作されるものとなっており、この時期から

産業構造の変化に伴い「作画」者と製造者との関係に

変化が生じ始めていることがわかる。 
またミラノ・トリエンナーレに向けた芸術製作品の

設計競技が『ドムス』の主催で行われている。

1930-1936 の間に行われた設計競技の内 9 つが芸術製

作品に関するもので、これらの内 6 つが 1933 年及び

1936 年のトリエンナーレに向けて行われている。これ

ら設計競技には、当時のイタリアの建築、都市の設計

競技で審査員を務めていた M.ピアチェンティーニ、

G.パガーノも審査員に参加しており、G.ポンティが芸

術製作品と捉えるものが同時代のイタリアにおいても

建築の問題として認識され、当時の建築家たちが芸術

製作品の展開に積極的に関与していたことがわかる。

これらの設計競技を通して G.ポンティの言及した芸

術製作品に関する問題が具体的に

模索されており、ラジオ蓄音機の

設計競技では既存の装飾芸術の枠

組みに存在しない家電製品をいか

に作画し近代的な環境を設えるか

といった問題、超硬質ガラスを調

度に応用する設計競技では新しい

材料をいかに既存のプログラムに適用していくかとい

った問題が掘り下げられている。これら設計競技の入

賞者はグルッポ 7 の L.フィジーニと G.ポッリーニ、

F.アルビーニ、B.B.P.R.など当時のイタリア合理主義

の中心的人物であり、彼らの作画は商品化されている。 
5. 結：ミラノにおける「装飾芸術」の近代化 

以上のように、高等教育制度の形成に伴って生じた

技術と芸術を二項対立を内包するミラノの特殊な「建

築」は、第一次世界大戦後の住宅を中心とした建築の

刷新の動きの中で、G.ポンティの『ドムス』での「住

宅」から「調度」に至る概念の提示、ミラノ・トリエ

ンナーレでの建築及びその周辺領域の刷新、家具を含

む「芸術製作品」の展開を通して、「装飾芸術」の近代

化へとつながっていったといえる。 
このミラノの建築によって主導された装飾芸術の

近代化における「作画」の展開は、イタリアにおける

「プロダクト・デザイン」の領域の萌芽と呼べる。1936
年 G.ポンティはミラノ高等技術学校を前身とするミ

ラノ工科大学の建築学部教授となっており、1963 年同

建築学部内に「室内、調度、装飾の建築機関」を設置

している。また、この間に建築学部を卒業した建築家

らが第二次大戦後戦後プロダクト・デザインの領域に

おいてイタリアを代表していくことになっていく。  
                                                        
i 鈴木博之、山口廣『新建築学体系 5 近代・現代建築史』、

彰国社、1993、154 頁 
ii Pugno, G. M., Storia del Politecnico di Torino, 
Stamparia Artistica Nazionale:  Turino, 1959, p.75. 
iii Dei Poli, A. et. al., Il centenario del Politecnico di 
Milano 1863-1963, Tamburini: Milano, 1964, pp.141-143. 
iv De Stefani, L., Le scuole di architettura in Italia. Il 
dibattito dal 1860-1933, Franco Angeli: Milano, 1992, 
pp.117-128. 
v 松村正宏、三浦麻子『人文・社会科学のためのテキストマ

イニング 改訂新版』誠信書房、2014 
vi Ponti, G., “La casa all’italiana” in Domus, dic., Milano, 
1929, p.18. 
vii Ponti, G., “Distinzione di giudizio fra il “pezzo” antico e 
l’arredamento “in antico”” in Domus, feb., Milano, 1929, 
p.13. 
viii ル・コルビュジエ『今日の装飾芸術』前川国男訳、鹿島

出版会、1966、137 頁 
ix Ponti, G., “1o fascicolo dedicato alla Triennale di 
Milano” in Domus, may, Milano, 1933, p.223. 
x Ponti, G., “Caratteri delle arti decorative” in Domus, jul., 
Milano, 1933, p.347. 

G.ポンティ作画の住宅の
細部装飾．1928.12月号
出典：            , dic., 1928, p.63Domus

商品化されたL.フィジーニ，G.ポ
ッリーニ作画のラジオ．1934.1
月号．出典：            , jan., 1934, p.1Domus
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養蚕と結城紬の生産が鬼怒川流域の民家建築に与えた影響 
 

修士	 正会員	 今井	 文子（筑波大学） 
 
１．研究概要	

	

２．対象地域について	
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４．対象地における民家建築の特徴 
４．１	 民家建築の類型	
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写真 1：右・小林作十郎氏（参考文献４よ	

り引用）	左・氏による初期の細工絣（個人蔵）	
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図４：k邸配置図	 	 	 	 	 写真上：作業場内部	 下：ポール	
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図３：鬼怒川流域で養蚕と結城紬生産を行う民家の変遷	
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４．２	 養蚕と結城紬の生産が民家建築に与えた影響	
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（前略）作十郎の見た高際家の木綿機業はとびき

り高価な機を導入し、大量生産をしている割には

それほどうまみのある商売ではなかった。しかも

製品の価格が労働の質や量とにかかわりなく、得

体の知れない相場の動きによって一方的に決定さ

れてしまうために、その経営はいきおい投機的に

なり常に不安定であった。「こんなことなら紬の方

がよっぽどましではないか」と、作十郎が最後に

そう思った。  
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導電性高分子ポリマー(PEDOT/PSS)を用いた 
通電再生型デシカント空調に関する研究 

 
修士 正会員 弥富 飛鳥（東北大学） 

 
1. 研究の背景と目的 

近年、地球温暖化問題への対策があらゆる分野で求

められている。日本における建築関連の CO2 排出量は

その約 1/3 を占めており 1)、建築分野における CO2削

減は最重要課題の一つである。建築関連の CO2 排出量

の中でも特に空調のエネルギー消費による割合が高い。

そこで、本研究ではデシカント空調に着眼点を置く。

デシカント空調とは、シリカゲルといった吸湿性のあ

る材料を用いて湿度を制御する省エネ型除湿空調であ

る。従来の冷却除湿方式では、空気を露点温度まで冷

却して除湿するために多くのエネルギーを消費すると

ともに、室内の顕熱比が小さい場合には再熱が必要で

あった。一方、デシカント空調は、除湿のために冷却

を必要とせず、除湿材料の再生には、低温排熱の利用

による省エネ化が期待される。またデシカント空調に

は除湿による快適性の向上だけでなく、除菌効果や外

気導入による IAQ(室内空気質)向上のメリットもあり、

室内環境の向上が期待される。 
デシカント空調が日本で普及するようになってか

ら 15 年以上が経過し、これまで多くの研究が為され

てきた。しかし、デシカント空調のシステム構成は当

初から殆ど変化がなく、装置サイズが大きいといった

問題は依然として残っている。そこで、本研究では通

電再生型デシカント空調というシステムを提案する。

通電再生型デシカント空調とは、吸湿性と導電性を兼

ね備えた材料を使用し、通電加熱により直接除湿エレ

メントを再生する新しい再生方式のデシカント空調で

ある。通電再生型デシカント空調には再生熱源の不要

化による装置の小型化や除湿性能及び省エネ性能向上

の可能性といった利点があり、性能を評価する価値が

十分にあると判断した。 
本研究の目的は、通電再生型デシカント空調の除湿

性能及び省エネ性能を明らかにすることである。最終

的には、除湿エレメントの厚み方向に対する通電量を

制御することで、更に性能を向上させ、デシカント空

調の利用範囲の拡大により、空調の省エネ化と室内環

境の向上を目指す。 
2. 導電性高分子ポリマー(PEDOT/PSS)の性能検証 

通電再生型デシカント空調を実現するため、吸湿性

と導電性を兼ね備えた PEDOT/PSS という材料を採

用した。 
2.1 PEDOT/PSS について 

PEDOT/PSS とは、ポリ 3,4-エチレンジオキチオフ

ェン：Poly (3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT)
とポリスチレンスルホン酸：Polystyrene sulfonate 
(PSS)の混合体である。PEDOT/PSS は透明電極等に

利用される材料として開発されたが、高い吸湿性が欠

点と考えられていた。しかし、導電性と吸湿性を兼ね

備えた PEDOT/PSS をデシカント材として用いれば、

通電再生型デシカント空調が実現し、デシカント空調

の性能を高めることが可能だと考えた。 

2.2 吸着等温線の測定 

PEDOT/PSS の吸湿性を水蒸気吸着等温線によって

評価した。水蒸気吸着等温線とは、等温下で吸着平衡

に達したときの水蒸気吸着量を複数の相対圧で測定し

た結果を表した曲線である。材料によって曲線の形状

や吸着量が異なり、吸着等温線を測定することによっ

て各材料の吸湿性を明らかにすることができる。 
吸着等温線の測定には、PEDOT/PSS の他に、比較

対象として、従来のデシカント材料であるスポンジ酸

化チタンとゼオライトを使用した。測定結果を図 1 に

示す。PEDOT/PSS の最大吸着量が他の 2 つの材料よ

り大きく、従来の材料よりも吸湿性が高いと言える。

更に、相対圧に対する吸着量の変化が大きく、除湿と

再生が素早く行われることから、デシカント空調の性

能向上が期待できる。 
3. 通電再生型デシカント空調の実験による性能検証 

吸着等温線は定常状態(吸着平衡)における吸湿性を

評価するが、実際のデシカント空調の運転は非定常状

態である。そのため、実際のデシカント空調の運転を

図 1 吸着等温線の測定結果 
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再現した実験装置によって非定常状態における

PEDOT/PSS を用いた除湿エレメントの性能を評価し

た。更に、除湿エレメントを通電可能な状態に構成し、

通電再生型デシカント空調の評価も行った。 
3.1 除湿エレメントの構成 

PEDOT/PSS の溶液を加熱乾燥すると、薄膜を形成

する性質がある。この性質を利用して、セラミックペ

ーパーと共に加熱乾燥することで強度のあるデシカン

ト膜を開発した。このデシカント膜を使用して実験用

の除湿エレメントを構成した。ユニットの断面構成を

図 2 に示す。デシカント膜と銅板を交互に重ねて断熱

材とアクリル板で囲み、ボルトとナットで固定するこ

とでユニットを製作した。除湿エレメントのサイズは

10×100×100mm である。 
3.2 実験方法 

図 5 に実験概略図を示す。実験方法は、除湿エレメ

ントに対して処理空気と再生空気を 3 分間ずつ交互に

送り、入口と出口の温湿度を測定して除湿量を算出す

ることによって、除湿エレメントの除湿性能を評価す

るという方法である。既往の研究との違いは、再生時

に直流電源を用いて除湿エレメントを通電することに

よって再生する点である。処理空気の温度・湿度は関

東の夏季の外気を想定して 33℃･60% (19.1g/kg’)とし、

再 生 空 気 の 温 湿 度 は 還 気 再 生 の 場 合 28 ℃ ･

50%(11.8g/kg’)、外気再生の場合 33℃/60%(19.1g/kg’)
とした。全ての実験ケースでユニット内の面風速が

2.5 m/s となるように制御した。このときの風量は 9 
m3/hとなる。除湿量は以下の式(1)によって算出した。 

D = ∫(ρa ×
Q

3600 × ΔX)dt  ·········································································································································································  式(1) 

Dは除湿量[g]、ρaは空気密度[kg/m3]、Qは風量[m3/h]、
ΔX は除湿エレメントの入口と出口の絶対湿度差

[g/kg’]、t は時間[s]である。 
実験条件を表 1 に示す。実験ケースは全 19 ケース

あり、CASE A~D の 4 ケースに分類される。CASE A
は通電量を変化させたケース、CASE B は除湿エレメ

ントの構成を変化させたケース、CASE C は通電再生

と従来型再生を組み合わせたハイブリッド型再生のケ

ース、CASE D は従来型再生で再生温度を変化させた

ケースである。これらの実験ケースは、他の条件を一

定にしてある要素を変化させることで、その要素が除

湿量に与える影響を明らかにすることを意図している。 
3.3 測定項目 

測定項目は、除湿エレメントの入口と出口及び実験

室内のそれぞれの温度・湿度、除湿エレメントの内部

温度、除湿エレメントを通過する風量の 3 項目である。

入口と出口の温湿度の測定は応答の速い温湿度センサ

ー(センシリオン SHT75)とマイコンボード(Arduino 
UNO)を用いたシステムによった。内部温度は K 型熱

電対を流路方向に 10mm 間隔で 10 点設置して測定し

た(図 4 参照)。風量は差圧計とオリフィスを用いて全

圧と差圧(動圧)の測定値から算出した。 
3.4 実験結果  

実験結果には除湿と再生を十分に繰り返した後の

測定結果を用いている。温度と絶対湿度の時間変化に

関して、代表的に CASE A-4(30W の通電)の測定結果

を図 6~9 に示す。図 7 より、除湿と再生共に出口と入

口の絶対湿度差が生じていることから、通電再生によ

ってデシカント空調の運転が可能であることを確認し

た。また図 6 より、再生時の出口空気の温度が入口空

気より高くなっていることから、通電による除湿エレ

メントの加熱が確認できる。図 8 の内部温度に着目す
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表 1 実験条件 
実験
ケース

通電量
[W]

膜同士
の間隔
[mm]

成膜回数
[回]

再生空気 処理空気 ユニット内
の面風速

[m/s]

除湿 再生
温度
[℃]

湿度
[g/kg']

温度
[℃]

湿度
[g/kg']

サイクル時間
[min]

CASE A-1 0 2.0 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE A-2 8 2.0 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE A-3 17 2.0 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE A-4 30 2.0 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE B-1 17 2.0 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE B-2 17 1.5 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE B-3 17 1.0 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE B-4 17 0.5 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE B-5 17 2.0 1 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE B-6 17 2.0 2 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE B-7 17 2.0 3 28 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE C-1 17 1.0 1 35 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE C-2 17 1.0 1 40 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE C-3 17 1.0 1 45 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE C-4 17 1.0 1 35 19.1 33 19.1 2.5 3 3
CASE C-5 17 1.0 1 40 19.1 33 19.1 2.5 3 3
CASE C-6 17 1.0 1 45 19.1 33 19.1 2.5 3 3
CASE D-1 0 1.0 1 45 11.8 33 19.1 2.5 3 3
CASE D-2 0 1.0 1 50 11.8 33 19.1 2.5 3 3

他のケースと同じ値 他のケースと異なる値 分類内のケース間で同じ値

図 2 ユニットの断面構成 
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ると、再生時では除湿エレメントの中心部分の温度が

最も高い。これは、通電によって発生した熱が中央部

分に蓄積し、後半部分でデシカント材の再生に使用さ

れるからだと考えられる。ここで、図 9 に従来型再生

(CASE D-2)の内部温度の時間変化を示す。従来型再生

は入口から出口に向かって温度が低くなっており、通

電再生と比較して内部温度の挙動が異なる。 
図 10 に全実験ケースにおける 1 サイクル当たりの

除湿量を示す。通電量を変化させた CASE A に着目す

ると、通電量を大きくするほど除湿量が大きくなるこ

とが分かる。次に、接触面積を変化させた CASE B-1~4
に着目すると、空気とデシカント材との接触表面積、

及び除湿エレメントのデシカント材の含有量を大きく

すると、除湿量が大幅に増大することが分かる。但し、

CASE B-4 は除湿エレメントの圧力損失が大きく、他

のケースと同じ面風速が得られなかったため、実験不

可能となった。ここで単位時間当たりの投入エネルギ

ーを基準に、通電再生と従来型再生を比較する。通電

再生の場合、通電量がそのまま求める投入エネルギー

となる。従来型再生の場合、以下の式(2)から求めた。 

W = ρa × Ca ×
Q

3600 × (θr − θRA)  ·········································································································································································  式(2) 

W は単位時間当たりの投入エネルギー[J/s]、Ca は空気

の比熱 [J/(kg∙K)]、ρa は空気密度[kg/m3]、Q は風量

[m3/h]、θr は再生温度[℃]、θRA は還気空気の温度[℃]
である。CASE D-2 の単位時間当たりの投入エネルギ

ーは 66.4 J/s となる。投入エネルギー以外の条件が同

じである CASE D-2 と CASE B-3 と比較すると、通電

再生の投入エネルギーが 1/3 程度であるにも関わらず、

除湿量は通電再生の方が 2 倍近く多い。これは、従来

型再生より通電再生の性能の方が優れていると言える。 
吸脱着熱と脱着量より、CASE A-2~4, B-1~6 につい

て通電による投入エネルギーの脱着への寄与率を算出

した。PEDOT/PSS の吸脱着熱は既往研究 3)を参考に

した実験によって、3.120×106 J/kg と算出した。図

11 に投入エネルギーと吸脱着熱量、図 12 に脱着への

寄与率を示す。CASE B に着目すると、空気とデシカ

ント材との接触表面積、及びデシカント材の含有量が

大きいほど、脱着への寄与率が大きくなる。これは除

湿エレメントの空気との接触表面積とデシカント材の

含有量を大きくすれば、デシカント空調の性能が向上

することを示唆している。 
4. シミュレーションによる検討 

デシカント空調には多くのパラメータが存在し、そ

れらを実験によって網羅的に検討するのは現実的でな

い。そこで既往の研究 3)に基づき、シミュレーション

による検討を行った。 
4.1 通電再生項の加味 

基本式は以下の式(3)~(7)で成り立っている。 
空気の水蒸気収支式 

  ·········································································································································································  式(3) 
空気の熱収支式 

  ·········································································································································································  式(4) 
デシカント材の熱収支式 

  ·········································································································································································  式(5) 
吸着速度式(LDF モデル) 

  ·········································································································································································  式(6) 
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吸着等温線の式 
  ·········································································································································································  式(7) 

式(3)~(5)の微分項は有限差分法により離散化し、既往

の研究 3)と同様の方法で解いた。シミュレーション上

での通電再生は、式(5)の右辺に通電再生項 Q を加味す

ることによって再現した。空間刻みは 10mm、時間刻

みは 1s とした。境界・初期条件を表 2 に示す。 

4.3 シミュレーションの妥当性の検討 

実験とシミュレーションを比較する。対象としたの

は CASE A の実験ケースである。パラメータの値は表

3 のように設定した。代表的に CASE A-4 の湿度変化

について、実験とシミュレーションとの比較を図 13
に示す。シミュレーションが湿度変化を忠実に再現し

ていることが分かる。図 14 に CASE A における実験

とシミュレーションの除湿量の比較を示す。CASE 
A-1 は通電なしであり、測定誤差が大きく実験値と計

算値の差異が大きくなっているが、概ね全てのケース

で通電量と除湿量の関係を再現していることからシミ

ュレーションが妥当だと結論付けた。 
4.4 セル密度による検討 

一般的なデシカントロータのセル密度は 150~500 
cpsi である 4)。比表面積が同じになるように実験で使

用した除湿エレメントをセル密度に換算した結果を表

4 に示す。実験で使用した除湿エレメントはセル密度

が非常に低いことが分かる。図 15 にシミュレーショ

ンによるセル密度と除湿量の関係を示す。ユニット当

たりの通電量を 40W と 17W で一定としても、いずれ

の場合もセル密度を大きくすると除湿量が大幅に多く

なる。これは、セル密度がデシカント空調の性能への

影響が大きいことを意味している。 
4.4 通電再生と従来型再生の比較 

セル密度 250 cpsi 一定とし、単位時間当たりの投入

エネルギーを基準に、シミュレーション上で通電再生

と従来型再生を比較した結果を図 16 に示す。同じ投

入エネルギーでも通電再生の除湿量の方が大きく、通

電再生の性能の方が高いことが確認された。 
5. 結論 

実験により、通電再生によるデシカント空調の運転

が可能であること、除湿エレメントのセル密度、通電

量をそれぞれ大きくすると除湿量が多くなることを確

認した。また、シミュレーションによって通電再生を

含む除湿・再生プロセスを再現し、解析の妥当性を確

認した。実験とシミュレーションの両面から、セル密

度はデシカント空調の性能への影響が大きいこと、従

来型再生より通電再生の性能が高いことを明らかにし

た。以上から、PEDOT/PSS を用いた高セル密度の除

湿エレメントの製造が可能なら、確実にデシカント空

調の性能を向上させることができると結論付ける。 
 
【参考文献】 
1) 秋山宏 他：建築雑誌, Vol.114, No.1444, 日本建築学会, 

1999.10 
2) 奥崎秀典：応用物理，Vol.83 No.10，2014，pp.834-838 
3) 義江龍一郎 他：空気調和・衛生工学会大会学術講演会論

文集, pp.351-354, 2006 
4) 三菱樹脂, WO2011132527 A1, 2011.4 

表 3 パラメータの設定(CASE A) 

図 13 湿度変化に関する実験とシミュレーションの比較 

表 2 初期条件と境界条件 

図 15 セル密度と除湿量 
の関係 

図 16 通電再生と従来型再生の

比較 

初期/境界条件 変数 状態 値

初期条件

Ta(x, 0)
処理空気の温度 全てのケースにおいて、33℃Td(x, 0)

Xa(x, 0)
処理空気の湿度 CASE Aの場合、11.8 [g/kg‘]Xd(x, 0)

w(x, 0) 処理空気における
平衡含水率

PEDOT/PSSの場合、0.41 [kg/kgd]
(吸着等温線の測定より)

境界条件
入口 Z(0, t) 実験における入口空気の測定値
出口 Z(L, t) 一つ手前の値 Z(L-Δx, t)

※ 変数Zは5つの未知数の内、任意の変数の意

図 14 実験とシミュレーション

の除湿量の比較(CASE A) 
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着衣内空気層での気流性状が人体周りの熱水分移動に及ぼす影響 

 
修士 正会員 大崎智寛（神戸大学） 

 
 

1. はじめに 

 着衣の熱水分移動を考慮した人体熱モデルによる熱

的快適性の数値的評価において、人体と着衣の間の空

気層（着衣内空気層）で生じる換気の影響を考慮する

手法がなく、数値計算の結果に対する疑問の余地があ

った。これまでに着衣内の一部分における気流速度と

風向の測定 1)やトレーサガス法による衣服内の換気量

の測定 2), 3)が試みられているが、着衣内の風速や開口

の流量を全体にわたって測定することは困難である。

一方、空気層を簡易な形状に近似した数値解析 2), 4)が

行われているが実際の空気層形状を考慮した解析が必

要と考えられる。Takada ら 5)は、着衣内空気層の実形

状を考慮した数値流体解析を行い、着衣内空気層での

換気性状を明らかにしたが、膨大な計算容量を要し、

多様な条件での計算には適した方法とは言えない。 

 そこで本論文では、数値流体解析の簡易化として、

着衣内空気層の実形状データを利用して、室の分割方

法や開口の面積や高さを与えた多数室の換気計算モデ

ルにより、着衣内空気層での換気性状のモデル化を行

った。さらに、作成した換気計算モデルを「着衣－人

体非定常熱水分収支モデル」に組み込み、実形状デー

タを用いた数値流体解析で求めた着衣内空気層の対流

熱伝達率を用いて、着衣内空気層における換気が人体

の温熱生理反応に与える影響を検討した。 

 

2. 実形状データを用いた人体周りの数値流体解析 

2.1解析方法・条件 
 解析対象は着衣状態のマネキンを室中央に配置した

室である（図 1）。解析用の人体モデルは裸体時と半袖

シャツ着用時のマネキンの表面座標データから得る

(図 2)。解析空間の壁表面と流入する空気を 28℃、被

覆部皮膚を 35℃とした（表 1）。表 2 に示すように、

定常状態である全 6 条件について計算を行う。Case-
1~Case-3 は着衣内空気層の実形状データを用い、

Case-4~Case-6は半袖シャツをスーツの最も内側のシ

ャツとし、仮想的に裾を閉じた形状を想定して裾で空

気の流入出が起こらない条件とした。静穏気流条件及

び人体前方から 0.5m/s もしくは 1.5m/s の風が吹く強

制対流条件について計算を行う。0.5/s の風は室内で想

定される程度の気流を、1.5m/s の風は歩行によって生

じる気流を想定している。着衣内空気層と人体周辺の

空気とのつながりを考慮して、各開口(裾, 袖, 襟, 着
衣布面)での流量を得る。また、被覆部皮膚と着衣内空

気層の温度、被覆部皮膚の皮膚表面熱流の平均値から、

被覆部皮膚－着衣内空気層の対流熱伝達率を求める。 
 さらに、各開口を仮想的に閉じ、空気の移動がない

条件下で、各開口で生じる静圧を求め、静圧と自由風

の動圧から各開口の風圧係数を求める解析も行う。 

 
  表 1 解析条件          表 2 解析ケース 

 
 
2.2解析結果 

 図 3 に Case-1～Case-6 での流量収支の計算結果を

示す。開口の基準条件では、裾での流出入量が大きい

ことが共通しており、同じ気流条件の裾閉じ条件に比

べ流量が大きい。また、周辺風速が大きくなる毎に流

量が大きくなることは両条件についても共通している。 
 

図 3 着衣内空気層での流量収支（数値流体解析） 

図 2 人体モデル 

＋ ⇒

（解析用の人体モデル）（着衣モデル）（人体モデル）4m
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x

図 1 解析対象 
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開口 気流
Case-1(基準, 静穏気流) 静穏気流
Case-2(基準, 前0.5m/s) 人体前方から0.5m/sの風
Case-3(基準, 前1.5m/s) 人体前方から1.5m/sの風
Case-4(裾閉じ, 静穏気流) 静穏気流
Case-5(裾閉じ, 前0.5m/s) 人体前方から0.5m/sの風
Case-6(裾閉じ, 前1.5m/s) 人体前方から1.5m/sの風

裾閉じ

基準

基準の開口条件 裾閉じ条件

数値流体コード SCRYU/Tetra Ver.11
速度境界条件 人体・壁表面：No Slip

温度境界条件

壁面, 下半身と腕の
露出部の皮膚：28[℃],
その他の皮膚：35[℃]

吹き出し口 温度：28[℃]
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3. 換気計算モデルでの衣服内の換気量の計算 

3.1 計算方法・条件 

 着衣内空気層の狭窄による形状抵抗を考慮するため、

着衣内空気層を多数室モデルとして扱い、換気性状の

モデル化を行う。図 4 に多数室モデルの模式図を示す。

また、着衣内空気層の各室の温度と風圧係数について

は数値流体解析により求めたものを与える。 
 

  

図 4 多数室モデルの模式図 
 ギリシャ数字で表しているのが室の番号であり、アラビア数

字で表しているのが開口の番号である。全部で 11 室 33 開口あ

る。室番号に並べて示す（ ）の数字は各室の布面開口の番号を

表している。 
 
 多数室モデルの基礎式を式(1)~(4)に示す。式(1)は単

室での、式(2)は全室での流量収支式を表しており、式

(3), (4)式を用いて各室での流量収支が成り立つよう、

逐次、室内圧の値を改良する。 
 

0 = ∑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(∆𝑝𝑝𝑚𝑚) ∙ 𝛼𝛼𝐴𝐴𝑚𝑚
√2|∆𝑝𝑝𝑚𝑚(𝑧𝑧)|

𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+ ∑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(∆𝑝𝑝𝑛𝑛) ∙ ∫

|∆𝑝𝑝𝑛𝑛(𝑧𝑧)|
𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑛𝑛𝑚𝑚
 (1) 

[𝐼𝐼]𝑀𝑀、 𝑁𝑁[𝐺𝐺]𝑁𝑁 = {0}𝑁𝑁 (2) 

{∆�̂�𝑝}𝑀𝑀𝑛𝑛+1 = −[𝐵𝐵]−1𝑀𝑀、 𝑀𝑀
(𝑛𝑛){∆�̂�𝐺}𝑀𝑀

(𝑛𝑛)
 (3) 

[𝐵𝐵]𝑀𝑀、 𝑀𝑀
(𝑛𝑛) = [𝐼𝐼]𝑀𝑀、 𝑁𝑁‖𝜕𝜕𝐺𝐺 𝜕𝜕𝑝𝑝⁄ ‖𝑁𝑁、 𝑁𝑁

(𝑛𝑛)[𝐼𝐼]𝑇𝑇𝑁𝑁、𝑀𝑀 (4) 
記号 Δp：開口内外差圧[Pa]， α：流量係数[-]， A：各開口
の開口面積[m2]， Zh：シャツの上端高さ[m]， R：通気抵抗
度[Pa･s/m]， B：開口幅[m]， H：開口高[m]， I：結合行列， 
G：開口での流量[kg/s]， Δ p̂：室内圧の修正量[Pa]， Δ Ĝ：
流量収支[kg/s]， p：開口での差圧[Pa] 
添え字 M：室， N：開口， n：計算回数 

 

換気計算モデルでは、実形状データをもとに、着衣

外側の開口の面積や位置を与え、布面での通気を考慮

する。室の分割は、着衣内空気層を前後に分け、実形

状データで空気層厚さが極小値となる高さ（図 5 破線）

で室を区切り、開口を設けることで流路上での抵抗を

表現することを方針として行う。さらに、襟の部分で

の空気層の狭窄（図 5）、胴部から袖にかけての脇の部

分での空気層の狭窄と気流経路の急激な曲がり、人体

前後方向に関する断面積を取り出した断面よりも空気

層厚さの小さい位置での狭窄（図 6）を考慮するため、

襟(4, 5)の開口面積を 0m2とし、脇部(21, 22)の面積に

係数(=1/15)を与え、人体前後をつなぐ開口(14-20)の面

積に係数(=0.6)を与える。表 2 に示すように、数値流

体解析で求めた定常状態である Case-1~Case-6 の全 6
条件について計算を行い、室温は 28℃とする。 

 

図 5 着衣内空気層の厚さの鉛直分布 7) 

半袖シャツ着用時に生じる、着衣内空気層の厚さの実測結果。

人体を前後に分けた着衣内空気層の厚さの平均値を示している。 
 

 
図 6 代表高さ(z=0.80)での着衣・人体表面の断面 

 人体と着衣の水平断面図を示し、ここでは代表高さとして

z=0.80 での例を示す。断面積を求めた位置（y=0.0）と着衣内空

気層の厚さが最も小さくなる位置（y=-0.04）を示している。 
 
3.2 計算結果 

 図 7 に Case-1~Case-6 で、換気量と数値流体解析に

より求めた換気量を示す。図 7 から、全ての条件で換

気計算は、数値流体解析による換気量の結果を概ね再

現していることが分かる。 

 

 
図 7 換気計算と数値流体解析による換気量 

腕4 5↓ ↓20
ⅵ - (28) ⅹ - (32)→

胴部

ⅺ - (33)

10 13↑ ↑19
ⅴ - (27) ⅸ - (31)→9 12↑ ↑18
ⅳ - (26) →8 ↑

21 17 22 22
ⅲ - (25)← → → → ←

21

6 ↑

3 ↑
7 ↑ 人体前方 ← → 人体後方

ⅷ - (30)
16

ⅱ - (24) →

1 2↑ ↑

15
→

ⅰ - (23)
1114 ↑

人体前方 ← → 人体後方

→ ⅶ - (29)

着衣
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4. 着衣内空気層での換気が人体に与える影響 
4.1 計算方法と条件 
 「着衣－人体非定常熱水分収支モデル」8)に、作成し

た換気計算モデルを組み込み、数値流体解析で求めた

対流熱伝達率を与え、換気が人体の温熱生理反応に与

える影響を検討する。着衣内空気層と室空気との換気

量を着衣内空気層の温度を用いて換気計算により求め、

求めた換気量から着衣内空気層の温度を求める計算を

逐次行い、この計算モデルを以後連成モデルとする。

人体熱モデルとして用いる Stolwijk モデル 9b)は、

Head、Trunk、Arms、Hands、Legs、Feet の 6 部位

を区別する人体熱モデルであり、ここでは Trunk をシ

ャツによる被覆部、それ以外の部位を露出部として扱

う。人体及び人体周りの熱・水分移動の模式図を図 11
に示す。着衣内空気層における熱・水分収支式を式(5), 
(6)に、着衣内の熱・水分収支式、平衡含水率曲線を式

(7), (8), (9)に示す。着衣内空気層側境界条件式を式(10), 
(11)に、室空気側の境界条件式を式(12), (13)に示す。

人体から室空気に向かう向き（図 8 の上向き）を熱流・

水分流の正の向きとする。室温は低温低湿な環境を想

定した 25℃、40%とする。 
 

図 8 人体及び人体周りの熱・水分移動の模式図 

 

 
 着衣内空気層での対流熱伝達率は数値流体解析によ

り得られた値を用いて計算を行う。この時、被覆部皮

膚－着衣内空気層と着衣内空気層－着衣内側の対流熱

伝達率は、着衣領域の空気に圧力損失を与えることで

布面での通気を考慮（着衣領域には空気のみが存在）

しており、着衣表面での表面熱流を計算できないため、

同じ値とする。 

 定常条件で計算を行う。表 3 に示す全 24 条件につ

いて計算を行う。Case-a の計算は着衣内空気層での換

気を評価した計算であり、換気計算を考慮し、かつ、

着衣内空気層での対流熱伝達率は数値流体解析と同様

に気流条件毎に変化させた値とする。対して、Case-b

の計算は着衣内空気層での換気が生じないとした計算

であり、換気計算を考慮せず、かつ、着衣内空気層で

の対流熱伝達率は気流条件によらず一定の値（静穏気

流条件での値）を与える。Case-a と Case-b の比較を行

うことにより換気の熱水分場への影響を評価する。さ

らに、換気の移流による熱移動と換気の対流熱伝達率

の促進による影響を分離して評価するために、Case-c

では、換気計算を考慮し、対流熱伝達率を気流条件に

よらず一定の値を与え、Case-d では換気計算を考慮せ

ず、対流熱伝達率を気流条件毎に変化させる計算を行

う。また、裾を閉じた条件でも基準の開口条件と同様

に計算を行い、Case-a'~Case-d'とする。 

 
表 3 計算ケース 

 

室空気
Ta , Xa

深部
Tcr

露出部皮膚
Tsk , Xsk

被覆部皮膚
Tsk  , Xsk

着衣内空気層

Tal  , Xal

着衣
Tcl , Xcl

熱・水分

熱 熱

熱・水分

熱・水分

熱・水分

熱

Stolwijk
model

熱水分移動
モデル

熱・水分

換気計算
の考慮 V[m/s] acin[W/m2/K] 換気計算

の考慮 V[m/s] acin[W/m2/K]

Case-a0.0 0.0 6.4 Case-a'0.0 0.0 5.7
Case-a0.5 0.5 8.3 Case-a'0.5 0.5 7.5
Case-a1.5 1.5 22.3 Case-a'1.5 1.5 18.4
Case-b0.0 0.0 Case-b'0.0 0.0
Case-b0.5 0.5 Case-b'0.5 0.5
Case-b1.5 1.5 Case-b'1.5 1.5
Case-c0.0 0.0 Case-c'0.0 0.0
Case-c0.5 0.5 Case-c'0.5 0.5
Case-c1.5 1.5 Case-c'1.5 1.5
Case-d0.0 0.0 6.4 Case-d'0.0 0.0 5.7
Case-d0.5 0.5 8.3 Case-d'0.5 0.5 7.5
Case-d1.5 1.5 22.3 Case-d'1.5 1.5 18.4

基準の開口条件 裾閉じ条件

○：考慮する, ×：考慮しない

○

× 6.4

○ 6.4

×

5.7

×

○

× 5.7

○

𝑐𝑐𝑎𝑎𝜌𝜌𝑎𝑎𝑉𝑉 ∙ 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄ = 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑆𝑆 
           +𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎) 𝑆𝑆 + 𝑐𝑐𝑎𝑎𝜌𝜌𝑎𝑎𝑄𝑄𝑡𝑡(𝑇𝑇𝑎𝑎 − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎) 

(5) 

𝜌𝜌𝑎𝑎𝑉𝑉 ∙ 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄ = 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐′(𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑆𝑆 
+𝛼𝛼𝑐𝑐′ (𝑋𝑋𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐 − 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎) 𝑆𝑆 + 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑄𝑄𝑡𝑡(𝑋𝑋𝑎𝑎 − 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎) 

(6) 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝜌𝜌𝑐𝑐𝑎𝑎
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑑𝑑 = 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 (𝜆𝜆
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕) + 𝐿𝐿 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 (𝜆𝜆′𝜕𝜕𝑋𝑋
𝜕𝜕𝜕𝜕) (7) 

𝜌𝜌𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 = 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 (𝜆𝜆′ 𝜕𝜕𝑋𝑋
𝜕𝜕𝜕𝜕) (8) 

𝜕𝜕 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋、𝑇𝑇) (9) 
−𝜆𝜆 ∙ 𝜕𝜕𝑇𝑇 𝜕𝜕𝜕𝜕⁄ |𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐) + 𝛼𝛼𝑟𝑟𝑐𝑐 (𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐) 
                                                                +𝐿𝐿𝛼𝛼𝑐𝑐′(𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐) (10) 

−𝜆𝜆′ ∙ 𝜕𝜕𝑋𝑋 𝜕𝜕𝜕𝜕⁄ |𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝑐𝑐′(𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐) (11) 

−𝜆𝜆 ∙ 𝜕𝜕𝑇𝑇 𝜕𝜕𝜕𝜕⁄ |𝑐𝑐 = (𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑟𝑟𝑐𝑐) (𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑎𝑎) + 𝐿𝐿𝛼𝛼𝑐𝑐′(𝑋𝑋𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐 − 𝑋𝑋𝑎𝑎) (12) 

−𝜆𝜆′ ∙ 𝜕𝜕𝑋𝑋 𝜕𝜕𝜕𝜕⁄ |𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝑐𝑐′(𝑋𝑋𝑐𝑐𝑎𝑎、𝑐𝑐 − 𝑋𝑋𝑎𝑎) (13) 
記号 c：比熱[J/kg/K], ρ：密度[kg/m3], V：着衣内空気層の体積, T：
温度[℃], t：時間[s], S：表面積, Qt：換気量[m3/s], X：絶対湿度[kg/kg'], 
αc：対流熱伝達率[W/m2/K], αr：放射熱伝達率[W/m2/K], α'：湿気伝
達率[kg/(m2・s・(kg/kg'))], λ：布の熱伝導率[W/m/K], L：蒸発潜熱[J/kg], 
λ'：布の湿気伝導率[kg/m/s/(kg/kg')], w：体積含水率[m3/m3] 
添え字 a：空気, al：着衣内空気層, sk：皮膚, cl：着衣, i：着衣内側, o：
着衣外側, w：水分, cl,i：着衣内側表面, cl,o：着衣外側表面 
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4.2 計算結果 
 図 9 に Case-a~Case-d の被覆部皮膚温を示す。

Case-a と Case-b を比較すると、全気流条件で Case-
a の温度が低い。これは換気による熱移動と、着衣内

空気層内での対流熱伝達率の増加により、着衣内空気

層の温度が室空気に近づいたためである。周辺気流が

大きくなる毎に温度差が大きくなるのは、それに伴い、

換気量と対流熱伝達率が増加するためである。 
 Case-c と Case-d を比較すると、静穏気流条件と人

体前方から 0.5m/s の風が吹く条件では Case-d の温度

が高く、1.5m/s の風が吹く条件では Case-c の温度が

高いが、その差は小さい。このように、換気計算を考

慮することと、対流熱伝達率を変化させることによる

被覆部皮膚温への影響の大小は気流条件により変化し

ており、換気計算の考慮と対流熱伝達率の変化による

被覆部皮膚の温度への影響は同程度である。 
 

 
図 9 被覆部皮膚温（開口の基準条件）  

 
 図 10 に Case-a'～Case-d'の被覆部皮膚温を示す。

Case-a'と Case-b'を比較すると、全気流条件で Case-
a'の温度が低く、Case-c'と Case-d'を比較すると、全気

流条件で Case-c'が温度が高い。裾閉じ条件では換気計

算を考慮することによる熱抵抗の減少は、対流熱伝達

率の変化による熱抵抗の減少より小さい。また、人体

前方から 1.5m/s の風が吹く条件でも Case-b'と Case-
c'の温度差が 0.3℃と小さく、裾閉じ条件で換気計算の

考慮は被覆部皮膚温に対して大きな影響を与えない。 
 

 
図 10 被覆部皮膚温（開口の裾閉じ条件） 

5. まとめ 
 本論文では、着衣内空気層における換気が人体の温

熱生理反応に与える影響の評価を行った。得られた知

見を以下にまとめる。 
(1) 半袖シャツの着用条件を想定した 3 つの気流条件

に対して、実形状データを用いて、着衣内空気層の内

外の気流性状を数値流体解析により求めた。 

(2) 着衣内空気層の実形状データに基づいて、室の分

割方法や開口の面積や高さを与えた、多数室モデルの

換気計算の結果が、着衣内空気層の実形状データを用

いた数値流体解析の結果と一致することを示した。 
(3) 換気の人体の温熱生理反応への影響は、静穏気流

条件や、室内の気流を想定した 0.5m/s の一様風が吹

き、スーツ着用を想定した半袖シャツの裾を閉じた条

件では小さく、無視できるが、歩行による気流を想定

した風速の 1.5m/s の一様風が吹く条件では大きいこ

とを示した。さらに、風速の 1.5m/s の一様風が吹く条

件では、①換気の移流による熱移動, ②換気による着

衣下の皮膚表面における対流熱伝達率の増加それぞれ

の人体の温熱生理反応への影響は無視できないことを

示した。 

 以上のことから、オフィスワーカーの着衣条件、か

つ、室内の気流を想定した条件の、安静時には、着衣

内空気層の換気が温熱生理反応に与える影響を無視で

きることが明らかになった。 
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序論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

■研究背景と目的

　2015 年 4 月 25 日に発生した Mw7.8 のネパール地震

及びその最大余震により、ネパールの首都圏三郡で死

傷者 14,856 名、建物全・半壊 149,967 棟の被害が生

じた。その中で、歴史的建造物が損傷を受けた他、住

宅の倒壊が多数発生し、その再建が課題となっている。

独自の文化を形成してきたカトマンズ盆地の都市文明

は他地域より発達し、王宮三都市のカトマンズ、ラリ

トプル、バクタプルはユネスコ世界遺産に登録されて

いる。盆地の居住民ネワール族は数世紀にわたって生

活様式に変化が少なく、古来の居住文化が今日までに

継承されている。しかし、近年首都圏への人口流入、

民主化やグローバル化により、ネワールの住宅やその

利用方法は従来のものから変化しつつある。

　本研究は、カトマンズ盆地のバクタプル郡バクタプ

ル市の K コミュニティを調査対象とし、被災前から被

災一年半後までの居住実態を明らかする。また、この

ような変容を経験した住民の評価を把握することによ

り、震災を契機とした伝統市街地の居住様式の変容を

解明することを目的とする。

■既往研究と本研究の位置づけ

　国際的には、ネパール・カトマンズ盆地の集落や建

築に関しての系統的な研究が見られ文 1)、日本におい

ては住区と住宅の空間構成に着目した研究文 2) や住ま

いにおける空間認識の視点からの研究文3)などがある。

しかし、カトマンズ盆地は地震多発地域でありながら、

伝統居住の災害による影響や災害への対応に着目した

研究は見られない。本研究は被災後における伝統市街

地の居住実態に着目することから、考現研究として位

置づけることができる。

■研究方法　　　　　　　　　　　　　

　本研究は、日本で得られる文献・情報の他に、ネパ

ール・バクタプル市での現地調査（表 1）を基に分析

を行う。居住様式については、「住宅の空間利用」と「世

帯注1) 単位の住まい方」の二つの側面から考察する。

1　ネワールの居住様式　　　　　　　　　　　   　　 

■住宅の空間利用

　ネワールの住宅は 16 世紀中葉に 3 階と屋根裏で構

成されるレンガ組積造と木造で組み合わせた典型に至

り、近代では都市の密集化につれ高層化され、4、5

階建てが一般的になった。また、住宅の空間利用はカ

ースト社会の「浄、中間、不浄」の観念により作り出

され、人々の住まいにおける空間認識や行動規制に影

響している（図 1 ）。

■世帯単位の住まい方

　ネワール社会では大規模で複雑な世帯形態を望まし

いものとする一方で、実際には世帯の分裂が多く見ら

れている。世帯の分裂ではまず食事など日常生活の分

離から始まり、次の段階では空間や財産の余裕の程度

によって様々な対処が行われるため、世帯単位の住ま

い方は多様である。

2　対象地の被害と住まいにおける対応　　　　　 　 

　本研究の対象地はバクタプル市の西側に位置し、世

界遺産コアゾーンに近いテカチョ・トル内のカミナニ

(Kaminani)・コミュニティの一部であり、3 つの「表

中庭」を囲む連続した住宅で構成されている（図 2）。

対象地の住宅は基本的にレンガ組積造と木造である

が、所々改築や増築が行われ、特に全ての住宅におい

て切妻屋根は見られず、フラットや屋上テラスになっ

ている。築年数に関しては、29 軒の住宅のうち 100

年を超えるものが半数近い。また、道路側住宅の 1 階

表 1 現地調査概要

2015 年ネパール地震を契機とした伝統市街地の居住様式の変容

修士　正会員　高　寒（東京大学大学院）

図 1 本研究の分析における伝統の空間利用の三層構造
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表 3 被災後便所の空間利用の変容理由とその評価

表 4 被災後寝室の空間利用の変容理由とその評価

表 5 被災後調理・食事室の空間利用の変容理由とその評価

図 4 被災前後における便所の空間利用の変容

図 5 被災前後における寝室の空間利用の変容

図 6 被災前後における調理・食事室の空間利用の変容図 3 対象地の建物被害

図 2 調査対象地の位置

表 2 被災後における対象地の住まいの対応類型

部分の多くは店舗となっている。対象地に居住する

35 世帯の世帯人数は 2 人から 12 人まで幅があり、単

純な世帯構成が多い。世帯の職業は石工、大工、彫刻

師など工芸系が多い。また、同住宅での居住歴が 100

年を超える軒数が大半を占める。

　対象地では、地震による死者はなかったが、被害が

大きかった上層階を撤去している（図 3）。階数の減

少に伴い、被災直後から被災一年半後までの対象地の

住まいにおける対応を、世帯員が元の住宅・対象地か

ら転出したかどうか、転出がある世帯の中で元の住宅

を使用しているかどうかを基準として、5 つの対応類

型に分類できる（表 2）。

3　被災前後における対象地住宅の空間利用の変容 　

　本研究は、分析の便宜上、1 階を「地上層」、上層

部の食空間が所在するべき階～最上階屋上を「最上層」

とし、両者の間の階を「中間層」とする（図1）。また、

調査において十分なデータが得られた「便所」、「寝室」、

「調理・食事室」の三つの住宅基本機能を抽出し、そ

れぞれが被災前後において伝統な「地上層」か、非伝

統的な「中間層」、「最上層」に位置するかを考察する。

■便所の利用

　被災前 29 軒の住宅のうち、便所が伝統に従い「地

上層」に位置する住宅は全 29 軒であったが、うち 2

軒が「地上層」の便所以外にそれぞれの「中間層」と

「最上層」にもう一つ設けていた。被災後、居住者が

いた全23軒の住宅は便所を被災前と同じく「地上層」

に設け、被災前「最上層」に設けていた 1 軒も継続し

ていた他、新たに便所を「中間層」に増設した住宅が

2軒見られた（図4）。2軒共通の理由として、「地上層」

のみに便所を設けることに不便を感じ、上層階での生

－ 78 －



図 7 被災前後における住宅 No.20 の空間利用の変容と居住世帯 no.20- ⅰ、no.20- ⅱの住まい方の変容

活の利便性を図ることが挙げられた（表 3）。

■寝室の利用

　被災前、寝室が伝統に従い「中間層」に位置するの

は全29軒であったが、うち2軒が「地上層」、2軒が「最

上層」にも設けていた。被災後において、寝室を被災

前と同じく「中間層」に設けたのは全 23 軒であり、

被災前「地上層」に設けていた 2 軒と「最上層」に設

けていた 2 軒も継続していた。その他、被災後新たに

寝室をが「最上層」になった住宅が 6 軒あり、「地上

層」に設けた住宅が 2 軒あった（図 5）。「最上層」

への上がりは損壊した上層階の解体による受動的な変

化であり、寝室自体は移動されていない。それに対し、

寝室の「地上層」への下がりは居住者による能動的な

行為であり、安全への考慮や上層階の撤去によるスペ

ース不足が理由である。また、寝室を「地上層」に設

けたことに対し寒いと評価していることなどから、こ

の変容はあくまでも被災後の仮設的な空間利用として

捉えていることが伺える（表 4）。

■調理・食事室の利用

　被災前、調理・食事室が伝統に従い「最上層」に設

けられた住宅は全 29 軒であったが、うち 2 軒が「中

間層」にも設けていた。尚、最も「浄」にこだわれる

調理・食事室を「地上層」に設ける事例は見られなか

った。一方で被災後、調理・食事室は上層階の解体の

影響を最も受けている。その変容は「最上層に維持」

と「下の階層に下げる」の二つの対処方法に区分でき、

前者は全 23 事例の半数を超える 12 事例である。その

中被災前後の階数に変化がない住宅が 9 軒、その他 3

軒は被災前調理・食事室が所在する階を解体した後の

「最上層」に改めて調理・食事室を設けている（図6）。「下

の階層に下げる」対処を行った9事例は安全への考慮、

高齢者の利用への配慮、一階の水廻りの利用が容易に

なるということが理由である。これらの 9 事例は調理

・食事を「中間層」で行う 3 事例と「地上層」で行う

6事例（図 7）の二つがある。前者を選択した理由は、

「地上層」にスペースがなかった他、「地上層」で調

理・食事をするのはプライバシーが保てない、伝統に

逆らうことになることが挙げられた。後者の対処を選

択した理由では、「中間層」にスペースがなかった他、

「地上層」に水廻りがある、災害応急期のコミュニテ

ィの拠点になることが挙げられた。その中、一時的に

調理・食事を「最上層」以外で行ったが、再び「最上

層」で行うようになった事例も 3軒見られ、「中間層」

の利用をやめた 1 軒の理由に採光と通風の悪さ、「地

上層」の利用をやめた 2 軒の理由にプライバシーが気

になることが挙げられた（表 5）。

4 被災前後における対象地世帯単位の住まい方の変容　  

　本研究では分析の便宜上、ネワールの世帯単位の住

まい方を「Ⅰ大：大家族の一世帯居住」、「Ⅱ : 大家

族から分裂した二世帯同居」と「Ⅰ小：小家族の一世

帯居住」に類型化する（図 8）。被災前において調査

対象地に居住していた 35 世帯の世帯単位の住まい方

を上記 3 タイプに分類した結果、住まい方「Ⅰ大：大

家族の一世帯居住」には7世帯が該当し、住まい方「Ⅱ：

大家族から分裂した二世帯同居」には 12 世帯が当て

はまり、住まい方「Ⅰ小：小家族の一世帯居住」には

16 世帯が当てはまることが分かった。また、被災後

のデータが得られた 29 世帯の住まい方の変容を被災

前の住まい方毎に確認できた（図 9）。

■被災前「Ⅰ大：大家族の一世帯居住」世帯

　被災前住まい方「Ⅰ大：大家族の一世帯居住」の 7

世帯のうち、住まい方に変化がないのは3世帯であり、
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図 9　被災前後における世帯単位の住まい方の変容

図 8 本研究の分析における世帯単位の住まい方の 3タイプ

「Ⅰ大 a：別居個食」と「Ⅰ大 b：別居共食」への変

容がそれぞれ 3 世帯と 1 世帯に見られた。被災後依然

として「Ⅰ大：大家族の一世帯居住」を継続した事例

と「Ⅰ大b：別居共食」の事例が大半を占めることから、

被災前「Ⅰ大：大家族の一世帯居住」の世帯は震災を

経ても分裂に至らない段階にあることが言える。

■被災前「Ⅱ：大家族から分裂した二世帯同居」世帯

　被災前住まい方「Ⅱ：大家族から分裂した二世帯同

居」の 12 世帯のうち、「Ⅱ a：別居個食」と「Ⅱｃ：

同居共食」への住まい方の変容がそれぞれ全世帯と 2

世帯に見られた。「Ⅱ a：別居個食」へ変容した 12

世帯のうち、8 世帯は世帯毎に分離した別居を行った

（図 7）。8 世帯の中にそのまま 2 軒の住宅に分かれ

て居住することを決めている世帯も 2 世帯見られ、こ

の場合は、同居をしていた二世帯が震災を機に次の段

階の住まい方「Ⅰ小：小家族の一世帯居住」に至った

と言える。また、「Ⅱｃ：同居共食」をした世帯は共

食を仮設的な住まい方として捉え、世帯単位で調理・

食事をすることを望まれていることが分かった。

■被災前「Ⅰ小：小家族の一世帯居住」世帯

　被災前住まい方「Ⅰ小：小家族の一世帯居住」の

10 世帯のうち、住まい方に変化がないのは 6 世帯で

あり、「Ⅰ小 a：別居個食」と「Ⅰ小 b：別居共食」

への変容がそれぞれ 4 世帯と 1 世帯に見られた。被災

後依然として「Ⅰ小：小家族の一世帯居住」を継続し

た事例と「Ⅰ小 b：別居共食」の事例が大半を占めて

いることから、被災前「Ⅰ小：小家族の一世帯居住」

の世帯も世帯内のまとまりが強いことが言える。

結論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　本論文では、ネパール地震を契機とした居住様式の

変容からネワール今後の居住様式に対する示唆として

以下の二点が言える。

　まず、ネワールの住宅の空間利用に関して、被災前

の対象地に伝統の規則と異なる空間利用が見られたこ

とから、垂直方向の居住空間は居住者の上下移動に多

少不便を生じ、便所を異なる階に設ける必要があるな

ど空間利用効率の低下が存在することが分かった。被

災後、対象地の住宅は各階における機能に変化が生じ、

伝統の規則と異なる空間利用が被災前より多く見られ

た。その中、最も影響が大きかったのは「最上層」に

あった食空間であり、「中間層」や「地上層」への移

動が見られた。また、変容に対する居住者の不評や伝

統的な空間利用への還元から、震災を契機とした急激

な変化を経験してもなお、食空間を上層階に設けるな

ど住宅の伝統的な空間利用へのこだわりが重視されて

いることが明らかになった。

　世帯単位の住まい方に関して、被災前の対象地では

「大家族の一世帯居住」の住まい方の世帯が少ないこ

とや、被災後住まいにおける対応は同居単位でなく世

帯単位で行われたことから、ネワールにおいて従来望

ましいとされる大規模家族は現在に至って大きく変化

していることを検証できた。また、被災前は大家族で

同居しながらも食事の分離という段階にある世帯にお

いては、震災を契機に別居（生活空間の分離）に至っ

たことが言える。しかし、このような別居は完全な財

産相続の分離までは至らず、再建が必要とする住宅の

所有者・建設責任者が明確になっていないことが震災

後の住宅再建の課題となっている。

注釈
1)本研究では食事を共にする日常生活単位を基準として「世
帯」を位置づける。
主要参考文献
1)Niels Gutschow, Bijay Basukala, Architecture of the
Newars : a history of building typologies and details 
in Nepal, 2011.
2）黒川 賢一ら : ハディガオン ( カトマンズ , ネパール )
の空間構成 その 2 : 住居 ,ダルマサール , 辻と住区構成 , 
1999.
3) 石井溥 , ネワール村落の社会構造とその変化 : カースト
社会の変容 , 2009.
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阿の字型囲繞空間における浄土の具現性に関する考察

                                         

                                        

                                        修士　正会員　三本木　歓（東京大学）

序章にかえて
0.1 研究の背景と目的
　法成寺における研究史はおよそ二つの系統から成立

してきたと考えられる。

　一つは肥後和男、鵜飼嶺生、福山敏男、杉山信三、

清水擴等による平面図の復原史である。当時の文献或

いは思想史面からの論考を基に、これら法成寺の平面

図は変遷を辿ってきた。

　二つ目は『栄花物語』等の記述を基に展開される形

而上学的な観点、即ち浄土史観による捉え方である。

その後、法成寺伽藍は浄土史観だけで語るのではなく

顕密伽藍と考えるべきであるとした論も展開され、伽

藍の思想背景に新たな側面が加わった。

　一方、上記の論点に終着することで、法成寺伽藍は

フィジカルな視点が欠落したまま今日に至るのであ

る。即ち、先達によって更新・提示されてきた法成寺

伽藍の構成を基に評価・分析を行い、伽藍の思想背景

と結びつける作業をすることが次なる法成寺研究の課

題である。

　そこで本論の目的は、「浄土の具現」としての法成

寺伽藍が、施主である道長を始めとした当時の人々に

実際にどのように使われたのかを具体的に分析し、こ

れまで別個に論じられてきた理念的側面と実態との結

びつきを新たに論ずることにある。

0.2 本論の構成
　第 1 章では、『栄花物語』における法成寺の浄土的

表現を『往生要集』の記述と比較することで、「浄土

の具現」について再確認する。そして、法成寺では三

方向を堂宇に囲まれた庭や池が「浄土の具現」と結び

つくことを提示する。

　第 2 章では、土御門殿の庭に関する語を取り上げる

ことで、法成寺移行以前の道長の「コの字型囲繞空間」

への認識を探っていく。その際、本人による唯一の手

記である『御堂関白記』を参考とし、論を展開していく。

　第 3 章では、法成寺が「浄土の具現」に基づくので

あれば、池の形は従来の曲池ではなく、方池であった

と仮定する。その際、『左経記』と『小右記』にみら

れる「画像供養」の記述を基に、法成寺の池の形態に

関する考察を行う。

　第 4 章では、法成寺の庭と方池が三方向から複層的

に囲まれ「阿の字型囲繞空間」を形成していると定義

する。そして、この空間で人々がどのように振る舞い

行動したのかを、その経路を中心に復原することで明

らかにしていく。

　第 5 章では、土御門殿の「コの字型囲繞空間」と法

成寺の「阿の字型囲繞空間」を比較検討し、「浄土の

具現」が空間にどのような差異を生むかを考察する。

最後に、結論として法成寺の研究史と展望、これまで

の考察等を総括する。

第 1 章 浄土の具現性
1.1 伽藍建造物における浄土の具現性
　七宝の宮殿や真珠の瓦、瑠璃の壁、水晶の土台等は

極楽浄土を想起させるための典型的な表現手法であっ

た。一方、蓮の造花を池に浮かべた例の如く、代用品

が「浄土の具現」を担保した可能性は考えられた。　

　また、堂内部の絵画表現に関しては、極楽浄土の虚

空界を現実世界の伽藍で表現する事は困難であるが

故、建造物の内部空間に諸天或は荘厳を表現したとい

うことが考えられた。

1.2 伽藍建造物外における浄土の具現性
　諸堂宇により東北西の三方向を囲まれたこの領域内

では多様な表現対象が確認され、例えば天皇という存

在そのもの、散花、香り、音、人の心の内、歌詠み等

に極楽浄土或いはこの世ならざる情景が見出された。

　『栄花物語』十九巻御裳ぎの「法成寺万灯会」の場

面では、池廻りに七宝の宝樹が並び、そこに金銀の網

をかけて火が灯された。万灯会は史実ではあったが、

その表現の多くに『往生要集』との接点が見られた。

本節 1.2 では他と比較して多様な浄土の表現が確認さ

れたが、これは「浄土の具現」を考えた際、堂宇自体

よりもそれらによって囲われた庭や池が重要な場とな

ることを示唆している。

1.3 その他の浄土の具現性
　境内の東にある鴨川に浮かぶ船、金堂に集まった女

房たちの華麗な装束、参集した人々に振舞われた饗饌、

堂内における中尊大日如来を始めとした仏たちの姿に
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対し、この世ならざる描写が為されていることを確認

した。

第 2 章 土御門殿 -「コの字型囲繞空間」
　2.1 から 2.6 では、『御堂関白記』中に登場する土

御門殿の「庭中」、「庭」、「南庭」、「庭前」、「その他の庭」、

「池」といった語に着目し経路を復原した。その際に、

太田静六による土御門殿復原平面図を「コの字型囲繞

空間」を中心に修正を加え、そこに上記で考察した庭

に関する語の所在と領域を可視化させた。

　「コの字型囲繞空間」を指し示す領域は、「南庭」だ

けに限定されるものではく、同時に「庭中」或いは「庭」

でもあった。また、同日の条に「庭中」と「中庭」が

登場した際、前者は動作の対象が固定的である一方で、

後者は対象が寝殿から出向いた目的地として機能し

た。即ち、日記の書き手である道長や天皇等の視線が、

建物内部から集中する場がこの時の「中庭」であった。

　池と「コの字型囲繞空間」の関係性については、「方

向性」を明示するか否かが一つの相違点として存在し

ており、後者の領域の把握はより一層文脈上から判断

することが求められた。

第 3 章 法成寺 -「方池」論
3.1 法成寺の「画像供養」と「方池」
　『小右記』によると、治安元年 (1021) 三月二十九日

に百十六枚の「絵仏」が供養されたことが分かる。そ

の内訳は二丈三尺の大日如来像が描かれたものが一

枚、丈六釈迦如来像が三十枚、同じく丈六の薬師如来

像が十枚、さらに丈六の観音像が二十枚、また丈六の

不動尊像が五十枚であった。加えて丈六の降三世明王

像、軍荼利明王像、大威徳明王像、金剛薬叉明王像、

金剛童子像が各一枚ずつであった。

　これらの画像は、池頭の四面に構えられた佛台に懸

けられた。佛台の幅に関しては、金剛峰寺所蔵の大日

如来像や『年中行事絵巻』の五壇法の場面を参考に各

比率を算出した。また、池に四方の面が存在していた

ということは、この池が従来の復原平面図で描かれて

きた不定形なものではなく、方形であった可能性が示

唆される。さらに百十六という数字に改めて注目する

と、四で割り切れる値であるということが分かる。即

ち、百十六枚の画像を池の四面に二十九枚ずつ均等に

配置する事が可能であった (図 1)。

　よって、その形態は限りなく正方形に近い方池で

あったと考えた。方池の一辺は概算した佛台が 29 個

並ぶので、90m 程になると予想される (3.03m × 29 ＝

87.87m)。即ち、二町四方 (242m 四方 ) の敷地内に一

辺90mの正方形の池が存在していたということである。

図 1( 左：池頭百十六枚画像配置図 右：北橋上舞台と

礼盤等拡大 )

3.2 「方池」の実例
　奈良以前の飛鳥時代には、いくつか方池と見られる

遺構が発見されている。本節ではこれらの方池の中で

一際規模が大きく、内法一辺が 42m のほぼ正方形をな

す島庄遺跡を取り上げた。

　この方池に関して、道長は『万葉集』等を通して十

分に知り得たことが分かった。即ち、道長にとって方

池という造形は決して突飛なものではなかったのであ

る。浄土と方池の関係性については、第1章で扱った『往

生要集』にも確認されたように、浄土曼荼羅を始めと

した絵図のみならず、経典等にも見受けられた。

　さらに、この島庄遺跡を始めとした飛鳥時代の方池

が、大陸由来の浄土世界に起源した論について触れた。

これは道長の法成寺伽藍造営理念との共通項であり、

方池を採用する際の一つの論拠となると考えた。

3.3 『園城寺境内古図』にみる「方池」
　『園城寺境内古図 ( 三別所 )』の世喜寺 ( 関寺 ) の伽

藍中央部には方池が確認される ( 図 2 右側 )。『関寺縁

起』には、長和年間 (1012-1017) に恵心僧都源信が倒

壊したままの関寺を嘆き悲しみ、その復興を発願し、

事業を弟子の延鏡が遂行することになったと記されて

いる。

　源信の『往生要集』の中には、阿弥陀の極楽浄土と

比較する形で彌勒の兜率天についての記述がある。即

ち、晩年の源信が日本三大仏の一つに数えられた関寺

の弥勒仏を再興し、彌勒の浄土である兜率天を再現さ

せようとした可能性も否定はできないと考えた。

　『往生要集』を介して繋がる道長と源信が、ほぼ同

時期に阿弥陀と彌勒の浄土を再現した可能性があるの

は興味深い点である。そして、その再現にかかせない

要素として両者に共通するのが、伽藍中央部に造られ

た方池ではなかったかと推測する。

　関寺には弘安六年 (1283) に一遍上人と時衆が逗留

し、踊り念仏が厳修されている様子が『一遍聖絵』(図

2 左側 ) に描かれている。即ち『園城寺境内古図 ( 三

別所 )』と『一遍聖絵』が制作された鎌倉後期の関寺

－ 82 －



の伽藍には、方池及び正方形の中島が実際に存在して

いたと考えられる。また、『園城寺境内古図 (三別所 )』

に見られる阿弥陀堂は一遍上人の踊り念仏以降、関寺

が徐々に時宗化していく中で方池脇に設けられたもの

であると推察する。そして、この時方池の形が中島に

合わせて正方形に整えられ、さらに橋と舞台も新たに

設けられたのだと考えた。

図 5( ①②治部・玄蕃の経路③行幸経路④船経路⑤天

皇拝礼⑥道長東庭に渡る⑦左近衛府の陣⑧右近衛府の

陣⑨皇太弟参上経路⑩太政大臣参上経路⑪御膳の座 )

4.3 法成寺三次伽藍
　治安三年 (1023) 十二月二十三日の薬師堂大仏安置

以降を三次伽藍とする。薬師堂造営により、方池の東

北西の三方向は諸堂宇に囲まれ、ここに「阿の字型囲

繞空間」が成立した。

　経路としては、力車による十五体の仏像の運搬、池

廻りの大行道、釈迦堂供養時の薬師堂との往来、新阿

弥陀堂造営後の前庭での動作等を可視化した。

4.4 法成寺四次伽藍
　永承三年 (1048) 五月七日の仁王会から天喜六年

3.5 法成寺の「画像供養」とその空間
　池頭の四面に高さが約 5-6m の画像が百十六枚立ち

並ぶ事で、中島の独立性が強調される。また、四面に

均等に配された画像を始め、東西南北の橋や中島の左

右の幄からは、この空間が極めて強い対称性の意識の

もと成立していることが読み取れた。

第 4 章 法成寺 -「阿の字型囲繞空間」
4.1 法成寺一次伽藍
　寛仁四年 (1020) の造営始めから治安二年 (1022) の

金堂及び五大堂供養前までを法成寺一次伽藍とし、経

路復原を中心に論を展開した。

4.2 法成寺二次伽藍
　治安二年 (1022) の金堂及び五大堂供養日から治安

三年 (1023) 十二月二十三日の薬師堂大仏安置前日ま

でを法成寺二次伽藍とし、経路復原を中心に論を展開

した。経路に関しては、西中門からの入御と船楽(図5)

を始め、南門から礼盤に到る導師及び咒願の経路、池

周りの大行道等を可視化した。

図 2( 左：『一遍聖絵』では関寺の方池で踊り念仏が厳

修されている 右：『園城寺境内古図 ( 三別所 )』の関

寺の伽藍中央部に方池が確認される )

3.4 胎蔵界曼荼羅と「方池」の関係について
　胎蔵界曼陀羅略図(図3左側)において、中台八葉院、

遍知院、持明院、金剛院、観音院、釈迦院、虚空蔵院の仏、

菩薩、明王の数は計百十六となり「画像供養」時の絵

仏枚数と一致する。即ち画像を池頭に均等に配置する

ために、鳳凰堂や三千院本堂の五十二身像の如く、数

合わせがなされたと推察した。この百十六という数字

に対しては、金剛峰寺所蔵『胎蔵界曼荼羅』(図 3右側 )

や『板彫胎蔵曼荼羅』との接点を提示した。

　道長は池を造成するにあたって、極楽浄土の宝池を

その形態の理念としつつも、実際の構成の上では密教

の胎蔵界曼陀羅を暗喩として用いたと考えるのも可能

である。即ち、顕教としての浄土思想は伽藍や池の形

に明示さる一方で、密教としての胎蔵界曼陀羅から着

想された構成要素は、その背後から池のプロポーショ

ンやスケールを支える礎となったと捉えられる。

図 3( 左：右記の胎蔵界曼陀羅を基に作成した略図。

塗りの部分を数えると計百十六体となり、「画像供養」

の際の絵仏の枚数と一致する。 右：金剛峰寺所蔵『胎

蔵界曼陀羅』)
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(1058) 二月二十三日の法成寺焼亡までを法成寺四次伽

藍として、頼通による新堂 ( 講堂 ) 供養を中心に論じ

た。講堂は「阿の字型囲繞空間」の外部に位置し、浄

土の具現性との空間的結びつきは無いが、図 6 の①②

③のように金堂とは関係性を持つことが分かった。ま

た、中心の舞台に向かって、講堂壇上と金堂東西廊か

ら視線が集まる。

　本節ではさらに頼通による講堂と鳳凰堂の接点に触

れ、また鐘楼・経蔵が金堂東西廊の上に姿を現し、伽

藍に奥行きと重層性を与えることを指摘した。

図 6( ①②楽人・衆僧経路③導師・咒願経路④大行道 )

第 5 章 結論
5.1 比較考察
　第 2 章で復元考察した土御門殿の「コの字型囲繞空

間」と第 4 章で復元考察した法成寺の「阿の字型囲繞

空間」を中心に比較を行った (図 7)。

図 7( 左：「コの字型囲繞空間」をハッチで表現 右：「阿

の字型囲繞空間」をハッチで表現 )　

　例えば「船楽」について両者を比較すると、西中門

からの入御の際に、その正面に向かい合う形で船楽

が進入可能であることが相違点として挙げられる ( 図

8)。法成寺の場合、阿弥陀堂と池の配置関係から、入

御と並走して船楽が進行可能であり、視覚的にも船の

動きを長時間体験可能であった (図 8右側 )。

図 8( 左：土御門殿の西中門入御経路と船楽 右：法成

寺の西中門入御経路と船楽 )

　土御門殿と法成寺の東西からの同時的アプローチを

比較した場合、前者は東の経路が楽所から東中門を経

る際に寝殿からの死角に入る一方で、西の経路は常に

寝殿からの視界の範疇にあり、両者が辿るプロセスに

は対称性や関連性が反映されているとは言い難い ( 図

9左側 )。

　一方で後者の場合、規則的に配置された東西橋と中

島を辿るプロセスは、金堂の座から眺めた際に対象的

に映る。方形の中島とそれに掛かる東西橋は、南北軸

に対称性を生み出すための装置として機能していると

言える (図 9右側 )。

図 9( 左：土御門殿の馬場から寝殿に向かう衆僧の左

方経路と右方経路 右：法成寺の東西橋を経た定者沙

弥の東西経路と讃衆三十人の東西経路 )

5.2 法成寺論の展開
　先達によって更新されてきた復原平面図は、ともす

れば極楽浄土という形而上学的側面の影に隠れること

で、建築的視点からの評価・分析が不十分なものであっ

た。文献のみによる復原平面図という性格を理解した

上で、筆者はあえてこれに介入し、伽藍の思想背景と

実際の使われ方を結びつけようと試みた。

　その焦点となったのが、「方池」の仮説に基づく「阿

の字型囲繞空間」である。即ち「阿の字型囲繞空間に

おける浄土の具現性」とは、規律性や求心性の中に立

ち現れるものであった。

　従来、浄土式伽藍の嚆矢としての位置付けであった

法成寺は「阿の字型囲繞空間」という視点を獲得する

ことで、浄土式伽藍の枠を超え、横断的な議論の場に

歩を進めるのである。
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電気抵抗計
[SM2450,keithley 製]

・導電性エポキシ接着剤
[Epotech社,E4110]

・絶縁性PEEKチューブ
[日本ビニル 製]
(外径1.6φ、内径1.0φ)

・耐熱絶縁電線
[協和ハーモネット 製]
(0.7φのニッケル線に
 フッ素樹脂/ETFE被覆、
 外径0.81φ、150℃耐熱)

含水率u、温度Tによって
電気抵抗Rが変化

1
m
m

10mm

火災時の木質部材の力学的性能に対する熱水分同時移動の影響評価に関する研究 
 

修士 正会員 鈴木 達朗（早稲田大学） 
 
1. はじめに 

1.1 研究背景 
非住宅市場での木造振興は森林資源の有効活用上、

重要な課題である。近年、大規模木造を可能とする法

改正や各種の木質耐火構造の開発を背景に、大規模・

中高層の木造建築の実用化が期待されている。しかし、

建物の大規模・高層化には部材の高耐力化が必要であ

り、防耐火設計でも火災加熱時の部材の力学的性能を

S造やRC造並に工学的に予測できることが望ましい。 
1.2 研究の流れ 

火災加熱を受ける木材は、炭化して断面が減少する

とともに、残存断面内部においても温度や含水率が

時々刻々と変化している。木材は含水率が上昇すると

力学的性能が低下する材料であること 1)、及び加熱に

よって木材内部の含水率が上昇すること 2)から、火災

中の水分移動は力学的性能の低下に大きな影響を与え

かねない。しかし、温度上昇とその力学的性能への影

響については明らかにされつつ 3)などあるものの、水

分移動については適当な計測手法が未整備なことや現

象自体が複雑であることから不明な点が多い。 
そこで本研究は、火災時の木質部材の熱水分移動状

況と力学的性能の低下を図 1 の三段階のフェーズに整

理し、含水率の影響評価を目的とする。 
フェーズⅠでは水分移動の把握を目的に、小型含水

率計の開発(2 章)及び小試験体による実測(3 章)を行っ

た。フェーズⅡでは温度・含水率の変化が力学的性能

に与える影響を、小試験体の曲げ試験(4 章)により把握

した。フェーズⅢでは、部材全体の力学的性能に熱水

分移動が及ぼす影響を、温度・含水率の実験結果を与

条件として力学的性能を算出する有限要素モデルによ

り把握した (5 章)。 
樹種はスギ、カラマツ及びベイマツ(以上針葉樹)と、

ケヤキ(広葉樹)の 4 樹種とした。  
 
 
 
 
 
 

図 1 火災加熱による木質部材の力学的性能低下

2. 小型含水率計の開発 

2.1 測定原理と開発目標 
加熱される木材内部での水分移動を計測するため

には、温度の時間変化を熱電対で測定するように、局

部的な含水率の変化を計測する必要がある。そこで、

常温、ノルウェイスプルースで行われた電気抵抗式に

よる含水率測定例 4)を参考に、高温時の木質部材内部

及び耐火炉内でも使用できる含水率計を開発した。 
2.2 装置の仕様 

 図 2 に示す先端 1mm のみを導電部とした電極を

10mm 間隔で設置し、電気抵抗を計測する。 
2.3 含水率・温度と電気抵抗関係の校正 

電気抵抗から含水率を逆算するために、予め実験に

より把握した温度ごとの含水率と電気抵抗の関係を、

スギを例として図 3 に示す。(1)式で近似し、係数

a,b,c,d を温度の一次関数として回帰分析を行った。含

水率を算出する際には逆関数として整理した(2)式を

用いる。(2)式には、計測した電気抵抗及び温度を代入

する。温度・含水率の上昇に伴い電気抵抗は低下した

が、その校正関係は樹種ごとに異なった。 
ln(R) = a + b･u + c･exp(d･u)          (1) 
                      

(2)  
R：電気抵抗[Ω] u：含水比[-] 

W[ y ]：ランベルトの W 関数 ( x･exp(x) = y の逆関数 ) 
 

 

 

 

 

 

図 2 含水率計の写真及び仕様 

 
図 3 温度ごとの含水率と電気抵抗の関係(スギ) 
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(R

) [
Ω]

含水比 u [-]

20℃[R2= 0.980]

50℃[R2= 0.966]

70℃[R2= 0.923]

80℃[R2= 0.947]

90℃[R2= 0.989]

平均密度 0.34g/cm3

既往4)   13.7855-0.27287u + 21.6451exp(-8.7731u)

u = α−   W cd
b exp  αd  

d  ただし、α =  ln(R)－a
b  

a ＝－ ・T ＋ 13.60
b ＝ ・T － 0.5882
c ＝－ ・T ＋ 73.912
d＝ ・T － 16.475

a ＝－ ・T ＋ 14.18
b ＝－ ・T － 0.2484
c ＝－ ・T ＋ 33.947
d＝－ ・T － 13.710

a ＝－ ・T ＋ 13.76
b ＝－ ・T － 0.3084
c ＝ ・T ＋ 15.423
d＝－ ・T － 7.241

a ＝－ ・T ＋ 13.78
b ＝－ ・T
c ＝ ・T ＋ 8.704
d＝－ ・T － 6.892

1.200793
0.313521

ベイマツ

0.013924
0.026222
0.004951
0.085326

0.007789
0.186304
0.021199

カラマツ

スギ

0.022509

ケヤキ

0.014081
0.040137

0.034573
0.005882
0.610560
0.008439
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3. CCMによる水分移動計測  

3.1 実験概要 
Cone Calorie Meter(以下 CCM 試験)を用いて、図 4

に示す試験体を板目面から加熱した。実験条件は、樹

種 4 種、加熱条件 3 種(20、50kW/m2及び接着層を設

けた 20 kW/m2)、初期含水率 2 種(約 15%、約 17%)と
し、計 24 体の実験を行った。 
3.2 実験結果及び考察 

表 1 に示す試験体の実験結果を、図 5～8 に示す。

含水率の最大値及び最大値を記録した時間を併記した。 
加熱強度を上昇させると、含水率の最大値が上昇す

ること、および最大値が計測される時間が早まること

から、含水率の上昇率が急激となったと考えられる。 
接着層を設けると、接着層よりも 8mm 加熱側にあ

る W2 の最大値は上昇し、接着層よりも 2mm 非加熱

側にある W3 の最大値は減少する結果となった。これ

より、接着層が加熱方向と直行して存在すると、水分

の移動をせき止める効果があると考えられる。 
どの樹種でも水分移動により含水率が一時的に上

昇したが、その傾向は樹種により異なり、ケヤキでは

最大 79.8%まで含水率が上昇した。 

 
図 4 CCM試験体図 

表 1 CCM試験体名 

 
 

 

図 5 水分移動計測結果A    図 6 水分移動計測結果B 

 
図 7 水分移動計測結果 C   図 8 水分移動計測結果 D

4. 小試験体を用いた曲げ試験 

4.1 検討概要 
 温度・含水率という二つのパラメータの力学的性能

への影響を把握する目的で、小試験体を用いた曲げ試

験を以下 2 種類、行った。 
ⅰ) 温度一定下曲げ試験 [4.3 節] 
 JIS Z 2101「木材の曲げ試験方法」に準拠し、温度

一定とした条件下で含水率の異なる試験体を多数用意

し曲げ試験を行い、ヤング係数、曲げ強度を調べる。 
ⅱ) 温度漸増曲げ試験    [4.4 節] 
 ⅰ)の方法では、各温度間でどのように力学的性能が

低下していくのかを詳細に把握することができないた

め、含水率を一定とした試験体に対し常温から徐々に

温度を上げつつ非破壊でヤング係数の計測を繰り返す。 
4.2 試験方法 

 図 9 に示す無欠点、2 方柾の試験体、及び写真 1 に

示す恒温炉つき曲げ試験機を用いる。実験条件より

1℃程度高くした恒温炉で加熱をし、曲げ試験は

280mm スパンの 3 点曲げ、載荷速度は 10mm/min と

する。 
温度一定下曲げ試験、温度漸増曲げ試験の実験方法

をそれぞれ図 10,11 に示す。いずれも加熱前と加熱後

にヤング係数を計測しており、その比をヤング係数残

存率と呼び、考察に用いる。 
4.3 温度一定下曲げ試験 

4.3.1 実験条件 
 実験条件及び試験後に計測した含水率の平均値を表

2 に示す。温度は常温、50､80,95℃の 4 条件、含水率

は全乾に近い状態、気乾状態及び繊維飽和点前後を区

別するため、5,15,30%を境に A,B,C,D 群の 4 条件とし

た。4 樹種の合計で 1,023 体の試験を行った。 
4.3.2 実験結果 

 実験条件ごとの荷重変位関係の変化に各物性値の平 
 
 

 
図 9 試験体図及び熱電対設置位置 

 
 
 
 
 
 
 

写真 1 恒温炉付き曲げ試験機  
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仕様名 加熱強度 接着層 樹種 初期含水率

A 20kW/m2 無し スギ 14.60%

B 50kW/m2 無し スギ 15.30%

C 20kW/m2 有り スギ 14.70%

D 20kW/m2 無し ケヤキ 15.70%
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均値を併記したものを、スギを例として図 12 に示す。

高温時には含水率依存性が上昇することを確認した。

また、95℃高温時/D 群のヤング係数残存率は、スギ

0.60、カラマツ 0.47、ベイマツ及びケヤキ 0.43 とな

り、樹種ごとに異なることが分かった。 

 
図 10 温度一定下曲げ試験の実験方法 

 
図 11 温度漸増曲げ試験の実験方法 

表 2 温度一定下曲げ試験の実験条件及び平均含水率 

 
 
 
 
 
 
 
図 12 温度/含水率によるスギの荷重変位関係の変化 

 
 
 
 
 
 
 
図 13 温度上昇によるヤング係数残存率の低下 

4.4 温度漸増曲げ試験 
 スギの実験結果をプロットしたものを図 13 に示す。

全乾状態と繊維飽和点以上の計測値の差を含水率によ

る低下と捉え、含水率依存性の変化 E(T)を(3)式で定

義した。図中に各樹種の Ew(T)を実線で示す。含水率

依存性が単純増加を始める温度は、針葉樹では 60℃、

広葉樹では 45℃付近であることが分かった。 

Ew(T) = f(T)
f(95) = T ℃における(全乾状態の計測値－繊維飽和点以上の計測値)

95℃における(全乾状態の計測値－繊維飽和点以上の計測値)  (3)              

4.5 ヤング係数残存率予測式の構築  

 ヤング係数残存率を温度・含水率の関数として表現

するため、3 章の実験及び 100℃以上に関する既報 5)

の実験結果と併せて、(4)式の形で回帰分析を行った。

図 14 に示すスギの例のように、実験結果を概ね再現

できることを確認し、表 3 に各樹種の係数一覧を示す。 
    

(4) 
Er：ヤング係数残存率[-]  m：含水率[%] T0：初期温度[℃] 

T：内部温度[℃]   Tts：熱軟化開始温度[℃] 

 
図 14 ヤング係数残存率予測式 

表 3 ヤング係数残存率予測式における係数一覧 

 
5. 梁実大断面の力学的性能への含水率の影響評価 

5.1 検討概要 
 火災時の木材内の熱水分移動予測には、数値解析の

適用が考えられるが、それに必要な諸物性には不明な

点が多い。そこで、梁断面内の水分移動を実験で把握

し、その結果を梁の力学的性能を求める有限要素モデ

ルに与えて曲げ剛性を算出する。検討対象は、別途、

載荷加熱実験を行った既報 6)の、1 時間準耐火構造の

梁半現し床の梁断面である。内部温度分布は同じ断面

の図 15に示す非載荷加熱実験(N1)で詳細に計測した。  

④常温
破壊曲げ試験

④50℃
破壊曲げ試験

④80℃
破壊曲げ試験

④95℃
破壊曲げ試験

①試験体の準備、含水率の調整

②全試験体：非破壊曲げ試験(常温時ヤング係数の把握)

⑤全試験体：試験直後に質量測定
105℃恒温炉に入れ、絶乾方式により試験時の含水率算定

A,B,C,D群に分類

③恒温炉内で加熱

⑥試験直後に質量測定
105℃恒温炉に入れ、絶乾方式により試験時の含水率算定

①試験体の準備 (全乾状態/繊維飽和点以上)

②非破壊曲げ試験(常温時ヤング係数の測定)

⑤破壊曲げ試験
95℃に達した時点で試験体で試験体が破断するまで曲げ試験を行う

③恒温炉内で加熱

④非破壊曲げ試験(高温時ヤング係数の測定)
加熱温度を50,55,60,…,90℃とし、計測、加熱を繰り返す

(ケヤキのみ40℃から始める)

平均含水率 試験本数 平均含水率 試験本数 平均含水率 試験本数 平均含水率 試験本数

常温 4.87 12 12.13 18 23.49 17 89.96 18

50℃ 4.73 15 13.06 15 21.58 12 88.20 18

80℃ 3.66 15 13.61 17 24.02 11 93.24 17

95℃ 3.31 15 12.59 17 22.21 10 90.88 18

常温 3.05 12 9.84 33 24.81 12 44.28 22

50℃ 2.75 12 9.91 35 22.80 12 44.01 21

80℃ 4.09 15 12.77 18 23.70 13 43.69 21

95℃ 3.92 13 11.95 21 25.00 13 46.40 13

常温 3.75 15 10.83 15 23.40 20 60.15 16

50℃ 4.80 13 9.61 18 23.25 20 59.53 16

80℃ 4.37 15 10.57 16 22.35 19 57.33 16

95℃ 2.32 15 10.85 16 21.79 19 55.18 16

常温 2.13 15 9.30 15 19.56 11 76.26 19

50℃ 2.01 15 8.81 13 20.44 11 82.57 17

80℃ 2.02 15 8.43 12 19.02 8 70.88 21

95℃ 1.80 15 8.06 11 18.09 8 69.14 21

Group C ( 15%～30% ) Group D ( 30%～ )

スギ
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50℃予測値

80℃予測値

95℃予測値

70℃予測値

実験値による近似曲線全乾高温時の予測値

熱軟化開始温度 内部温度 温度依存係数 熱分解係数 熱軟化係数

Tts[℃] T[℃] η 1[℃-1] η 2[℃-1] η 3[（%･℃）-1] η 4[-] n

0<T<Tts 0.000889 0 0 0
Tts<T<100 0.000889 0 0.000411 0.35
100<T<180 0.000889 0 0 0
180<T<300 0.000889 0.00567 0 0
0<T<Tts 0.0015 0 0 0

Tts<T<100 0.0015 0 0.000394 0.54
100<T<180 0.0015 0 0 0
180<T<300 0.0015 0.00540 0 0
0<T<Tts 0.00151 0 0 0

Tts<T<100 0.00151 0 0.000423 0.556
100<T<180 0.00151 0 0 0
180<T<300 0.00151 0.00520 0 0
0<T<Tts 0.00158 0 0 0

Tts<T<100 0.00158 0 0.000526 0.55
100<T<180 0.00158 0 0 0
180<T<300 0.00158 0.00548 0 0

ケヤキ 45 2

カラマツ 60 1

ベイマツ 60 2

3
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【σ=17.6, E=3486, Er=0.60】

σ：曲げ強度
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f(95)

f(T)

 Er = 1.00 －η1(T－T0) －η2(T－180) －η3(T－Tts)m 

ただし、Er > 1.00 －η1(60－T0) －η4 {1－( 100－T
100－Tts  )n } 
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温度分布 含水率分布 温度分布 含水率分布
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S1 CCM（スギ、無垢、20kW/㎡） N1
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(含水率)
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N1-30mm
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S1-50mm(含水率)
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ISO834

炉内温度平均

※図中に併記してある距離は加熱面からの距離

5.2 有限要素モデルによる曲げ剛性の算出 

5.2.1 有限要素モデル概要 
 火災加熱後の梁のたわみを支配する要素となる曲げ

剛性 EI を算出する。図 16 のように N1 の断面を 5mm
のメッシュに分解し、内部温度分布には N1 の実験結

果を、含水率分布は計測されていないため、別途行う

梁内部の水分移動を再現した実験の結果を代入する。 
各メッシュに 4.5節(4)式を用いてヤング係数残存率

を算出したのち、ヤング係数と断面二次モーメントを

かけ各メッシュの曲げ剛性を算出する。最後に全断面

で合算し、曲げ剛性 EI を算出する。 
5.2.2 水分移動の再現実験 

水分移動の状況を再現するために(国研)森林総合研

究所の小型壁炉を用いて梁片側の水平方向の含水率分

布を連続測定した(試験体名 S1)。実験結果を図 18 に

示し、3.2 節の CCM 試験体 A の内部温度及び含水率

の推移、N1 の内部温度推移も比較のため示す。含水

率は最大で 18.2%までしか上昇しなかった。 
5.2.3 有限要素モデルの適用 

 図 18 を見ると、S1 と N1 の内部温度分布は概ね一

致しており、水分移動を再現できたと考えられる。そ

こで、60 分後には図 19 に示す内部温度・含水率分布

になるとし計算を行った。含水率を考慮した時の曲げ

剛性EIの低下は 1%以下と、影響は微小と評価できる。 
5.3 広葉樹材における含水率の力学的性能への影響 

 CCM試験時の温度及び含水率はS1よりも低く推移

したが、ケヤキでは含水率は CCM 試験時に最大

79.8%まで上昇しており、火災加熱によってさらに顕

著な水分移動が起こる可能性がある。 
6. 総括 

(1) 小型含水率計を開発し、木質部材実大断面で含水

率分布の時間変化を計測することを可能とした。 

   
図 15 N1試験体図   図 16 N1有限要素モデル 

 
図 17 小型壁炉概要図及び S1試験体図

(2) コーンカロリーメータにより木材表面加熱時の水

分移動を計測し、内部で含水率が上昇することを確認

した。特に、ケヤキでは気乾状態の試験体を 20kW/m2

で加熱した際には 79.8%まで含水率が上昇した。 
(3) 小試験体を用いた曲げ試験により、高温時には力

学的性能の含水率依存性が上昇することがわかった。

また、含水率依存性は針葉樹で約 60℃以上、広葉樹で

約 45℃以上で高まる可能性が高いことがわかった。 
(4) 気乾状態の梁断面の 1 時間加熱後の曲げ剛性を、

温度・含水率を実験値を代入して計算し、針葉樹では

含水率の影響はほぼ認められないとの見通しを得た。 
 本研究内で行われた実断面部材を想定した加熱実験

は一例のみであり、今後梁以外や広葉樹材における水

分移動の影響を調査する必要がある。 
【参考文献】 
1) 森林総合研究所監修「木材工業ハンドブック改訂 4 版」
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図 18 S1における内部温度及び含水率の推移 

 
  

 
 
 
図 19 有限要素モデルに用いた温度及び含水率分布 
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近世嵯峨清凉寺の空間構造 
―境内・地域・出開帳― 

 

修士 正会員 高田 舜（京都工芸繊維大学） 

 
序章 目的と研究手法 
 清凉寺は京都の嵯峨地域にあり、嵯峨釈迦堂の名で
親しまれている浄土宗の寺院である。本尊である釈迦
如来像は生身の釈迦や三国伝来の釈迦と言われ人々か
らの篤い信仰を全国規模で得ており、江戸や大坂など
で出開帳も行われるほどであった。ではなぜ、嵯峨地
域の一寺院にすぎない清凉寺が全国規模の信仰を集め
たのだろうか。そこには境内のみならず、嵯峨地域や
出開帳空間にまで広がりを持った清凉寺の空間形成と、
寺院内に並存した二大勢力の対立関係が大きく影響し
ている。そこで、このような背景を持つ近世清凉寺の
空間構造を周辺の嵯峨地域、出開帳を行っていた江
戸・大坂をはじめとする他都市との関係性や、寺院内
外の社会との関係性を踏まえながら分析することによ
って、近世寺院が形成する社会構造がどのような形で
空間に表れていたのかを明らかにすることが、本論の
目的である。 
 清凉寺に関する先行研究は多く、塚本善隆氏の「嵯
峨清凉寺史 平安朝篇―棲霞・清凉二寺盛衰考」や、
塚本俊孝氏の「嵯峨清凉寺に於ける浄土宗鎮西流の傅
入とその展開」などが挙げられる。しかし、空間の変
遷に主眼を置いて述べられているものはなく、熊本達
哉氏の「近世における清涼寺の伽藍に関する考察 本
堂を中心にして」は、近世の空間を論じたものである
が、その分析は建築レベルにとどまっている。 
 研究の中心史料には、清凉寺に所蔵されている「清
凉寺文書」（京都市歴史資料館に写真帳が架蔵されてい
る）を用い、清凉寺や大覚寺に所蔵されている絵図、
江戸時代の随筆なども参考にした。 
 
第 1章 近世の清凉寺 
 清凉寺は、平安貴族の源融の山荘の棲霞観を始まり
とする。融の死後、遺児によって阿弥陀三尊を本尊と
した棲霞寺が完成した。その 100年程度後、東大寺の
僧である奝然は、京都の愛宕山に大寺院を建立しよう
と志し、宋へと渡った。寺院巡礼の後に、古代インド
伝来の、生前の釈迦を彫ったとされる釈迦如来像を模
刻し、持ち帰り、この摸像を本尊として、京都の愛宕

山に清凉寺を建立しようと志す。奝然は志半ばで死去
してしまうが、弟子の盛算によって、棲霞寺の一隅を
借りる形で実現した。これが現在の清凉寺である。こ
の釈迦如来像は篤い信仰を集め、近世に入る頃には、
棲霞寺と清凉寺の主従関係は逆転していた。 
 近世の清凉寺には 2 つの側面がある。1 つは釈迦如
来への広範な信仰である。江戸時代末期のものと思わ
れる『優填王叡願毘首羯磨天正作 栴檀瑞像三国傳來
記 城州嵯峨五臺山清凉寺』という清凉寺の縁起本に
は、奝然が摸像を持ち帰る際に本物の釈迦如来像と模
像が入れ替わり、清凉寺の釈迦如来像はインド伝来の
本物の像のであるという記述がある。江戸時代の地誌
の『雍州府志』や『都名所図会』にも似たような記述
があり、このような記述から清凉寺の本尊は「三国伝
来」「三国無双」の尊像と呼ばれ、人々からの篤い信仰
に繋がった。 
 もう 1つの側面は、清凉寺の一山支配をめぐる宗派
対立である。清凉寺には創建時から存在し、大覚寺の
支配を受ける学侶と呼ばれる真言宗の僧と、応仁の乱
で焼失した境内を復興する過程で台頭した本願と呼ば
れる浄土宗の僧の 2つの派閥が存在した。この 2つの
勢力は、江戸時代が終わるまで争いを繰り返してきた。
宝永 3年（1706）に幕府から、この対立に関する最終
決定が出された。それは、清凉寺が大覚寺の寺務所で
あるということが認められながらも、本願に対して多
くの利権を認めるという内容のものであった。以降、
この宗派対立は本願に有利な形で江戸時代の終りまで
続くことになる。 
 
第 2章 近世清凉寺の境内空間 
 清凉寺は寛永 14 年（1637）に大きな火災に見舞わ
れ、ほとんどの堂を焼失している。「清凉寺文書」の「清
凉寺炎上之次第書上案」（寛永 20 年）には、「寛永十
四年丁丑年十月十九日午刻ニ、釋迦堂西より火事出来
り、地下の在家大小三百餘有類焼之所及、本堂・寺中
江茂同時に大風吹着、諸伽藍并塔頭悉灰燼仕、僅に樓
門・鎮守社はかり相残り申候」と記されていて、楼門
と愛宕鎮守社しか残らなかったことが分かる。 
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図 2 寛永の大火以後の清凉寺の空間構造（『都
名所図会』〈1780〉をもとに作図） 図 1 とほ
ぼ同じ配置である。 

図 1「清凉寺古地図」（永禄 10年から慶長 15年の景
観と推測できる）を境内にあてはめたもの。（赤字が

学侶の堂・子院） 図 1 寛永の大火以前の清凉寺の空間構造（「清凉寺
古地図」をもとに作図） （赤文字が学侶の堂・子
院）。 

図 3 明治 5年の清凉寺の空間構造（「社寺境内外取
調源図」〈1872〉をもとに作図） 網掛け部分に学
侶の子院がある。 

図 4 明治 16年の清凉寺の空間構造（「社寺境内
外区別取調（絵図）」（1883）をもとに作図） 学
侶の堂・子院がなくなってしまった。 
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 では火災の前後で清凉寺の境内空間はどのように変 
わったのだろうか。まず、寛永 14 年以前の伽藍を描
いたとされている大覚寺所蔵「清凉寺古地図」（永禄
10年〈1567〉以降、慶長 15年〈1610〉以前の景観を 
表していると考えられる）をもとに復元した配置図が
［図 1］である。そして寛永 14年の火災以降の景観を 
描いている『都名所図会』（安永年〈1780〉）の付図を
もとに復元したものが［図 2］である。火災の前後で
境内の堂舎の配置にほとんど変化がないことが分かる。
さらに明治 5年（1872）の「社寺境内外区別源図」を
もとに作成した境内図が［図 3］、明治 16年（1883）
の「社寺境内外区別取調（絵図）」をもとにした境内図
が［図 4］である。明治 5年の段階までは、『都名所図
会』と同様の境内の配置である。つまり、寛永 14 年
の火災で境内のほとんどを焼失しながらも、近世を通
して堂の配置に大きな変化はなかったのである。 
 学侶と本願で境内を二分する堂の配置は江戸時代が
終わるまで続いた。本願は勢力を拡大し、利権を広く
認められていったにもかかわらず、火災の前後で境内
の空間にはその影響がほとんど出ていないのは、なぜ
なのか。その謎を紐解く鍵は、清凉寺の立地する嵯峨
の地域構造において求められる。 
 
第 3章 嵯峨地域と清凉寺  
 嵯峨地域は亀山殿（天龍寺）・臨川寺を中心とした下
嵯峨と、大覚寺を中心とした上嵯峨に分かれている。

近世の上嵯峨は大覚寺がその中心にあり、『大覚寺文
書』の「大覚寺譜」（安永 5年〈1776〉）では、大覚寺
の寺務所として清凉寺と愛宕神社（愛宕山白雲寺）を
挙げている。つまり上嵯峨は大覚寺・清凉寺・愛宕神
社を拠点にして、大覚寺が寺社を宗教的にまとめ上げ
ていたのである。その宗教的な支配を象徴するものが
嵯峨祭である。嵯峨祭は現代まで続く、愛宕神社と野
宮神社の祭であり、近世では清凉寺境内の御旅所で執
り行われた。これは大覚寺の主導で行われ、清凉寺の
学侶の僧も大きく祭に関わっていたようである。 
 次に、上嵯峨村において清凉寺が持っていた領地に
ついて考える。「清凉寺文書」の「山城国葛野郡之内上
嵯峨村高帳」（天保 3年〈1832〉）に記載されている領
地・石高を、京都府立総合資料館所蔵「官有地籍図」
（明治 19年〈1886〉）の上嵯峨村の市街地に当てはめ
たものが［図 5］である。この村々は『嵯峨祭の歩み
―その起源・構造・変遷』で古川修氏が挙げている、
近世の嵯峨祭りの氏子地域の中院・大門・井頭・池裏・
八軒・小坂・小渕・仙翁寺という 8つの村と大きく重
なる。これらは少なくとも嵯峨祭のさいに、大覚寺の
宗教的な支配を受けていた村々である。『日本歴史地名
大系 第 27 巻 京都市の地名』によると、天保 14 年
（1729）の段階で上嵯峨村は村高一千四九四石六斗九
升あまりの内、うち大覚寺宮領八八一石六斗九升あま
り、天竜寺領二二八石三斗三升あまりであり、その 6
割以上が大覚寺領だったことが分かる。 

図 5 近世の清凉寺領 「官有地籍図」（1886）上に筆者が加筆。村の範囲と清凉寺が領地する石高（円の
大きさは石高の大きさに比例している）を示す。 
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 「清凉寺文書」の「國々巡検之衆嵯峨江御出之覚」
（延宝 9年〈1681〉）には清凉寺の持つ 97石の内訳を
本願が 48 石 1 斗 5 枡 7 合、学侶が 48 石 8 斗 5 枡 7
合であると記していているものの、本願の領地さえ大
覚寺の宗教的な管理下にあった嵯峨祭の氏子地域であ
り、大覚寺の派閥に囲まれていたことが推測できる。 
 この状況を踏まえると、上嵯峨地域では学侶が圧倒
的に有利な状況であった。学侶が勢力を保てた理由に
は上嵯峨地域の状況が関係し、境内空間が大きく変化
しなかった要因の一つはここにあったのではないか。 
 
第 4章 出開帳の空間構造 
 近世の清凉寺には、広範な釈迦如来信仰と宗派対立
という 2つの側面があると述べたが、出開帳の空間に
は前者が大きく表れている。出開帳とは寺社の秘仏の
開帳を他の場所で行なうことで、その目的は資金集め
である。清凉寺においても、寛永 14 年の火災で焼失
した堂の再建の費用捻出がその目的にあった。清凉寺
の釈迦如来像は出開帳の四天王の一つとして、非常に
人気があった。その盛況ぶりは様々な随筆に記されて
いる。斎藤月岑の『武江年表』（嘉永 3年〈1850〉）に
は、天明 5年（1785）に江戸の回向院で行われた出開
帳について「六月朔日より、九月朔日迄、回向院にて、
嵯峨清凉寺釈迦如来開帳（当年、暑季殊に甚だし。朝
来群集する事夥しかりとぞ」と記されている。これは
江戸での開帳に限った話ではなく、どの時期のどの場
所においても清凉寺の出開帳はおびただしい人が参詣
に訪れたようである。出開帳先の寺院にはおびただし
いほどの参詣人で溢れかえり、出開帳の空間は人々の
熱烈な信仰が反映されていたものであったことが分か
る。 
 さらに出開帳には様々な見世物や茶屋が立ち並んだ。
そこには女郎屋の見世物や軽業など、寺院の出開帳と
は関係のないものも多く、出開帳空間には遊興地的な
側面も付随していたようである。 
 一方で出開帳に関しても、本願と学侶が対立を起こ
していた。元禄 13 年（1700）の江戸護国寺での出開
帳の際に本願と学侶で争いが生じ、護国寺（真言宗寺
院）での開帳に対して、本願が難色を示したのである。
「清凉寺文書」には「清凉寺は為浄土宗之處、真言之
寺地ニ而開帳之儀迷惑之由段々申処」という記述が残
されている。それ以降の開帳は本願の主導で、浄土宗
のネットワークを駆使して行われてきたが、たびたび
学侶が出開帳に関わろうとしてきたようである。寛政
10年（1798）の開帳の際には、大覚寺・学侶が出開帳

に役僧を付随させようと企て、結果として、大覚寺側
が本願からの献金を引き出している。出開帳の実行権
は本願にありながらも、その莫大な利権をめぐって、
対立が度々起こっていたようである。 
 出開帳にも近世清凉寺を象徴する熱狂的な信仰と宗
派対立という 2つの側面が表れていたのである。  
 
終章 近世嵯峨清凉寺の空間構造とは 
 ここまで境内・嵯峨地域・出開帳という 3つのレベ
ルから近世清凉寺の空間構造について考察してきた。
境内・嵯峨地域には清凉寺支配をめぐる宗派の対立構
造が空間に反映されており、出開帳の空間には人々の
篤い信仰が表れていた。この 3つの空間から、多くの
利権を認められ勢力を拡大していった本願、大覚寺か
らの庇護を受けながら上嵯峨という地の利を活かし勢
力を保ってきた学侶、という構図が見えてきた。この
背景があったからこそ、境内空間は寛永 14 年の火災
前後でも大きな変化がなく、近世を通して学侶と本願
の拮抗した状況が続いたのではないだろうか。   
 近世清凉寺の空間構造とは、人々の釈迦如来像に対
する厚い信仰と一山支配をめぐる対立を反映したもの
であり、それは境内に留まらず、嵯峨地域や出開帳の
空間（江戸・大坂・京都）にまで広がりを持ち、境内・
嵯峨地域・出開帳という 3つの空間が互いに関係し合
い成り立っていたといえるだろう。 
 このような事例からは、寺院内に並存する勢力が対
立する状況が寺院の空間構造にどのような影響を与え
ていたのか、都市寺院が周辺地域の空間にどのような
影響を与え、周辺地域からどのような影響を受けてい
たのか、近世の有力寺院が幕府や都市市民とどのよう
な関係性を持ち、それによってどのような空間を形成
していたのか、といった近世寺院を考えるうえでの重
要な論点を提示してくれるのである。 
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熱赤外分光放射計を用いた建築空間における気温分布の逆推定に関する 

基礎的研究 

修士 正会員 鶴見 隆太（東京工業大学） 

 
1. 序論 
 建築分野で気温を測定するにはいくつかの方法があ
るが，いずれも気温を測定したい場所に温度計を設置
する方法であるため，気温分布を測定するには多くの
温度計が必要である．また実測の制約により温度計を
設置することが困難なことも考えられる． 
 一方でリモートセンシング分野では，人工衛星から
や地上から，分光放射計によって気温の鉛直分布を観
測する手法が実用化されている．Kaplan (1959) は気
体の吸収係数が異なる複数の波長を観測することで気
温の鉛直分布を得られる可能性があることを初めて示
した 1)．その後，誤差の対策がなされ人工衛星が気温
の鉛直分布の観測に初めて成功したのは 1969 年であ
った 2)． 
 この手法を建築分野に応用できれば遠隔で気温を測
定できる点，時定数が短い点，気温の分布を知ること
ができる点で有用である．リモートセンシング分野で
は気温の鉛直分布を長いパスで測定する報告は多いも
のの，水平分布や短いパスの測定に関する報告は見ら
れない．人工衛星からの気温鉛直分布の測定には，気
体成分が高度の上昇につれ減少するという性質が利用
されている．そのため気温の水平分布逆推定の実現可
能性は自明でない．そこで本研究では熱赤外分光放射
計を用いた建築分野における水平気温分布の逆推定に
関する基礎的検討をおこなう． 
２. 放射伝達過程の概要と観測方程式の定式化 
 放射は空気中を伝ぱする間に大気中の物質により吸
収や散乱をうけて減衰する．一方で他の方向からの散
乱や，空気からの放射により増幅する．その伝達過程
を記述した放射伝達方程式の一般解が観測機に入射す
る観測方程式を表し，以下のように書ける 3)． 

𝐼𝐼𝜈𝜈(s) = 𝐵𝐵𝜈𝜈(𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)𝜏𝜏𝜈𝜈(0, 𝑠𝑠) + ∫ 𝐵𝐵𝜈𝜈[𝑇𝑇(𝑠𝑠′)]𝑑𝑑𝜏𝜏𝜈𝜈(𝑠𝑠′, 𝑠𝑠)
𝑑𝑑𝑠𝑠′ 𝑑𝑑𝑠𝑠′

𝑠𝑠

0
 

𝐼𝐼𝜈𝜈:輝度[Wcm-2sr-1/cm-1], 𝐵𝐵𝜈𝜈:Planck 関数 
[Wcm-2sr-1/cm-1], 𝜏𝜏𝜈𝜈(𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2): 位置𝑠𝑠1から𝑠𝑠2までの透
過率, 𝑇𝑇: 温度[K], 𝑠𝑠: 位置[m], 𝜈𝜈: 波数[cm-1] 

(1) 

左辺は観測機に入射するエネルギー，右辺第１項は境
界面からの寄与，第２項は空気からの寄与を表す．た
だし，簡単のため散乱が無視でき，境界面が黒体で， 

図１ 熱赤外分光放射計に入射するエネルギーの模式図． 

図２（左）観測機に入射するエネルギーを計算した例．
 （右）Jacobian の例．行方向に図示した．水平の観測では遠
方にいくほど単調減少しており，観測への寄与が少ないこと
が分かる． 
局所熱力学平衡状態を仮定した．観測機に入射する放
射の模式図を図 1 に示す．第２項の積分を𝑛𝑛層に離散
化し，観測誤差を明示的に表現すると，式(1)の観測方
程式を式(2)のように簡略化して表記できる．さらに数
値計算のため基準となる気温分布ベクトル𝒙𝒙 = 𝒙𝒙𝟎𝟎でで
Taylor 展開すると式(3)になる． 

 𝒚𝒚 = 𝑭𝑭(𝒙𝒙) + 𝝐𝝐 
= 𝑭𝑭(𝒙𝒙𝒐𝒐) + 𝑲𝑲(𝒙𝒙 − 𝒙𝒙𝒐𝒐) + 𝝐𝝐 

(2) 

(3) 
ここで𝑲𝑲 ≡ 𝛁𝛁𝒙𝒙=𝒙𝒙𝒐𝒐𝑭𝑭(𝒙𝒙)を Jacobian（𝑚𝑚×𝑛𝑛行列）といい，
𝑛𝑛次元の気温分布ベクトル𝒙𝒙から𝑚𝑚次元の観測ベクトル
𝒚𝒚への写像を表す．𝑲𝑲は𝒙𝒙 = 𝒙𝒙𝒐𝒐における観測方程式その
ものといってもよい．𝜺𝜺が𝑚𝑚次元誤差ベクトルである．
水平方向の観測の観測値および Jacobian を計算した
例を図２に示す．Jacobian は距離の増加により単調減
少しており，距離が離れるほど気温の寄与が少なくな
っていた．これは人工衛星からの観測と異なり，水平
方向の観測に特有の傾向である． 
３. 気温分布の逆推定アルゴリズムと評価方法 
 気温分布を求めることは，式(2)において観測ベクト
ル𝒚𝒚が与えられたときに気温分布ベクトル𝒙𝒙を求める
ことである．前提として(a)水蒸気や二酸化炭素などの
気体濃度が既知で，(b)境界面の温度と放射率が既知で

各位置の空気からの寄与

熱赤外
分光放射計境

界
面

境界面からの寄与

空気

観測機に入射す
る全エネルギー 

空気からの寄与 
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あるならば，未知数が𝑛𝑛個，条件式が𝑚𝑚個の連立方程式
を解けば気温が求まる．分光放射計を用いた観測では
𝑛𝑛 < 𝑚𝑚となるため，最小二乗法を用いて気温分布ベク
トル𝒙𝒙を求めることが自然に思える．しかし実際には
解が誤差に対して極めて鋭敏に反応してしまい，物理
的に意味のある解が得られない．これを ill-posed 
problem といい，逆推定において広く知られた現象で
ある．本研究ではその問題を解決するためにベイズ的
なアプローチで解を安定化させるアルゴリズムである
maximum a posteriori (MAP) 法を用いた 4)． 
 MAP 法とは，対象の気温について観測前に分かっ
ている確率的な情報（事前分布）を正則化のために用
いる方法で，式(4)のベイズの定理で与えられる事後分
布P(𝒙𝒙|𝒚𝒚)を最大にする𝒙𝒙 = 𝒙𝒙を解（MAP 解）とするも
のである． 

 P(𝒙𝒙|𝒚𝒚) ∝ P(𝒚𝒚|𝒙𝒙)P(𝒙𝒙) (4) 

ここでP(𝒚𝒚|𝒙𝒙)は観測誤差の確率密度関数，P(𝒙𝒙)は気温
の事前分布で，ともに正規分布を仮定する．P(𝒙𝒙|𝒚𝒚)を
最大にすることは，次の評価関数 J(𝒙𝒙)を最小にするこ
とである． 

J(𝒙𝒙) = (𝒚𝒚 − 𝐅𝐅(𝒙𝒙))𝑇𝑇𝑺𝑺𝜀𝜀−1(𝒚𝒚 − 𝐅𝐅(𝒙𝒙))

+ (𝒙𝒙 − 𝒙𝒙𝒂𝒂)𝑇𝑇𝑺𝑺𝑎𝑎−1(𝒙𝒙 − 𝒙𝒙𝒂𝒂) 
(5) 

ここで，𝑺𝑺𝜀𝜀は観測誤差の分散共分散行列，𝒙𝒙𝒂𝒂は事前分
布の期待値，𝑺𝑺𝑎𝑎は事前分布の分散共分散行列を表す．
右辺第１項が観測による寄与，右辺第２項が事前分布
による寄与を表す．式(2)が式(3)で十分近似できると
すると，Gauss-Newton 法を用いて MAP 解 �̂�𝒙 とその
共分散行列 �̂�𝑺 が求まる． 
 MAP 解には事前分布からの影響が含まれるため，
真値との差のみで逆推定の精度を評価することは不十
分である．そこで，Averaging kernel (AK)と Degree of 
freedom for signal (DOFS)を用いて事前分布が MAP
解に与える影響を評価した 4)．MAP 解 �̂�𝒙 を，真の気
温分布ベクトル 𝒙𝒙 を用いて表現すると， 

�̂�𝒙 = 𝑨𝑨𝒙𝒙 + (𝑰𝑰 − 𝑨𝑨)𝒙𝒙𝒂𝒂 + �̂�𝑺𝑲𝑲𝑻𝑻𝑺𝑺𝜀𝜀−1𝝐𝝐 (6) 

となる．ここで𝑰𝑰は単位行列，𝑨𝑨 ≡ 𝑮𝑮𝑲𝑲が AK で，式か
ら明らかなように MAP 解に対する真の気温分布ベク
トルの重みを表す（𝑛𝑛×𝑛𝑛行列）．また AK のトレース 
tr(𝑨𝑨) が DOFS で，観測によって明らかになった未知
数の数を表す．また AK を行方向に足したものを AK 
area といい，各位置で観測がどの程度寄与しているの
かの目安になる．理想的な観測では𝑨𝑨 = 𝑰𝑰, DOFS = 𝑛𝑛と
なる．以下の章では平均二乗根誤差（RMSE）に加え，
AK や AK area，DOFS を用いて MAP 解を評価する． 

図 3 標準ケースの解析の流れ図． 

４. 数値シミュレーションによる逆推定の精度検証と
感度解析 
４-１. 数値シミュレーションの目的と方法 
 建築スケールでの水平気温分布逆推定の実現可能性
を明らにするため，数値シミュレーションをおこなっ 
た．また逆推定に影響をおよぼすと考えられるパラメ 
ーターの変化がどのように MAP 解に影響するのかを
確認するために感度解析をおこなった．解析の流れ図
を図 3 に示す．まず真の気温分布を設定し放射伝達計
算をおこない，真の観測値および Jacobian を作成した．
つぎに真の観測値に正規分布に従うランダム誤差を入
れ，事前分布と誤差入り観測値を用いて MAP 解を計
算することを 1000 回おこなった．その 1000 回分
RMSE とその標準偏差，および DOFS を用いて評価し
た．標準ケースの放射伝達過程の計算条件を表 1 に示
す．MAP 法の入力条件を表２に示す．標準ケースでは
街区スケールを想定し，距離を 100 m，気温を 15 ℃
一様とした（図４）．事前分布は 17±5 ℃とした．放
射伝達過程の計算には MODTRAN5.4 (Spectral Sci-
ences 社) を用いた． 
４-２. 標準ケースの結果と考察 
 標準ケースの AK を図 5 に示す．1 層目の AK area
は 1 を超えており十分に観測による寄与が大きい．観
測機からの距離が離れるほど AK area が単調減少して
おり，事前分布からの寄与が増加していた．標準ケー
スの MAP 解を図 6 に示す．1 層目の MAP 解は真値
に近かったが観測機からの距離が離れるにつれ，MAP
解が事前分布に近づいていた．MAP 解の標準偏差を
みると，１層目が最小だが，２層目が最大になってお
り，さらに距離が伸びると減少していた．後の感度解
析の全てのケースで同様の傾向がみられた．水平分布
逆推定の特徴だと思われる．標準ケースでは RMSE が
事前分布の 2.0 ℃から 1.2±0.6 ℃へと減少し，本手
法が有効であることが示された． 
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４-３. 感度解析の結果と考察 
 逆推定に影響をおよぼすと考えられるパラメーター
をそれぞれ変化させ標準ケースと比較した（表 3）． 
 事前分布を 11 ℃に変化させた場合でも，観測値近
傍の精度に大きな変化はみられなかった（図 7）．真の
気温に分布がある場合，４～５層目の気温低下を反映
できなかった（図 8）．これらより，本手法は観測機に
近づくにつれ精度が向上し，事前分布の影響が小さく
なることが分かった． 
 距離を 10 m にした場合（図 9）や 1000 m にした場
合（図 10）でも RMSE や DOFS に大きな変化はみら
れなかった．本手法は建築スケールや街区スケールで
も同様の精度が得られることが示唆された． 
 離散化を３層にした場合，DOFSは 1.7(未知数 n=3)
に向上したが，反対に RMSE は 1.3 ℃へとわずかに悪
化した（図 11）．離散化を 10 層にした場合，DOFS は
1.7(未知数 n=10)に悪化したが，反対にRMSEは 1.1℃
へとわずかに改善した（図 12）．これは DOFS が向上
すると観測の寄与が大きくなるため，観測のランダム
誤差の影響も大きくなったためと考えられる． 
 観測機の分解能である Full width at half maximum 
(FWHM)を 3 倍細かい 5 cm-1 にした場合，DOFS は
2.1 へと向上し，RMSE は 1.1 ℃へとわずかに改善し
た（図 13）．また遠方での推定精度が平均的に向上し
ていた．FWHM を 2 倍粗い 30 cm-1にした場合，DOFS
は 1.6 へとわずかに悪化したが，RMSE は変化しなか
った（図 14）．分解能の向上による精度の向上が確認
できた． 
 Jacobian を作成する際に，水蒸気に-5 %rh の推定誤
差があった場合，RMSE が 1.2 ℃から 2.0 ℃へと悪化
し，高めのバイアスがみられた（図 15）．水蒸気に
+5 %rh の推定誤差があった場合，RMSE が 1.5 ℃へ
と悪化し，低めのバイアスがみられた（図 16）． 
 今回の感度解析では，水蒸気に-5 %rh の推定誤差が
あった場合以外のケースで，MAP 解の RMSE が事前
分布より改善することが確認できた． 
 

表 1 標準ケースの放射伝達
計算の入力条件 

表 2 標準ケースにおける MAP
法の入力条件．事前分布・観測
誤差ともに正規分布に従うとし
た． 

層分割 均等５層 

事前分布 全ての層で 
17 ± 5 ℃  

観測誤差 5 ％ 
 

距離 100 m 
気温 15 ℃ 一様 
湿度 50 ％rh 
CO2 400 ppm 
境界温度 10 ℃ 
FWHM 15 cm-1 

波数域 600 – 1695 cm-1 

(72 チャンネル) 

図 4 標準ケースの模式図 

 

図 5 標準ケースの AK  

図 6 標準ケースの MAP 解．
バーは S.D.(試行回数 1000 回) 

表 3 感度解析の各条件 
変化させる条件 図番号 
事前分布 図 7 
気温が一様でない 図 8 
距離 図 9,10 
層分割 図 11,12 
FWHM 図 13,14 
水蒸気の推定誤差 図 15,16 

 

図 7 事前分布が 11±5 ℃ 図 8 気温が一様でない場合 

図 9 距離が 10 m の場合 図 10 距離が 1000 m の場合 

図 11 3 層に離散化した場合 図 12 10 層に離散化した場合 

図 13 FWHM が 5cm-1 の場合 図 14 FWHM が 30cm-1 の場合 

図 15 水蒸気に-5%rh の推定誤
差がある場合 

図 16 水蒸気に+5%rh の推定誤
差がある場合 

RMSE 1.2±0.6 ℃ 
DOFS 1.7 

RMSE 1.2±0.6 ℃ 
DOFS 1.8 

RMSE 1.3±0.8 ℃ 
DOFS 1.7 (n=3) 

RMSE 1.1±0.5 ℃ 
DOFS 1.7 (n=10) 

RMSE 1.1±0.5 ℃ 
DOFS 2.1 

RMSE 1.2±0.6 ℃ 
DOFS 1.6 

RMSE 2.0±0.9 ℃ 
DOFS 1.7 

RMSE 1.5±0.8 ℃ 
DOFS 1.7 

RMSE 1.3±0.5 ℃ 
DOFS 1.7 

RMSE 2.1±0.7 ℃ 
DOFS 1.7 

RMSE 1.2±0.6 ℃ 
DOFS 1.7 

観測機
境
界
面

100 m

15 ℃ 一様
10
℃

事前分布 
真の気温 

AK area 
 
 
AK 
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５. 建築空間における水平気温分布逆推定の精度検証
実験 
５-１. 実験目的と概要 
 本実験の目的は建築スケールでの水平気温分布逆推
定の実現可能性を明らかにすることである．本研究で
は屋内の温度差のついた２室を利用した実験（屋内実
験）と屋内外の温度差を利用した実験（屋外実験）を
おこなった．実験の平面図を図 17 に，実験に用いた器
具を表４・写真 1 に示す．境界面には 50 ℃に設定し
た黒体炉を用いた． 
 MAP 法に用いた条件を表５に示す．屋内実験・屋外
実験ともに事前分布を温湿度計で実際に測定した値よ
り 2 ℃高い場合（Case 1），2 ℃低い場合（Case 2）で
ケーススタディをおこなった．なお Jacobian 計算のた
めの水蒸気濃度には温湿度計で測定した値を用いた．
計算に用いたチャンネルは，無用なノイズを避けるた
め，全チャンネルから相互情報量の多い順に 10 チャ
ンネルを選択した 5)． 
５-２. 結果と考察 
 両実験ともに，気温の分布を再現できた（図 18）．2
層目以降では事前分布の影響が顕著に表れていた．AK 
area は１層目で約 0.8 であり，観測の寄与が支配的で
あった．一方で４層目では約 0.2 であり，事前分布の
寄与が支配的であった．事前分布と MAP 解の RMSE
を表 6 に示す．1℃～2℃の精度で気温が求まった．屋
内実験の Case 2 以外で，事前分布より RMSE が改善
していた．本手法が建築スケールの水平気温分布の逆
推定に有効である可能性が示唆された． 
６. まとめ 
 本研究では分光放射計を用いた建築・都市スケール
での水平気温分布の逆推定の実現可能性を検討し以下
の成果が得られた．（1）気温について観測前に分かっ
ている確率的な情報（事前分布）を用いることで，気
温分布を逆推定できることを数値シミュレーションと
実験により示した．（2）感度解析により，建築スケー
ルと都市スケールで同様の精度が得られること，観測
機に近いほど精度がよくなること，観測機の FWHM
を改善すると遠方の精度が向上することを示した．（3）
実験により，FWHM が 30cm-1の分光放射計を用い，
実際の気温より 2℃ずらした事前分布を与えた場合，
1℃～2℃の精度で気温が求まることを明らかにした． 
【参考文献】1) Kaplan, L. D. Opt. Soc. Am. 1959, 49(10) 2) 
Wark, D. Q., Hilleary, D. T. Science. 1969, 165 (3899) 3) 浅
野正二. 大気放射学の基礎. 朝倉書店. 2010. 4) Rodgers, C. 
D. Inverse Methods for Atmospheric Sounding. World Scien-
tific, 2000. 5) Rodgers, C. D. Proc. SPIE 2830, 1996,  

 
  

図 17 実験の平面図（左：屋内実験，右：屋外実験） 
 

表 4 実験に用いた器具 
分光放射計 SR-5000N(CI-Systems 社) FWHM 約 30 cm-1 
黒体炉 SR-800R(CI-Systems 社) 50℃ 放射率 0.97 
温湿度計 RTR-503 (T&D 社) 

  
 

  

写真 1 (左)分光放射計 (右)平面黒体炉 
 
表 5 MAP 法に用いた条件．Case1 は温度計実測値より 2℃高
い場合．Case2 は２℃低い場合．すべて独立・正規分布． 

 屋内実験 屋外実験 
層分割   4 層 
分光放射計側 
事前分布 

Case1: 27.2±3℃ 
Case2: 23.2±3℃ 

Case1: 15.0±3℃ 
Case2: 11.0±3℃ 

黒体炉側 
事前分布 

Case1: 20.3±3℃ 
Case2: 16.3±3℃ 

Case1: 29.4±3℃ 
Case2: 25.4±3℃ 

用いた 
チャンネル 

1530, 1545, 1515, 1695, 1680, 1560, 1665, 
1650, 1710, 1500 cm-1 (相互情報量の多い
順) 

観測誤差   10 ％ 
 
 

  

  

図 18 (a)屋内実験の MAP 解と実測温度 （b）屋外実験の
MAP 解と実測温度  (c)屋内実験の AK と AK area (d)屋外
実験の AK と AK area  
 
表 6 事前分布と MAP 解の RMSE．屋内実験の Case 2 以外
で RMSE が事前分布より改善していた．なお位置を線形補間
したため事前分布の RMSE が 2.0 ℃でない場合がある． 
 屋内実験 屋外実験 
(℃) Case 1 Case 2 Case 1 Case 2 
事前分布の RMSE 2.9 1.7 2.1 2.0 
MAP 解の RMSE  2.0 2.0 1.0 1.7 

DOFS 0.5 
 

(a) 

(d) 

(b) 

DOFS 0.5 
 

(c) 

Case1 MAP解 
Case2 MAP解 
温度計実測値 
 

 
AK 

AK area 

窓（測定の瞬
間のみ開）

黒体炉
(50 ℃)

分光放射計
屋外 暖房室

12600 6650

5200        5900  4150 2000 2000

戸（測定の瞬
間のみ開）

黒体炉
(50 ℃)

分光放射計
暖房室 非暖房室

5500 11500

温湿度計

3000  3000   4000     4000    3000 
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1 研究の背景と目的

　花街 (1) は芸能、料理、衣装、室礼等のソフトと共

にヴァナキュラーな建築、路地等のハードな日本の伝

統文化を包括的に継承する稀有な都市空間である。娼

妓の営業する遊郭と異なり、本研究の対象である花街

は近年、宴会の場としてだけでなく、伝統文化の継承

や国内外向け観光振興といった文化的価値が再評価さ

れている。しかし、花街は社会経済の変化等を背景に

衰退している。花街の活性化には利用者や支援者の拡

大が重要である。これに対し、花柳界 (2) に加え行政

や経済界等が連携し花街を支える仕組みや花街建築 (3)

を一般客向けに公開活用する活動が行われている。こ

れらは花街の建築と文化を継承する有効な手法と考え

られる。そこで、本研究は花街を取り巻く組織と花街

建築の公開活用に着目し、全国的な現状及び運営方法

といった実態を明らかにすることを目的とする。これ

を以て花街を継承する手法の有用な資料とする。

2 研究の位置づけ及び方法

　花街の全国的研究には、戦前に民俗学の視点から

執筆されたもの 1)、戦後の景観保全施策に関するもの

がある 2)。本研究はこれらを参考とし、現役の花街を

花街の継承に関わる組織及び建築物公開活用の実態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　修士　正会員　宮島　悠夏　（新潟大学）

3　全国における花街の最新の分布状況

　全国の現役の花街を網羅的に把握した研究はない。

そこで、本研究ではまず既往研究および文献 6 冊 (4)

を参照し、花街が存在したと推測される都市 409 か所

に対して、HP 検索を行った。これにより、現役の可

能性が高い情報が得られた 56 か所に対して電話、メー

ル等でのヒアリングを行った。この結果、現役であ

ることが確認された花街は 47 か所 (5) あった ( 表 1)。

　

所在地
芸
妓
数

三業数※ 1 花街建築

( 非三業 )

※ 2

基
幹
組
織

支援組織※ 3

市区町村 地区名
料
亭

茶
屋

※
１

置
屋

補
助
金

イベント

発表会
他

札幌市 薄野 11 料 1 1 ー a3 ー ー ー

盛岡市 八幡町 , 本町 9 料 6 9 ー a1 直 直 , 観 直 : 広報

秋田市 川反 2 料 4 ◇ 1 ( 検 , 稽 ) b5 ー ー ー

仙台市 本櫓町 , 常盤町 3 料 3 3 ー a1 直 ー ー

山形市 七日町 14 料 9 ◇ 7 ー b3 直 ー ー

酒田市 今町 9 料 3 ◇ 3 ( 検 , 稽 ) b5 ー ー ー

新潟市 古町 27 料 14 待 2 ◇ 16 検 , 稽 , 劇 c1 直 行 , 観 , 住 住 : 広報 , 行 : 認定

長岡市 殿町 13 料 15 不明 ー a1 ー ー ー

木更津市 木更津 10 料 5 4 検 , 稽 b1 直 観 ー

水戸市 大工町 8 料 5 4 検 , 稽 c3 直 ー ー

笠間市 笠間 5 料 15 ～ 16 9 検 , 稽 b4 ー ー ー

中央区 新橋 58 料 8 5 検 , 稽 c3 ー 関連企業 ー

港区 赤坂 22 料 5 11 検 , 稽 c3 ー ー ー

中央区 芳町 7 料 1 不明 検 , 稽 c3 ー 住 住 ： コン

新宿区 神楽坂 20 料 4 4 検 , 稽 c3 ー 住 住 : コン

台東区 浅草 33 料 7 待 1 5 検 , 稽 c3 ー 観 ー

墨田区 向島 90 料 14 40 検 , 稽 c3 ー 住 住 : 広報

豊島区 大塚 3 料 3 1 ー a1 ー ー ー

品川区 大井 , 大森 25 料 4 ～ 5 4 ー a1 ー ー ー

渋谷区 円山町 4 料 5 2 ー a1 ー ー ー

八王子市 中町 10 料 7 検 , 稽 c3 直 観 , 住 住 : 広報

静岡市 常盤町 1 料 5 1 ー b3
直 直

直 : 募集 ,

広報静岡市 清水 12 料 4 ～ 5 5 検 , 稽 b3

浜松市 浜松 7 不特定 7 ー a1 ー ー ー

所在地
芸
妓
数

三業数 花街建築

( 非三業 )

※ 2

基
幹
組
織

支援組織※ 3

市区

町村
地区名

料
亭

茶
屋

※
１

置
屋

補
助
金

イベント

発表会
他

名古屋市 名古屋 19 不特定 19 検 , 稽 b2 直 住 ー

安城市 安城 16 料 9 6 ー b3 直 ー ー

桑名市 桑名 14 不特定 6 検 , 稽 b2 直 直 直 : 広報

朝日町 神田新地 4 4 不明 検 , 稽 b4 ー ー ー

金沢市 ひがし 13 茶 7 7 検 , 稽 b4
行

直

直 , 観 , 住 直 : 広報

金沢市 主計町 10 茶 4 4 検 , 稽 b4 直 , 観 , 住 直 : 広報

金沢市 にし 19 茶 5 5 検 , 稽 b4 直 , 観 , 青 直 : 広報

福井市 浜町 4 不特定 不明 ー b2 ー ー ー

岐阜市

※ 4

岐阜 16 不特定 12 検 , 稽 b2 直 ー ー

岐阜 （鳳仙） 3 不特定 1 ー b2 ー ー ー

高山市 飛騨高山 8 料 3 8 ー a1 直 直 ー

奈良市 元林院 6 茶 1料 2 席 3 ー a1 ー 観 ー

大阪市 北新地 6 茶 2 席 2 検 , 稽 c3 ー ー ー

京都市 祇園甲部 88 茶 61 23 検 , 稽 , 劇 c2

直

直 行 ：認定

京都市 宮川町 22 茶 33 12 検 , 稽 , 劇 c2 直 , 住 行 ：認定

京都市 先斗町 48 茶 22 4 検 , 稽 , 劇 c2 直 行 ：認定

京都市 上七軒 38 茶 9 4 検 , 稽 , 劇 c2 直 , 住 行 ：認定

京都市 祇園東 18 茶 9 5 検 , 稽 , 劇 c2 直 行 ：認定

京都市 島原※ 5 3 茶 1 1 ー a3 ー ー ー

松山市 松山 8 不特定 1 検 b3 ー ー ー

高知市 土佐 3 不特定 1 ー a3 ー ー ー

徳島市 富田町 6 1 1 ー a3 ー ー 青 : 広報

福岡市 博多 16 5 不明 検 , 稽 b2 直 直 ー

長崎市 丸山 17 11 1 検 , 稽 b4 直 直 ー

確認された花街数 [ か所 ] 28 ー 24 24 18

表 1　全国花街の基幹組織および関連組織の構成

※調査は 2014 年から 2017 年 1 月に実施した。 調査日の違いによって数値が変動している可能性がある。

※ 1不特定：加盟する組合がなく、 かつ特定の出先はなく、 広範囲への派遣を行っている場合。 料：料理屋、 茶：茶屋、 待：待合。 ◇は会社化した置屋が 1軒存在する。 ※ 2検：検番、 稽：稽古場、 劇：

劇場 （歌舞練場等）、 括弧は機能を持つ建物の意。 ※ 3直接支援組織の場合は直、 間接支援組織の場合はその主な構成を記す。 行 ：行政、 観 ：観光協会、 住 ：住民、 青 ：青年会議所。： 以降は連携内

容、 認定 ：文化的価値の認定、 コン ： コンシェルジュ。 ※ 4岐阜には同一地域内に異なる花柳界が存在する。 ※ 5数値は太夫の人数。 現在芸妓はいないが、 業態が似ているため対象に加える。

把握する。花街建築に関する既往研究は分布の変遷 3)

や構成 4) を明らかにしたものがある。花街のまちづ

くりに関する研究には景観演出要素に着目した研究
5)、お座敷以外の活動に着目した事例研究 6) がある。

本研究は花柳界内外の花街に関わる組織と花街建築の

公開活用事例を全国的に明らかにする点に新規性と特

徴がある。調査は関連 HP や文献の閲覧、電話でのヒ

アリングにより全国的実態を把握した後、現地踏査及

び花柳界や支援組織関係者へのヒアリングを行った。

4　花街を取り巻く組織の実態

4.1　関係する組織の分類

　花街の業態に直接関わる(花柳界)組織を基幹組織と
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図 2　古町（新潟）における組織間連携関係
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凡
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委託

図 3　ひがし（金沢）における組織間連携関係
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認定

新潟市民文化遺産
新潟観光コンベンション協会
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花街茶屋

育成助成

古町芸妓育成支援協議会
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柳都振興後援会

新潟商工会議所

実施

柳都新潟古町花街イベント景観保全

古町花街の会

掘割再生まちづくり新潟

実施

実施 実施

料亭の味を芸妓の舞

実施

実施

実施

制作

新潟まつり

新潟まつり実行委員会

新潟まち遺産の会

実施

まちあるき

建物マップ

華つなぐ道

交付

食の陣芸妓の舞

実施
節分祭 白山神社

実施

古町どんどん

古町中心商店街協同組合

シティガイド

新潟大学都市計画研究室

実施

食の陣実行委員会

第一印刷所

制作

柳都グッズ

間接支援組織

活動 構成関係

その他連携関係

花柳界の範囲

協力

実施

古町花街ぶらり酒

古町花街ぶらり酒実行委員会

協力
協力

使用

パンフレット
制作協力

五季茶屋
ふるまち新潟をどり鑑賞講座

砂丘館

イベント

凡
例

申請

新潟三業協同組合

所属関係

直接支援組織 その他の組織

幹部組織

交付

出演

地区名 ( 都市名 ) 組織名

構成※ 支援内容

設
立
年

行
政

観
光
協
会

商
工
会
議
所

他
補助金

（使途 ・ 対象）
その他

八幡町 ・本町

( 盛岡市 )
盛岡芸妓後援会 ○ ― ◎ ― 育成

情報発信

イベント
2012

本櫓町 ・常盤町

( 仙台市 )
仙台技芸振興の会 ― ― ◎ ― 育成 ― 2001

七日町 ( 山形市 ) やまがた舞子を

育てる会
― ― ◎ ― 育成 発表会 1997

古町 ( 新潟市 ) 柳都振興後援会 ― ― ― ○企業 育成 ― 2000

古町芸妓育成支援

協議会
○ ○ ◎ ○花柳界 育成 , 広報ほか イベント 2013

木更津

( 木更津市 )

木更津伝統伎芸を

守る会
△ ◎ ○ ―

遠出 ,新人育成 ,

道具ほか
情報発信 2013

大工町 ( 水戸市 ) ときわをどり後援会 ○ ◎ ― ○企業 育成 ― 2013

中町 ( 八王子市 ) 八王子黒塀に親しむ会 ◎ ○住民 育成 , 道具ほか イベント 1999

常盤町 /清水

( 静岡市 )
静岡伝統芸能振興会 ○ ― ◎ ―

新人育成 ,遠出 ,

検番運営ほか

イベント

芸妓募集
2012

名古屋(名古屋市) 名古屋伝統芸能振興会 ― ― ◎ ◎花柳界 育成 ― 1988

安城 ( 安城市 ) 安城芸妓文化振興会 ― ― ◎ ― 育成 情報発信 2002

桑名 ( 桑名市 )

桑名伝統芸能を守る会 ― ○ ◎ ○企業

育成 ,舞台発表 ,

新人育成 ,PR ほ

か

イベント

情報発信
2013

ひがし /

主計町 /

にし ( 金沢市 )

金沢伝統芸能振興

協同組合
○ ― ◎ ○企業

育成 , 組合運営

ほか

イベント

情報発信
1983

（公財） 横浜記念金沢

の文化創生財団
◎ ― ― ○企業

新人育成 , 育成

者支援
情報発信 1991

岐阜 ( 岐阜市 ) 岐阜芸妓振興会 ― ― ◎ ― 育成 イベント 1991

飛騨高山(高山市) 飛騨高山おもてなしの

文化振興協会
― ― ◎ ― 育成 イベント 2015

上七軒 ( 京都市 ) 北野上七軒伝統文化

振興会
― ― ○

◎花柳界

○住民
歌舞練場修復 ― 2009

祇園甲部 /宮川町

/先斗町 /上七軒

/祇園東 (京都市 )

（公財） 京都伝統伎芸

振興財団
― ○ ○ ◎

歌舞練場 ,育成 ,

舞台発表 ,道具 ,

広報ほか

イベント

情報発信
1996

博多 ( 福岡市 ) 博多伝統芸能振興会 ○ ― ◎ ― 育成 ー 1991

丸山 ( 長崎市 ) 長崎民芸協会 ― ― ○ ◎民間 新人育成 , 奨励 ー 不明

※◎ ：中心となる構成員、 ○ ：関係する構成員、 △ ：助言者、 － ： なし。

表 2　直接支援組織の構成および支援内容

する。基幹組織は料亭、茶屋、置屋、芸妓等の各組合

の専業組織と、それら複数のものが加盟する包括組織

とに分けられる。花街において1軒の置屋や料亭が芸

妓の営業を取り仕切る場合、それらを特定置屋、特定

料亭とする。一方、花街の営業を支援する(花柳界以

外)組織を支援組織とする。このうち、特に花柳界に

対する支援を専ら行う組織を直接支援組織、イベント

や発表会等実施といった間接的に支援にあたる活動を

継続的に行う組織を間接支援組織とする。

4.2　基幹組織の構成 ( 図 1、表 1)

　全国47か所のうち、基幹組織を有する花街は約7割

の34か所である。このうち包括組織を有する花街は

15か所であった(c1～c3)。基幹組織がない花街では芸

妓の活動の取りまとめを特定料亭が行う場所が3か所

(a3)、各芸妓が個別に活動する場所が10か所あった

(a1)。包括組織を持つ花街や基幹組織が所有する建築

物を持つ花街は花柳界としての機能を維持しており、

芸妓数、料亭・茶屋数から見て比較的規模が大きい傾

向にある。加えて、花街建築(非三業)を有する花街は

28か所確認された。これらは花柳界の拠点となる建築

物のため、基幹組織がある花街でのみ存在する。

4.3　支援組織の実態 ( 表 1、図 2 ～ 3)

　支援組織は全国31か所と約6.6割の花街に存在する

ことが明らかとなった(表1)。直接支援組織は全国に

20件あり、24か所と半数以上の花街で確認された(表

2)。商工会議所や観光協会内に事務局を構えた外郭団

体として支援組織を設立する場合が多いが、事業費と

して行政の補助金を用いたり、委託の形で事業を行っ

たりと、行政と花柳界とを繋ぐ役割を果たしている。

支援内容は芸妓育成費用の補助が主流で、芸を披露す

る場として発表会やイベントの開催やPR活動を行う組

織もある。これらは2000年以降に設立されたものが11

件あり、近年各地で設立の動きが生まれている。

　間接支援組織は21か所の花街で確認された。芸妓の

出演するイベントを実施する組織には観光協会や住民

団体が多い。また、お座敷のセッティングなどを請け

負うコンサルティング業を行う会社や文化遺産として

凡例

料亭 芸妓

置屋

料亭 芸妓

置屋

加盟料亭 芸妓

置屋

料亭 芸妓

置屋

置
屋
組
合

料亭 芸妓

置屋

芸妓料亭

料亭 芸妓

料亭

芸妓料亭

加盟
料亭 芸妓

置屋

料亭 芸妓

置屋

芸
妓
組
合

加盟料亭 芸妓

置屋

料亭 芸妓

置屋

置
屋
組
合

料
亭
組
合

加盟

加盟
料亭 芸妓

置屋

料亭 芸妓

置屋

芸
妓
組
合

料
亭
組
合

加盟

料亭 芸妓

置屋

芸妓料亭

料
亭
組
合

加盟

料亭 芸妓

料亭

芸妓料亭

料
亭
組
合

加盟

加盟加盟

加盟料亭 芸妓

置屋

料亭 芸妓

置屋

置
屋
組
合

料
亭
組
合

加盟

加盟加盟

加盟
料亭 芸妓

置屋

料亭 芸妓

置屋

芸
妓
組
合

料
亭
組
合

加盟

加盟加盟

料亭 芸妓

置屋

料亭 芸妓

置屋

a) 組織なし 【13】 b) 専業組織のみあり　【19】 c) 包括組織あり　【15】

a1) 個別　【10】

a2) 特定置屋 【0】

a3) 特定料亭 【3】

b1) 置屋組合のみ　【1】

b2) 芸妓組合のみ　【5】

b3) 置屋組合＋料亭組合　【5】

b4) 芸妓組合＋料亭組合　【6】

b5) 特定置屋＋料亭組合　【2】

b6) 特定料亭＋料亭組合　【0】

c1) 置屋組合＋料亭組合＋包括組織　【1】

c2) 芸妓組合＋料亭組合＋包括組織　【5】

c3) 包括組織のみ　【9】

業種名 組織名 芸妓の移動

※【】 内に該当花街数を示す。 花街によっては料亭が

茶屋、 料亭組合が茶屋組合になる。

包括組織

包括組織

包括組織

図 1　基幹組織の構成（記号は表 1と対応する）
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の認定する行政団体の存在も確認された。さらに芸を

指導する師匠、年中行事を主催する神社、景観保全を

行う行政や住民団体等の存在が確認された。複数の支

援組織によって多様な支援が行われ、芸妓数、料亭・

茶屋数も比較的多い花街の代表として古町(新潟)、ひ

がし(金沢)における組織間連携関係を図2～3に示す。

　

5　文化発信を伴う花街建築の公開活用の実態

5.1　花街建築の定義

　本研究では主に花街の業態の核となる用途の建築物

を花街建築と定義する。このうち、営業中のものを

「現花街建築」、廃業後のものを「元花街建築」とす

る。これらは料理屋、茶屋、置屋の三業と検番、稽古

場、歌舞練場(劇場)、学校等の非三業に分けられる。

5.2　全国の花街における公開活用の現状 ( 表 3)

　公開活用事例(6)は全国20か所(7)と約4.2割の花街で

計38件確認された(8)。このうち花街建築(三業)は13か

所、花街建築(非三業)は11か所であった。また、現花

街建築は通常専ら非公開で使用されるが、約3.6割に

あたる17か所の花街で公開活用する機会がある。一

方、元花街建築の公開活用は6か所で確認された。こ

れは飲食店や宿泊施設といった花街の文化発信に関わ

らない事例を除いているためと考えられる。これら公

開活用のうち7割近くが2000年以降に開始したもので

あり、近年活発に行われているといえる。

5.3　公開活用での利用法

　確認された38件の公開活用事例を花街建築の種別、

活用手法、主催者によって分類した結果、10タイプの

事例が確認された(図4)。利用法は短期的なイベント

利用が最も多く、28件と約7割を占める。イベントの

内容は通常のお座敷と近く、飲食付きで芸妓の舞の鑑

賞やお座敷遊び体験などが行われるものが主流である

が、飲食を伴わないまたは菓子程度のものも花街建築

(非三業)を中心として多く実施されている(表4)。一

方、長期的な展示利用や観光拠点利用も存在する。展

示施設では解説板やガイドを設置することで初心者向

花街建築の活用事例

現三業 現非三業

長期 短期 長期 短期

現花街建築 元花街建築

元三業 元非三業

花柳
界

支援
組織 個人

花柳
界

支援
組織 個人

花柳
界

支援
組織 個人

花柳
界

支援
組織 個人

用途転換無し 異なる花街用途へ転換一般用途から花街用途へ転換

元非三業現三業 元三業現非三業

花柳
界

支援
組織 個人

花街用途から一般用途へ転換

花柳
界

支援
組織 個人

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3

花柳
界

支援
組織 個人

G1 G2 G3

長期 短期 長期 短期

主
催
者

活
用
期
間

花
街
建
築
の
種
別

記
号

（全３８件 )

（２９） （９）

（０）（９）

（１） （２）（０）

（０） （０）（１）

（１６）（１０）

（１０） （１５）

（１） （９） （０） （７） （８） （０） （１） （０） （０）

（７）

（２６） （３）

（３）（０）

（１）

（２） （０） （０）

（２）

（０） （９）

（０） （１） （６） （０） （０） （２）

※2 【10：28】

※1【19：19】

※1 【】 内は三業の合計 ： 非三業の合計
※2 【】 内は長期の合計 ： 短期の合計

記号 三 ： 非 現 ： 元 短 ： 長 花街数

a 三

ー

現 ー 短
ー

10

b 三 ー 元 短 3

c 三 現 ー
ー

長 0

d 三 ー 元 長 6

e

ー

非 現 ー 短
ー

10

f 非 ー 元 短 0

g 非 現 ー
ー

長 1

h 非 ー 元 長 0

13 11 17 6 18 7

型 花街数

a のみ 6

b のみ 0

c のみ 0

d のみ 1

e のみ 6

f のみ 0

g のみ 1

h のみ 0

a,b,d,e １

a,d,e 2

b,d 2

a,e 1

合計 20 図 4　公開活用事例の分類

表 3　形態別実施花街数 (左 )及び各
形態の組み合わせ別実施花街数 (右 )

※三：花街建築(三業)、非：花街建築(非

三業 )、現：現花街建築、元：元花街建築、

短：短期的活用、 長：長期的活用を指す。

記号は右表の型に一致する。

花街名 ひがし ・ 主計町 ・ にし （金沢市） 常盤町 ・ 清水 ( 静岡市 )

建築名 複数の茶屋 複数の料亭

事例名 （分類） a) ほんものの芸に触れる旅 （A2） b) 芸妓の踊り鑑賞会 (A2)

写真

所有者 各茶屋 各料亭

基幹

組織

名称 東 ・ 主計町 ・ 西料亭組合 【各 1 名】 清水芸妓置屋共同組合 【1 名】

役割 出演 ( 芸妓 )、 解説 ( 茶屋女将 ) 出演 ( 芸妓 )

支援

組織

名称 金沢市観光協会 【7 名】 静岡伝統芸能振興会 【4 名】

役割 主催＜○ , ○ , ● ： 3000 円＞ 主管＜◎ , ○ , × ： 5 ～ 6000 円＞

運営費財源 市観光政策課委託事業費 , 参加費 市観光交流文化局委託事業費 , 参加

費

備考 芸妓出演料支払、 市から人員補填 芸妓出演料車代相当支払

花街名 ひがし ・ 主計町 ・ にし （金沢市） 神楽坂 ( 東京都新宿区 )

建築名 各料亭組合事務所 （検番 ・ 稽古場） 東京神楽坂見番 （見番 ・ 稽古場）

事例名 （分類） c) お稽古風景 (C2) d) ざ ・ お座敷入門 (C2)

写真

所有者 ・ 管理 各料亭組合 東京神楽坂組合

基幹

組織

名称 東 ・ 主計町 ・ 西料亭組合 【各 1 名】 東京神楽坂組合 【1 名】

役割 出演、 解説 ( 芸妓 ) 出演 ( 芸妓 )

支援

組織

名称 金沢伝統芸能振興協同組合 【2 名】 まち飛びフェスタ実行委員会 【35 名】

役割 主催＜× , ○ , ● ： 0 円＞ 主催＜× , ○ , ● 2500 円＞

運営費財源 市観光政策課補助金、 組合事業費 参加費

備考 会場 ・ 道具費支払、 花代支払なし 芸妓出演料支払

表 5　公開活用事例の運営体制

※ 【】 内は各組織の担当職員数。 ＜飲食 , 演舞 , 体験 ： 参加費＞記号は表 4 に一致。

花街名 宮川町 （京都市） 古町 ( 新潟市 )

建築名 宮川町歌舞練場 （歌舞練場） 三業会館 （検番 ・ 稽古場）

事例名 （分類） e) 夏まつりビアガーデン (C2) f) 柳都新潟 ・ 花街イベント (C2)

写真

所有者 ・ 管理 学校法人東山女子学園 新潟三業協同組合

基幹

組織

名称 宮川町お茶屋組合 【11 名】 新潟三業協同組合 【2 名】

役割 出演 ( 芸妓 ), 受付 , 企画 , 運営 ( 職員 ) 出演 ( 芸妓 ), 受付 , 司会 （組合員）

支援

組織

名称 宮川町地域振興会 【―】 古町花街の会 【約 10 名】

役割 主催＜◎ , ○ , × ： 5000 円＞ 主催＜× , ○ , ○ ： 1500 円＞

運営費財源 参加費 , 東山区地域力推進室助成金 参加費 , 民間団体助成金

備考 芸舞妓出演料支払 , アルバイト雇用 芸妓出演料支払

食事　◎ 茶菓　○ なし　× あり　○ なし　× 遊び　● 芸妓　○ なし　×

A1 1 (100) 0 0 1 (100) 0 1 (100) 0 0 1

A2 6 (67) 3 (33) 0 9 (100) 0 5 (56) 1 (11) 3 (33) 9
C1 6 (86) 0 1 (14) 6 (86) 1 (14) 2 (29) 0 5 (71) 7
C2 2 (25) 1 (13) 5 (63) 8 (100) 0 5 (63) 2 (25) 1 (13) 8
E1 0 0 1 (100) 1 (100) 0 0 0 1 (100) 1
G1 0 1 (50) 1 (50) 2 (100) 0 1 (50) 0 1 (50) 2

15 (54) 5 (18) 8 (29) 27 (96) 1 (4) 14 (50) 3 (11) 11 (39) 28
※カッコ内の数値はタイプ毎の全事例に対する割合

合計

合計飲食 演舞 体験

公
開
活
用
タ
イ
プ

活用内容

表 4　短期公開活用におけるイベント利用時の実施内容

※ () 内はタイプ毎の全事例に対する割合。 「遊び」 はお座敷遊び体験、 「芸妓」 は舞 , 邦楽器などの芸妓の
芸の体験。 記号は表 5 に一致。
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【補注】

(1) 芸妓を呼べる料理屋等のサービス業がある程度集積してい

る都市の一画を指す。娼妓の営業する遊郭とは異なる。

(2)「花柳界」は業界を指す言葉とし、「花街」は場所を指す言

葉として区別する。

(3)「料理屋」「待合（茶屋）」「置屋」の三業と「検番」「稽古場」

「歌舞練場」の用途を主とする建築物の総称である。

(4)「参考文献 1）(1929 年 /305 か所 )」「全国芸妓大観 (1927

年 /268 か所 )」「全国花街報告書－花街における芸妓の現状－

(東日本編 /1996 年 )(西日本編 /1997 年 )(計 37か所 )」「芸

妓における邦舞・邦楽の伝承活動の現状－邦舞・邦楽の民間伝

承活動に関する実態調査報告書－ (2004 年 /25 か所 )」「夫婦

で行く花街 (1998 年 /56か所 )」、「参考文献 2)(2013 年 /17か

所 )」の 6冊に記載されている都市名を参考にした。

(5)極少数の高齢の芸妓のみが存在し、一軒程度の料亭または

茶屋しかなく、日常的に活動しているとはいえない花街は対象

から除く。小浜、大阪南地では極めて小規模な活動が確認され、

郡山、高田、前橋、大宮、高松、宇都宮、大津、熊本の 8か所

でも芸妓の活動が行われている可能性のある情報が得られた。

(6) 公開活用とは、現花街建築または元花街建築を会場とし、

花街文化の発信に関わるものに転用し、一般公開する事例を指

す。ただし、特定の料亭や会社等の個別営業によるもので他の

事業に付加的に花街文化を取り入れたもの、及び単発的に実施

され、今後の継続可能性がないものは除く。また、通常の宴会

(お座敷 )やをどりは転用とは言えないため、対象外とした。

(7) 芳町では 2013 年頃の 2～ 3年間、名古屋では 2010 年～

2015 年、見番を公開活用したイベントを実施していたが、調

査時点では会場を移転しており、見番の公開活用事例はない。

(8)運営する組織、内容が同一の事例が年に複数回 (例えば夏

と冬 )実施された場合は名称が異なる場合でも 1件と数える。

【参考文献】

1) 松川二郎：全国花街めぐり，誠文堂，1929

2)Atsuyuki OKAZAKI, Noriko HOKARI, Yoichi IMAMURA, 

“Kagai” Traditional Entertainment Districts : Their 

Present Condition and Conservation, Jornal of 

International City Planning, pp.373-381, 2012.8

3) 久保有朋 , 岡崎篤行 , 松井大輔 :花街を構成する建築物

に関する分布の変遷 -昭和初期から現在における新潟市中央

区古町の三業を対象として -, 日本建築学会計画系論文集 , 

No.81, pp.1695-1712, 2016.8

4) 檜垣友絵 , 大場修：新潟古町における花街建築の構成と特

徴 , 日本建築学会大会学術講演梗概集 , pp.513-514, 2011

5) 宮島悠夏 , 岡崎篤行 , 松井大輔：花街の景観演出要素とし

ての提灯の掲出−京都五花街を中心として− , 日本建築学会技

術報告集 , pp739-742,  2016.6

6) 川原晋 , 岡村祐：お座敷外活動の展開にみる八王子花柳界

の再興要因 , 日本建築学会大会学術講演梗概集 (都市計画 ), 

pp.451-454, 2015.9

けとして対応している。観光拠点利用では芸妓の舞鑑

賞や関連品の展示などイベント利用と展示利用を兼ね

合わせた利用法と言える。

5.4　運営体制

　所有者または管理者が花柳界となる現花街建築にお

ける公開活用の主催者は花柳界が11件(基幹組織8件、

特定置屋3件)、支援組織が18件(直接支援組織5件、間

接支援組織13件)である。一方、所有者が花柳界とは

限らない元花街建築における公開活用の運営者は個人

(建物の所有者等)が8件とほとんどであり、この他は

市所有で指定管理を用いる事例が1件確認された。以

上より全体の半数にあたる19件は花街建築の所有者が

公開活用を事業として単独で行っている。

6　花街建築の公開活用における組織間連携 ( 表 5)

6.1　人材的連携

　支援組織が主催する公開活用に事例において、組織

間連携の実態を詳細に分析する。伝統芸能振興会(表

5b)c))や観光協会(a))だけでなく、市民団体(d)e)f))

も多数実施している。基本的には支援組織から企画運

営に必要な人員を輩出している。実施回数の多い事例

では他の支援組織から補填したり、アルバイトを雇用

するなどして運営の人材を確保している。また、花柳

界の役割は単に芸妓の出演に限らず、解説などにも及

ぶ。特に宮川町では基幹組織を事務局として町内会な

どと宮川町地域振興会を設立し、公開活用しており、

花柳界が能動的に地域との連携を図る事例といえる。

6.2　経済的連携

　参加費は表5b)e)は食事付で5千円程度、a)は菓子付

で3千円、d)は飲食無しで無料となっている。これら

は行政の観光、文化振興に関わる部局からの委託事業

費または補助金が使用されているため、参加費を比較

的低額に抑えている。また、ヒアリングによると芸妓

の出演料が通常の宴会よりも減額される場合もある。

7　結論

(1)現役の花街47か所中34か所が基幹組織を有し、基

幹組織のない花街では芸妓が単独で活動する他、特定

の料亭や会社が統括していることが判明した。

(2)約6.6割の花街で行政、商工会議所、観光協会、住

民等の支援組織の存在が明らかとなった。補助金の交

付、発表会やイベントの開催等の連携が主流である。

特に花柳界の支援を主として行う組織は全国の過半数

の花街に存在し、近年設立の動きが生まれている。

(3)公開活用は約4.2割にあたる20か所の花街で確認さ

れた。特に現花街建築は通常非公開だが、約3.6割の

花街で公開の機会が存在することが判明した。

(4)公開活用の利用法は短期的なイベント利用が多い

が、長期的な展示利用や観光拠点利用ものもある。

(5)花街建築の所有者等が事業として運営する公開活

用がある。一方支援組織が企画運営し、基幹組織も参

画するものでは行政からの委託や補助金の利用等によ

り参加費を比較的低額に抑えていることが判明した。
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民有地を暫定利用する防災空地の評価の枠組みに関する研究 
－神戸市「まちなか防災空地整備事業」を対象として－ 

 
修士 正会員 三好 章太（大阪市立大学） 

 
1．研究背景と目的 

適正管理されない空き家・空地は防災上・防犯上の

課題であり対策が必要である。空き家・空地を自治体

が防災空地として整備する防災空地事業(1)のうち「借

受型」は、借受期間、固定資産税等が非課税になる仕

組みで、空き家の除却のみでなく、空地の整備や跡地

の維持管理を想定している。図 1 は神戸市「まちなか

防災空地整備事業」（以下、本事業）の流れである。事

例ごとに除却の有無や、跡地利用の方法が異なる。 
暫定利用(2)による課題改善の考えは、密集市街地に

おいて、また、恒久的な考えの都市計画において例外

的である(3)。しかし防災空地は一定の整備効果をもた

らすと思われる。本事業の位置づけを整理し、整備事

例の分析を試みることで、暫定利用により課題改善を

行う事業の評価の枠組みを考える必要がある。 
本研究では、本事業の 2012～2015 年での 41 事例

を対象とする。以下に示す「都市計画」と「密集市街

地」の位置づけより分析を試み、暫定利用による防災

空地の評価の枠組みを検討することを目的とする。 
【都市計画における位置づけと視点（4 章）】防災空地

は公園のような空間利用や、道路のような通行利用が

見られ、都市計画における都市施設の機能が期待でき

る。そのため、防災空地が暫定的に都市施設を補完す

る考えのもと評価を試みる。これは「暫定的な都市施

設のあり方」として提起できる。 
【密集市街地における位置づけと視点（5~7 章）】神戸

市「密集市街地再生方針」における空地活用の方針を

もとに本事業の位置づけを行い（図 2）、 そこから得

られた「整備後の変化」「指標改善」「他事業との組み

合わせや展開」の視点より評価を試みる。 
本研究の方法と流れを図 3 に示した。既往研究では

防災空地の地域での共同管理の必要性を示した研究 2)

などがあるが、本研究は、防災空地の暫定利用の視点

から評価の枠組みを検討する点で特徴がある。 
2.全国の防災空地事業の制度と本事業の特徴  

 「密集市街地に対象が限定」「借受型」「固定資産税

等の非課税措置」に該当する大阪市（2 事業）、京都市

の事業を把握し、事業担当者へのヒアリング調査(4)を

実施、調査結果を表 1 にまとめた。神戸市は「借受期

間」が短く「基準面積」の制限がないため、権利関係

者が取り組みやすいことが特徴である。 

まちづく り 協議会など
自治会や地域住民

①
③④

②
神戸市土地所有者

「 まちなか防災空地整備事業」 の流れ

①防災空地の整備実施にあたり 、 三者での協定を締結

②神戸市が土地を無償で借り 受け（ 土地使用賃借契約締結）、 固定資産税等が非課税になる

③適切な整備と 維持管理のため神戸市と まちづく り 協議会などで協定締結（ 管理協定締結 ）

④まちづく り 協議会などが、 防災空地の適正管理を実施

＜主な条件＞

・ 対象区域内であること

・ 3 ～ 5 年以上の提供が可能なこと

・ まちの防災性向上に資する

・ 位置・ 区域・ 面積であること

 

図 1 本事業の流れと主な条件（神戸市資料 1）に加筆） 

防災面の向上⇒
燃え広がり にく く 、 避難が可能な
まちづく り のため、 まちなかの防災空地化

「 密集市街地再生方針」 での目標・ 方針等 目標・ 方針を読み取り 本研究で分析する視点

暮ら し やすさ や地域魅力の向上⇒
建替え促進・ 地域魅力の向上のため、
空地等の地域資源の活用

施策の展開の方向性⇒
効果的な組み合わせや早期改善を促す施
策展開のため、 空地活用の仕組み検討

指標改善
神戸市が密集市街地の評価する際の指標を用
いて、 その整備効果を分析する。

整備後の変化
防災空地の整備後に見ら れる変化を明ら かに
するため、 ヒ アリ ング調査を実施する。

他事業と の組み合わせや今後の展開
本事業が他事業と の組み合わせ、 今後どのよ
う な展開が可能か、 分析する。  

図 2 「密集市街地再生方針」での本事業の位置づけ

都市計画

民有地を 暫定利用す
る 都市計画の考え方

空き 家・ 空地を 、 暫定的な防災空地と し て整備し 課題を 改善
する 、 密集市街地での考え方

位置
づけ

「 都市施設を補完
する機能」 の視点

空地化による
「 指標改善」 の視点

防災空地整備後の
変化の視点

他事業と の組み合わ
せや展開の視点

密集市街地

考え

４ 章

現状

視点

評価・
検討

現地調査と 分析に
よる指標を用いた
効果分析・ 評価

ヒ アリ ング調査で
の変化点把握によ
る効果分析・ 評価

他事業と の組み合
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図 3 本研究の方法と流れ 

表 1 ヒアリング結果：全国の防災空地事業の制度 
自治体名

神戸市

大阪市

京都市

2012
制限なし
（ その他

条件あり ）

「 まちの防災性向上に資する位置・ 区域・
面積であるこ と 」 「 維持管理を行う 団体の
存在の有無」 　 など

指定4地区
（ 範囲限定）

「 建物除却⇒防災空地」 「 既存空地⇒防災空地」

京都なら ではの整備が必要だが空地確保は欠かせない。
公益・ 公共の用に供する土地と し ての利用も 検討予定。

「 建物除却⇒防災空地」 「 既存空地⇒防災空地」

オープンスペースが不足するエリ アで、 防災活動の場や
災害時の一時避難場所等と なる広場の整備を実施する。

「 建物除却⇒防災空地」 「 既存空地⇒防災空地」

短い借受期間で実行力を活かし 、 市街地改善や地域に必
要な場と し て整備し ていく 。

「 建物除却⇒防災空地」

除却を前提と し ており 、 固定資産税等の負担増により 進
まないと 考えら れる建物除却に対策を講じ るために創設。

まちなか防災空地
整備事業

2009

300㎡
（ 原則）

(100 ~ 500
㎡可)

「 避難に有効な大規模空地や幹線道路に面
し ていない」 「 同じ 街区内の公園・ 緑地、
児童公園等と の距離が概ね100m 以上」
など

大阪市内の優先
地区（ 範囲限定）

まちかど広場
整備事業

2015 　    5年

　    20年

3～5年

50㎡以上
(原則)

「 幅員6m 未満の道路に面する敷地に存す
る昭和56年5月31日以前に建築さ れた木造
住宅を解体」 「 避難に有効な大規模空地や
幹線道路に隣接し ていない敷地」 など

大阪市内の重点
密集エリ ア
（ 範囲限定）

防災空地活用型
除却費補助

2014 5年以上
40㎡以上

(原則)

「 地域で公共利用さ れるこ と 」
「 維持管理を行う 団体の存在の有無」
など

優先地区または
防災まちづく り
取組地区または
細街路に接する

まちなかコ モンズ
整備事業

「 まちかど広場整備事業」 は2009年以前に「 生野区南部地区整備事業」 により 整備さ れた6事例を含んでおり 、 また合計9事例のう ち8事例は市有地での整備である。
事例数は2015年度時点の数字である。 借受期間は、 自動更新（ 神戸市、 京都市） や協議（ 大阪市2事業） によっ て更新可能である。 「 原則」 では条件によっ ては基準外でも 整備可能である。
「 建物除却⇒防災空地」 は建物除却を伴う 整備で、 「 既存空地⇒防災空地」 は建物がない空地の整備である。

事業名 開始年月 対象範囲 「 防災空地の確保パタ ーン」 と 考え方 事例

9

41

2

3

借受期間 基準面積 その他の条件

－ 101 －
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3.神戸市「まちなか防災空地整備事業」について 

事業担当者へのヒアリング調査(5)と要綱等の資料を

もとに事業内容を把握した。また現状把握のため、41
事例の現地調査より要素や状態を把握した(6)。 
 整備事例の件数・面積を図 4 に、防災空地で見られ

る要素・状態を図 5 にまとめた。各地区で 4 年間での

整備件数、除却数に差が見られる。要素・状態は、長

田南部は除却による整備が 0/4 だが東垂水では 6/9 な

ど、各地区で特徴が見られた。 
4.都市施設を補完する機能の視点からの評価 

4-1.都市施設の抽出と分析 

想定できる都市施設として道路と公園を抽出し、想

定される機能を表 2 にまとめた。また、その機能を現

地調査と分析(7)より明らかにした。 
4-2.分析結果と評価 

4-2-1.防災空地が持つ「道路」の機能 

 道路としての機能を分析するため、通路化の有無と

防災空地の前面道路の道路種を表 3 にまとめた。 
【通路化の有無】7/41 で通路化（6 事例）が見られた。

通路化は、生活利便性の向上、避難路確保に繋がる。 
【通路化による課題改善（図 6）】行き止まり解消によ

る避難距離短縮、高低差解消を行う通路化が見られた。 
【幅員確保・促進】「幅員確保が必要」は 38/41 で、

十分な幅員確保やセットバック促進に貢献している。

「幅員確保が不要」は 3/41 で、これらの道路や一部の

2 項道路では緊急車両の回転地としての活用できる。 
4-2-2.防災空地が持つ「公園」の機能 

 防災空地が持つ公園の機能を図 7 にまとめた。 

【誘致距離】誘致距離（日常時）は平均 63ｍで、公園

の誘致距離よりも短く、地域に根差した範囲である。

誘致距離（災害時）の平均は 70m で、公園より近い位

置に防災空地が整備されることで、災害時等の避難場

所として有効に機能すると考えられる。 
【一人当たり防災空地面積】平均値は 0.33 ㎡/人であ

る。最大で 1.28㎡/人を確保しており（湊川町 9丁目）、

これは兵庫区の一人当たり住区基幹公園面積の 45%
にあたる。これらより、面積確保の機能が期待できる。 

以上より、「都市施設を暫定的に補完する機能」を

評価できることを示すことができ、また「暫定的な都

市施設の可能性」を提示できた。 
表 2 防災空地が都市施設として想定される機能

道路を補完できる
と考えられる
防災空地の機能

公園を補完できる
と考えられる
防災空地の機能

「 通路化の有無」 …整備により新たな通行や安全な通行が可能となる

「 通路化による課題改善」 …通路化により課題が改善される

「 幅員確保・ 促進」 …前面道路の幅員拡幅や、 それらの促進

「 一人当たり防災空地面積」 …住区基幹公園の考えを補完する

「 誘致距離（ 日常時）」 …日常時での公園としての機能の範囲

「 誘致距離（ 災害時）」 …災害時での公園としての機能の範囲  

 

 

 

 

 

 

 

図 4 整備事例の件数・面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 防災空地で見られる要素・状態 

表 3 通路化の有無と防災空地の前面道路の道路種 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 通路化による課題改善（「行き止まり解消」「高低差解消」） 

 
図 7 防災空地が持つ公園の機能の分析結果 
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5．防災空地整備後の変化の視点からの評価  

防災空地の整備後の変化の把握のため、関係者へ 

のヒアリング調査(8)を実施し、防災に関する意識や活

用：「防災」、人々の利用や繋がり：「関わり」、魅力や

住環境改善：「魅力向上」の項目で表 4 にまとめた。

これら 3 つの項目より、効果的な防災空地整備後の変

化を評価できる。 
6．空地化による指標改善の視点からの評価 

6-1.分析方法  

 神戸市が指標としている「不燃領域率」「木防建ぺい

率」「4m 以上道路に接していない建物割合」を用いる。

算出方法を表 5 に示す。また、現地調査(10)による「建

物構造の把握」「空き家の把握」を行った。分析は「現

状整備」と、想定される「将来整備」(11)により行う。

対象は各地区で最も事例が多い町丁目から選定した。 
 

6-2.分析結果と評価 

分析結果を図 8 に示す。現状整備では、菊水町 8 丁

目で不燃領域率が 2.5%改善されるなど効果が見られ

た。将来整備では泉が丘 2 丁目で最も改善が見込め、

継続的な整備で更なる効果を見込める。 
現状整備で一定の改善が見られ、継続的な整備で更

なる効果が得られることから指標により評価できる。 
表 5 本研究での指標算出方法(9)  

 
 
 
 
 
 

 
 

表 4 ヒアリング結果：防災空地の整備後の変化点の把握 

図 8 指標改善の分析結果 

使いやすいよう 暗いときに光るテープを防災空地の階段などに貼っている。 高齢者が多いので、もしもを考え、工夫している。

防災空地の花壇に定期的に水をあげている。 整備前は違法駐車とか若者のたむろするんじゃないか、と言っていたが、現実は、
高齢者のたまり 場になっている。★

魅力
向上

農園利用者 A

まち協 A

人物項目 ヒ アリ ング内容 内容 評価

野菜栽培のため水をしているが、 緊急時に使えるかなって考えている。 他にも防災空地があるし防災についてより 意識している 。

地域住民 B

地域住民 A

横の農園の区画の人は知らない人だけど、 育て方とか教えてく れて、 会話する。 日課になっているね。

担当者 A 向かいの人が窓を開けれなかったけど開けれるよう になり 、隣地の防災空地を使う よう になったという 話は各防災空地である。

★…2014 年 12 月 16 日におけるヒ アリ ング調査結果　 　      無印…2016 年内におけるヒ アリ ング調査結果

「 見える化」 により 次の整備の説明がしやすい。「 う ちの自治会にはまだ防災空地がない」 という 話になったり している 。

担当者 A

担当者 A

住民同士で口コミ で広がり 、 他の整備箇所を見てここもどう かと、 住民や自治会から声がかかる。

担当者 C

担当者 A

通学路に面した場所で子供がボール遊びをしている様子はよく 見かける。

担当者 B 防災空地が完成したら、 完成披露宴をする。 実際に消火ホースで訓練したり 、 炊き出しをしたり 、 話す機会ができている 。★

自治会長 B

自治会長 B 農園で収穫した野菜で収穫祭をしている。 出来た空地を何にも使わないと意味がないし喚起のためにも 。★

今までなかったが、 消防署にお願いし て、 毎年一回の防災空地を利用し た防災訓練を実施し ている。★

地域住民 C ベンチに高齢の方が座っているのは見かける。

以前、 市から支給された防災用具を個々の家から防災空地に移した。 スペースが役立っている。

自治会長 A

自治会長 C

自治会長 A

防災空地の花壇を見て、 近く の通り で、 家の前に花壇を置く 人が増えた。

道がすごく 狭かったのに、 日が入って住環境が良く なった。

整備されることで人が寄ってきて、 繋がり が出来るという ツールの効果もある。
担当者 A 小学生が防災空地で集まって宿題をしている。

人工芝の防災空地では、 小学生がキャッ チボールをし ていると 聞いている。

地域住民 D ベンチがおいてあるが、 近く の病院の人がよく タ バコを吸いにく る。 憩いの場所になっているのだろう 。

防災空地の整備で地域に関わることが多く なり 、 以前より コミ ュニケーショ ンをとる機会が多く なった。

利活用によっ て地域の魅力
向上に繋がる。

住環境の改善や新
たな農園や花壇の
設置などで地域の
魅力向上に貢献し
ているこ と を評価
でき る。防災空地の整備によっ て住

環境向上に繋がる。

防災空地に花を植えるなど、 魅力スポッ ト と し て捉えている。 防災だけの視点だと 地域住民は乗り 気になら ない。
防災空地の整備や制度の認知をし てほし く 、 防災空地スタ ンプラ リ ーを開催し た。

関わり

子供や高齢者など、 様々な
利用者が存在する。

自治体が地域に関わる機会となる。

様々な利用者に利
用さ れているこ と
や、 自治体や地域
を繋ぐ きっ かけに
も なっ ているこ と
を評価できる。

防災

防災空地の利用で、 災害時
を意識し ている。

防災空地の整備が他の整備
に影響する。

防災スペースと し て活用さ
れている。

実際に防災スペース
として利用されてい
る。 新たな防災空地
の整備に影響するな
ど、 広範囲での防災
空地確保や、 災害時
の意識をもつきっか
けになっており 、 効
果を評価できる。

不燃領域率（ % ）＝　 空地率 + （ 1－空地率 /100) × 不燃化率

空地率（ % ） …1,500 ㎡以上の公園等と 幅員 6m 以上の道路が占める面積の割合
防災空地は暫定利用後も 、 防火建築が建てら れるなど防災性に課題のない活用がさ れると
想定する。 整備さ れた防災空地面積を防災上に寄与でき る空間と し て空地率に考慮する。
また、 空き 家の除却により 空地化し たと 仮定する場合の空地面積は、 建築面積と し 、 敷地
面積は考慮し ない。
不燃化率（ % ） …（ 耐火建物の建築面積＋準耐火建物の建築面積 ×0.8） ÷
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 全建物の建築面積） ×100（ ％）
こ こ で、 RC 造は耐火建物、 S 造は準耐火建物と し て計算をする。

木防建ぺい率（ % ）＝　（ 木造建築物の総面積　 /　 地区面積（ 町丁目面積）） × 100

4m 以上道路に接し ていない建物割合（ % ）　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝　 (4m 以上道路に接し ていない建物数　 /　 全建物数 ) × 100

確実な拡幅整備が見込まれる 2 項道路は「 幅員 4m 以上の道路」 に準じ ると みなす。 つまり 、
建築基準法に位置づけら れる道路に接し ない建物割合である。

空き家 非道路

防災空地地図
凡例

兵庫北部地区： 菊水町 8 丁目　（ 9110 ㎡）
防災空地事例： 3 事例　（ 計 212 ㎡）
空き家総数　 ： 1 軒　 　（ 計 140 ㎡）
現状： 不燃領域率： 12.6% 、木防建ぺい率 46.8% 、
4m 以上の道路に接し ていない建物割合： 1.1%

灘北西部地区： 福住通 3 丁目　（ 14770 ㎡）
防災空地事例： 3 事例　（ 計 166 ㎡）
空き家総数　 ： 3 軒　 　（ 計 72 ㎡）
現状： 不燃領域率： 18.1% 、木防建ぺい率 44.7% 、
4m 以上の道路に接し ていない建物割合： 43.2%

200m

木防
建ぺい率

不燃
領域率

現状整備
（ 整備数： 3） 1.0% 0.0%

1.6% 0.5%

0.0%

1.3%
将来整備

（ 整備数： 6）

木防
建ぺい率

不燃
領域率

現状整備
（ 整備数： 3） 2.5% 2.0% 1.1%

3.0% 2.4% 1.1％
将来整備

（ 整備数： 4）

木防
建ぺい率

不燃
領域率

現状整備
（ 整備数： 2） 0.7% 0.0%

1.5% 0.7%

改善の
見込みなし将来整備

（ 整備数： 7）

東垂水地区： 　 泉が丘 2 丁目　（ 21440 ㎡）
防災空地事例： 4 事例　（ 計 242 ㎡）
空き 家総数　 ： 12 軒　 （ 計 609 ㎡）
現状： 不燃領域率： 12.9% 、木防建ぺい率 36.6% 、
4m 以上の道路に接し ていない建物割合： 40.1%

長田南部地区　 ： 駒ヶ 林町 2 丁目（ 30150 ㎡）
防災空地事例： 2 事例　（ 計 236 ㎡）
空き 家総数　 ： 5 軒　 　（ 計 207 ㎡）
現状： 不燃領域率： 26.9% 、木防建ぺい率 36.8% 、
4m 以上の道路に接し ていない建物割合： 3.5%

4m 以上の道路に接

していない建物割合
4m 以上の道路に接

していない建物割合
4m 以上の道路に接

していない建物割合

4m 以上の道路

に接し ていない

建物割合

木防
建ぺい率

不燃
領域率

現状整備
（ 整備数： 4） 1.3% 1.1% 1.7%

4.2% 4.0% 6.0%
将来整備

（ 整備数： 16）

町丁目範囲
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7．他事業との組み合わせや展開の視点 

7-1.他事業との効果的な組み合わせ事例 

 組み合わせによる整備での効果・評価を表 6 にまと

めた。防災空地のみで実現ではない、通路化や緑化な

どは、組み合わせの効果として評価できる。 
7-2.防災空地の他事業への展開 

他事業への展開について表 7 にまとめた。「防災空

地として他事業に位置づけ」「暫定期間後の敷地を活

用」の考えより、他事業への展開が期待できる。今後

の防災空地のあり方として、恒久的な整備との関係よ

り、効果的な整備が検討できる点を評価できる。 
8．まとめ 

 枠組みとして、評価できる防災空地の機能と、効果、

評価段階を表 8 にまとめた。効果には、「直接的効果」

「間接的効果」「将来的効果」があり、各評価段階から

評価ができる。また、評価の際に考慮すべき 4 点を表

9 にまとめた。評価の際には、継続的な整備により得

られる効果や、それぞれの防災空地に合った総合的な

評価をすること等が必要である。暫定的な防災空地は

恒久的な考えの整備と関係があり、また、様々な課題

解決の手段となりえる。暫定の考えは、今までと異な

った時間軸で整備を捉えることができる。 
表 6 組み合わせによる整備での効果・評価 

 

 

 

 

 

 

表 7 他事業への展開 

 

 

 

 

 

表 8 評価できる防災空地の機能,効果,評価段階 

 

 

 

 

表 9 防災空地の評価する際に考慮すべき 4点 

 

 
 
 
 
 

【注釈】 
（1） 防災空地事業とは「防災性向上を図ることを一目的と
して、空き家・空地を維持管理される安全な空地として整備
する事業」である。自治体が期間を設けて土地を借受し活用
する「借受型」と、所有者が自治体に土地を寄贈する「寄贈
型」（長崎市など）に分類できる。また、本事業で市有地で
の事例を 1 事例確認したが、他整備と同様に維持管理や利活
用が行われているため、同様に分析を行った。 
（2）「活用の期間が未確定であること」を暫定と定義する。
防災空地の借受期間は延長されるため、その存在する期間は
未確定であり、暫定である。 
（3）旧都市計画法（1919 年）第 1 条のなかで都市計画とは
「永久に公共の安寧を維持し、または福利を増進する為の重
要施設の計画」とされ、ここから「都市施設」とは永久に効
果を発現させるものであるとされてきた。 
（4） 神戸市の計 4 名の事業担当者へ 2016 年 7 月 20 日に対
面によるヒアリング調査を実施した。大阪市・京都市の事業
担当者各 1 名へ、調査シートによる回答方式による方法で
2016 年 12 月 7 日にアンケート調査を実施した。 
（5）（4）での神戸市へのヒアリング調査と同内容である。 
（6）2016 年 6 月 14 日、22 日に神戸市「まちなか防災空地
整備事業」における整備事例 41 箇所の現地調査を実施し「要
素」と「状態」について調査した。「要素」とは事業内の予
算（防災空地面積に基づき 1 万円/㎡、上限 100 万円、除却
費別）で置かれたもの、地域住民等が自ら設置したものは判
別せず、防災空地に現状として見られる要素（花壇や倉庫な
ど）である。「状態」とは、除却実施の有無、別々の事業で
整備された防災空地が接することでの連担、地面舗装である。 
（7）「道路」「公園」における調査は 2016 年 6 月 14・22 日
に実施した。「道路」…「通路化における課題改善」におけ
る距離測定について、行き止まり改善は GISデータ上で計測、
高低差解消は実測を行った。防災空地に接する道路の判断は、
建築基準法上における道路に接しない場合は「非接道」とし
た。また複数の道路に接する場合「2 項・3 項道路」優先し
た。「公園」…一人当たりの住区基幹公園面積は、神戸市緑
の基本計画（グリーンコウベ 21 プラン）の数値で、人口は、
神戸市の平成 27 年国勢調査結果速報の値である。誘致距離
の定義は以下の図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（8）2014 年 12 月 16 日に事業担当者 2 名、自治会長 2 名、
地域住民 1 名による対面によるヒアリング調査、2016 年 6
月 14 日の現地調査時に住民へのヒアリング調査、2016 年 7
月 20日に事業担当者 4名に対面によるヒアリング調査、2016
年 10 月 29 日の現地調査時に住民へのヒアリング調査、2016
年 11 月 8 日に事業担当者 1 名、自治会長 1 名、まちづくり
協議会メンバー1 名への対面によるヒアリング調査を実施し
た。事業担当者とのヒアリング時には、まちづくりや防災空
地整備に関わる自治会長や住民等を選出してもらった。 
（9）不燃領域率は「短辺もしくは直径が 10ｍ以上でかつ面
積が 100 ㎡以上の空地を加えることもできる」という基準を
考慮していない。また、道路幅員は GIS データで測定した。
4m 以上道路に接していない建物割合について、建物数や立地
の判断は GIS データで行い、これらの建物に接する道路種よ
り 4m 以上道路に接していない建物数を把握した。道路種は
「神戸市指定道路情報配信サービス」により、接する道路は
建物の配置関係を把握した上で、現地調査を踏まえ判断した。 
（10）2016 年 10 月 18 日、2016 年 10 月 29 日に建物構造で
ある「木造」「S 造」「RC 造」を外観目視により判別する調査
と、空き家状況を判断する調査を実施した。空き家の判断は
「国土交通省住宅局 平成 21年度空家実態調査における外観
調査票」を参考に判断した。これらの条件に当てはまっても
生活の様子が見られたものは空き家ではないと判断した。 
（11）将来整備とは将来見込める改善で、現状のすべての空
き家が整備された場合の到達点（限界点）を将来整備とする。 
【参考文献】 
1）神戸市の事業資料（2017 年 3 月 14 日最終確認） 
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/
misshu/matinakabousaikuuti.html 
2）一戸一慧・姥浦道生（2015）,「都市近郊における空き地
の共同管理の可能性に関する研究」,日本建築学会大会学術
講演梗概集,2015（都市計画）, pp501-504 

隣地の買い増し ・ 飛び地の買取制度…防災空地の土地を買い取り 、 より大きな敷地で新築
等を行う 仕組み。 権利関係者が土地を売却する意思があれば取り組み可能である。 また、
移転の前提とした飛び地の買取制度を活用し、 空地の集約化を想定できる。

区画整理での活用…区画整理の種地となる防災空地が増加することで取り組みやすく な
る。 具体的に「 換地の対象の土地としての活用」「 保留床減歩として公園や道路化し金銭
補償」「 転出先としての活用」 が考えられる。

既存の防災空地として他事業に位置づけ

地区計画における地区施設の可能性…暫定利用であることや面積・ 規模から課題があるが、
長期的に防災空地が確保されることで実現できる。

暫定利用後の敷地を活用

１

２

３

４

防災空地は暫定的だが、 継続的な取り組みで生まれる効果があることを踏まえる必要が
ある。

直接的効果、 間接的効果、 将来的効果といった、 様々な評価が可能である。 ひとつの評
価に捉われるのではなく 、 それぞれの防災空地に合った、 総合的評価が必要である。

今まで恒久的な考えをもとにしてきた「 都市施設の機能」「 評価指標改善」「 市街地にお
ける利活用空間の整備」 に早急に取り組める点で、 暫定的であることはメ リ ッ ト である。

今後、 暫定利用後の展開や活用が想定されるため、 現状では把握しきれない防災空地の
評価の枠組みが期待できる。

緊急避難サポート 事業： 緊急時の避難をサ
ポート するため階段や扉の設置を整備する。

避難の安全性向上以外に、 防災空地の通行
を想定した整備ができる。

県民まちなみ緑化事業： 住民団体等の緑化
活動に対しての支援。（ 兵庫県の事業）

緑地の空間の確保が難しいエリアでは、 防
災空地を緑化スペースとして活用できる。

市民花壇助成事業： 花壇の設置に関し、 費
用の一部助成と花苗配布を行う 。

花壇設置のスペースを確保できるほか、 防
災空地に利用目的を持たせることが出来る。

近隣住環境計画制度： 一定の区域で土地の
所有者等が主体となり 、 建築基準法に規定
する緩和や規制等を併用し、 地域特性に応
じたまちづく りのルールを定める。

「 駒ヶ林町１ 丁目南部地区近隣住環境計画」
では、 防災空地が防災性能を確保しコミ ュ
ニティ 形成のために活用する広場と位置づ
けられている。 地域で防災空地に具体的な
役割を持たせることが可能である。

名称： 目的 組み合わせによる効果・ 評価

防災空地を主に維持管理する自治会範囲と利用者の居住範
囲は等しく、町丁目範囲を自治会範囲と仮定し、町丁目面
積を円の面積とした場合の半径を「誘致距離 (日常時 )」
とする。町丁目に複数の防災空地が存在する場合、防災空
地数で除した。平均値は、各町丁目の値より算出する。

誘致距離（日常時）＝（（町丁目面積/π）^(1/2))/防災空地数
誘致
距離

町丁目

災害時の避難場所として「最も近い公園または防災空地に
避難する」ことを想定し、この範囲を「誘致距離 (災害時 )」
とする。町丁目での値は、町丁目内での防災空地の平均で
あり、全体の平均値は個々の防災空地の値より算出する。

「災害時における誘致距離」＝
　　　　　　防災空地から最も近い公園までの中心距離 /2

誘致距離

防災
空地

災害時 公園

日常時
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風応答観測記録に基づく超高層免震建物の免震ダンパーの簡易疲労損傷評価手法の提案 

 
 

修士 正会員 村上 智一（東京工業大学） 
 
 

1. はじめに 
 近年，超高層建物にも免震構造が積極的に採用され

るようになってきた。建物が高層化すると地震力に対

して相対的に風荷重が大きくなるのに加え，風荷重は

地震に比べ継続時間が長いといった特徴があるため，

免震ダンパーの疲労損傷の評価が重要になってきてい

る。現行の日本の耐風設計は，原則として構造物の弾

性範囲に対する設計となっており，構造物の風応答時

の最大荷重効果（各部の変形や応力）を平均化時間 10

分とした統計データを基に評価が行われている。しか

し，疲労損傷等の累積的な荷重効果を考える場合には，

当然ながら風の作用時間や 10 分を超える変動に関す

る情報が必要になる。建物の供用期間中の風応答によ

る疲労評価は，風速別累積作用時間を確率統計的方法

と台風シミュレーションを組合せて評価し，各風速に

対する単位時間当たりの疲労損傷との積により行われ

ている 1，2）。これは，建物の供用期間中の累積疲労損

傷の評価には実用的な方法であるが，強風や台風の 1

イベント中の経時変化と 10 分間での疲労損傷の対応

を確認する必要がある。この点について，比較検討し

た例は殆ど無く、特に観測記録を用いた検討は皆無で

あるといえる。 

本研究では，実観測記録に基づき検討を行い，10 分

間毎に分割した免震層変位の時刻歴波形を用いて，強

風イベント全体における免震ダンパーの疲労損傷を簡

易に評価できる手法を提案する。 

2. 建物および観測概要 
 J2 棟（図 1）では複数層における応答加速度，免震

層変位および建物頂部北側の風向風速が常時観測され

ている。J2 棟は，地上 20 階，塔屋 2 階，高さ 91.35m

の総合研究棟であり，搭状比約 5.3，辺長比 3 の非常に

扁平な形状の超高層免震建物である。表 1 に鋼製ダン

パー概要を示す。図 2 に免震層の概要を示す。免震層

には，小変形用（±100mm レンジ）の変位計が X 方向

に 2 箇所，Y 方向に 1 箇所設置されている。X 方向で

は，捩れ中心が 2 つの変位計の中央にあることを確認

しているため，両変位計の平均を用いることで並進成

分を算出している。建物頂部の北側には三杯式風速計、

矢羽根式風向計が設置されている。風速データは 3 秒

ごとに平均し，瞬間風速として，風向は正 16 方位で記

録される。本研究では，caseA～caseE の 5 つの強風イ

ベント 3)に対して検討を行なう。観測記録より頂部風

速 5m/s 以下を免震層が変位しない微風と判断し，風速

5m/s から再び風速が 5m/s 以下になるまでを 1 つの強

風イベントとして疲労損傷評価の対象時間としている。

なお，免震層の時刻歴波形は各強風イベントの開始直

前の 10 分間の平均値を初期値のずれとしてゼロ点補

正を行っている。図 3 に強風イベントの一例として

caseD（2007 年 10 月 27 日，台風 20 号）における風速

風向を示す。風向は 10 分間毎の最多風向を示してい

る。 

3. 疲労損傷度算出方法 

 本報では，X，Y 方向のそれぞれに対して損傷評価

を行う。疲労損傷度（D 値）は，Rainflow 法 4)より算

出した免震層変位の全振幅 δk 毎に，Miner 則を用いて

算出する。 
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ここで，Dk：全振幅 δk の疲労損傷度，np：δk の総数 

    Nk：δk のサイクル数，Nf (δk) :δk の破断回数 

 破断回数 Nf は免震層の平均せん断変形角 γ（%）と

の関係（式(2)）に，Newton 法を用いて数式を回帰する

ことで算出する。なお，γk は，全変位振幅 δk を免震ダ

ンパー高さ h（表 1）で除した式(3)で表される。 

表 1 鋼製ダンパー概要 

図 1 J2 棟の外観 

（北西より望む） 
図 2 免震層の概要 

Steel DamperSmall Story Drift (2ch)

Oil Damper Small Story Drift (1ch)Y

X

N

■ Steel Damper and
Natural Rubber Bearing

(NRB1100)

Natural Rubber 
Bearing

(NRB1200)

一体型 別置型 計
12 2 14 31.7 304 374

ダンパー基数 降伏変位
(mm)

降伏荷重
(kN)

ダンパー部
高さh (mm)
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 本研究では変位計の分解能より，0.1mm 以下を除い

た全ての δkを対象として D 値の評価を行なう。 

4. 周期が 10 分を超える変動に関する分析 

 図 4 に caseD における免震層変位の時刻歴波形を示

す。図 4 より免震層変位波形は平均成分および変動成

分が時々刻々と変化している様子が確認できる。図 5

に各強風イベントにおける。強風イベント全体の D 値

（DF）と 10 分間毎のデータの D 値の合計（Σ 10D ）を

示す。図 6 に caseD における強風イベント全体の免震

層変位波形から全振幅ごとに算出したD値と波形の周

期の分析を示す。波形の周期は，Rainflow 法により各

全振幅に分解した波形を，1 または 1/2 サイクルとし

てカウントし，それぞれの開始と終了時間の差から算

出している。図 5 より，強風イベント，方向で異なる

が，Σ 10D が，DFに対して約 0.1～約 0.6 倍と小さい値

を示した。この差は図 6 に示す 10 分以上の周期をも

つ全振幅の D 値によって生じたものである。つまり，

10 分間の時刻歴波形に基づき算定した D 値を足し合

わせる手法では，平均成分を有する強風イベント内に

存在する周期が 10 分以上の波形による D 値を評価出

来ておらず，過小評価をしていることを確認した。 

5. 簡易疲労損傷評価手法の提案 

5.1 提案手法 1 の概要と検討結果 
 4 章で確認した周期 10 分以上の波形による D 値を

D~と定義し，評価手法の D 値を，10 分間毎のデータの

D 値の合計を用いて式(4)で算出する 

 



'

1
10'~ n

j
E DDD     (4) 

DE：評価手法の D 値，j：10 分間のステップ数 

 D~は，10 分間毎の最大値と最小値をつなげて作成した

波形（図 7(a)）を用いて算出される。まず，図 7(a)の波

形に対してRainflow法で評価した全振幅を用いて算出

した D 値を D̂と定義する。この D̂には，式(4)の Σ 10D

を算出する際にすでにカウントしている部分が図 7(b)

に示すように，10 分間毎に 1/2 サイクルずつ含まれる。

この重複部分の D 値を 10D  と定義し， 10D  を式(5)によ

り算出する。 

 



'

1
10

ˆ~ n

j
DDD     (5) 

ここでは免震層変位の観測記録において，10 分間毎の

最大値，最小値およびその発生時刻が既知であるとし，

10 分間毎のデータを用いて全体の D 値を算出する手

法を手法 1 と呼ぶ（表 2）。図 8 に精解値である強風イ

ベント全体の D 値（DF）に対する提案手法 1 による D

値（DE1）の割合を示す。図 8 より，DE1は DFに比べ，

強風イベント，方向で異なっているが，約 1～約 1.1 倍

と大きく評価できていることが分かる。 

5.2 提案手法 2 の概要と検討結果 
 耐風設計においてスペクトル法により最大値，最小

値を推定する場合にはそれらの発生時刻を規定するこ

とは出来ない。そこで，観測記録における最大値，最

小値の発生時刻を無視し，必ず最大値が先に発生する

と仮定した波形を用いる手法を提案手法 2 とする（表

2）。図 9 に DFと DE1，DE2の算出結果を示す。図 9 よ

り，DE2は強風イベント，方向によらず DFより大きく

評価できていることが分かる。また，その値は DFに対

して約 1 倍～約 1.2 倍になることが確認できた。以上

のことから，10 分間毎のデータの最大値，最小値の発

生時刻が規定できない場合においても免震層が弾性範 

 

図 3 風速風向の概要（caseD） 
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図 4 免震層変位の時刻歴波形（caseD） 
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図 5 強風イベント全体の D 値と 10 分間毎の D 値の合計 
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図 6 D 値と波形の周期の分析（caseD）
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囲内においては，10 分間毎のデータから強風イベント

全体の D 値が評価できることが分かった。次章では解

析モデルを用いて免震層が弾塑性挙動をした風応答変

位波形においても確認を行なう。 

6. 弾塑性応答時における提案手法の検討 

6.1 解析モデルの概要 
 検討対象建物の解析モデルを図 10 に示す。解析モ

デルは，超高層免震建物を対象とした高さ H = 120m の

11 質点せん断型モデルとした。上部構造は，1 次固有

周期 uT0 = 2.4s，建物密度 uρ=1715N/m3 の総重量

246960kN とし，重量は高さ方向に一様であると想定し

た。図 11 に上部構造の刺激関数を示す。上部構造の各

層の剛性 uki は，1 次固有モードが直線となるように式

(6)により決定した 5)。 

 
 

1

11
2









iusius

iusiusiuiusius
iu

kmk



  ni ~1  (6) 

ここで，usω：上部構造のみの s 次固有円振動数（= 2π/ 

usT ），mi：i 層の質量，usφi：上部構造 i 層の s 次モード

ベクトルを表す。ただし，uki+1 = 0，usφ0 = 0 とする。上

部構造の構造減衰は上部構造の 1 次固有周期に対して

h = 1%の剛性比例型とし，免震層には内部粘性を考慮

しない。図 12 にダンパー，アイソレータ，およびそれ

らを組み合わせた免震層の復元力特性を示している。

ここで，免震層の諸元は式(7)～(9)を用いて決定する。

なお，ダンパーの 2 次剛性比は 0 としている。 
   ydbuyd WWQ     （7） 

 ydydd Qk 1     （8） 

 
 

gT
WWk

f

bu
f






24    （9） 

ここで，d Qy：免震層ダンパーの降伏耐力，uW：上部構

造の重量，bW：免震層の重量，dk1：ダンパーの初期剛

性，dδy：ダンパーの降伏変位（= 3.17cm），dαy：ダンパ

ー降伏せん断力係数（= 0.02，0.03）f k：免震層アイソ

レータの 1 次剛性，g：重力加速度を表す。 

6.2 風外力の概要 
 解析モデルに作用させる風外力は風洞実験結果 6）を

用いた。1 波あたり 10 分間相当の風力データから台風

のように長時間の風外力を作成する場合，風洞実験に

基づいた異なる時間，風向の風力波形を繋げる必要が

生じる。このとき，不連続な接続により特異な応答が

生じないように，10 分間の風力波形の最後尾と始まり

の部分に三角関数を 50 秒間分（2500 ステップ）乗じ

て重ね合わせることで，それぞれの風力波形の負担率

を徐々に変化させながら繋いでいる 7)。また，解析開

始時および終了時においての過渡応答を避けるため，

強風イベントの各風力波形の先頭および後尾 50 秒間

にエンベロープを設けた 5）。 

6.3 弾塑性応答挙動に対する提案手法の妥当性の検討 
 強風イベントの風速は caseD の風速を増幅させたも

のを使用する。風向は caseD と同じとする。風速は，

「建築物の荷重指針・同解説」6）の神奈川県における

地表面粗度区分Ⅲに則し，再現期間 500 年相当の頂部

case0.8
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1

1.1

1.2
DE1 / DF

(b) Ｙ方向

A B C D E

図 9 D 値の算出結果 

(a) X 方向 (b) Y 方向 

図 8 強風イベント全体(精解)と手法 1 の比較 
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表 2 10 分間における最大値最小値波形の算出方法 

最大値・最小値 発生時刻

手法1 観測記録 観測記録

手法2 観測記録 必ず最大値が最初に発生する
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図 7 提案手法の概要（ D
~
） 

(a) 波形の作成方法( D̂ ) (b) 重複した振幅( 10D ) 

図 10 弾塑性解析モデル概要 
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・建物密度 

u ρ = 1715 N/m3 (上部構造) 

bw = 25000 N/m2 (免震層) 
・上部構造周期 uT0 = 2.4 s 
・免震周期 f T = 4.0, 5.0 s 
・ダンパー降伏せん断力係数 
 dαy = 0.02, 0.03 
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図 12 免震層復元力特性の作成 
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風速 UH = 54.9 m/s が caseD の強風イベント内の 10 分

間の最大平均風速になるように全体の風速を増幅した。

強風イベントは，各 10 分間区間内において使用する

波形を入れ替えることで X 方向，Y 方向ともに 3 波を

作成した。図 13 に解析モデルの頂部層風力の時刻歴波

形の一例を示す。X 方向においては，強風イベント全体

を通して概ね建物の風方向の風力であり平均風力が

時々刻々と変化している様子が分かる。図 14 に免震層

変位の時刻歴波形の一例を，図 15 に最大平均風速発生

時の 10 分間の免震層履歴曲線を d αy ごとに示す。図 14
より，X 方向においては，平均風力の影響を受け，平均

変位が時々刻々と変化していることが分かる。図 15 よ

り，Y 方向においては殆ど 0 点を中心に履歴を描いて

いるが，X 方向においては d αy によらず平均風力の影響

で f T = 5.0s のとき約 35cm ほどオフセットした状態で

免震層が履歴を描いていることが分かる。図 16 に解析

により算出した再現期間 500 年の強風イベントによる

免震ダンパーの D 値と提案手法の D 値を示す。図 16 よ

り，DE1 は解析ケース，方向により違いが見られるが強

風イベント全体の D 値に対して約 1.01～1.03 倍と安全

側を示していることが分かる。また，DE2 においても約

1.03～1.08 倍を示していることが分かる。以上より，本

論文で検討した範囲では，免震層が弾塑性挙動を示す変

位波形においても，提案手法が妥当であることを示した。 

7. まとめ 

 実観測記録に基づき 10 分間毎のデータを用いて強

風イベント全体の疲労損傷度を評価できる手法を提案

した。弾塑性解析モデルを用いて，免震層が塑性化す

るレベルの風応答に対しても検討を行い提案手法が妥

当であることを示した。 
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図 15 最大平均風速発生時 10 分間の免震層履歴曲線 (第 1 波) 
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図 13 頂部層風力の時刻歴波形例（第 1 波） 
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壁高さ方向に連続する縦長開口を有する RC 耐震壁の構造性能に関する研究 

 
修士 正会員 劉 虹（大阪大学） 

 
1. はじめに 

日本建築学会の 2010 年版の鉄筋コンクリート構造

計算規準（以下，RC 規準）1)では，縦長開口を有する

耐震壁（以下，縦長開口耐震壁）の耐力に関する開口

低減率 r3（以下，開口低減率を省略）が導入されてお

り（式(1)：基礎梁あるいは下階が十分に剛強の場合），

従来の r1および r2と併せて有開口耐震壁の耐力が評価

される。しかしながら，この r3 は縦長開口を有する連

層耐震壁における開口によって挟まれた梁（以下，境

界梁）のせん断力および壁脚部の曲げ耐力に基づいて

理論的に導かれているものの，実験的な検証は行われ

ておらず，妥当性は不明である。 
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ここで，l：柱を含む壁部材の全せい，l0：開口部の

長さ，Σh：当該階床から最上階の梁上端までの高さ，

Σh0：開口部高さの和である。 

そこで本論では，壁高さ方向に連続する縦長開口耐

震壁の静的載荷実験および FEM 解析を行い，縦長開

口耐震壁の基本的な構造性能を把握した上で，RC 規

準に示された r3 の評価精度を検討し，高精度化を行っ

た。とくに高精度化のために，壁脚部の曲げ耐力の低

減を考慮した newr3 を提案するとともに，その妥当性に

ついて検証を行った。 

2．先行研究による縦長開口耐震壁の静的載荷実験 2) 

2.1 試験体の概要 
既往の研究では，r3 の妥当性の検証を目的として，

壁高さ方向に連続する縦長開口が規則的に配された連

層耐震壁の縮小模型実験が実施された。なお，本実験

の詳細は文献 2)を参照されたい。 

図－1 に試験体の構造詳細を示しており，実験変数

は壁板における縦長開口の列数である。開口面積は RC

規準における開口低減率 r3が最も低くなるよう設計さ

れた。また，本試験体は，載荷装置と接続するための

分割された小型のスタブを壁頂部に有し，頂部梁の変

形を許容した実験計画が反映されている。 

2.2 実験結果の概要 
図－2 に各試験体の荷重－変形角関係を示す。また，

同図では広沢式を用いた無開口試験体のせん断終局強

度Qsu1)および有開口試験体ではこれに r3を乗じた計算
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図－1 試験体形状および配置詳細 
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結果 r3Qsu を点線で表示した。 

開口を有する試験体では，r3 を用いた耐力の評価結

果が実験の最大耐力を大幅に過大評価した。これは，

実験結果より，境界梁のせん断破壊は壁脚部の圧壊と

比べて早期に生じたため，RC 規準で想定された縦長

開口耐震壁の崩壊機構と異なったことが一因として指

摘されたが，以下の解析で原因を特定する。 

3．縦長開口耐震壁の FEM 解析 

3.1 FEM 解析概要 
縦長開口耐震壁試験体において r3の想定する耐力の

過大評価の原因を明らかにするため，第 2 節において

示した縦長開口耐震壁を対象として二次元 FEM 解析

を実施し，境界梁および壁脚部の負担応力を検討する。 

図－3 に試験体 W2 を例とした要素分割図を示す。

解析は平面応力場を仮定しており，コンクリートは四

辺形要素で定義し，鉄筋は埋め込み鉄筋として要素内

に層状置換した。なお，本論で用いた材料モデルの詳

細は文献 3)を参照されたい。 
3.2 解析結果 

図－2 に解析結果と実験結果の履歴特性の比較を示

す（解析においてコンクリート要素の軟化により収束

計算が不安定になった時点を☓で表示した）。 

各試験体の解析結果は実験においておよそ最大耐

力が記録された変形角 R=0.5%rad までの載荷サイクル

における実験結果を概ね再現できた。 

図－4 に解析結果から算出した変形角 R =0.5%rad ピ

ーク時までの境界梁および壁脚部の負担せん断力の推

移を，図－5 に 1 列開口試験体 W1 を例とした算定概

念図をそれぞれ示す。構成要素の負担するせん断力は

試験体に作用する外力 P，壁脚部の曲げモーメント Mwi

および境界梁の負担せん断力 Qjk の曲げモーメントの

釣り合いを考慮した式(2)より算出した。 

境界梁の負担せん断力の合計値の推移をみると，試

験体 W1 では R =0.375％rad の載荷サイクルに，W2 で

は R =0.5％rad の載荷サイクルに若干のせん断力の低

下が確認されるものの，両試験体ともに境界梁のせん

断力は R =0.5％rad の載荷サイクルまで一定以上の値

を保持している傾向が認められる。 

壁脚部の負担せん断力の推移では，引張側柱を有す

る左側壁脚部（以下，引張側壁）の負担せん断力は載

荷サイクルの進行に伴い増加する傾向がみられた。ま

た，圧縮側柱を有する右側壁脚部（以下，圧縮側壁）

の負担せん断力は一定の値を保持している。なお，圧

縮側壁の負担せん断力は引張側壁のものと比べて相対

的に低い傾向が確認された。これは，引張側壁では曲

げモーメントに寄与する側柱主筋量が多く，圧縮側壁

では壁縦筋量が少ないためである。 

解析においてほぼ最大耐力に達した R =0.5%rad 時

の各構成要素の解析結果と r3の想定する耐力を比較す

ると，r3 の想定する耐力の合計値は解析結果を上回っ

ており，特に壁脚部の想定耐力の合計値の過大評価が

顕著である。一方，境界梁の負担せん断力の合計値は

r3 の想定する耐力と同程度である。 

以上より，縦長開口耐震壁試験体において r3 の想定

する耐力の過大評価の原因は壁脚部の耐力の過大評価

に所在すると判断した。 

4．縦長開口低減率 r3 の修正案 
4.1 修正案の概要 
 開口低減率 r3は縦長開口耐震壁の壁脚部の曲げ耐力

および境界梁のせん断耐力を仮定して求められている。

しかしながら，3.2 節に示した FEM 解析結果によって，

開口低減率を構成する壁脚部の曲げ耐力を低減する必
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図－3 要素分割図（試験体 W2） 
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図－5 力の釣合モデル 

200

150

100

50

0

C
on

tri
bu

tio
n 

of
 s

he
ar

(k
N

)

0.125 0.25 0.375 0.5  
Drift angle(x10-2rad)

W1

r3 0.125 0.25 0.375 0.5  
Drift angle(x10-2rad)

W2

r3

Beam
 3F
 2F       
 1F

 
Wall
 (+Column) 

 Left   
 Middle 
 Right 

図－4 各構成要素の負担せん断力の推移 

 


  









h

xxQ

h

M
P

hn

j

o

k
rjljjk

hn

i
wi

1

 (2)

 
ここで，nh：開口列数，o：開口
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要があると考えられる。また，境界梁は r3 の想定する

せん断耐力と同程度のせん断力を保持し続ける傾向が

認められたことから，本論では r3 の想定する崩壊機構

を踏襲しつつ，壁脚部に想定する曲げ耐力の低減を考

慮した開口低減率の修正案を提示する。 

4.2 壁脚部の曲げ耐力低減係数 αの提案 
本節では，壁脚部の曲げ耐力の低減係数（以下，低

減係数）α を誘導する。図－6 に低減係数 α の評価概

念を示す。 
RC 規準における開口壁の曲げ耐力は無開口耐震壁

の曲げ耐力式を前提に算定されており，引張側壁の脚

部に作用する圧縮力は断面の圧縮側端部に作用する

ことが潜在的に仮定された。この仮定は壁板の両側に

側柱が取り付く一般的な無開口耐震壁ではおよそ成

立すると考えられるが，一般的な有開口耐震壁のよう

に側柱がない場合は成立しない。すなわち，壁断面の

圧縮域は壁の内側に分布し，結果的に引張側壁の応力

中心間距離は r3 の想定するものと比べて短くなる。

そこで，壁の端部に作用する圧縮力は厚さ t を有する

壁板の圧縮域長さ Dw（式(3)）の中心位置に作用する

ものと仮定する。 
tDDbA weq .  ⇒ tDbDw       (3) 
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以上より，α は r3 の想定する応力中心間距離と開口

際の壁に側柱と等価な断面積を有する柱の存在を仮定

した場合の応力中心間距離の比として定義する（式(4)）。 

4.3 縦長開口低減率 newr3の提案 

本節では，4.2 節で提案した低減係数 α を用いて縦

長開口低減率の高精度化を行い，壁脚部に想定する曲

げ耐力の評価精度の改善を意図した新たな開口低減率

newr3 を提案する。 

前述のように引張側壁の応力中心間距離は r3の想定

する応力中心間距離に α を乗じて評価される。一方，

圧縮側壁および開口に挟まれた壁では，壁縦筋の引張

力が小さいため，引張側壁のように曲げ耐力の低減は

必要ないと考えられる。しかしながら，図－4 に示し

たように，これらの壁の曲げ耐力への寄与は引張側壁

と比べて遥かに小さいため，開口耐震壁の耐力への影

響は小さい。よって，式の簡略化を目的として全ての

壁の応力中心間距離に αを乗じることとした。修正し

た開口低減率 newr3 を式(5)に示す。 
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図－7 に開口を有する試験体の r3 の想定する耐力，

提案する newr3 の想定する耐力， FEM 解析においてほ

ぼ最大耐力に達した R =0.5％rad のピーク時の解析結

果，および実験結果の最大耐力をそれぞれ示す。 

提案した newr3 の想定耐力は，開口列数に関わらず実

験結果と良好に整合したことを確認した。また，提案

した newr3 および FEM 解析の各構成部材の負担せん断

力に着目すると，引張側壁脚部の曲げ耐力は解析結果

の負担せん断力と比べて高く，圧縮側壁脚部の曲げ耐

力は解析結果の負担せん断力と比べて低い値を示した。

これは，解析結果では境界梁に作用するせん断力によ

り引張側壁に引張軸力が，圧縮側壁に圧縮軸力が作用

するためである。しかしながら，壁脚部の曲げ耐力の

合計値および境界梁のせん断耐力の合計値はそれぞれ

解析結果と整合している。 

以上より，提案した newr3 を用いた終局強度の計算結

果は縦長開口耐震壁の最大耐力および各部材の負担せ

ん断力を精度良く評価可能であることを示した。 

5．縦長開口が偏在配置された RC 連層耐震壁の静的載

荷実験に基づく縦長開口低減率の適用範囲の分析 
5.1 実験概要 

2 章の実験は縦長開口が壁長さを等分する位置に配

置された耐震壁を対象としたものである。本節では，

縦長開口が一列に偏在配置された壁試験体の静的載荷

実験を行い，r3 および提案した newr3 の縦長開口が偏在

配置された耐震壁に対する適用性について検討する。 
図－8 に試験体の構造図を，表－1 に試験体の構造

諸元を，表－2 にコンクリートの材料特性を，表－3

に鉄筋の材料特性をそれぞれ示す。なお，開口面積は

t
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Dw
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I ：耐震壁の側柱断面積と等価な仮想柱（=b×D） 

II ：仮想柱 I と等価な断面積（=t×Dw） 

図－6 壁脚部の曲げ耐力低減係数 α の概念図 
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RC 規準における r3 が最も低くなるよう設計された。 

図－9 に載荷装置を示す。なお，本実験では文献 4) 
で提案した地震力による分布荷重を集中荷重に置換す

る手法を用いて，試験体全体の高さの 7/9 に加力する。 

無開口壁試験体 WN0 では，載荷装置の容量の制限

により R=0.375%rad から正載荷方向のみの単調載荷と

した。 

5.2 実験結果 
図－10 に各試験体の荷重－変形角関係を示す。また，

同図では広沢式を用いた無開口試験体のせん断終局強

度 Qsu1)および有開口試験体ではこれに r3 および newr3

を乗じた計算結果を併せて示している。 
r3 を用いた耐力計算結果では，縦長開口が偏在配置

された試験体 WV1 の最大耐力を評価できておらず，

危険側の評価であることが確認された。一方，提案し

た newr3 を用いた耐力計算結果は，実験の最大耐力を精

度良く評価できた。 

6. まとめ 
本論では，壁高さ方向に連続する縦長開口を有する

RC 耐震壁の静的載荷実験および FEM 解析を行い， 

RC 規準に示された r3 の評価精度を検討し，高精度化

を行った。 

とくに高精度化のために，縦長開口耐震壁の終局状

態を想定し，壁脚部の曲げ耐力時の応力中心間距離を

低減するための係数 α を提案した。また，r3 の想定す

る崩壊機構を踏襲しつつ，α を用いた壁脚部の曲げ耐

力および境界梁のせん断力を考慮した newr3を提案した。 

その結果，newr3 を用いた耐力計算結果は縦長開口の

列数および縦長開口の位置に拘わらず縦長開口耐震壁

試験体の最大耐力を精度良く評価できた。 
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図－9 載荷装置 

表－1 試験体構造諸元の概要 
WN0 WV1 

Column
b×D (mm) 180×200 
Main Bars 12-D13 (pg=4.23%) 

Shear Reinforcement D4@50 (pw=0.31%) 

Beam
b×D (mm) 60×180 
Main Bars 4-D4 (pt=0.29%) 

Shear Reinforcement D4@100 (pw=0.47%) 
Wall

Panel
tw×lw (mm) 60×1700 

Wall Reinforcement D4@50 staggered (ps=0.47%)

Opening
l0×h0 (mm) 

- 
200×700 

Vertical reinforcement 3-D4 
Horizontal reinforcement 1-D10   

表－2 コンクリートの材料特性 
  Compressive 

strength (N/mm2)
Elastic modulus 

(kN/mm2) 
Strain at compressive

 strength (μ) 
WN0 27.0 25.7 1,694 
WV1 27.7 25.9 2,007 

 

表－3 鉄筋の材料特性 
  Yield strength

(N/mm2) 
Elastic modulus 

(kN/mm2) 
Tensile strength

(N/mm2) 
D13 (SD785) 766 187 1,017 
D4 (SD295A) 347 182 491 
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(a) 試験体 WN0            (b) 試験体 WV1  

図－8 試験体形状および配置詳細 
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      図－10 荷重－変形角関係
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